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利用にあたって 
 

１ この報告書は、内閣府から提示された「県民経済計算標準方式（2015（平成27）年基準版）」に基づいて推計し
た平成 23 年度以降の計数を掲載しています。 

 
２ 計数については、新たに利用可能となった基礎統計資料の反映等に伴い、平成23 年度まで遡って改定したため、既刊

の報告書等に掲載されている計数とは一致しない場合があります。計数を利用される場合には、最新の数値を利用してく
ださい。 

 
３ 実質値は平成 27 暦年を参照年（デフレータ＝100）とした連鎖方式により推計しています。 
   連鎖方式：前年の価格構造をウエイトに用いて当年の伸び率を計算し、それを毎年掛け合わせることにより実質値を

計算する方法 
 
４ 掲載している計数は、特に断りのない限り、県民経済計算、国民経済計算とも、すべて在庫品評価調整後のもので

す。 
なお、国民経済計算の計数は令和３年度国民経済計算年報から引用しており、その後の内閣府の公表資料におい

て数値が改訂されている場合があります。  
 

５ 統計表に使用している記号は、次のとおりです。 
「 0，0.0 」････････････ 単位に満たないもの 
「 － 」････････････････ 皆無又は記入を要しないもの 
「 △ 」････････････････ マイナス 

 
６ 統計表中の計数は、四捨五入の関係で総数と内訳合計が一致しない場合があります。 
 
７ 統計表中の増加率は、次式により算出しています。 

Ｘ0：前年度の計数  Ｘ1：当年度の計数   
Ｘ0 ≠０のとき （Ｘ1／Ｘ0－ １）× （Ｘ0 の符号）×１００ 
Ｘ0 ＝０のとき   「－」 

このため、マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合の増加率は、プラスとなります。 
 

８ 県民経済計算の問い合わせ先 

〒753-8501 山口市滝町１－１ 
山口県総合企画部統計分析課 調査分析班 

   TEL   083-933-2663 
   FAX   083-933-2669 
   E-mail a12500@pref.yamaguchi.lg.jp 
    URL   https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/22/15287.html   
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令和２年度県民経済計算の概要 

１ 令和２年度山口県経済の概況 
 

 

 

 

 

令和２年度の本県経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた緊急事態宣言

の発出、外出自粛や接触機会の減少に伴い経済活動が抑制された。特に第３次産業に

対する影響が大きく、宿泊・飲食サービス業が減少したこと等により、県内総生産（名

目）は 6 兆 1,481 億円、経済成長率は 1.8％減と 3 年連続で減少した。実質経済成長

率は、4.0％減と 3 年連続で減少した。 

県民所得は、企業所得が減少したこと等により、6.4％減と 3 年連続で減少した。 

なお、県民所得を山口県の総人口で除した１人当たり県民所得は 296 万 0 千円とな

り、前年度の 313 万 0 千円と比べて 5.4％の減少となった。 

（参考）日本経済 
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第１図 県内総生産と国内総生産の推移
県名目（目盛左） 県実質（目盛左）
国名目（目盛右） 国実質（目盛右）

国内総生産は、名目で537兆5,615億円、実質で527兆3,884億円 

経済成長率は、名目で3.5％減、実質で4.1％減 

１人当たり国民所得は6.4％減の297万5千円 

県内総生産は、名目で 6 兆 1,481 億円、実質で 6 兆 0,388 億円 

経済成長率は、名目で 1.8％減、実質で 4.0％減 

１人当たり県民所得は 5.4％減の 296 万 0 千円 
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第２図 経済成長率の推移
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第３図 １人当たりの県（国）民所得と所得水準の推移

県（千円：目盛左） 国（千円：目盛左） 所得水準（％：目盛右）

（注）所得水準＝１人当たり県民所得／１人当たり国民所得
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２ 経済活動別県内総生産 

 

県内総生産は、名目で 6 兆 1,481 億円、実質で 6 兆 0,388 億円であり、元年度に比

べて、名目で 1.8％減、実質で 4.0％減となった。 

産業別内訳を名目でみると、第 1 次産業は、0.3％増となり、構成比は 0.5％と横ば

いであった。 

第 2 次産業は、3.1％増となり、構成比は 41.8％と 1.9％上昇した。 

第 3 次産業は、5.1％減となり、構成比は 57.7％と 2.0％減少した。 
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第４図 経済活動別県内総生産（名目）の構成比の推移

農林水産業 鉱業 製造業

建設業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 卸売・小売業

運輸・郵便業 宿泊・飲食サービス業 情報通信業

金融・保険業 不動産業 専門・科学技術、業務支援サービス業

公務 教育 保健衛生・社会事業

その他のサービス

第１次産業 第２次産業 第３次産業
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（単位：100万円,％,％P）

R元年度 2年度 R元年度 2年度 R元年度 2年度 R元年度 2年度
 29 844  29 929 △ 18.8 0.3 0.5 0.5 △ 0.1 0.0

 16 482  16 851 △ 28.0 2.2 0.3 0.3 △ 0.1 0.0

 5 232  5 423 △ 1.3 3.7 0.1 0.1 △ 0.0 0.0

 8 130  7 655 △ 4.9 △ 5.8 0.1 0.1 △ 0.0 △ 0.0

2 488 255 2 565 161 △ 3.9 3.1 39.9 41.8 △ 1.6 1.2

 7 830  8 803 △ 2.3 12.4 0.1 0.1 △ 0.0 0.0

2 169 493 2 247 693 △ 3.1 3.6 34.7 36.7 △ 1.1 1.2

食料品  98 053  105 651 △ 2.0 7.7 1.6 1.7 △ 0.0 0.1

繊維製品  18 275  14 373 △ 4.2 △ 21.4 0.3 0.2 △ 0.0 △ 0.1

パルプ・紙・紙加工品  30 713  30 932 △ 0.6 0.7 0.5 0.5 △ 0.0 0.0

化学  954 103  964 225 17.6 1.1 15.3 15.7 2.2 0.2

石油・石炭製品  158 021  190 079 △ 34.7 20.3 2.5 3.1 △ 1.3 0.5

窯業・土石製品  105 210  108 655 △ 3.7 3.3 1.7 1.8 △ 0.1 0.1

一次金属  131 821  141 872 △ 20.7 7.6 2.1 2.3 △ 0.5 0.2

金属製品  66 229  81 061 △ 14.7 22.4 1.1 1.3 △ 0.2 0.2

はん用・生産用・業務用機械  138 368  140 189 △ 12.5 1.3 2.2 2.3 △ 0.3 0.0

電子部品・デバイス  35 374  32 590 12.6 △ 7.9 0.6 0.5 0.1 △ 0.0

電気機械  15 139  13 380 △ 4.9 △ 11.6 0.2 0.2 △ 0.0 △ 0.0

情報・通信機器 － － － － － － － －

輸送用機械  255 798  287 064 △ 13.9 12.2 4.1 4.7 △ 0.6 0.5

印刷業  12 714  10 341 △ 8.8 △ 18.7 0.2 0.2 △ 0.0 △ 0.0

その他の製造業  149 675  127 281 △ 9.9 △ 15.0 2.4 2.1 △ 0.3 △ 0.4

 310 932  308 665 △ 9.1 △ 0.7 5.0 5.0 △ 0.5 △ 0.0

3 725 512 3 535 474 △ 0.7 △ 5.1 59.7 57.7 △ 0.4 △ 3.0

 247 772  211 364 △ 3.1 △ 14.7 4.0 3.4 △ 0.1 △ 0.6

 490 667  457 972 △ 2.3 △ 6.7 7.9 7.5 △ 0.2 △ 0.5

 361 998  324 983 △ 2.5 △ 10.2 5.8 5.3 △ 0.1 △ 0.6

 131 472  76 266 △ 8.2 △ 42.0 2.1 1.2 △ 0.2 △ 0.9

 117 923  122 999 △ 4.3 4.3 1.9 2.0 △ 0.1 0.1

 182 680  171 941 1.0 △ 5.9 2.9 2.8 0.0 △ 0.2

 554 708  560 063 2.3 1.0 8.9 9.1 0.2 0.1

 303 781  302 802 0.7 △ 0.3 4.9 4.9 0.0 △ 0.0

 324 570  326 835 0.2 0.7 5.2 5.3 0.0 0.0

 212 186  209 963 △ 0.9 △ 1.0 3.4 3.4 △ 0.0 △ 0.0

 559 127  556 968 1.3 △ 0.4 9.0 9.1 0.1 △ 0.0

 238 628  213 318 △ 1.5 △ 10.6 3.8 3.5 △ 0.1 △ 0.4

6 243 611 6 130 564 △ 2.1 △ 1.8 100.0 100.0 △ 2.1 △ 1.8

 108 802  108 983 △ 3.5 0.2 - - △ 0.1 0.0

 91 679  91 401 △ 1.6 △ 0.3 - - △ 0.0 △ 0.0

6 260 734 6 148 146 △ 2.2 △ 1.8 - - △ 2.2 △ 1.8

  　　　なお、製造業のうち「情報・通信機器」は「その他の製造業」に含めた。

　　第１表　経済活動別県内総生産（名目）

(控除)総資本形成に係る消費税

農業

製造業

（注）構成比は、輸入品に課される税・関税、総資本形成に係る消費税を除いたものを100とした。

 小計

公務

第３次産業

県内総生産

その他のサービス

電気･ガス･水道・廃棄物処理業

不動産業
専門・科学技術、業務支援サービス業

輸入品に課される税・関税

教育

建設業

保健衛生・社会事業

卸売・小売業

金融 ・保険業

運輸・郵便業
宿泊・飲食サービス業
情報通信業

林業
水産業

鉱業
第２次産業

増加寄与度構　成　比対前年度増加率実　　数

第１次産業

項　　　　　　目

- 4 -



 

 

 

 

 
 

（単位：100万円,％,％P）

R元年度 2年度 R元年度 2年度 R元年度 2年度

 26 369  24 671 △ 14.1 △ 6.4 △ 0.1 △ 0.0

 15 138  14 541 △ 20.2 △ 3.9 △ 0.1 △ 0.0

 4 682  4 765 2.9 1.8 0.0 0.0

 6 473  5 387 △ 8.2 △ 16.8 △ 0.0 △ 0.0

2 576 605 2 549 557 △ 3.5 △ 1.0 △ 1.5 △ 0.4

 7 793  8 546 △ 2.4 9.7 △ 0.0 0.0

2 274 226 2 250 514 △ 2.3 △ 1.0 △ 0.8 △ 0.4

食料品  96 852  101 943 △ 3.7 5.3 △ 0.1 0.1

繊維製品  17 937  13 685 △ 9.0 △ 23.7 △ 0.0 △ 0.1

パルプ・紙・紙加工品  28 244  26 723 △ 10.3 △ 5.4 △ 0.1 △ 0.0

化学 1 073 682 1 098 009 21.4 2.3 2.9 0.4

石油・石炭製品  143 859  93 860 △ 38.7 △ 34.8 △ 1.4 △ 0.8

窯業・土石製品  96 892  96 480 △ 7.2 △ 0.4 △ 0.1 △ 0.0

一次金属  116 291  120 293 △ 21.3 3.4 △ 0.5 0.1

金属製品  60 600  72 234 △ 18.4 19.2 △ 0.2 0.2

はん用・生産用・業務用機械  142 183  143 345 △ 12.2 0.8 △ 0.3 0.0

電子部品・デバイス  41 507  39 269 20.5 △ 5.4 0.1 △ 0.0

電気機械  16 898  14 857 △ 2.8 △ 12.1 △ 0.0 △ 0.0

情報・通信機器 - - - - - -

輸送用機械  291 443  322 765 △ 10.5 10.7 △ 0.5 0.5

印刷業  12 337  9 610 △ 9.1 △ 22.1 △ 0.0 △ 0.0

その他の製造業  154 485  126 240 △ 12.1 △ 18.3 △ 0.3 △ 0.4

 296 279  292 223 △ 11.5 △ 1.4 △ 0.6 △ 0.1

3 657 934 3 427 688 △ 1.4 △ 6.3 △ 0.8 △ 3.7

 243 785  185 711 △ 4.5 △ 23.8 △ 0.2 △ 0.9

 475 838  432 058 △ 3.5 △ 9.2 △ 0.3 △ 0.7

 343 331  295 590 △ 4.7 △ 13.9 △ 0.3 △ 0.8

 120 228  70 009 △ 11.3 △ 41.8 △ 0.2 △ 0.8

 126 100  133 507 △ 2.8 5.9 △ 0.1 0.1

 183 945  181 501 0.1 △ 1.3 0.0 △ 0.0

 559 837  561 711 2.6 0.3 0.2 0.0

 289 242  286 134 △ 0.1 △ 1.1 △ 0.0 △ 0.0

 316 586  321 994 △ 0.5 1.7 △ 0.0 0.1

 209 363  207 827 △ 0.8 △ 0.7 △ 0.0 △ 0.0

 554 702  550 856 1.4 △ 0.7 0.1 △ 0.1
 233 337  205 684 △ 2.3 △ 11.9 △ 0.1 △ 0.4

6 262 897 5 999 545 △ 2.3 △ 4.2 △ 2.3 △ 4.2

 108 657  108 607 △ 2.5 △ 0.0 △ 0.0 △ 0.0

 82 500  70 443 △ 7.2 △ 14.6 △ 0.1 △ 0.2

6 289 106 6 038 783 △ 2.3 △ 4.0 △ 2.3 △ 4.0

  52  1 074 － － － －

増加寄与度

宿泊・飲食サービス業

建設業

運輸・郵便業

対前年度増加率

農業

林業

水産業

卸売 ・小売業

項　　　　　　目

鉱業

第１次産業

  　　 なお、製造業のうち「情報・通信機器」は「その他の製造業」に含めた。

製造業

公務

第２次産業

教育

第２表　経済活動別県内総生産(実質 : 連鎖方式)

情報通信業

金 融 ・保 険 業

（注）実質化には連鎖方式を採用しているため、各項目の合計と県内総生産は一致しない。

県内総生産

開差

輸入品に課される税・関税

(控除)総資本形成に係る消費税

不動産業

その他のサービス

 小計

専門・科学技術、業務支援サービス業

第３次産業

保健衛生・社会事業

電気･ガス･水道・廃棄物処理業

実　　数
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第１次産業の総生産は、名目で 299 億円（以下全て名目）であり、元年度に比べて
0.3％増となった。 

農業は、畜産の産出額が増加したこと等により、全体で 2.2％増となった。 

林業は、3.7％増となった。 

水産業は、5.8％減となった。 

 
 
 
 

第２次産業の総生産は、2 兆 5,652 億円であり、元年度に比べて 3.1％増となった。 

鉱業は、その他の鉱業が増加したこと等により、全体で 12.4％増となった。 

製造業は、3.6％増となった。 

 業種別にみると、中間投入額の減少等により石油・石炭製品が 20.3％増となり、輸

送用機械が 12.2％増となった。一方、その他の製造業は 15.0％減となった。 

建設業は、建築工事が減少したことにより、全体で 0.7％減となった。 

 
 
 

 

第３次産業の総生産は、3 兆 5,355 億円であり、元年度に比べて 5.1％減となった。 

電気・ガス・水道・廃棄物処理業は、構成比の高い電気業が減少したこと等により、

全体で 14.7％減となった。 

卸売・小売業は、6.7％減となった。 

運輸・郵便業は、その他運輸業が減少したこと等により、全体で 10.2％減となった。 

宿泊・飲食サービス業は、飲食サービス業が減少したこと等により、全体で 42.0％

減となった。 

情報通信業は、電信・電話業が増加したことにより、全体で 4.3％増となった。 

金融・保険業は、保険業が減少したこと等により、全体で 5.9％減となった。 

不動産業は、構成比の高い住宅賃貸業が増加したこと等により、全体で 1.0％増と

なった。 

専門・科学技術、業務支援サービス業は、その他の対事業所サービス業が減少した

こと等により、全体で 0.3％減となった。 

公務は、0.7％増となった。 

教育は、（政府）教育が減少したこと等により、全体で 1.0％減となった。 

保健衛生・社会事業は、医療・保健が減少したことにより、全体で 0.4％減となっ

た。 

その他のサービスは、娯楽業が減少したこと等により、全体で 10.6％減となった。 

 

第 1 次産業は 4 年ぶりの増加 

第 2 次産業は 3 年ぶりの増加 

第 3 次産業は 3 年連続の減少 
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（参考）県内総生産（名目）の特化係数 
 

総生産の経済活動別の構成比について全国を 1 とする特化係数を作成し全国と比較
すると、本県では鉱業、製造業、電気・ガス・水道・廃棄物処理業等で全国を上回って
いる。 

製造業の内訳をみると、特に化学、石油・石炭製品、窯業・土石製品が全国を上回っ
ている。 

産業 3 部門別にみると、第 2 次産業が全国を上回り、第 1 次及び第 3 次産業は下回っ
ている。 

 

 

 

（単位：特化係数を除き％）
構　成　比

山口県 全国
 第１次産業 0.5 1.0 0.5

農業 0.3 0.9 0.3
林業 0.1 0.0 2.1
水産業 0.1 0.1 1.1

 第２次産業 41.8 25.9 1.6
鉱業 0.1 0.1 2.0
製造業 36.7 20.1 1.8
  食料品 1.7 2.4 0.7
  繊維製品 0.2 0.2 0.9
  パルプ・紙・紙加工品 0.5 0.5 1.1
  化学 15.7 2.3 6.8
  石油・石炭製品 3.1 1.1 2.9
  窯業・土石製品 1.8 0.6 2.9
  一次金属 2.3 1.6 1.4
  金属製品 1.3 1.0 1.3
　はん用・生産用・業務用機械 2.3 2.9 0.8
　電子部品・デバイス 0.5 1.1 0.5
  電気機械 0.2 1.3 0.2
　情報・通信機器 - 0.5 -
  輸送用機械 4.7 2.4 1.9
　印刷業 0.2 0.4 0.4
  その他の製造業 2.1 1.7 1.2
建設業 5.0 5.7 0.9

 第３次産業 57.7 73.1 0.8
電気･ガス･水道・廃棄物処理業 3.4 3.2 1.1
卸売 ・小売業 7.5 12.8 0.6
運輸・郵便業 5.3 4.2 1.2
宿泊・飲食サービス業 1.2 1.7 0.7
情報通信業 2.0 5.1 0.4
金融・保険業 2.8 4.2 0.7
不動産業 9.1 12.3 0.7
専門・科学技術、業務支援サービス業 4.9 8.8 0.6
公務 5.3 5.2 1.0
教育 3.4 3.6 1.0
保健衛生・社会事業 9.1 8.2 1.1
その他のサービス 3.5 3.8 0.9

経済活動部門計 100.0 100.0

特化係数 ＝ 県内総生産構成比 ÷ 国内総生産構成比
（注）構成比は、輸入品に課される税・関税、総資本形成に係る消費税を除いた
　　ものを100とした。なお、資料の制約上、全国値は暦年計数によっている。

項　　　　　　目 特化係数

第３表  令和２年度県内総生産の構成比及び特化係数

  　なお、製造業のうち「情報・通信機器」は「その他の製造業」に含めた。

第５図 令和２年度県内総生産の特化係数 
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３ 県民所得の分配 

 

 

 

 

県民所得は、3 兆 9,731 億円であり、元年度に比べて 6.4％減となった。 

 

県民雇用者報酬は、2 兆 5,021 億円であり、4.1％減となった。 

 

非企業部門の財産所得は、2,569 億円であり、0.6％減となった｡ 

 

企業所得は、1 兆 2,141 億円であり、11.8％減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民所得は 3 年連続の減少 
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第６図 県民所得の分配の推移
県民雇用者報酬
財産所得
企業所得

（単位：100万円,％,％P）

R元年度 R2年度 R元年度 R2年度 R元年度 R2年度 R元年度 R2年度
 県民雇用者報酬 2 607 985 2 502 061 △ 0.5 △ 4.1 61.5 63.0 △ 0.3 △ 2.5

 賃金・俸給 2 210 161 2 109 970 △ 0.8 △ 4.5 52.1 53.1 △ 0.4 △ 2.4

 雇主の社会負担  397 824  392 091 1.3 △ 1.4 9.4 9.9 0.1 △ 0.1

 　雇主の現実社会負担  367 959  367 237 0.6 △ 0.2 8.7 9.2 0.0 △ 0.0

 　雇主の帰属社会負担  29 865  24 854 11.0 △ 16.8 0.7 0.6 0.1 △ 0.1

 財産所得（非企業部門）  258 547  256 926 △ 0.7 △ 0.6 6.1 6.5 △ 0.0 △ 0.0

 一般政府（地方政府等）  12 517  19 514 1.0 55.9 0.3 0.5 0.0 0.2

 家計  242 251  233 646 △ 0.6 △ 3.6 5.7 5.9 △ 0.0 △ 0.2

 対家計民間非営利団体  3 779  3 766 △ 9.8 △ 0.3 0.1 0.1 △ 0.0 △ 0.0

 企業所得 1 376 979 1 214 145 △ 9.0 △ 11.8 32.4 30.6 △ 3.1 △ 3.8

 民間法人企業 1 061 418  896 708 △ 9.3 △ 15.5 25.0 22.6 △ 2.5 △ 3.9

 公的企業  28 254  20 598 △ 44.8 △ 27.1 0.7 0.5 △ 0.5 △ 0.2

 個人企業  287 307  296 839 △ 1.6 3.3 6.8 7.5 △ 0.1 0.2

4 243 511 3 973 132 △ 3.4 △ 6.4 100.0 100.0 △ 3.4 △ 6.4県民所得

項　　　目

第４表　県民所得の分配

実　　　数 対前年度増加率 構　成　比 増加寄与度
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４ 県内総生産（支出側） 

 

 

 

 

県内総生産（支出側）は、名目で 6 兆 1,481 億円、実質で 6 兆 0,388 億円であり、

元年度に比べて、名目で 1.8％減、実質で 4.0％減となった。 

 

民間最終消費支出は、名目で（以下全て名目）2 兆 8,628 億円であり、5.1％減となっ

た。 

 

地方政府等最終消費支出は、1 兆 0,430 億円であり、2.5％増となった｡ 

 

総資本形成は、1 兆 4,537 億円であり、14.2％減となった｡ 

 

財貨・サービスの移出入（純）をみると、5,449 億円であった｡ 
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第７図 県内総生産（支出側）の推移
民間最終消費支出（名目）
地方政府等最終消費支出（名目）
県内総資本形成（名目）
財貨・サービスの移出入（純）・統計上の不突合（名目）
県内総生産（支出側）(実質)

県内総資本形成が 2 年連続の減少 
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（単位：100万円,％,％P）

R元年度 R2年度 R元年度 R2年度 R元年度 R2年度
 民間最終消費支出 3 017 228 2 862 797 △ 0.4 △ 5.1 △ 0.2 △ 2.5

 家計最終消費支出 2 937 750 2 769 734 △ 0.6 △ 5.7 △ 0.3 △ 2.7

 食料・非アルコール飲料  486 656  479 278 △ 1.0 △ 1.5 △ 0.1 △ 0.1

 アルコール飲料・たばこ  75 952  75 041 △ 1.3 △ 1.2 △ 0.0 △ 0.0

 被服・履物  97 026  88 054 △ 4.2 △ 9.2 △ 0.1 △ 0.1

 住居・電気・ガス・水道  689 753  695 500 1.5 0.8 0.2 0.1

 家具・家庭用機器・家事サービス  116 937  121 610 △ 1.6 4.0 △ 0.0 0.1

 保健・医療  114 976  118 501 △ 0.2 3.1 △ 0.0 0.1

 交通  347 339  281 836 △ 2.6 △ 18.9 △ 0.1 △ 1.0

 情報・通信  171 970  185 295 △ 1.5 7.7 △ 0.0 0.2

 娯楽・スポーツ・文化  181 927  167 303 △ 2.6 △ 8.0 △ 0.1 △ 0.2

 教育サービス  38 528  38 159 △ 0.3 △ 1.0 △ 0.0 △ 0.0

 外食・宿泊サービス  200 091  146 703 △ 2.8 △ 26.7 △ 0.1 △ 0.9

 保険・金融サービス  143 672  126 493 △ 2.6 △ 12.0 △ 0.1 △ 0.3

 個別ケア・社会保護・その他  272 923  245 961 4.4 △ 9.9 0.2 △ 0.4

 対家計民間非営利団体最終消費支出  79 478  93 063 7.1 17.1 0.1 0.2

 地方政府等最終消費支出 1 018 056 1 043 021 0.6 2.5 0.1 0.4

 県内総資本形成 1 693 511 1 453 737 △ 5.5 △ 14.2 △ 1.5 △ 3.8

 総固定資本形成 1 689 677 1 543 940 △ 2.2 △ 8.6 △ 0.6 △ 2.3

 民間 1 384 476 1 269 689 △ 2.0 △ 8.3 △ 0.4 △ 1.8

 住宅  203 946  175 363 0.9 △ 14.0 0.0 △ 0.5

 企業設備 1 180 530 1 094 326 △ 2.5 △ 7.3 △ 0.5 △ 1.4

 公的  305 201  274 251 △ 2.7 △ 10.1 △ 0.1 △ 0.5

 住宅  4 405  4 945 15.8 12.3 0.0 0.0

 企業設備  39 351  38 816 △ 45.9 △ 1.4 △ 0.5 △ 0.0

 一般政府（中央政府等・地方政府等）  261 445  230 490 10.3 △ 11.8 0.4 △ 0.5

 在庫変動  3 834 △  90 203 - - - -

 民間企業 △  7 221 △  68 130 - - - -

 公的（公的企業・一般政府）  11 055 △  22 073 - - - -

 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合  531 939  788 591 △ 6.1 48.2 △ 0.5 4.1

 財貨･サービスの移出入（純）  527 235  544 854 △ 19.8 3.3 △ 2.0 0.3

 統計上の不突合  4 704  243 737 105.2 5081.5 1.5 3.8

県内総生産(支出側) 6 260 734 6 148 146 △ 2.2 △ 1.8 △ 2.2 △ 1.8

県外からの所得(純)  49 544 △  37 005 - - - -

県民総所得 6 310 278 6 111 141 △ 2.4 △ 3.2 - -

第５表　県内総生産 （支出側、名目）

実　　　数 対前年度増加率 増加寄与度項　　　目
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第８図 総資本形成の推移
民間企業設備投資 民間住宅投資
公的総固定資本形成 在庫変動

（単位：100万円,％)

R元年度 R2年度 R元年度 R2年度 R元年度 R2年度
 民間最終消費支出 2 971 633 2 818 118 △ 1.0 △ 5.2 △ 0.5 △ 2.4

 家計最終消費支出 2 892 240 2 724 858 △ 1.2 △ 5.8 △ 0.6 △ 2.7

 食料・非アルコール飲料  465 700  457 326 △ 1.8 △ 1.8 △ 0.1 △ 0.1

 アルコール飲料・たばこ  70 002  66 822 △ 4.3 △ 4.5 △ 0.0 △ 0.1

 被服・履物  94 200  84 912 △ 5.0 △ 9.9 △ 0.1 △ 0.1

 住居・電気・ガス・水道  701 682  713 333 1.6 1.7 0.2 0.2

 家具・家庭用機器・家事サービス  116 355  118 992 △ 3.9 2.3 △ 0.1 0.0

 保健・医療  116 372  120 306 △ 0.5 3.4 △ 0.0 0.1

 交通  335 269  273 893 △ 3.4 △ 18.3 △ 0.2 △ 1.0

 情報・通信  187 945  201 408 0.8 7.2 0.0 0.2

 娯楽・スポーツ・文化  175 775  159 488 △ 4.1 △ 9.3 △ 0.1 △ 0.3

 教育サービス  38 722  38 159 0.2 △ 1.5 0.0 △ 0.0

 外食・宿泊サービス  191 292  139 717 △ 4.5 △ 27.0 △ 0.1 △ 0.8

 保険・金融サービス  135 284  121 628 △ 3.8 △ 10.1 △ 0.1 △ 0.2

 個別ケア・社会保護・その他  266 526  238 104 3.0 △ 10.7 0.1 △ 0.5

 対家計民間非営利団体最終消費支出  79 399  93 531 7.3 17.8 0.1 0.2

 地方政府等最終消費支出 1 009 976 1 044 065 0.2 3.4 0.0 0.5

 県内総資本形成 1 656 972 1 420 975 △ 6.1 △ 14.2 △ 1.7 △ 3.8

 総固定資本形成 1 654 147 1 513 694 △ 2.8 △ 8.5 △ 0.7 △ 2.2

 民間 1 361 893 1 252 273 △ 2.5 △ 8.0 △ 0.5 △ 1.7

 住宅  194 605  166 379 △ 0.6 △ 14.5 △ 0.0 △ 0.4

 企業設備 1 167 685 1 086 719 △ 2.8 △ 6.9 △ 0.5 △ 1.3

 公的  292 196  261 529 △ 4.2 △ 10.5 △ 0.2 △ 0.5

 住宅  4 191  4 683 13.5 11.7 0.0 0.0

 企業設備  38 205  37 722 △ 46.4 △ 1.3 △ 0.5 △ 0.0

 一般政府（中央政府等・地方政府等）  249 709  219 097 8.5 △ 12.3 0.3 △ 0.5

 在庫変動  4 013 △  98 277 - - - -

 民間企業 △  7 361 △  70 310 - - - -

 公的（公的企業・一般政府）  9 879 △  22 273 - - - -

 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差  650 525  755 625 △ 1.7 16.2 △ 0.2 1.7

県内総生産(支出側) 6 289 106 6 038 783 △ 2.3 △ 4.0 △ 2.3 △ 4.0

第６表　県内総生産（支出側、実質）

項　　　目 実　　　数 対前年度増加率 増加寄与度
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統計表



Ⅰ　基本勘定
１　統合勘定

(1) 県内総生産勘定（生産側と支出側）
(2) 県民可処分所得と使用勘定
(3) 資本勘定
(4) 域外勘定（経常取引）

２　制度部門別所得支出勘定

(1) 非金融法人企業
(2) 金融機関
(3) 一般政府（地方政府等）
(4) 家計（個人企業を含む）
(5) 対家計民間非営利団体

３　制度部門別資本勘定

(1) 非金融法人企業
(2) 金融機関
(3) 一般政府
(4) 家計（個人企業を含む）
(5) 対家計民間非営利団体
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19

.7
△

 1
11

.1
△

 1
16

.9
5

支
払

△
 2

9.
1

1.
9

7.
9

△
 5

.4
16

.4
7.

0
3.

7
△

 0
.1

9.
6

10
0.

0
72

.3
72

.4
71

.4
70

.1
72

.5
73

.4
74

.2
74

.3
74

.8

 6
 雇

用
者

報
酬

（
受

取
）

4.
6

5.
5

5.
2

3.
7

△
 4

.3
3.

8
0.

2
△

 0
.9

△
 4

.4
4.

9
5.

2
5.

4
5.

2
5.

6
4.

7
4.

7
4.

5
4.

5
4.

0
6

 7
 生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
（

中
央

政
府

）
△

 1
.9

2.
0

14
.5

1.
2

4.
2

2.
1

△
 0

.3
△

 1
.1

7.
2

25
.3

25
.4

25
.4

26
.6

28
.0

25
.9

25
.0

24
.3

24
.1

23
.7

7

 8
 （

控
除

）
補

助
金

（
中

央
政

府
）

△
 0

.6
△

 3
.6

△
 2

.3
△

 5
.0

△
 3

.5
△

 0
.5

△
 1

.2
3.

5
3.

3
2.

3
2.

3
2.

2
2.

0
1.

9
1.

7
1.

6
1.

5
1.

6
1.

5
8

 9
 財

産
所

得
（

受
取

）
10

.7
△

 5
8.

6
19

2.
7

△
 8

2.
9

10
09

.4
19

.0
10

.4
12

.6
53

.1
4.

6
5.

2
2.

1
5.

7
1.

0
9.

9
11

.2
12

.1
13

.6
19

.1
9

 1
0 

経
常

移
転

（
受

取
）

△
 3

.6
6.

7
2.

1
1.

1
2.

4
5.

2
2.

7
△

 2
.7

0.
2

62
.9

61
.9

64
.9

60
.6

63
.5

57
.8

57
.5

57
.6

56
.2

51
.7

10

受
取

△
 2

9.
1

1.
9

7.
9

△
 5

.4
16

.4
7.

0
3.

7
△

 0
.1

9.
6

10
0.

0
72

.3
72

.4
71

.4
70

.1
72

.5
73

.4
74

.2
74

.3
74

.8

70
4,

30
7

93
1,

59
9

令
和

元
年

度

52
7,

23
5

70
,4

56

20
6,

38
0

1,
51

9,
79

1

△
 1

,3
92

,2
63

93
1,

59
9

56
,6

05

30
2,

54
0

19
,5

47

17
0,

68
7

項
目

53
6,

46
4

73
,6

65

19
2,

06
5

1,
48

4,
76

3

70
7,

70
3

52
,6

07

20
,7

58

25

30
5,

82
9

22
,2

60
21

,4
63

20
,9

66
19

,9
27

19
,2

24
19

,1
19

18
,8

93

29 58
5,

31
4

72
,3

09

27 40
4,

54
9

26

14
8,

62
6

1,
47

5,
08

8

24
8,

66
1

28
4,

78
7

1,
51

0,
87

1

△
 1

,4
43

,2
76

72
2,

61
1

57
,3

95

57
7,

95
8

72
,3

77

17
8,

78
5

1,
48

3,
13

0

△
 1

,6
04

,5
47

24 41
7,

88
2

70
,7

57

30
6,

81
7

△
 1

,5
04

,7
28

93
2,

62
6

57
,1

23

15
1,

52
9

89
9,

42
2

64
7,

62
9

89
9,

42
2

69
4,

73
2

63
4,

33
8

70
7,

70
3

11
5,

34
8

項
目

67
0,

53
5

84
0,

81
1

65
4,

81
9

72
2,

61
1

49
,8

88

△
 1

,1
84

,7
97

28 50
2,

19
2

70
,1

67

19
3,

97
6

1,
47

0,
45

2

54
,9

28

平
成

23
年

度

52
6,

99
8

69
,7

43

14
4,

35
3

1,
42

4,
19

4

17
6,

46
0

10
,3

97

74
,0

07

28
8,

32
1

30
0,

44
8

構
成

比
対

前
年

度
増

加
率

2
実

数

54
4,

85
4

66
,6

33

21
1,

79
0

1,
79

4,
25

4

△
 1

,5
96

,0
72

1,
02

1,
45

9

54
,1

12

59
4,

72
2

98
0,

49
1

45
,2

95

61
6,

74
8

24
8,

36
2

22
,3

90

24
3,

67
4

98
0,

49
1

47
,6

96

△
 1

,4
17

,6
21

69
4,

73
2

△
 1

,5
23

,2
28

50
,1

22

76
3,

72
9

72
3,

97
4

93
2,

62
6

30 65
7,

08
1

71
,8

30

20
1,

48
7

1,
50

6,
95

6

32
4,

17
2

20
,1

98

26
1,

31
6

70
6,

03
1

1,
02

1,
45

9

76
3,

72
9

55
,3

45

60
,7

55
13

7,
30

1

△
 1

,3
95

,9
76

84
0,

81
1

57
,0

15

70
5,

10
6

20
0,

35
1

1,
51

0,
99

9

△
 1

,4
69

,5
51

- 17 -



２
　　

制
度

部
門

別
所

得
支

出
勘

定

（
１

）
　非

金
融

法
人

企
業

（
単

位
：

10
0万

円
）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 財

産
所

得
42

2,
47

6
44

9,
40

0
43

1,
34

2
55

7,
08

6
43

0,
90

5
57

6,
38

8
66

9,
77

3
81

5,
98

0
76

8,
00

0
1,

06
6,

21
7

1

　(
1)

 利
子

82
,2

65
75

,4
69

64
,0

63
93

,0
92

54
,9

56
62

,8
75

67
,4

55
83

,8
34

66
,6

74
70

,2
60

(1
)

　(
2)

 法
人

企
業

の
分

配
所

得
31

1,
80

7
34

5,
70

0
33

8,
77

7
43

7,
04

7
35

0,
06

9
48

5,
30

4
57

2,
80

9
70

5,
45

6
67

5,
10

5
96

8,
04

3
(2

)

　(
3)

 賃
貸

料
28

,4
04

28
,2

31
28

,5
02

26
,9

47
25

,8
80

28
,2

09
29

,5
09

26
,6

90
26

,2
21

27
,9

14
(3

)

 2
 所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

14
4,

57
9

14
9,

74
1

17
1,

22
9

16
7,

88
9

15
8,

92
6

16
7,

57
9

18
6,

62
3

19
5,

50
2

16
9,

62
6

16
5,

43
4

2

 3
 そ

の
他

の
社

会
保

険
非

年
金

給
付

5,
64

4
5,

47
8

5,
45

3
5,

49
9

5,
62

2
5,

53
0

5,
85

4
5,

69
3

5,
62

6
5,

33
7

3

 4
 そ

の
他

の
経

常
移

転
34

,2
87

30
,4

14
31

,2
15

28
,3

94
33

,7
06

35
,7

54
32

,3
11

31
,2

14
25

,2
26

32
,8

33
4

   
  う

ち
非

生
命

純
保

険
料

27
,0

37
22

,5
43

23
,0

22
19

,8
74

24
,0

40
23

,3
43

22
,2

38
24

,9
39

20
,8

08
27

,0
00

 5
 貯

蓄
84

4,
95

1
80

7,
81

8
88

3,
89

5
92

5,
10

3
69

1,
28

4
1,

00
7,

30
6

1,
02

4,
02

9
94

3,
23

9
82

3,
60

2
79

1,
77

2
5

支
払

1,
45

1,
93

7
1,

44
2,

85
1

1,
52

3,
13

4
1,

68
3,

97
1

1,
32

0,
44

3
1,

79
2,

55
7

1,
91

8,
59

0
1,

99
1,

62
8

1,
79

2,
08

0
2,

06
1,

59
3

（
参

考
）

支
払

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

17
6,

24
6

15
4,

90
1

13
1,

25
4

16
3,

98
0

96
,2

67
11

7,
14

7
11

5,
32

7
13

6,
25

5
12

2,
28

7
14

3,
33

8

 6
 営

業
余

剰
1,

10
9,

62
2

1,
08

6,
37

7
1,

16
0,

85
3

1,
19

9,
50

3
92

5,
16

4
1,

33
2,

73
3

1,
39

3,
85

6
1,

33
0,

05
3

1,
20

8,
37

3
1,

12
3,

64
3

6

 7
 財

産
所

得
28

1,
76

5
30

2,
49

5
30

9,
95

6
43

3,
43

7
34

3,
27

1
40

1,
83

6
46

6,
95

4
60

5,
46

4
53

2,
68

3
74

4,
96

7
7

　(
1)

 利
子

86
,1

00
83

,6
30

81
,6

27
14

1,
48

0
92

,9
69

11
4,

52
2

12
7,

94
8

15
0,

25
1

14
5,

07
0

15
9,

99
4

(1
)

　(
2)

 法
人

企
業

の
分

配
所

得
18

3,
64

5
20

7,
23

3
21

6,
71

0
28

0,
77

3
23

9,
28

5
27

5,
43

4
32

6,
55

1
44

3,
16

4
37

5,
74

1
57

2,
61

5
(2

)

　(
3)

 保
険

契
約

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

1,
38

5
1,

16
1

1,
12

8
1,

25
3

1,
30

6
1,

16
0

1,
10

1
1,

48
5

1,
25

1
1,

06
3

(3
)

　(
4)

 賃
貸

料
10

,6
35

10
,4

71
10

,4
91

9,
93

1
9,

71
1

10
,7

20
11

,3
54

10
,5

64
10

,6
21

11
,2

95
(4

)

 8
 雇

主
の

帰
属

社
会

負
担

5,
64

4
5,

47
8

5,
45

3
5,

49
9

5,
62

2
5,

53
0

5,
85

4
5,

69
3

5,
62

6
5,

33
7

8

 9
 そ

の
他

の
経

常
移

転
54

,9
06

48
,5

01
46

,8
72

45
,5

32
46

,3
86

52
,4

58
51

,9
26

50
,4

18
45

,3
98

18
7,

64
6

9

   
  う

ち
非

生
命

保
険

金
25

,8
84

21
,5

90
22

,1
33

19
,1

99
23

,8
55

22
,8

61
21

,8
78

24
,3

65
20

,3
29

26
,4

61

受
取

1,
45

1,
93

7
1,

44
2,

85
1

1,
52

3,
13

4
1,

68
3,

97
1

1,
32

0,
44

3
1,

79
2,

55
7

1,
91

8,
59

0
1,

99
1,

62
8

1,
79

2,
08

0
2,

06
1,

59
3

（
参

考
）

受
取

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

81
,0

23
79

,4
62

78
,1

65
13

8,
13

2
90

,7
30

11
0,

00
8

12
1,

87
5

14
2,

16
7

13
5,

95
5

14
7,

63
2

　（
注

）
法

人
企

業
の

分
配

所
得

に
は

、海
外

直
接

投
資

に
関

す
る

再
投

資
収

益
を含

む
。
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２
　　

制
度

部
門

別
所

得
支

出
勘

定

（
２

）
　金

融
機

関
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 財

産
所

得
34

5,
96

5
33

1,
53

4
34

0,
65

7
37

7,
89

6
37

9,
65

8
36

9,
13

0
36

5,
78

6
37

0,
63

7
35

1,
13

5
31

7,
84

7
1

　(
1)

 利
子

21
5,

46
1

16
9,

06
4

16
1,

29
5

16
5,

11
5

15
5,

51
0

14
1,

57
0

15
4,

18
0

16
6,

41
1

19
2,

08
6

15
4,

91
7

(1
)

　(
2)

 法
人

企
業

の
分

配
所

得
19

,8
33

42
,8

86
53

,3
76

91
,4

24
11

1,
81

7
12

0,
91

5
10

6,
17

0
99

,2
31

60
,2

76
68

,5
54

(2
)

　(
3)

 そ
の

他
の

投
資

所
得

10
9,

61
5

11
8,

64
7

12
5,

09
7

12
0,

49
8

11
1,

50
0

10
5,

81
5

10
4,

58
2

10
4,

20
2

97
,9

76
93

,6
00

(3
)

　 
 　

a 
保

険
契

約
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
86

,6
24

89
,1

88
90

,7
52

92
,8

47
89

,6
08

88
,4

84
86

,9
98

86
,4

71
81

,3
10

80
,8

13
a

　 
　 

b 
年

金
受

給
権

に
係

る
投

資
所

得
22

,9
91

21
,2

85
19

,0
51

17
,7

13
14

,6
99

10
,6

07
10

,7
00

10
,3

64
9,

53
0

8,
68

0
b

   
　 

c 
投

資
信

託
投

資
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
0

8,
17

4
15

,2
94

9,
93

8
7,

19
3

6,
72

4
6,

88
4

7,
36

7
7,

13
6

4,
10

7
ｃ

　(
4)

 賃
貸

料
1,

05
6

93
7

88
9

85
9

83
1

83
0

85
4

79
3

79
7

77
6

(4
)

 2
 所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

25
,1

33
23

,3
70

33
,1

63
33

,4
70

35
,0

61
30

,5
86

34
,4

82
34

,3
08

38
,7

91
34

,9
94

2

 3
 現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

12
0,

79
2

12
3,

35
8

11
6,

70
6

11
1,

70
5

10
5,

45
8

10
5,

74
1

94
,3

48
10

1,
02

4
99

,1
07

99
,6

56
3

　(
1)

 そ
の

他
の

社
会

保
険

年
金

給
付

12
0,

61
5

12
3,

18
9

11
6,

54
1

11
1,

54
2

10
5,

29
1

10
5,

57
7

94
,1

74
10

0,
85

5
98

,9
40

99
,4

98
(1

)

　(
2)

 そ
の

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
17

7
16

9
16

5
16

3
16

7
16

4
17

4
16

9
16

7
15

8
(2

)

 4
 そ

の
他

の
経

常
移

転
63

,1
90

57
,7

08
58

,3
38

50
,2

09
59

,3
13

56
,8

79
54

,0
80

57
,9

78
50

,9
21

59
,2

47
4

   
  う

ち
非

生
命

純
保

険
料

11
3

10
6

11
5

82
14

7
11

7
95

10
5

77
13

0

   
   

   
非

生
命

保
険

金
59

,3
79

54
,1

78
54

,5
14

46
,6

97
55

,8
26

53
,2

11
50

,4
80

54
,2

94
47

,4
32

56
,0

00

 5
 年

金
受

給
権

の
変

動
調

整
△

 4
3,

32
1

△
 4

8,
38

5
△

 4
4,

08
4

△
 3

7,
90

3
△

 3
3,

60
9

△
 3

5,
63

2
△

 2
4,

92
2

△
 3

1,
17

4
△

 2
9,

11
0

△
 2

9,
63

1
5

 6
 貯

蓄
72

,5
42

58
,1

20
65

,8
27

68
,5

53
61

,9
13

69
,2

88
51

,2
49

68
,7

73
79

,3
37

96
,4

78
6

支
払

58
4,

30
1

54
5,

70
5

57
0,

60
7

60
3,

93
0

60
7,

79
4

59
5,

99
2

57
5,

02
3

60
1,

54
6

59
0,

18
1

57
8,

59
1

（
参

考
）

支
払

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

20
5,

42
9

16
0,

58
5

15
4,

02
6

15
9,

03
5

14
8,

89
0

13
2,

14
7

14
1,

15
3

15
0,

70
3

17
5,

60
2

14
0,

67
2

 7
 営

業
余

剰
81

,9
93

66
,5

80
75

,0
89

82
,6

67
83

,8
80

86
,2

11
72

,1
05

84
,9

63
90

,0
56

88
,6

39
7

 8
 財

産
所

得
35

8,
57

5
34

4,
12

1
36

3,
38

2
39

6,
35

2
39

2,
41

2
38

1,
82

8
37

8,
12

1
38

7,
53

5
37

7,
69

5
34

4,
12

1
8

　(
1)

 利
子

28
8,

06
0

26
3,

70
1

26
5,

41
7

27
5,

40
4

24
4,

76
5

22
3,

19
4

22
2,

49
3

22
9,

06
9

22
9,

70
9

19
3,

58
7

(1
)

　(
2)

 法
人

企
業

の
分

配
所

得
70

,4
01

77
,2

20
92

,0
68

11
6,

99
4

14
4,

50
4

15
5,

50
7

15
2,

27
6

15
4,

72
2

14
4,

16
5

14
8,

41
7

(2
)

　(
3)

 そ
の

他
の

投
資

所
得

11
4

3,
20

0
5,

89
7

3,
95

4
3,

14
3

3,
12

7
3,

35
2

3,
74

4
3,

82
1

2,
11

7
(3

)

　　
　a

 保
険

契
約

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

11
4

11
3

99
96

91
75

57
55

56
44

a

　　
　b

 投
資

信
託

投
資

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

0
3,

08
7

5,
79

8
3,

85
8

3,
05

2
3,

05
2

3,
29

5
3,

68
9

3,
76

5
2,

07
3

b

 9
 純

社
会

負
担

77
,4

71
74

,9
73

72
,6

22
73

,8
02

71
,8

49
70

,0
10

69
,3

24
69

,7
46

69
,8

90
69

,9
29

9

　(
1)

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
72

,6
27

71
,0

57
67

,8
33

65
,3

34
62

,7
25

69
,1

04
61

,5
14

67
,6

03
66

,0
12

67
,3

98
(1

)

　(
2)

 雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
△

 2
0,

48
0

△
 1

9,
37

5
△

 1
5,

99
1

△
 1

0,
32

4
△

 6
,9

36
△

 1
1,

70
6

△
 4

,9
91

△
 1

0,
82

7
△

 8
,6

94
△

 9
,6

76
(2

)

　(
3)

 家
計

の
現

実
社

会
負

担
4,

59
7

4,
39

6
4,

34
9

3,
91

1
3,

91
9

4,
30

6
4,

59
1

5,
12

5
5,

53
2

6,
16

3
(3

)

　(
4)

 家
計

の
追

加
社

会
負

担
22

,9
91

21
,2

85
19

,0
51

17
,7

13
14

,6
99

10
,6

07
10

,7
00

10
,3

64
9,

53
0

8,
68

0
(4

)

　(
5)

 （
控

除
）

年
金

制
度

の
手

数
料

2,
26

4
2,

39
0

2,
62

0
2,

83
2

2,
55

8
2,

30
1

2,
49

0
2,

51
9

2,
49

0
2,

63
6

(5
)

10
 そ

の
他

の
経

常
移

転
66

,2
62

60
,0

31
59

,5
14

51
,1

09
59

,6
53

57
,9

43
55

,4
73

59
,3

02
52

,5
40

75
,9

02
10

   
  う

ち
非

生
命

純
保

険
料

59
,3

79
54

,1
78

54
,5

14
46

,6
97

55
,8

26
53

,2
11

50
,4

80
54

,2
94

47
,4

32
56

,0
00

   
   

   
非

生
命

保
険

金
2,

87
6

2,
09

1
1,

48
4

66
2

1,
03

0
93

3
93

5
87

4
1,

13
3

1,
98

8

受
取

58
4,

30
1

54
5,

70
5

57
0,

60
7

60
3,

93
0

60
7,

79
4

59
5,

99
2

57
5,

02
3

60
1,

54
6

59
0,

18
1

57
8,

59
1

（
参

考
）

受
取

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

37
6,

40
2

34
3,

67
8

34
1,

17
6

34
7,

54
0

31
4,

32
9

29
1,

13
5

28
7,

84
3

29
7,

25
4

29
9,

40
3

25
9,

37
8

　（
注

）
法

人
企

業
の

分
配

所
得

に
は

、海
外

直
接

投
資

に
関

す
る

再
投

資
収

益
を含

む
。
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２
　　

制
度

部
門

別
所

得
支

出
勘

定

（
３

）
　一

般
政

府
（

地
方

政
府

等
）

（
単

位
：

10
0万

円
）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 財

産
所

得
22

,9
45

22
,3

35
21

,5
55

18
,9

52
15

,8
90

13
,8

85
12

,6
54

8,
20

2
7,

34
5

7,
18

6
1

　(
1)

 利
子

22
,6

86
22

,0
28

21
,2

57
18

,6
33

15
,5

80
13

,5
20

12
,3

34
7,

89
4

6,
99

8
6,

95
2

(1
)

　(
2)

 賃
貸

料
25

9
30

7
29

8
31

9
31

0
36

5
32

0
30

8
34

7
23

4
(2

)

 2
 現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

17
6,

74
4

17
2,

48
7

16
9,

91
5

17
0,

00
3

17
0,

90
8

17
8,

58
0

17
6,

08
6

17
6,

84
8

18
1,

35
6

17
7,

71
4

2

　(
1)

 現
金

に
よる

社
会

保
障

給
付

70
,3

49
69

,7
20

68
,7

42
65

,9
21

66
,6

91
66

,5
47

65
,5

75
65

,7
64

65
,6

49
64

,9
67

(1
)

　(
2)

 そ
の

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
30

,7
06

30
,9

70
32

,9
51

29
,1

38
27

,7
67

26
,8

85
25

,9
74

27
,0

83
28

,0
52

25
,0

44
(2

)

　(
3)

 社
会

扶
助

給
付

75
,6

89
71

,7
97

68
,2

22
74

,9
44

76
,4

50
85

,1
48

84
,5

37
84

,0
01

87
,6

55
87

,7
03

(3
)

 3
 そ

の
他

の
経

常
移

転
24

0,
37

5
24

2,
30

5
24

3,
65

2
25

1,
59

1
26

0,
80

3
26

5,
05

5
27

0,
06

7
25

7,
96

4
26

0,
19

4
57

3,
01

6
3

   
  う

ち
非

生
命

純
保

険
料

16
6

16
1

16
3

13
8

18
0

16
3

15
0

15
9

13
7

17
2

 4
 最

終
消

費
支

出
97

8,
78

7
97

7,
09

1
98

1,
86

2
99

8,
57

6
1,

01
2,

40
4

1,
00

2,
05

0
1,

00
4,

78
4

1,
01

1,
61

1
1,

01
8,

05
6

1,
04

3,
02

1
4

 5
 貯

蓄
45

,2
52

11
0,

06
9

14
3,

20
5

16
0,

11
6

15
8,

91
6

15
9,

63
3

17
4,

28
6

17
2,

38
3

16
8,

85
7

67
,9

04
5

支
払

1,
46

4,
10

3
1,

52
4,

28
7

1,
56

0,
18

9
1,

59
9,

23
8

1,
61

8,
92

1
1,

61
9,

20
3

1,
63

7,
87

7
1,

62
7,

00
8

1,
63

5,
80

8
1,

86
8,

84
1

（
参

考
）

支
払

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

35
,6

50
33

,3
19

31
,4

39
28

,5
53

25
,7

54
22

,2
74

20
,2

05
14

,8
52

13
,2

99
11

,2
15

　　
　　

現
物

社
会

移
転

67
5,

83
3

68
5,

57
0

69
1,

17
9

70
7,

37
5

72
0,

21
0

71
2,

59
3

71
4,

04
1

71
4,

57
9

72
0,

11
2

72
4,

38
2

　　
　　

　う
ち

現
物

社
会

移
転

（
市

場
産

出
の

購
入

）
45

2,
17

0
46

3,
81

1
47

5,
03

3
48

4,
59

1
49

8,
08

7
49

4,
05

2
49

8,
88

4
49

9,
93

7
50

7,
27

1
50

2,
88

2

 6
 生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
（

地
方

政
府

）
18

0,
53

5
17

7,
12

7
18

0,
75

2
20

7,
01

1
20

9,
58

0
21

8,
39

5
22

3,
02

6
22

2,
30

7
21

9,
91

6
23

5,
64

0
6

 7
 （

控
除

）
補

助
金

（
地

方
政

府
）

18
,3

30
18

,2
24

17
,5

71
17

,1
64

16
,3

13
15

,7
38

15
,6

53
15

,4
68

16
,0

03
16

,5
35

7

 8
 財

産
所

得
17

,0
54

35
,2

13
49

,8
26

33
,8

39
30

,0
73

20
,4

09
29

,7
07

20
,5

99
19

,8
62

26
,7

00
8

　(
1)

 利
子

8,
12

5
25

,4
06

39
,1

59
23

,1
53

19
,4

42
9,

92
2

19
,4

25
10

,5
32

9,
96

0
17

,0
46

(1
)

　(
2)

 法
人

企
業

の
分

配
所

得
8,

60
9

9,
63

6
10

,5
21

10
,5

29
10

,4
73

10
,3

15
10

,1
08

9,
89

1
9,

72
0

9,
47

5
(2

)

　(
3)

 保
険

契
約

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

5
5

4
6

6
4

4
5

5
4

(3
)

　(
4)

 賃
貸

料
31

5
16

6
14

2
15

1
15

2
16

8
17

0
17

1
17

7
17

5
(4

)

 9
 所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

（
地

方
政

府
）

16
5,

76
7

17
0,

72
9

17
6,

81
9

17
8,

11
0

17
9,

57
6

18
5,

44
1

18
8,

50
7

19
1,

42
6

18
9,

38
1

17
6,

58
9

9

10
 純

社
会

負
担

18
0,

39
0

21
9,

40
3

22
2,

80
0

22
6,

31
2

22
7,

50
0

22
9,

45
9

23
0,

49
7

23
2,

72
3

23
4,

79
9

23
2,

01
2

10

　(
1)

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
42

,4
81

73
,5

98
74

,3
38

78
,5

53
80

,5
05

81
,5

82
83

,2
20

84
,5

28
85

,4
49

85
,4

23
(1

)

　(
2)

 雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
30

,7
06

30
,9

70
32

,9
51

29
,1

38
27

,7
67

26
,8

85
25

,9
74

27
,0

83
28

,0
52

25
,0

44
(2

)

　(
3)

 家
計

の
現

実
社

会
負

担
10

7,
20

3
11

4,
83

5
11

5,
51

1
11

8,
62

1
11

9,
22

8
12

0,
99

2
12

1,
30

3
12

1,
11

2
12

1,
29

8
12

1,
54

5
(3

)

11
 そ

の
他

の
経

常
移

転
93

8,
68

7
94

0,
03

9
94

7,
56

3
97

1,
13

0
98

8,
50

5
98

1,
23

7
98

1,
79

3
97

5,
42

1
98

7,
85

3
1,

21
4,

43
5

11

   
  う

ち
非

生
命

保
険

金
13

9
13

6
13

5
12

6
13

8
13

4
12

9
13

4
12

6
13

3

受
取

1,
46

4,
10

3
1,

52
4,

28
7

1,
56

0,
18

9
1,

59
9,

23
8

1,
61

8,
92

1
1,

61
9,

20
3

1,
63

7,
87

7
1,

62
7,

00
8

1,
63

5,
80

8
1,

86
8,

84
1

（
参

考
）

受
取

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

7,
76

7
22

,8
37

36
,7

14
22

,8
66

19
,1

94
9,

34
4

18
,0

24
10

,0
74

9,
59

7
16

,7
59

　（
注

）
「地

方
政

府
等

」は
、地

方
政

府
と地

方
社

会
保

障
基

金
で

あ
る

。
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２
　　

制
度

部
門

別
所

得
支

出
勘

定

（
４

）
　家

計
（

個
人

企
業

を含
む

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 財

産
所

得
16

,2
76

15
,4

55
16

,1
76

24
,3

26
22

,1
06

19
,4

39
19

,4
89

20
,4

78
17

,4
22

14
,2

32
1

　(
1)

 消
費

者
負

債
利

子
4,

06
0

3,
94

9
4,

17
2

5,
82

5
5,

03
5

4,
67

0
4,

28
3

3,
66

6
3,

32
5

2,
75

6
(1

)
　(

2)
 そ

の
他

の
利

子
8,

10
0

8,
05

7
8,

27
5

14
,5

07
13

,4
41

9,
89

6
10

,6
48

12
,2

71
10

,1
28

8,
19

0
(2

)
　(

3)
 賃

貸
料

4,
11

6
3,

44
9

3,
72

9
3,

99
4

3,
63

0
4,

87
3

4,
55

8
4,

54
1

3,
96

9
3,

28
6

(3
)

 2
 所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

20
5,

21
0

20
7,

61
2

21
2,

12
3

21
4,

00
7

21
5,

79
9

21
9,

32
3

22
4,

97
1

22
9,

00
3

22
3,

33
7

22
5,

98
5

2
 3

 純
社

会
負

担
67

1,
54

9
68

5,
04

0
69

5,
99

6
71

6,
49

3
73

0,
09

8
74

3,
99

7
75

3,
75

2
76

5,
27

4
77

2,
76

8
76

3,
97

8
3

　(
1)

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
32

0,
63

3
32

3,
10

3
32

5,
90

0
33

5,
49

3
34

1,
42

4
35

5,
29

9
35

4,
03

8
36

5,
78

4
36

7,
95

9
36

7,
23

7
(1

)
　(

2)
 雇

主
の

帰
属

社
会

負
担

21
,4

64
22

,7
41

27
,9

73
29

,5
94

31
,7

56
25

,7
32

31
,7

92
26

,8
95

29
,8

65
24

,8
54

(2
)

　(
3)

 家
計

の
現

実
社

会
負

担
30

8,
72

5
32

0,
30

1
32

5,
69

2
33

6,
52

5
34

4,
77

7
35

4,
66

0
35

9,
71

2
36

4,
75

0
36

7,
90

4
36

5,
84

3
(3

)
　(

4)
 家

計
の

追
加

社
会

負
担

22
,9

91
21

,2
85

19
,0

51
17

,7
13

14
,6

99
10

,6
07

10
,7

00
10

,3
64

9,
53

0
8,

68
0

(4
)

　(
5)

 （
控

除
）

年
金

制
度

の
手

数
料

2,
26

4
2,

39
0

2,
62

0
2,

83
2

2,
55

8
2,

30
1

2,
49

0
2,

51
9

2,
49

0
2,

63
6

(5
)

 4
 そ

の
他

の
経

常
移

転
15

6,
81

6
10

2,
14

0
11

0,
89

9
11

8,
85

0
10

9,
38

8
14

8,
47

0
10

9,
77

4
12

5,
90

3
11

1,
27

7
11

6,
39

6
4

   
  う

ち
非

生
命

純
保

険
料

31
,4

57
30

,8
04

30
,5

78
26

,2
07

30
,5

52
28

,8
99

27
,4

77
28

,5
03

26
,0

20
27

,8
68

 5
 最

終
消

費
支

出
2,

96
5,

85
4

2,
96

4,
25

7
3,

00
9,

33
4

2,
98

2,
16

5
2,

95
0,

22
7

2,
91

6,
79

3
2,

95
1,

04
4

2,
95

4,
51

3
2,

93
7,

75
0

2,
76

9,
73

4
5

 6
 貯

蓄
17

3,
35

1
17

6,
03

7
12

3,
02

3
11

0,
47

4
20

4,
22

7
11

9,
31

4
22

1,
61

8
12

3,
13

2
12

6,
21

4
37

5,
66

5
6

支
払

4,
18

9,
05

6
4,

15
0,

54
1

4,
16

7,
55

1
4,

16
6,

31
5

4,
23

1,
84

5
4,

16
7,

33
6

4,
28

0,
64

8
4,

21
8,

30
3

4,
18

8,
76

8
4,

26
5,

99
0

（
参

考
）

支
払

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

80
,2

61
75

,4
12

74
,0

47
76

,6
62

70
,5

35
64

,6
34

63
,6

38
65

,7
12

65
,2

38
61

,9
42

　　
　　

可
処

分
所

得
3,

18
2,

52
6

3,
18

8,
67

9
3,

17
6,

44
1

3,
13

0,
54

2
3,

18
8,

06
3

3,
07

1,
73

9
3,

19
7,

58
4

3,
10

8,
81

9
3,

09
3,

07
4

3,
17

5,
03

0
　　

　　
貯

蓄
率

（
％

）
5.

5
5.

6
3.

9
3.

6
6.

5
3.

9
7.

0
4.

0
4.

1
11

.9
 7

 営
業

余
剰

・混
合

所
得

34
2,

60
8

33
8,

52
4

34
3,

98
0

32
9,

76
3

35
3,

20
9

33
4,

03
3

33
0,

07
3

30
8,

75
6

30
1,

40
4

30
8,

31
5

7
　(

1)
 営

業
余

剰
（

持
ち

家
）

21
9,

16
4

22
4,

03
6

22
2,

81
9

21
9,

21
9

21
6,

91
3

21
4,

71
2

21
1,

29
4

20
6,

40
5

21
1,

38
0

21
2,

31
1

(1
)

　(
2)

 混
合

所
得

12
3,

44
4

11
4,

48
8

12
1,

16
1

11
0,

54
4

13
6,

29
6

11
9,

32
1

11
8,

77
9

10
2,

35
1

90
,0

24
96

,0
04

(2
)

 8
 県

民
雇

用
者

報
酬

2,
56

6,
40

4
2,

56
3,

97
8

2,
55

1,
29

1
2,

57
3,

42
0

2,
60

7,
00

7
2,

55
3,

59
1

2,
66

7,
90

4
2,

62
0,

52
3

2,
60

7,
98

5
2,

50
2,

06
1

8
　(

1)
 賃

金
・俸

給
2,

22
4,

30
7

2,
21

8,
13

4
2,

19
7,

41
8

2,
20

8,
33

3
2,

23
3,

82
7

2,
17

2,
56

0
2,

28
2,

07
4

2,
22

7,
84

4
2,

21
0,

16
1

2,
10

9,
97

0
(1

)
　(

2)
 雇

主
の

社
会

負
担

34
2,

09
7

34
5,

84
4

35
3,

87
3

36
5,

08
7

37
3,

18
0

38
1,

03
1

38
5,

83
0

39
2,

67
9

39
7,

82
4

39
2,

09
1

(2
)

　　
　a

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
32

0,
63

3
32

3,
10

3
32

5,
90

0
33

5,
49

3
34

1,
42

4
35

5,
29

9
35

4,
03

8
36

5,
78

4
36

7,
95

9
36

7,
23

7
a

　　
　b

 雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
21

,4
64

22
,7

41
27

,9
73

29
,5

94
31

,7
56

25
,7

32
31

,7
92

26
,8

95
29

,8
65

24
,8

54
b

 9
 財

産
所

得
24

5,
27

4
23

1,
81

0
24

1,
08

6
24

2,
56

1
24

5,
58

7
24

9,
96

5
25

2,
05

0
24

7,
46

8
24

5,
57

6
23

6,
40

2
9

　(
1)

 利
子

76
,2

87
41

,3
86

35
,7

30
28

,6
85

44
,4

22
46

,8
35

49
,5

37
52

,4
83

71
,8

80
61

,9
73

(1
)

　(
2)

 配
当

22
,7

70
43

,3
68

50
,8

32
57

,8
96

55
,5

68
47

,8
59

50
,6

30
43

,1
38

33
,0

22
42

,5
86

(2
)

　(
3)

 そ
の

他
の

投
資

所
得

10
8,

21
8

11
4,

38
6

11
8,

16
0

11
5,

37
8

10
7,

11
5

10
1,

56
9

10
0,

13
0

98
,9

30
92

,8
85

90
,4

02
(3

)
　　

　a
 保

険
契

約
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
85

,2
27

88
,0

14
89

,6
13

91
,5

85
88

,2
75

87
,2

90
85

,8
41

84
,8

88
79

,9
84

79
,6

88
a

　　
　b

 年
金

受
給

権
に

係
る

投
資

所
得

22
,9

91
21

,2
85

19
,0

51
17

,7
13

14
,6

99
10

,6
07

10
,7

00
10

,3
64

9,
53

0
8,

68
0

b
　　

　c
 投

資
信

託
投

資
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
0

5,
08

7
9,

49
6

6,
08

0
4,

14
1

3,
67

2
3,

58
9

3,
67

8
3,

37
1

2,
03

4
c

　(
4)

 賃
貸

料
37

,9
99

32
,6

70
36

,3
64

40
,6

02
38

,4
82

53
,7

02
51

,7
53

52
,9

17
47

,7
89

41
,4

41
(4

)
10

 現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
1,

01
4,

65
6

1,
01

5,
79

6
1,

02
0,

40
5

1,
00

6,
69

6
1,

00
6,

71
1

1,
01

5,
06

0
1,

00
5,

76
0

1,
01

5,
20

6
1,

01
5,

77
6

1,
01

4,
35

9
10

　(
1)

 現
金

に
よる

社
会

保
障

給
付

75
7,

51
4

76
7,

25
0

77
3,

82
6

76
7,

10
5

77
5,

13
4

77
7,

94
0

78
1,

94
0

78
4,

49
7

78
1,

89
4

78
1,

79
3

(1
)

　(
2)

 そ
の

他
の

社
会

保
険

年
金

給
付

12
0,

61
5

12
3,

18
9

11
6,

54
1

11
1,

54
2

10
5,

29
1

10
5,

57
7

94
,1

74
10

0,
85

5
98

,9
40

99
,4

98
(2

)
　(

3)
 そ

の
他

の
社

会
保

険
非

年
金

給
付

42
,1

21
42

,2
85

44
,1

29
40

,0
81

38
,8

59
37

,6
02

36
,9

57
37

,8
91

38
,7

26
34

,6
88

(3
)

　(
4)

 社
会

扶
助

給
付

94
,4

06
83

,0
72

85
,9

09
87

,9
68

87
,4

27
93

,9
41

92
,6

89
91

,9
63

96
,2

16
98

,3
80

(4
)

11
 そ

の
他

の
経

常
移

転
63

,4
35

48
,8

18
54

,8
73

51
,7

78
52

,9
40

50
,3

19
49

,7
83

57
,5

24
47

,1
37

23
4,

48
4

11
   

  う
ち

非
生

命
保

険
金

29
,9

75
29

,8
45

30
,1

90
26

,3
64

30
,0

64
28

,7
14

27
,0

90
28

,3
80

25
,4

86
26

,5
92

12
 年

金
受

給
権

の
変

動
調

整
△

 4
3,

32
1

△
 4

8,
38

5
△

 4
4,

08
4

△
 3

7,
90

3
△

 3
3,

60
9

△
 3

5,
63

2
△

 2
4,

92
2

△
 3

1,
17

4
△

 2
9,

11
0

△
 2

9,
63

1
12

受
取

4,
18

9,
05

6
4,

15
0,

54
1

4,
16

7,
55

1
4,

16
6,

31
5

4,
23

1,
84

5
4,

16
7,

33
6

4,
28

0,
64

8
4,

21
8,

30
3

4,
18

8,
76

8
4,

26
5,

99
0

（
参

考
）

受
取

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

68
,0

27
34

,3
84

29
,6

46
23

,3
16

38
,9

47
39

,7
20

40
,2

88
41

,0
02

59
,3

33
51

,3
18

　　
　　

現
物

社
会

移
転

77
4,

62
2

78
5,

10
7

79
1,

84
6

81
0,

80
9

82
8,

15
5

82
0,

89
5

82
4,

75
3

82
6,

69
6

83
3,

85
3

83
3,

73
4

　　
　　

　う
ち

現
物

社
会

移
転

（
市

場
産

出
の

購
入

）
55

0,
95

9
56

3,
34

8
57

5,
70

0
58

8,
02

5
60

6,
03

2
60

2,
35

4
60

9,
59

6
61

2,
05

4
62

1,
01

2
61

2,
23

4
（

注
）

１
　可

処
分

所
得

 ＝
 （

受
取

－
12

）
 －

 （
1～

4の
合

計
）

  　
　 

　２
　貯

蓄
率

 ＝
 貯

蓄
 /

 （
可

処
分

所
得

＋
年

金
受

給
権

の
変

動
調

整
）
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２
　　

制
度

部
門

別
所

得
支

出
勘

定

（
５

）
　対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 財

産
所

得
49

6
40

1
38

3
70

8
71

9
54

7
49

7
53

9
67

7
51

0
1

　(
1)

 利
子

23
0

11
1

97
39

2
37

7
25

7
25

2
28

8
40

5
18

9
(1

)

　(
2)

 賃
貸

料
26

6
29

0
28

6
31

6
34

2
29

0
24

5
25

1
27

2
32

1
(2

)

 2
 現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

10
,9

17
4,

28
9

11
,5

12
7,

84
1

6,
46

7
5,

04
9

4,
82

2
4,

92
6

4,
91

0
4,

67
2

2

　(
1)

 そ
の

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
45

1
45

8
47

9
50

7
51

8
51

0
54

0
52

5
51

9
49

3
(1

)

　(
2)

 社
会

扶
助

給
付

10
,4

66
3,

83
1

11
,0

33
7,

33
4

5,
94

9
4,

53
9

4,
28

2
4,

40
1

4,
39

1
4,

17
9

(2
)

 3
 非

生
命

純
保

険
料

60
3

56
1

63
3

39
3

90
2

68
5

51
6

58
4

38
8

82
4

3

 4
 最

終
消

費
支

出
81

,8
87

83
,8

84
81

,1
79

72
,0

32
79

,4
72

83
,6

01
83

,4
15

74
,2

40
79

,4
78

93
,0

63
4

 5
 貯

蓄
6,

71
2

15
,9

56
12

,8
88

26
,6

25
26

,1
99

29
,7

85
29

,8
29

36
,1

83
29

,6
14

42
,8

23
5

支
払

10
0,

61
5

10
5,

09
1

10
6,

59
5

10
7,

59
9

11
3,

75
9

11
9,

66
7

11
9,

07
9

11
6,

47
2

11
5,

06
7

14
1,

89
2

（
参

考
）

支
払

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

2,
27

7
1,

97
9

1,
83

6
1,

78
0

1,
64

7
1,

51
3

1,
42

0
1,

50
1

1,
54

1
1,

34
1

 6
 財

産
所

得
4,

54
8

3,
99

0
3,

89
0

4,
08

9
3,

99
8

3,
97

9
4,

41
7

4,
72

8
4,

45
6

4,
27

6
6

　(
1)

 利
子

3,
02

1
2,

38
3

2,
01

9
1,

97
6

1,
72

4
1,

54
2

1,
57

1
1,

69
0

1,
64

1
1,

27
3

(1
)

　(
2)

 配
当

92
0

1,
00

7
1,

26
4

1,
52

4
1,

65
9

1,
75

6
2,

11
3

2,
24

3
2,

04
6

2,
18

8
(2

)

　(
3)

 保
険

契
約

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

53
45

44
45

49
45

45
82

62
56

(3
)

　(
4)

 賃
貸

料
55

4
55

5
56

3
54

4
56

6
63

6
68

8
71

3
70

7
75

9
(4

)

 7
 雇

主
の

帰
属

社
会

負
担

45
1

45
8

47
9

50
7

51
8

51
0

54
0

52
5

51
9

49
3

7

 8
 そ

の
他

の
経

常
移

転
95

,6
16

10
0,

64
3

10
2,

22
6

10
3,

00
3

10
9,

24
3

11
5,

17
8

11
4,

12
2

11
1,

21
9

11
0,

09
2

13
7,

12
3

8

   
  う

ち
非

生
命

保
険

金
50

4
51

5
57

1
34

4
73

8
56

7
44

6
53

9
35

7
82

3

受
取

10
0,

61
5

10
5,

09
1

10
6,

59
5

10
7,

59
9

11
3,

75
9

11
9,

66
7

11
9,

07
9

11
6,

47
2

11
5,

06
7

14
1,

89
2

（
参

考
）

受
取

利
子

（
FI

SI
M

調
整

前
）

2,
66

9
2,

08
5

1,
75

4
1,

73
9

1,
47

3
1,

19
2

1,
08

8
1,

08
2

1,
00

7
71

4
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３
　　

制
度

部
門

別
資

本
勘

定

（
１

）
　非

金
融

法
人

企
業

（
単

位
：

10
0万

円
）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

87
0,

45
3

1,
04

4,
87

0
99

5,
17

2
1,

05
1,

44
9

1,
03

3,
01

4
1,

07
6,

89
3

1,
09

8,
16

5
1,

18
5,

50
7

1,
12

2,
53

1
1,

03
8,

70
0

1

 2
 （

控
除

）
固

定
資

本
減

耗
1,

00
4,

66
4

1,
00

2,
84

2
1,

04
6,

73
1

1,
03

8,
82

8
1,

06
5,

11
1

1,
06

0,
03

2
1,

09
2,

16
0

1,
14

0,
99

1
1,

14
4,

06
4

1,
17

2,
29

1
2

 3
 在

庫
変

動
13

,5
61

△
 9

87
42

,2
75

△
 3

0,
20

6
1,

51
3

△
 3

4,
56

3
34

,0
82

54
,1

64
4,

96
2

△
 7

9,
47

8
3

 4
 純

貸
出

（
＋

）
／

純
借

入
（

－
）

96
2,

94
6

77
0,

79
9

89
6,

28
5

94
4,

57
4

72
1,

37
7

1,
02

5,
12

4
98

4,
78

7
84

4,
62

9
84

3,
54

5
1,

00
8,

96
9

4

資
産

の
変

動
84

2,
29

6
81

1,
84

0
88

7,
00

1
92

6,
98

9
69

0,
79

3
1,

00
7,

42
2

1,
02

4,
87

4
94

3,
30

9
82

6,
97

4
79

5,
90

0

 5
 貯

蓄
（

純
）

84
4,

95
1

80
7,

81
8

88
3,

89
5

92
5,

10
3

69
1,

28
4

1,
00

7,
30

6
1,

02
4,

02
9

94
3,

23
9

82
3,

60
2

79
1,

77
2

5

 6
 資

本
移

転
等

（
純

）
△

 2
,6

55
4,

02
2

3,
10

6
1,

88
6

△
 4

91
11

6
84

5
70

3,
37

2
4,

12
8

6

貯
蓄

・資
本

移
転

に
よ

る
 正

味
資

産
の

変
動

84
2,

29
6

81
1,

84
0

88
7,

00
1

92
6,

98
9

69
0,

79
3

1,
00

7,
42

2
1,

02
4,

87
4

94
3,

30
9

82
6,

97
4

79
5,

90
0

（
２

）
　金

融
機

関
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

54
,8

56
51

,6
88

68
,5

23
58

,3
13

56
,1

39
58

,3
10

61
,4

61
61

,4
60

60
,4

47
58

,5
85

1

 2
 （

控
除

）
固

定
資

本
減

耗
18

,9
29

18
,4

21
17

,7
28

19
,1

44
19

,7
25

20
,0

87
20

,3
54

20
,5

34
20

,9
38

19
,9

41
2

 3
 純

貸
出

（
＋

）
／

純
借

入
（

－
）

36
,6

15
24

,8
53

15
,0

32
29

,3
84

25
,4

99
31

,0
65

10
,1

42
27

,8
47

39
,8

28
57

,8
34

3

資
産

の
変

動
72

,5
42

58
,1

20
65

,8
27

68
,5

53
61

,9
13

69
,2

88
51

,2
49

68
,7

73
79

,3
37

96
,4

78

 4
 貯

蓄
（

純
）

72
,5

42
58

,1
20

65
,8

27
68

,5
53

61
,9

13
69

,2
88

51
,2

49
68

,7
73

79
,3

37
96

,4
78

4

貯
蓄

・資
本

移
転

に
よ

る
 正

味
資

産
の

変
動

72
,5

42
58

,1
20

65
,8

27
68

,5
53

61
,9

13
69

,2
88

51
,2

49
68

,7
73

79
,3

37
96

,4
78
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３
　　

制
度

部
門

別
資

本
勘

定

（
３

）
　一

般
政

府
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

20
7,

00
3

18
8,

76
1

23
1,

69
5

24
9,

18
3

23
3,

96
2

23
6,

97
9

23
3,

36
7

23
7,

09
9

26
1,

44
5

23
0,

49
0

1

 2
 （

控
除

）
固

定
資

本
減

耗
18

3,
73

5
17

4,
81

9
17

4,
79

4
17

9,
79

1
18

0,
67

6
17

7,
20

2
18

3,
51

7
18

9,
39

0
19

0,
61

8
19

6,
81

1
2

 3
 土

地
の

購
入

（
純

）
25

,6
88

17
,1

60
10

,1
15

9,
54

1
4,

17
0

1,
22

1
7,

78
7

2,
27

5
3,

70
0

2,
80

3
3

 4
 純

貸
出

（
＋

）
／

純
借

入
（

－
）

15
,2

51
81

,9
93

92
,1

01
10

5,
61

9
11

9,
90

5
12

2,
24

3
12

7,
05

2
14

2,
50

8
11

2,
16

0
44

,0
21

4

資
産

の
変

動
64

,2
07

11
3,

09
5

15
9,

11
7

18
4,

55
2

17
7,

36
1

18
3,

24
1

18
4,

68
9

19
2,

49
2

18
6,

68
7

80
,5

03

 5
 貯

蓄
（

純
）

45
,2

52
11

0,
06

9
14

3,
20

5
16

0,
11

6
15

8,
91

6
15

9,
63

3
17

4,
28

6
17

2,
38

3
16

8,
85

7
67

,9
04

5

 6
 資

本
移

転
（

純
）

18
,9

55
3,

02
6

15
,9

12
24

,4
36

18
,4

45
23

,6
08

10
,4

03
20

,1
09

17
,8

30
12

,5
99

6

貯
蓄

・資
本

移
転

に
よ

る
 正

味
資

産
の

変
動

64
,2

07
11

3,
09

5
15

9,
11

7
18

4,
55

2
17

7,
36

1
18

3,
24

1
18

4,
68

9
19

2,
49

2
18

6,
68

7
80

,5
03

　（
注

）
資

本
勘

定
の

一
般

政
府

に
は

、中
央

政
府

お
よび

全
国

社
会

保
障

基
金

を
含

む
。

（
４

）
　家

計
（

個
人

企
業

を
含

む
）

（
単

位
：

10
0万

円
）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

19
8,

28
7

21
7,

62
1

21
9,

32
4

21
0,

92
1

20
3,

71
5

25
0,

23
3

22
4,

97
3

21
8,

25
9

22
0,

72
8

19
3,

45
3

1

 2
 （

控
除

）
固

定
資

本
減

耗
20

7,
89

1
20

1,
43

4
20

3,
24

3
20

8,
15

4
20

7,
27

0
20

3,
20

0
20

4,
57

4
20

4,
81

6
20

5,
00

3
20

7,
01

0
2

 3
 在

庫
変

動
2,

95
6

△
 3

07
5,

84
8

△
 7

,0
42

1,
64

2
△

 4
,5

31
5,

10
1

10
,5

96
△

 1
,1

28
△

 1
0,

72
5

3

 4
 純

貸
出

（
＋

）
／

純
借

入
（

－
）

17
1,

95
3

15
3,

55
9

94
,3

96
10

6,
46

9
19

3,
88

5
66

,1
06

18
1,

48
5

85
,8

51
97

,9
78

38
7,

00
2

4

資
産

の
変

動
16

5,
30

5
16

9,
43

9
11

6,
32

5
10

2,
19

4
19

1,
97

2
10

8,
60

8
20

6,
98

5
10

9,
89

0
11

2,
57

5
36

2,
72

0

 5
 貯

蓄
（

純
）

17
3,

35
1

17
6,

03
7

12
3,

02
3

11
0,

47
4

20
4,

22
7

11
9,

31
4

22
1,

61
8

12
3,

13
2

12
6,

21
4

37
5,

66
5

5

 6
 資

本
移

転
（

純
）

△
 8

,0
46

△
 6

,5
98

△
 6

,6
98

△
 8

,2
80

△
 1

2,
25

5
△

 1
0,

70
6

△
 1

4,
63

3
△

 1
3,

24
2

△
 1

3,
63

9
△

 1
2,

94
5

6

貯
蓄

・資
本

移
転

に
よ

る
 正

味
資

産
の

変
動

16
5,

30
5

16
9,

43
9

11
6,

32
5

10
2,

19
4

19
1,

97
2

10
8,

60
8

20
6,

98
5

10
9,

89
0

11
2,

57
5

36
2,

72
0
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３
　　

制
度

部
門

別
資

本
勘

定

（
５

）
　対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

18
,5

04
18

,6
72

22
,2

56
22

,4
73

21
,8

57
23

,0
07

23
,8

82
24

,5
50

24
,5

26
22

,7
12

1

 2
 （

控
除

）
固

定
資

本
減

耗
20

,3
07

19
,2

37
18

,6
21

18
,5

64
18

,9
24

18
,5

14
19

,2
16

19
,4

51
19

,2
38

18
,8

77
2

 3
 純

貸
出

（
＋

）
／

純
借

入
（

－
）

8,
49

7
16

,5
64

9,
31

9
22

,7
53

23
,2

56
25

,2
93

25
,1

72
31

,0
85

24
,3

52
39

,0
10

3

資
産

の
変

動
6,

69
4

15
,9

99
12

,9
54

26
,6

62
26

,1
89

29
,7

86
29

,8
38

36
,1

84
29

,6
40

42
,8

45

 4
 貯

蓄
（

純
）

6,
71

2
15

,9
56

12
,8

88
26

,6
25

26
,1

99
29

,7
85

29
,8

29
36

,1
83

29
,6

14
42

,8
23

4

 5
 資

本
移

転
（

純
）

△
 1

8
43

66
37

△
 1

0
1

9
1

26
22

5

貯
蓄

・資
本

移
転

に
よ

る
 正

味
資

産
の

変
動

6,
69

4
15

,9
99

12
,9

54
26

,6
62

26
,1

89
29

,7
86

29
,8

38
36

,1
84

29
,6

40
42

,8
45
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Ⅱ　主要系列表

１　経済活動別県内総生産（名目）

２　経済活動別県内総生産（実質：連鎖方式）

３　経済活動別県内総生産（デフレーター
 　：連鎖方式）

４　県民所得及び県民可処分所得の分配

５　県内総生産（支出側、名目）

６　県内総生産（支出側、実質：連鎖方式）

７　県内総生産（支出側、デフレーター
 　：連鎖方式）
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１
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
名

目
）

（
単

位
：

10
0万

円
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 農

林
水

産
業

53
,1

76
49

,7
00

42
,4

45
35

,9
33

40
,6

43
46

,0
34

41
,9

14
36

,7
44

29
,8

44
29

,9
29

1
　

 (
1)

 農
業

37
,5

50
34

,7
77

28
,3

50
21

,8
33

25
,9

96
31

,4
43

27
,7

36
22

,8
99

16
,4

82
16

,8
51

(1
)

 (
2)

 林
業

4,
99

0
4,

78
5

4,
96

5
4,

91
2

4,
88

3
5,

02
4

4,
94

4
5,

29
9

5,
23

2
5,

42
3

(2
)

 (
3)

 水
産

業
10

,6
36

10
,1

38
9,

13
0

9,
18

8
9,

76
4

9,
56

7
9,

23
4

8,
54

6
8,

13
0

7,
65

5
(3

)
 2

 鉱
業

4,
89

7
5,

16
7

6,
60

6
7,

87
4

8,
38

7
7,

70
7

7,
83

8
8,

01
6

7,
83

0
8,

80
3

2
 3

 製
造

業
1,

89
4,

75
5

1,
89

9,
98

4
2,

01
5,

58
4

2,
06

6,
13

5
1,

84
6,

96
2

2,
15

9,
03

2
2,

27
9,

94
2

2,
23

9,
04

3
2,

16
9,

49
3

2,
24

7,
69

3
3

 (
1)

 食
料

品
89

,5
71

96
,0

70
91

,9
35

98
,0

19
12

3,
59

8
10

2,
21

7
12

0,
75

6
10

0,
10

5
98

,0
53

10
5,

65
1

(1
)

 (
2)

 繊
維

製
品

24
,1

13
32

,6
58

26
,4

85
26

,7
66

22
,7

98
24

,9
51

21
,3

13
19

,0
85

18
,2

75
14

,3
73

(2
)

 (
3)

 パ
ル

プ・
紙

・紙
加

工
品

30
,9

71
19

,9
46

24
,0

37
27

,3
16

31
,3

95
31

,4
01

35
,5

60
30

,8
86

30
,7

13
30

,9
32

(3
)

 (
4)

 化
学

52
9,

30
1

59
2,

61
8

58
5,

78
5

75
7,

12
2

56
8,

13
6

79
2,

33
3

87
0,

43
3

81
1,

10
9

95
4,

10
3

96
4,

22
5

(4
)

 (
5)

 石
油

・石
炭

製
品

41
3,

62
0

39
1,

58
3

41
7,

35
8

25
2,

80
8

15
8,

43
6

22
6,

08
3

22
9,

95
0

24
1,

87
7

15
8,

02
1

19
0,

07
9

(5
)

 (
6)

 窯
業

・土
石

製
品

66
,1

03
76

,6
04

95
,8

21
95

,0
68

11
0,

80
3

92
,6

17
90

,5
57

10
9,

23
4

10
5,

21
0

10
8,

65
5

(6
)

 (
7)

 一
次

金
属

15
7,

55
4

13
1,

12
8

14
3,

52
4

13
2,

43
1

15
1,

17
0

17
6,

07
0

20
0,

56
6

16
6,

31
3

13
1,

82
1

14
1,

87
2

(7
)

 (
8)

 金
属

製
品

56
,5

96
52

,2
69

56
,0

33
64

,7
38

64
,1

53
71

,9
69

71
,2

59
77

,6
34

66
,2

29
81

,0
61

(8
)

 (
9)

 は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
71

,6
53

85
,8

32
11

4,
17

7
10

2,
97

8
10

4,
47

3
12

5,
68

0
11

7,
59

3
15

8,
09

1
13

8,
36

8
14

0,
18

9
(9

)
 (

10
)電

子
部

品
・デ

バ
イス

46
,6

71
33

,8
43

36
,2

08
33

,5
95

33
,9

61
31

,5
78

36
,1

05
31

,4
15

35
,3

74
32

,5
90

(1
0)

 (
11

)電
気

機
械

10
,9

34
17

,1
31

18
,2

17
23

,4
12

17
,0

29
19

,4
31

14
,8

85
15

,9
27

15
,1

39
13

,3
80

(1
1)

 (
12

)情
報

・通
信

機
器

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-(

12
)

 (
13

)輸
送

用
機

械
25

4,
72

3
22

5,
77

1
24

3,
00

4
29

3,
30

2
29

5,
39

7
30

4,
51

4
31

5,
89

4
29

7,
24

1
25

5,
79

8
28

7,
06

4
(1

3)
 (

14
)印

刷
業

14
,8

33
15

,9
99

17
,9

54
16

,8
84

17
,3

18
14

,7
46

14
,4

61
13

,9
45

12
,7

14
10

,3
41

(1
4)

 (
15

)そ
の

他
の

製
造

業
12

8,
11

2
12

8,
53

2
14

5,
04

6
14

1,
69

6
14

8,
29

5
14

5,
44

2
14

0,
61

0
16

6,
18

1
14

9,
67

5
12

7,
28

1
(1

5)
 4

 電
気

･ガ
ス

･水
道

・廃
棄

物
処

理
業

21
3,

20
9

19
1,

96
5

19
2,

68
7

21
9,

28
1

26
1,

39
8

24
1,

63
1

25
9,

60
8

25
5,

77
1

24
7,

77
2

21
1,

36
4

4
 (

1)
 電

気
業

11
3,

47
0

93
,3

93
92

,3
70

11
4,

47
3

15
3,

08
6

12
8,

95
8

14
4,

97
6

13
9,

90
9

12
8,

53
7

92
,5

89
(1

)
 (

2)
 ガ

ス
・水

道
・廃

棄
物

処
理

業
99

,7
39

98
,5

72
10

0,
31

7
10

4,
80

8
10

8,
31

2
11

2,
67

3
11

4,
63

2
11

5,
86

2
11

9,
23

5
11

8,
77

5
(2

)
 5

 建
設

業
26

6,
12

7
24

8,
45

0
28

4,
48

7
31

0,
42

4
26

8,
23

9
31

7,
35

9
35

1,
29

9
34

2,
04

0
31

0,
93

2
30

8,
66

5
5

 6
 卸

売
・小

売
業

50
4,

20
5

52
2,

43
6

49
4,

09
2

48
9,

08
6

49
4,

02
5

49
2,

46
7

50
7,

60
3

50
2,

10
7

49
0,

66
7

45
7,

97
2

6
 (

1)
 卸

売
業

21
1,

70
2

20
9,

03
2

17
7,

73
1

17
3,

80
0

17
1,

93
6

16
5,

15
3

17
3,

29
0

17
5,

38
4

16
6,

07
1

14
9,

54
9

(1
)

 (
2)

 小
売

業
29

2,
50

3
31

3,
40

4
31

6,
36

1
31

5,
28

6
32

2,
08

9
32

7,
31

4
33

4,
31

3
32

6,
72

3
32

4,
59

6
30

8,
42

3
(2

)
 7

 運
輸

・郵
便

業
35

0,
61

6
33

6,
39

6
34

7,
30

0
37

0,
11

6
37

1,
91

3
36

7,
52

7
38

0,
71

0
37

1,
44

8
36

1,
99

8
32

4,
98

3
7

 8
 宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
12

9,
46

6
12

1,
48

4
12

6,
96

2
12

8,
58

2
12

5,
60

3
13

7,
79

5
14

1,
38

2
14

3,
23

1
13

1,
47

2
76

,2
66

8
 9

 情
報

通
信

業
12

9,
57

4
12

9,
57

1
12

8,
09

7
12

7,
06

3
12

8,
23

0
12

9,
04

3
12

3,
03

7
12

3,
21

7
11

7,
92

3
12

2,
99

9
9

 (
1)

 通
信

・放
送

業
99

,0
45

99
,0

10
98

,9
44

97
,2

69
97

,4
39

98
,9

80
95

,6
48

96
,6

44
90

,9
07

97
,3

45
(1

)
 (

2)
 情

報
サ

ー
ビス

・映
像

音
声

文
字

情
報

制
作

業
30

,5
29

30
,5

61
29

,1
53

29
,7

94
30

,7
91

30
,0

63
27

,3
89

26
,5

73
27

,0
16

25
,6

54
(2

)
10

 金
融

・保
険

業
18

1,
78

0
17

5,
82

8
17

5,
90

5
17

9,
58

2
17

9,
79

2
17

6,
16

5
17

8,
44

2
18

0,
89

9
18

2,
68

0
17

1,
94

1
10

11
 不

動
産

業
53

3,
11

4
53

4,
01

0
53

7,
92

1
53

9,
89

9
54

2,
06

6
54

2,
50

2
54

6,
34

2
54

2,
32

5
55

4,
70

8
56

0,
06

3
11

 (
1)

 住
宅

賃
貸

業
48

3,
19

3
48

1,
86

8
48

1,
95

1
47

8,
76

4
47

7,
01

5
47

4,
30

7
47

6,
18

5
47

2,
20

9
48

3,
81

1
49

0,
34

3
(1

)
 (

2)
 そ

の
他

の
不

動
産

業
49

,9
21

52
,1

42
55

,9
70

61
,1

35
65

,0
51

68
,1

95
70

,1
57

70
,1

16
70

,8
97

69
,7

20
(2

)
12

 専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

29
7,

69
3

28
2,

28
5

28
3,

54
7

27
3,

79
8

28
6,

64
6

29
4,

97
6

29
4,

46
7

30
1,

63
2

30
3,

78
1

30
2,

80
2

12
13

 公
務

32
0,

20
0

31
2,

24
7

30
9,

86
5

31
2,

34
4

31
3,

38
3

30
9,

66
9

31
6,

41
8

32
4,

02
2

32
4,

57
0

32
6,

83
5

13
14

 教
育

23
0,

49
5

22
6,

56
7

21
7,

82
6

21
9,

76
7

21
9,

40
2

21
6,

86
4

21
6,

27
4

21
4,

12
3

21
2,

18
6

20
9,

96
3

14
15

 保
健

衛
生

・社
会

事
業

49
6,

19
9

51
4,

87
5

52
4,

83
9

52
2,

64
7

55
1,

94
0

55
8,

15
9

55
2,

15
0

55
2,

19
1

55
9,

12
7

55
6,

96
8

15
16

 そ
の

他
の

サ
ー

ビス
26

4,
50

0
25

4,
12

2
24

5,
95

6
24

1,
35

0
23

9,
69

3
23

6,
17

1
24

2,
77

4
24

2,
19

8
23

8,
62

8
21

3,
31

8
16

17
 小

計
(1

+
2+

3+
4+

5+
6+

7+
8+

9+
10

+
11

+
12

+
13

+
14

+
15

+
16

)
5,

87
0,

00
6

5,
80

5,
08

7
5,

93
4,

11
9

6,
04

3,
88

1
5,

87
8,

32
2

6,
23

3,
10

1
6,

44
0,

20
0

6,
37

9,
00

7
6,

24
3,

61
1

6,
13

0,
56

4
17

18
 輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
72

,5
17

72
,5

32
80

,6
44

10
7,

60
1

10
1,

50
4

93
,9

20
10

6,
18

9
11

2,
73

6
10

8,
80

2
10

8,
98

3
18

19
 （

控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

40
,2

40
45

,9
59

51
,8

24
66

,3
00

73
,8

11
72

,7
76

82
,8

53
93

,1
98

91
,6

79
91

,4
01

19
20

 県
内

総
生

産
(1

7+
18

-1
9)

5,
90

2,
28

3
5,

83
1,

66
0

5,
96

2,
93

9
6,

08
5,

18
2

5,
90

6,
01

5
6,

25
4,

24
5

6,
46

3,
53

6
6,

39
8,

54
5

6,
26

0,
73

4
6,

14
8,

14
6

20
参

 第
 １

 次
 産

 業
53

,1
76

49
,7

00
42

,4
45

35
,9

33
40

,6
43

46
,0

34
41

,9
14

36
,7

44
29

,8
44

29
,9

29
１

次
 第

 ２
 次

 産
 業

2,
16

5,
77

9
2,

15
3,

60
1

2,
30

6,
67

7
2,

38
4,

43
3

2,
12

3,
58

8
2,

48
4,

09
8

2,
63

9,
07

9
2,

58
9,

09
9

2,
48

8,
25

5
2,

56
5,

16
1

２
次

考
 第

 ３
 次

 産
 業

3,
65

1,
05

1
3,

60
1,

78
6

3,
58

4,
99

7
3,

62
3,

51
5

3,
71

4,
09

1
3,

70
2,

96
9

3,
75

9,
20

7
3,

75
3,

16
4

3,
72

5,
51

2
3,

53
5,

47
4

３
次

（
注

）
製

造
業

の
うち

「情
報

・通
信

機
器

」は
「そ

の
他

の
製

造
業

」に
含

め
た

。

項
目

実
数
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１
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
名

目
）

（
単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2
 1

 農
林

水
産

業
△

 6
.5

△
 1

4.
6

△
 1

5.
3

13
.1

13
.3

△
 8

.9
△

 1
2.

3
△

 1
8.

8
0.

3
1

　
 (

1)
 農

業
△

 7
.4

△
 1

8.
5

△
 2

3.
0

19
.1

21
.0

△
 1

1.
8

△
 1

7.
4

△
 2

8.
0

2.
2

(1
)

 (
2)

 林
業

△
 4

.1
3.

8
△

 1
.1

△
 0

.6
2.

9
△

 1
.6

7.
2

△
 1

.3
3.

7
(2

)
 (

3)
 水

産
業

△
 4

.7
△

 9
.9

0.
6

6.
3

△
 2

.0
△

 3
.5

△
 7

.5
△

 4
.9

△
 5

.8
(3

)
 2

 鉱
業

5.
5

27
.8

19
.2

6.
5

△
 8

.1
1.

7
2.

3
△

 2
.3

12
.4

2
 3

 製
造

業
0.

3
6.

1
2.

5
△

 1
0.

6
16

.9
5.

6
△

 1
.8

△
 3

.1
3.

6
3

 (
1)

 食
料

品
7.

3
△

 4
.3

6.
6

26
.1

△
 1

7.
3

18
.1

△
 1

7.
1

△
 2

.0
7.

7
(1

)
 (

2)
 繊

維
製

品
35

.4
△

 1
8.

9
1.

1
△

 1
4.

8
9.

4
△

 1
4.

6
△

 1
0.

5
△

 4
.2

△
 2

1.
4

(2
)

 (
3)

 パ
ル

プ・
紙

・紙
加

工
品

△
 3

5.
6

20
.5

13
.6

14
.9

0.
0

13
.2

△
 1

3.
1

△
 0

.6
0.

7
(3

)
 (

4)
 化

学
12

.0
△

 1
.2

29
.2

△
 2

5.
0

39
.5

9.
9

△
 6

.8
17

.6
1.

1
(4

)
 (

5)
 石

油
・石

炭
製

品
△

 5
.3

6.
6

△
 3

9.
4

△
 3

7.
3

42
.7

1.
7

5.
2

△
 3

4.
7

20
.3

(5
)

 (
6)

 窯
業

・土
石

製
品

15
.9

25
.1

△
 0

.8
16

.6
△

 1
6.

4
△

 2
.2

20
.6

△
 3

.7
3.

3
(6

)
 (

7)
 一

次
金

属
△

 1
6.

8
9.

5
△

 7
.7

14
.2

16
.5

13
.9

△
 1

7.
1

△
 2

0.
7

7.
6

(7
)

 (
8)

 金
属

製
品

△
 7

.6
7.

2
15

.5
△

 0
.9

12
.2

△
 1

.0
8.

9
△

 1
4.

7
22

.4
(8

)
 (

9)
 は

ん
用

・生
産

用
・業

務
用

機
械

19
.8

33
.0

△
 9

.8
1.

5
20

.3
△

 6
.4

34
.4

△
 1

2.
5

1.
3

(9
)

 (
10

)電
子

部
品

・デ
バ

イス
△

 2
7.

5
7.

0
△

 7
.2

1.
1

△
 7

.0
14

.3
△

 1
3.

0
12

.6
△

 7
.9

(1
0)

 (
11

)電
気

機
械

56
.7

6.
3

28
.5

△
 2

7.
3

14
.1

△
 2

3.
4

7.
0

△
 4

.9
△

 1
1.

6
(1

1)
 (

12
)情

報
・通

信
機

器
-

-
-

-
-

-
-

-
-(

12
)

 (
13

)輸
送

用
機

械
△

 1
1.

4
7.

6
20

.7
0.

7
3.

1
3.

7
△

 5
.9

△
 1

3.
9

12
.2

(1
3)

 (
14

)印
刷

業
7.

9
12

.2
△

 6
.0

2.
6

△
 1

4.
9

△
 1

.9
△

 3
.6

△
 8

.8
△

 1
8.

7
(1

4)
 (

15
)そ

の
他

の
製

造
業

0.
3

12
.8

△
 2

.3
4.

7
△

 1
.9

△
 3

.3
18

.2
△

 9
.9

△
 1

5.
0

(1
5)

 4
 電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
△

 1
0.

0
0.

4
13

.8
19

.2
△

 7
.6

7.
4

△
 1

.5
△

 3
.1

△
 1

4.
7

4
 (

1)
 電

気
業

△
 1

7.
7

△
 1

.1
23

.9
33

.7
△

 1
5.

8
12

.4
△

 3
.5

△
 8

.1
△

 2
8.

0
(1

)
 (

2)
 ガ

ス
・水

道
・廃

棄
物

処
理

業
△

 1
.2

1.
8

4.
5

3.
3

4.
0

1.
7

1.
1

2.
9

△
 0

.4
(2

)
 5

 建
設

業
△

 6
.6

14
.5

9.
1

△
 1

3.
6

18
.3

10
.7

△
 2

.6
△

 9
.1

△
 0

.7
5

 6
 卸

売
・小

売
業

3.
6

△
 5

.4
△

 1
.0

1.
0

△
 0

.3
3.

1
△

 1
.1

△
 2

.3
△

 6
.7

6
 (

1)
 卸

売
業

△
 1

.3
△

 1
5.

0
△

 2
.2

△
 1

.1
△

 3
.9

4.
9

1.
2

△
 5

.3
△

 9
.9

(1
)

 (
2)

 小
売

業
7.

1
0.

9
△

 0
.3

2.
2

1.
6

2.
1

△
 2

.3
△

 0
.7

△
 5

.0
(2

)
 7

 運
輸

・郵
便

業
△

 4
.1

3.
2

6.
6

0.
5

△
 1

.2
3.

6
△

 2
.4

△
 2

.5
△

 1
0.

2
7

 8
 宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
△

 6
.2

4.
5

1.
3

△
 2

.3
9.

7
2.

6
1.

3
△

 8
.2

△
 4

2.
0

8
 9

 情
報

通
信

業
△

 0
.0

△
 1

.1
△

 0
.8

0.
9

0.
6

△
 4

.7
0.

1
△

 4
.3

4.
3

9
 (

1)
 通

信
・放

送
業

△
 0

.0
△

 0
.1

△
 1

.7
0.

2
1.

6
△

 3
.4

1.
0

△
 5

.9
7.

1
(1

)
 (

2)
 情

報
サ

ー
ビス

・映
像

音
声

文
字

情
報

制
作

業
0.

1
△

 4
.6

2.
2

3.
3

△
 2

.4
△

 8
.9

△
 3

.0
1.

7
△

 5
.0

(2
)

10
 金

融
・保

険
業

△
 3

.3
0.

0
2.

1
0.

1
△

 2
.0

1.
3

1.
4

1.
0

△
 5

.9
10

11
 不

動
産

業
0.

2
0.

7
0.

4
0.

4
0.

1
0.

7
△

 0
.7

2.
3

1.
0

11
 (

1)
 住

宅
賃

貸
業

△
 0

.3
0.

0
△

 0
.7

△
 0

.4
△

 0
.6

0.
4

△
 0

.8
2.

5
1.

4
(1

)
 (

2)
 そ

の
他

の
不

動
産

業
4.

4
7.

3
9.

2
6.

4
4.

8
2.

9
△

 0
.1

1.
1

△
 1

.7
(2

)
12

 専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

△
 5

.2
0.

4
△

 3
.4

4.
7

2.
9

△
 0

.2
2.

4
0.

7
△

 0
.3

12
13

 公
務

△
 2

.5
△

 0
.8

0.
8

0.
3

△
 1

.2
2.

2
2.

4
0.

2
0.

7
13

14
 教

育
△

 1
.7

△
 3

.9
0.

9
△

 0
.2

△
 1

.2
△

 0
.3

△
 1

.0
△

 0
.9

△
 1

.0
14

15
 保

健
衛

生
・社

会
事

業
3.

8
1.

9
△

 0
.4

5.
6

1.
1

△
 1

.1
0.

0
1.

3
△

 0
.4

15
16

 そ
の

他
の

サ
ー

ビス
△

 3
.9

△
 3

.2
△

 1
.9

△
 0

.7
△

 1
.5

2.
8

△
 0

.2
△

 1
.5

△
 1

0.
6

16
17

 小
計

(1
+

2+
3+

4+
5+

6+
7+

8+
9+

10
+

11
+

12
+

13
+

14
+

15
+

16
)

△
 1

.1
2.

2
1.

8
△

 2
.7

6.
0

3.
3

△
 1

.0
△

 2
.1

△
 1

.8
17

18
 輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
0.

0
11

.2
33

.4
△

 5
.7

△
 7

.5
13

.1
6.

2
△

 3
.5

0.
2

18
19

 （
控

除
）

総
資

本
形

成
に

係
る

消
費

税
14

.2
12

.8
27

.9
11

.3
△

 1
.4

13
.8

12
.5

△
 1

.6
△

 0
.3

19
20

 県
内

総
生

産
(1

7+
18

-1
9)

△
 1

.2
2.

3
2.

1
△

 2
.9

5.
9

3.
3

△
 1

.0
△

 2
.2

△
 1

.8
20

参
 第

 １
 次

 産
 業

△
 6

.5
△

 1
4.

6
△

 1
5.

3
13

.1
13

.3
△

 8
.9

△
 1

2.
3

△
 1

8.
8

0.
3

１
次

 第
 ２

 次
 産

 業
△

 0
.6

7.
1

3.
4

△
 1

0.
9

17
.0

6.
2

△
 1

.9
△

 3
.9

3.
1

２
次

考
 第

 ３
 次

 産
 業

△
 1

.3
△

 0
.5

1.
1

2.
5

△
 0

.3
1.

5
△

 0
.2

△
 0

.7
△

 5
.1

３
次

項
目

対
前

年
度

増
加

率
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１
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
名

目
）

（
単

位
：

％
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 農

林
水

産
業

0.
9

0.
9

0.
7

0.
6

0.
7

0.
7

0.
7

0.
6

0.
5

0.
5

1
　

 (
1)

 農
業

0.
6

0.
6

0.
5

0.
4

0.
4

0.
5

0.
4

0.
4

0.
3

0.
3

(1
)

 (
2)

 林
業

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

(2
)

 (
3)

 水
産

業
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
(3

)
 2

 鉱
業

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

2
 3

 製
造

業
32

.3
32

.7
34

.0
34

.2
31

.4
34

.6
35

.4
35

.1
34

.7
36

.7
3

 (
1)

 食
料

品
1.

5
1.

7
1.

5
1.

6
2.

1
1.

6
1.

9
1.

6
1.

6
1.

7
(1

)
 (

2)
 繊

維
製

品
0.

4
0.

6
0.

4
0.

4
0.

4
0.

4
0.

3
0.

3
0.

3
0.

2
(2

)
 (

3)
 パ

ル
プ・

紙
・紙

加
工

品
0.

5
0.

3
0.

4
0.

5
0.

5
0.

5
0.

6
0.

5
0.

5
0.

5
(3

)
 (

4)
 化

学
9.

0
10

.2
9.

9
12

.5
9.

7
12

.7
13

.5
12

.7
15

.3
15

.7
(4

)
 (

5)
 石

油
・石

炭
製

品
7.

0
6.

7
7.

0
4.

2
2.

7
3.

6
3.

6
3.

8
2.

5
3.

1
(5

)
 (

6)
 窯

業
・土

石
製

品
1.

1
1.

3
1.

6
1.

6
1.

9
1.

5
1.

4
1.

7
1.

7
1.

8
(6

)
 (

7)
 一

次
金

属
2.

7
2.

3
2.

4
2.

2
2.

6
2.

8
3.

1
2.

6
2.

1
2.

3
(7

)
 (

8)
 金

属
製

品
1.

0
0.

9
0.

9
1.

1
1.

1
1.

2
1.

1
1.

2
1.

1
1.

3
(8

)
 (

9)
 は

ん
用

・生
産

用
・業

務
用

機
械

1.
2

1.
5

1.
9

1.
7

1.
8

2.
0

1.
8

2.
5

2.
2

2.
3

(9
)

 (
10

)電
子

部
品

・デ
バ

イス
0.

8
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
0.

5
0.

6
0.

5
0.

6
0.

5
(1

0)
 (

11
)電

気
機

械
0.

2
0.

3
0.

3
0.

4
0.

3
0.

3
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
(1

1)
 (

12
)情

報
・通

信
機

器
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-(
12

)
 (

13
)輸

送
用

機
械

4.
3

3.
9

4.
1

4.
9

5.
0

4.
9

4.
9

4.
7

4.
1

4.
7

(1
3)

 (
14

)印
刷

業
0.

3
0.

3
0.

3
0.

3
0.

3
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
(1

4)
 (

15
)そ

の
他

の
製

造
業

2.
2

2.
2

2.
4

2.
3

2.
5

2.
3

2.
2

2.
6

2.
4

2.
1

(1
5)

 4
 電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
3.

6
3.

3
3.

2
3.

6
4.

4
3.

9
4.

0
4.

0
4.

0
3.

4
4

 (
1)

 電
気

業
1.

9
1.

6
1.

6
1.

9
2.

6
2.

1
2.

3
2.

2
2.

1
1.

5
(1

)
 (

2)
 ガ

ス
・水

道
・廃

棄
物

処
理

業
1.

7
1.

7
1.

7
1.

7
1.

8
1.

8
1.

8
1.

8
1.

9
1.

9
(2

)
 5

 建
設

業
4.

5
4.

3
4.

8
5.

1
4.

6
5.

1
5.

5
5.

4
5.

0
5.

0
5

 6
 卸

売
・小

売
業

8.
6

9.
0

8.
3

8.
1

8.
4

7.
9

7.
9

7.
9

7.
9

7.
5

6
 (

1)
 卸

売
業

3.
6

3.
6

3.
0

2.
9

2.
9

2.
6

2.
7

2.
7

2.
7

2.
4

(1
)

 (
2)

 小
売

業
5.

0
5.

4
5.

3
5.

2
5.

5
5.

3
5.

2
5.

1
5.

2
5.

0
(2

)
 7

 運
輸

・郵
便

業
6.

0
5.

8
5.

9
6.

1
6.

3
5.

9
5.

9
5.

8
5.

8
5.

3
7

 8
 宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
2.

2
2.

1
2.

1
2.

1
2.

1
2.

2
2.

2
2.

2
2.

1
1.

2
8

 9
 情

報
通

信
業

2.
2

2.
2

2.
2

2.
1

2.
2

2.
1

1.
9

1.
9

1.
9

2.
0

9
 (

1)
 通

信
・放

送
業

1.
7

1.
7

1.
7

1.
6

1.
7

1.
6

1.
5

1.
5

1.
5

1.
6

(1
)

 (
2)

 情
報

サ
ー

ビス
・映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
4

0.
4

0.
4

0.
4

(2
)

10
 金

融
・保

険
業

3.
1

3.
0

3.
0

3.
0

3.
1

2.
8

2.
8

2.
8

2.
9

2.
8

10
11

 不
動

産
業

9.
1

9.
2

9.
1

8.
9

9.
2

8.
7

8.
5

8.
5

8.
9

9.
1

11
 (

1)
 住

宅
賃

貸
業

8.
2

8.
3

8.
1

7.
9

8.
1

7.
6

7.
4

7.
4

7.
7

8.
0

(1
)

 (
2)

 そ
の

他
の

不
動

産
業

0.
9

0.
9

0.
9

1.
0

1.
1

1.
1

1.
1

1.
1

1.
1

1.
1

(2
)

12
 専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
5.

1
4.

9
4.

8
4.

5
4.

9
4.

7
4.

6
4.

7
4.

9
4.

9
12

13
 公

務
5.

5
5.

4
5.

2
5.

2
5.

3
5.

0
4.

9
5.

1
5.

2
5.

3
13

14
 教

育
3.

9
3.

9
3.

7
3.

6
3.

7
3.

5
3.

4
3.

4
3.

4
3.

4
14

15
 保

健
衛

生
・社

会
事

業
8.

5
8.

9
8.

8
8.

6
9.

4
9.

0
8.

6
8.

7
9.

0
9.

1
15

16
 そ

の
他

の
サ

ー
ビス

4.
5

4.
4

4.
1

4.
0

4.
1

3.
8

3.
8

3.
8

3.
8

3.
5

16
17

 小
計

(1
+

2+
3+

4+
5+

6+
7+

8+
9+

10
+

11
+

12
+

13
+

14
+

15
+

16
)

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

17
18

 輸
入

品
に

課
され

る
税

・関
税

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18
19

 （
控

除
）

総
資

本
形

成
に

係
る

消
費

税
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
19

20
 県

内
総

生
産

(1
7+

18
-1

9)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
20

参
 第

 １
 次

 産
 業

0.
9

0.
9

0.
7

0.
6

0.
7

0.
7

0.
7

0.
6

0.
5

0.
5

１
次

 第
 ２

 次
 産

 業
36

.9
37

.1
38

.9
39

.5
36

.1
39

.9
41

.0
40

.6
39

.9
41

.8
２

次
考

 第
 ３

 次
 産

 業
62

.2
62

.0
60

.4
60

.0
63

.2
59

.4
58

.4
58

.8
59

.7
57

.7
３

次
（

注
）

構
成

比
は

、輸
入

品
に

課
され

る
税

・関
税

、(
控

除
)総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

を除
い

た
も

の
を1

00
とし

た
。

項
目

構
成

比
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２
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
実

質
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
　単

位
：

10
0万

円
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

　
 1

 農
林

水
産

業
61

,0
37

54
,5

47
47

,9
22

40
,6

64
40

,0
70

37
,5

89
33

,3
60

30
,6

86
26

,3
69

24
,6

71
1

 (
1)

 農
業

43
,9

77
36

,8
03

32
,2

95
25

,7
26

25
,3

75
24

,8
39

22
,4

21
18

,9
67

15
,1

38
14

,5
41

(1
)

 (
2)

 林
業

5,
24

9
5,

11
6

4,
51

3
4,

87
3

4,
98

7
4,

66
1

4,
36

3
4,

54
8

4,
68

2
4,

76
5

(2
)

 (
3)

 水
産

業
12

,2
64

12
,9

55
11

,4
06

10
,0

83
9,

70
8

8,
06

9
6,

55
4

7,
05

3
6,

47
3

5,
38

7
(3

)
 2

 鉱
業

6,
03

7
6,

18
3

7,
59

5
8,

15
0

8,
62

3
8,

15
5

8,
17

0
7,

98
1

7,
79

3
8,

54
6

2
 3

 製
造

業
2,

10
1,

66
6

2,
14

9,
21

1
2,

30
4,

23
0

2,
28

0,
63

0
1,

82
2,

03
2

2,
16

5,
70

4
2,

29
3,

38
8

2,
32

8,
64

9
2,

27
4,

22
6

2,
25

0,
51

4
3

 (
1)

 食
料

品
91

,3
63

99
,3

78
96

,4
83

10
0,

99
6

12
1,

79
2

10
0,

54
3

12
0,

73
2

10
0,

56
5

96
,8

52
10

1,
94

3
(1

)
 (

2)
 繊

維
製

品
26

,4
90

35
,5

42
28

,9
53

28
,3

19
22

,6
25

24
,2

70
21

,3
68

19
,7

13
17

,9
37

13
,6

85
(2

)
 (

3)
 パ

ル
プ

・紙
・紙

加
工

品
30

,2
85

19
,0

09
24

,7
37

28
,2

15
31

,2
93

30
,1

37
35

,9
08

31
,4

95
28

,2
44

26
,7

23
(3

)
 (

4)
 化

学
54

4,
77

4
63

9,
45

5
63

4,
85

1
81

9,
49

1
56

4,
97

3
82

0,
85

0
89

9,
21

5
88

4,
61

0
1,

07
3,

68
2

1,
09

8,
00

9
(4

)
 (

5)
 石

油
・石

炭
製

品
89

1,
77

8
90

3,
38

8
1,

03
2,

31
0

51
1,

82
8

14
4,

44
5

19
9,

07
9

20
0,

15
1

23
4,

50
7

14
3,

85
9

93
,8

60
(5

)
 (

6)
 窯

業
・土

石
製

品
68

,7
05

81
,1

04
10

3,
36

7
10

1,
03

5
10

9,
91

1
92

,0
22

92
,2

75
10

4,
45

3
96

,8
92

96
,4

80
(6

)
 (

7)
 一

次
金

属
17

3,
01

1
14

6,
00

1
16

8,
03

6
14

2,
48

5
14

8,
00

8
17

5,
67

1
18

8,
90

3
14

7,
81

0
11

6,
29

1
12

0,
29

3
(7

)
 (

8)
 金

属
製

品
69

,7
39

58
,8

39
61

,9
30

68
,6

99
62

,5
90

68
,0

77
69

,3
52

74
,2

65
60

,6
00

72
,2

34
(8

)
 (

9)
 は

ん
用

・生
産

用
・業

務
用

機
械

81
,2

97
92

,2
83

12
0,

34
8

10
6,

78
1

10
3,

48
3

12
3,

91
7

11
8,

69
1

16
1,

92
8

14
2,

18
3

14
3,

34
5

(9
)

 (
10

)電
子

部
品

・デ
バ

イス
42

,1
07

33
,4

98
34

,0
89

34
,0

36
34

,5
99

34
,1

03
37

,4
02

34
,4

47
41

,5
07

39
,2

69
(1

0)
 (

11
)電

気
機

械
10

,7
65

17
,3

32
18

,2
57

23
,8

91
16

,8
93

20
,1

59
16

,1
83

17
,3

91
16

,8
98

14
,8

57
(1

1)
 (

12
)情

報
・通

信
機

器
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(1

2)
 (

13
)輸

送
用

機
械

32
7,

86
0

26
8,

67
9

26
5,

14
9

31
2,

56
1

29
4,

94
1

31
5,

11
8

33
3,

77
2

32
5,

65
5

29
1,

44
3

32
2,

76
5

(1
3)

 (
14

)印
刷

業
14

,4
90

16
,1

01
18

,2
43

16
,9

44
17

,3
05

14
,2

69
13

,9
73

13
,5

72
12

,3
37

9,
61

0
(1

4)
 (

15
)そ

の
他

の
製

造
業

13
4,

11
7

13
4,

06
9

15
2,

76
8

14
7,

82
8

14
9,

17
5

14
4,

90
6

14
5,

27
3

17
5,

79
6

15
4,

48
5

12
6,

24
0

(1
5)

 4
 電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
27

3,
57

4
23

6,
02

7
22

6,
70

4
23

9,
93

9
27

5,
34

7
23

3,
43

4
25

5,
76

8
25

5,
15

9
24

3,
78

5
18

5,
71

1
4

 (
1)

 電
気

業
17

5,
46

6
13

2,
05

5
12

0,
81

6
13

1,
84

4
16

0,
60

2
11

6,
83

8
13

7,
98

1
13

7,
56

3
12

2,
64

6
67

,1
96

(1
)

 (
2)

 ガ
ス

・水
道

・廃
棄

物
処

理
業

10
5,

12
6

10
3,

87
3

10
4,

25
9

10
7,

18
7

11
4,

74
5

11
6,

78
5

11
6,

56
0

11
6,

37
9

12
0,

16
6

11
9,

24
7

(2
)

 5
 建

設
業

27
8,

05
5

25
9,

84
8

29
4,

96
0

31
3,

09
3

26
8,

44
0

31
5,

19
1

34
5,

87
1

33
4,

68
7

29
6,

27
9

29
2,

22
3

5
 6

 卸
売

・小
売

業
51

4,
01

0
53

6,
60

8
50

7,
16

0
48

7,
42

2
49

4,
52

0
48

5,
44

2
50

1,
20

4
49

2,
92

5
47

5,
83

8
43

2,
05

8
6

 (
1)

 卸
売

業
21

1,
47

3
21

1,
63

8
17

7,
90

1
16

9,
68

3
17

2,
10

8
16

5,
54

8
17

6,
36

5
17

7,
61

0
16

5,
34

9
14

2,
53

2
(1

)
 (

2)
 小

売
業

30
1,

69
7

32
4,

39
0

32
9,

20
5

31
7,

73
7

32
2,

41
1

31
9,

89
4

32
4,

97
5

31
5,

63
5

31
0,

51
7

28
9,

25
4

(2
)

 7
 運

輸
・郵

便
業

38
2,

38
2

36
2,

51
1

37
7,

81
6

38
6,

75
5

37
3,

92
0

36
2,

27
1

37
6,

91
2

36
0,

29
6

34
3,

33
1

29
5,

59
0

7
 8

 宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

13
3,

45
7

12
5,

55
3

13
4,

72
3

13
2,

45
2

12
4,

31
5

13
0,

89
3

13
4,

71
3

13
5,

48
9

12
0,

22
8

70
,0

09
8

 9
 情

報
通

信
業

12
7,

51
5

12
7,

78
4

12
9,

25
8

12
6,

74
9

12
8,

47
1

12
9,

01
0

12
6,

25
2

12
9,

67
0

12
6,

10
0

13
3,

50
7

9
 (

1)
 通

信
・放

送
業

97
,0

95
97

,1
35

99
,5

21
97

,1
19

97
,7

35
99

,5
06

99
,4

09
10

3,
96

2
10

0,
44

2
11

0,
09

5
(1

)
 (

2)
 情

報
サ

ー
ビス

・映
像

音
声

文
字

情
報

制
作

業
30

,4
42

30
,6

74
29

,7
34

29
,6

33
30

,7
36

29
,5

10
26

,8
98

25
,8

66
25

,7
49

24
,0

24
(2

)
10

 金
融

・保
険

業
15

7,
11

7
16

1,
22

7
16

8,
86

9
17

4,
82

9
17

9,
97

2
17

8,
58

1
18

3,
74

0
18

3,
76

9
18

3,
94

5
18

1,
50

1
10

11
 不

動
産

業
52

5,
36

6
52

8,
64

0
53

5,
88

3
54

0,
07

6
54

1,
68

7
54

2,
72

0
54

6,
40

1
54

5,
61

0
55

9,
83

7
56

1,
71

1
11

 (
1)

 住
宅

賃
貸

業
47

5,
77

3
47

5,
48

6
47

7,
93

6
47

8,
60

6
47

6,
92

8
47

6,
16

1
47

9,
09

0
47

8,
98

7
49

3,
60

2
49

7,
12

3
(1

)
 (

2)
 そ

の
他

の
不

動
産

業
49

,3
29

52
,9

00
57

,8
04

61
,4

53
64

,7
59

66
,5

52
67

,2
95

66
,6

35
66

,3
82

64
,8

88
(2

)
12

 専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

31
5,

05
3

29
8,

46
7

30
1,

04
6

27
7,

90
0

28
7,

32
4

29
4,

16
4

28
9,

85
7

28
9,

40
9

28
9,

24
2

28
6,

13
4

12
13

 公
務

32
3,

99
8

32
0,

13
6

31
9,

46
5

31
3,

13
1

31
3,

30
9

30
9,

95
0

31
3,

77
6

31
8,

31
9

31
6,

58
6

32
1,

99
4

13
14

 教
育

23
2,

60
3

23
1,

95
0

22
4,

52
7

22
1,

13
3

21
9,

70
9

21
6,

10
1

21
4,

16
1

21
1,

15
7

20
9,

36
3

20
7,

82
7

14
15

 保
健

衛
生

・社
会

事
業

49
4,

11
1

51
0,

35
1

52
2,

74
8

51
9,

96
3

54
9,

76
2

55
4,

01
6

54
4,

16
5

54
6,

96
8

55
4,

70
2

55
0,

85
6

15
16

 そ
の

他
の

サ
ー

ビス
27

6,
81

2
26

6,
80

7
25

5,
91

6
24

5,
06

1
23

9,
34

2
23

5,
27

1
23

9,
58

4
23

8,
76

5
23

3,
33

7
20

5,
68

4
16

17
 小

計
(1

+
2+

3+
4+

5+
6+

7+
8+

9+
10

+
11

+
12

+
13

+
14

+
15

+
16

)
6,

17
5,

44
0

6,
15

6,
38

0
6,

33
2,

84
5

6,
28

2,
11

0
5,

86
6,

84
4

6,
20

4,
73

9
6,

41
2,

76
1

6,
41

3,
61

3
6,

26
2,

89
7

5,
99

9,
54

5
17

18
 輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
10

5,
72

8
10

3,
35

3
10

3,
23

1
10

5,
76

3
10

5,
18

5
10

7,
19

0
11

1,
27

0
11

1,
42

0
10

8,
65

7
10

8,
60

7
18

19
 （

控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

65
,1

17
75

,4
02

85
,4

31
73

,3
54

73
,9

34
71

,9
03

80
,7

41
88

,8
54

82
,5

00
70

,4
43

19
20

 県
内

総
生

産
(1

7+
18

-1
9)

6,
21

2,
10

2
6,

18
4,

63
0

6,
35

4,
52

4
6,

31
3,

77
6

5,
89

8,
09

6
6,

24
0,

15
4

6,
44

3,
29

7
6,

43
5,

99
4

6,
28

9,
10

6
6,

03
8,

78
3

20
21

　開
差

{2
0-

(1
7+

18
-1

9)
}

△
 3

,9
49

29
9

3,
87

9
△

 7
43

1
12

8
7

△
 1

85
52

1,
07

4
21

参
 第

 １
 次

 産
 業

61
,0

37
54

,5
47

47
,9

22
40

,6
64

40
,0

70
37

,5
89

33
,3

60
30

,6
86

26
,3

69
24

,6
71

１
次

 第
 ２

 次
 産

 業
2,

38
2,

48
1

2,
41

0,
59

4
2,

60
2,

89
0

2,
59

9,
87

5
2,

09
9,

09
5

2,
48

9,
17

9
2,

64
7,

69
8

2,
67

1,
28

8
2,

57
6,

60
5

2,
54

9,
55

7
２

次
考

 第
 ３

 次
 産

 業
3,

74
4,

75
5

3,
70

5,
75

9
3,

70
6,

41
5

3,
66

6,
67

3
3,

72
7,

67
8

3,
67

3,
92

0
3,

72
9,

43
7

3,
71

0,
29

2
3,

65
7,

93
4

3,
42

7,
68

8
３

次
　（

注
）

実
質

化
に

は
連

鎖
方

式
を

採
用

して
い

る
た

め
、各

項
目

の
合

計
と県

内
総

生
産

は
一

致
しな

い
。な

お
、製

造
業

の
うち

「情
報

・通
信

機
器

」は
「そ

の
他

の
製

造
業

」に
含

め
た

。

項
目

実
数

- 30 -



２
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
実

質
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
　単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2
　

 1
 農

林
水

産
業

△
 1

0.
6

△
 1

2.
1

△
 1

5.
1

△
 1

.5
△

 6
.2

△
 1

1.
3

△
 8

.0
△

 1
4.

1
△

 6
.4

1
 (

1)
 農

業
△

 1
6.

3
△

 1
2.

2
△

 2
0.

3
△

 1
.4

△
 2

.1
△

 9
.7

△
 1

5.
4

△
 2

0.
2

△
 3

.9
(1

)
 (

2)
 林

業
△

 2
.5

△
 1

1.
8

8.
0

2.
3

△
 6

.5
△

 6
.4

4.
2

2.
9

1.
8

(2
)

 (
3)

 水
産

業
5.

6
△

 1
2.

0
△

 1
1.

6
△

 3
.7

△
 1

6.
9

△
 1

8.
8

7.
6

△
 8

.2
△

 1
6.

8
(3

)
 2

 鉱
業

2.
4

22
.8

7.
3

5.
8

△
 5

.4
0.

2
△

 2
.3

△
 2

.4
9.

7
2

 3
 製

造
業

2.
3

7.
2

△
 1

.0
△

 2
0.

1
18

.9
5.

9
1.

5
△

 2
.3

△
 1

.0
3

 (
1)

 食
料

品
8.

8
△

 2
.9

4.
7

20
.6

△
 1

7.
4

20
.1

△
 1

6.
7

△
 3

.7
5.

3
(1

)
 (

2)
 繊

維
製

品
34

.2
△

 1
8.

5
△

 2
.2

△
 2

0.
1

7.
3

△
 1

2.
0

△
 7

.7
△

 9
.0

△
 2

3.
7

(2
)

 (
3)

 パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品

△
 3

7.
2

30
.1

14
.1

10
.9

△
 3

.7
19

.1
△

 1
2.

3
△

 1
0.

3
△

 5
.4

(3
)

 (
4)

 化
学

17
.4

△
 0

.7
29

.1
△

 3
1.

1
45

.3
9.

5
△

 1
.6

21
.4

2.
3

(4
)

 (
5)

 石
油

・石
炭

製
品

1.
3

14
.3

△
 5

0.
4

△
 7

1.
8

37
.8

0.
5

17
.2

△
 3

8.
7

△
 3

4.
8

(5
)

 (
6)

 窯
業

・土
石

製
品

18
.0

27
.4

△
 2

.3
8.

8
△

 1
6.

3
0.

3
13

.2
△

 7
.2

△
 0

.4
(6

)
 (

7)
 一

次
金

属
△

 1
5.

6
15

.1
△

 1
5.

2
3.

9
18

.7
7.

5
△

 2
1.

8
△

 2
1.

3
3.

4
(7

)
 (

8)
 金

属
製

品
△

 1
5.

6
5.

3
10

.9
△

 8
.9

8.
8

1.
9

7.
1

△
 1

8.
4

19
.2

(8
)

 (
9)

 は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
13

.5
30

.4
△

 1
1.

3
△

 3
.1

19
.7

△
 4

.2
36

.4
△

 1
2.

2
0.

8
(9

)
 (

10
)電

子
部

品
・デ

バ
イス

△
 2

0.
4

1.
8

△
 0

.2
1.

7
△

 1
.4

9.
7

△
 7

.9
20

.5
△

 5
.4

(1
0)

 (
11

)電
気

機
械

61
.0

5.
3

30
.9

△
 2

9.
3

19
.3

△
 1

9.
7

7.
5

△
 2

.8
△

 1
2.

1
(1

1)
 (

12
)情

報
・通

信
機

器
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(1
2)

 (
13

)輸
送

用
機

械
△

 1
8.

1
△

 1
.3

17
.9

△
 5

.6
6.

8
5.

9
△

 2
.4

△
 1

0.
5

10
.7

(1
3)

 (
14

)印
刷

業
11

.1
13

.3
△

 7
.1

2.
1

△
 1

7.
5

△
 2

.1
△

 2
.9

△
 9

.1
△

 2
2.

1
(1

4)
 (

15
)そ

の
他

の
製

造
業

△
 0

.0
13

.9
△

 3
.2

0.
9

△
 2

.9
0.

3
21

.0
△

 1
2.

1
△

 1
8.

3
(1

5)
 4

 電
気

･ガ
ス

･水
道

・廃
棄

物
処

理
業

△
 1

3.
7

△
 3

.9
5.

8
14

.8
△

 1
5.

2
9.

6
△

 0
.2

△
 4

.5
△

 2
3.

8
4

 (
1)

 電
気

業
△

 2
4.

7
△

 8
.5

9.
1

21
.8

△
 2

7.
2

18
.1

△
 0

.3
△

 1
0.

8
△

 4
5.

2
(1

)
 (

2)
 ガ

ス
・水

道
・廃

棄
物

処
理

業
△

 1
.2

0.
4

2.
8

7.
1

1.
8

△
 0

.2
△

 0
.2

3.
3

△
 0

.8
(2

)
 5

 建
設

業
△

 6
.5

13
.5

6.
1

△
 1

4.
3

17
.4

9.
7

△
 3

.2
△

 1
1.

5
△

 1
.4

5
 6

 卸
売

・小
売

業
4.

4
△

 5
.5

△
 3

.9
1.

5
△

 1
.8

3.
2

△
 1

.7
△

 3
.5

△
 9

.2
6

 (
1)

 卸
売

業
0.

1
△

 1
5.

9
△

 4
.6

1.
4

△
 3

.8
6.

5
0.

7
△

 6
.9

△
 1

3.
8

(1
)

 (
2)

 小
売

業
7.

5
1.

5
△

 3
.5

1.
5

△
 0

.8
1.

6
△

 2
.9

△
 1

.6
△

 6
.8

(2
)

 7
 運

輸
・郵

便
業

△
 5

.2
4.

2
2.

4
△

 3
.3

△
 3

.1
4.

0
△

 4
.4

△
 4

.7
△

 1
3.

9
7

 8
 宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
△

 5
.9

7.
3

△
 1

.7
△

 6
.1

5.
3

2.
9

0.
6

△
 1

1.
3

△
 4

1.
8

8
 9

 情
報

通
信

業
0.

2
1.

2
△

 1
.9

1.
4

0.
4

△
 2

.1
2.

7
△

 2
.8

5.
9

9
 (

1)
 通

信
・放

送
業

0.
0

2.
5

△
 2

.4
0.

6
1.

8
△

 0
.1

4.
6

△
 3

.4
9.

6
(1

)
 (

2)
 情

報
サ

ー
ビス

・映
像

音
声

文
字

情
報

制
作

業
0.

8
△

 3
.1

△
 0

.3
3.

7
△

 4
.0

△
 8

.9
△

 3
.8

△
 0

.5
△

 6
.7

(2
)

10
 金

融
・保

険
業

2.
6

4.
7

3.
5

2.
9

△
 0

.8
2.

9
0.

0
0.

1
△

 1
.3

10
11

 不
動

産
業

0.
6

1.
4

0.
8

0.
3

0.
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.7
3.

4
2.

4
△

 1
.5

△
 0

.2
△

 0
.1

△
 1

.1
12

13
 公

務
△

 1
.2

△
 0

.2
△

 2
.0

0.
1

△
 1

.1
1.

2
1.
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△
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+
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△
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鎖
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（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

　
 1

 農
林

水
産

業
87

.1
91

.1
88

.6
88

.4
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1.
4

12
2.

5
12

5.
6

11
9.

7
11

3.
2

12
1.

3
1
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1)
 農

業
85

.4
94

.5
87

.8
84

.9
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2.
4

12
6.

6
12

3.
7

12
0.
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10

8.
9
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5.

9
(1

)
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2)
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業
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.1

93
.5
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0.

0
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0.
8

97
.9
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7.

8
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3.
3

11
6.
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1.
7

11
3.

8
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)
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3)
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産

業
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.7
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.3
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.1
10

0.
6
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8.

6
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0.
9
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1.
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5.
6
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2.
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業
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.1
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.0

96
.6

97
.3

94
.5

95
.9
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5
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3.
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 製

造
業

90
.2

88
.4
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.5
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.6
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1.
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99

.7
99

.4
96

.2
95

.4
99

.9
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1)
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料

品
98

.0
96

.7
95
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1.
5
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1.

7
10

0.
0

99
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1.
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3.
6
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維
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2

10
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6
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4.
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2
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２
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考
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平
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位
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平
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年

度
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令

和
元

年
度

2
　

 1
 農

林
水

産
業

4.
6

△
 2

.8
△

 0
.2

14
.8

20
.7

2.
6

△
 4

.7
△

 5
.5

7.
2

1
　

 (
1)

 農
業

10
.7

△
 7

.1
△

 3
.3

20
.7

23
.6

△
 2

.3
△

 2
.4

△
 9

.8
6.

4
(1

)
　

 (
2)

 林
業

△
 1

.6
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.6
△

 8
.4

△
 2

.9
10

.1
5.

1
2.

8
△

 4
.1

1.
8

(2
)
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3)
 水

産
業

△
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.8
2.

3
13

.8
10

.4
17

.9
18

.8
△
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4.

0
3.

7
13

.1
(3

)
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 鉱
業

3.
0

4.
1

11
.1

0.
7

△
 2

.8
1.

5
4.

7
0.

0
2.

5
2

 3
 製

造
業

△
 1

.9
△

 1
.1

3.
6

11
.9

△
 1

.7
△

 0
.3

△
 3

.3
△

 0
.8

4.
7

3
 (

1)
 食

料
品

△
 1

.4
△

 1
.4

1.
9

4.
6

0.
2

△
 1

.6
△
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.5

1.
7
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4

(1
)
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 繊
維

製
品
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9

△
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3
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0
△
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△
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5.

2
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1
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)
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ル
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紙
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加
工

品
2.

6
△
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6
3.
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4
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)
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学
△
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3
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1
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5
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次
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配

（
単

位
：
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27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
県

民
雇

用
者

報
酬
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3

20
6,

83
9

20
3,

91
3

21
9,

10
5

5
(1

)生
産

・輸
入

品
に

課
され

る
税

18
0,

53
5

17
7,

12
7

18
0,

75
2

20
7,

01
1

20
9,

58
0

21
8,

39
5

22
3,

02
6

22
2,

30
7

21
9,

91
6

23
5,

64
0

(1
)

(2
) 

（
控

除
）

補
助

金
18

,3
30

18
,2

24
17

,5
71

17
,1

64
16

,3
13

15
,7

38
15

,6
53

15
,4

68
16

,0
03

16
,5

35
(2

)
6

県
民

所
得

（
第

１
次

所
得

バ
ラン

ス
）

(4
+

5)
4,

36
1,

89
0

4,
31

2,
86

6
4,

45
2,

42
1

4,
50

6,
51

0
4,

32
8,

59
0

4,
58

7,
85

3
4,

73
4,

36
1

4,
60

1,
09

2
4,

44
7,

42
4

4,
19

2,
23

7
6

7
経

常
移

転
の

受
取

（
純

）
80

7,
44

6
88

0,
36

6
84

8,
79

2
83

7,
13

4
85

6,
05

2
79

9,
91

7
80

5,
89

3
78

2,
98

2
81

5,
48

4
1,

08
8,

22
3

7
(1

) 
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

△
 1

89
,3

42
△

 2
01

,0
86

△
 2

31
,6

43
△

 2
21

,2
24

△
 2

14
,5

76
△

 2
16

,1
28

△
 2

25
,1

21
△

 2
40

,5
60

△
 2

15
,8

43
△

 5
8,

68
7

(1
)

(2
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
86

7,
72

5
91

5,
37

9
93

3,
61

5
95

3,
95

8
96

3,
87

0
95

2,
50

2
95

4,
64

4
96

4,
75

8
97

0,
48

3
87

2,
30

6
(2

)
(3

) 
家

計
（

個
人

企
業

を
含

む
）

44
,5

16
69

,8
22

56
,2

60
9,

12
4

4,
36

6
△

 4
6,

41
1

△
 3

2,
95

4
△

 4
7,

45
0

△
 4

4,
46

9
14

2,
48

4
(3

)
(4

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
84

,5
47

96
,2

51
90

,5
60

95
,2

76
10

2,
39

2
10

9,
95

4
10

9,
32

4
10

6,
23

4
10

5,
31

3
13

2,
12

0
(4

)
8

県
民

可
処

分
所

得
 (

6+
7)

5,
16

9,
33

6
5,

19
3,

23
2

5,
30

1,
21

3
5,

34
3,

64
4

5,
18

4,
64

2
5,

38
7,

77
0

5,
54

0,
25

4
5,

38
4,

07
4

5,
26

2,
90

8
5,

28
0,

46
0

8
(1

) 
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

87
4,

17
2

81
7,

55
3

90
5,

63
8

95
5,

75
3

71
9,

58
8

1,
04

0,
96

2
1,

05
0,

35
6

98
0,

83
8

87
3,

82
9

85
8,

61
9

(1
)

(2
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
1,

02
4,

03
9

1,
08

7,
16

0
1,

12
5,

06
7

1,
15

8,
69

2
1,

17
1,

32
0

1,
16

1,
68

3
1,

17
9,

07
0

1,
18

3,
99

4
1,

18
6,

91
3

1,
11

0,
92

5
(2

)
(3

) 
家

計
（

個
人

企
業

を
含

む
）

3,
18

2,
52

6
3,

18
8,

67
9

3,
17

6,
44

1
3,

13
0,

54
2

3,
18

8,
06

3
3,

07
1,

73
9

3,
19

7,
58

4
3,

10
8,

81
9

3,
09

3,
07

4
3,

17
5,

03
0

(3
)

(4
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

88
,5

99
99

,8
40

94
,0

67
98

,6
57

10
5,

67
1

11
3,

38
6

11
3,

24
4

11
0,

42
3

10
9,

09
2

13
5,

88
6

(4
)

（
参

考
）

県
民

総
所

得
（

市
場

価
格

表
示

）
6,

02
3,

38
8

5,
95

1,
03

3
6,

14
0,

73
6

6,
23

4,
81

2
6,

08
8,

69
0

6,
34

8,
11

2
6,

54
1,

88
0

6,
46

3,
21

0
6,

31
0,

27
8

6,
11

1,
14

1

項
目

実
数
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４
　　

県
民

所
得

及
び

県
民

可
処

分
所

得
の

分
配

（
単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2
1

県
民

雇
用

者
報

酬
△

 0
.1

△
 0

.5
0.

9
1.

3
△

 2
.0

4.
5

△
 1

.8
△

 0
.5

△
 4

.1
1

(1
) 

賃
金

・俸
給

△
 0

.3
△

 0
.9

0.
5

1.
2

△
 2

.7
5.

0
△

 2
.4

△
 0

.8
△

 4
.5

(1
)

(2
) 

雇
主

の
社

会
負

担
1.

1
2.

3
3.

2
2.

2
2.

1
1.

3
1.

8
1.

3
△

 1
.4

(2
)

   
a 

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
0.

8
0.

9
2.

9
1.

8
4.

1
△

 0
.4

3.
3

0.
6

△
 0

.2
a

   
b 

 雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
5.

9
23

.0
5.

8
7.

3
△

 1
9.

0
23

.6
△

 1
5.

4
11

.0
△

 1
6.

8
b

2
財

産
所

得
(非

企
業

部
門

)
2.

1
10

.0
△

 5
.1

1.
2

△
 1

.1
5.

3
△

 3
.1

△
 0

.7
△

 0
.6

2
   

a　
受

取
1.

6
8.

8
△

 4
.9

△
 0

.3
△

 1
.9

4.
3

△
 4

.7
△

 1
.1

△
 0

.9
a

 　
b　

支
払

△
 3

.0
△

 2
.2

△
 2

.4
△

 1
5.

1
△

 1
1.

7
△

 8
.7

△
 2

8.
8

△
 8

.5
△

 7
.9

b
(1

) 
一

般
政

府
（

地
方

政
府

等
）

31
8.

6
11

9.
5

△
 4

7.
3

△
 4

.7
△

 5
4.

0
16

1.
4

△
 2

7.
3

1.
0

55
.9

(1
)

   
a　

受
取

10
6.

5
41

.5
△

 3
2.

1
△

 1
1.

1
△

 3
2.

1
45

.6
△

 3
0.

7
△

 3
.6

34
.4

a
 　

b　
支

払
△

 2
.7

△
 3

.5
△

 1
2.

1
△

 1
6.

2
△

 1
2.

6
△

 8
.9

△
 3

5.
2

△
 1

0.
4

△
 2

.2
b

(2
) 

家
計

△
 5

.5
4.

0
△

 0
.1

1.
6

2.
0

1.
0

△
 1

.6
△

 0
.6

△
 3

.6
(2

)
  ①

 利
子

△
 4

8.
2

△
 1

5.
7

△
 2

7.
6

72
.3

7.
1

7.
3

7.
9

40
.4

△
 1

3.
6

①
   

a　
受

取
△

 4
5.

7
△

 1
3.

7
△

 1
9.

7
54

.9
5.

4
5.

8
5.

9
37

.0
△

 1
3.

8
a

 　
b　

支
払

（
消

費
者

負
債

利
子

）
△

 2
.7

5.
6

39
.6

△
 1

3.
6

△
 7

.2
△

 8
.3

△
 1

4.
4

△
 9

.3
△

 1
7.

1
b

　②
 配

当
（

受
取

）
90

.5
17

.2
13

.9
△

 4
.0

△
 1

3.
9

5.
8

△
 1

4.
8

△
 2

3.
5

29
.0

②
　③

 そ
の

他
の

投
資

所
得

（
受

取
）

5.
7

3.
3

△
 2

.4
△

 7
.2

△
 5

.2
△

 1
.4

△
 1

.2
△

 6
.1

△
 2

.7
③

　④
 賃

貸
料

（
受

取
）

△
 1

4.
0

11
.3

11
.7

△
 5

.2
39

.6
△

 3
.6

2.
2

△
 9

.7
△

 1
3.

3
④

(3
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

△
 1

1.
4

△
 2

.3
△

 3
.6

△
 3

.0
4.

7
14

.2
6.

9
△

 9
.8

△
 0

.3
(3

)
   

a　
受

取
△

 1
2.

3
△

 2
.5

5.
1

△
 2

.2
△

 0
.5

11
.0

7.
0

△
 5

.8
△

 4
.0

a
 　

b　
支

払
△

 1
9.

2
△

 4
.5

84
.9

1.
6

△
 2

3.
9

△
 9

.1
8.

5
25

.6
△

 2
4.

7
b

3
企

業
所

得
△

 3
.5

9.
2

1.
3

△
 1

4.
6

24
.1

0.
9

△
 4

.8
△

 9
.0

△
 1

1.
8

3
(1

) 
民

間
法

人
企

業
△

 4
.9

11
.9

2.
8

△
 2

3.
2

39
.7

0.
7

△
 3

.9
△

 9
.3

△
 1

5.
5

(1
)

   
a　

非
金

融
法

人
企

業
△

 4
.1

10
.9

3.
0

△
 2

5.
0

43
.5

1.
9

△
 5

.7
△

 1
1.

5
△

 1
6.

8
a

 　
b　

金
融

機
関

△
 1

4.
0

25
.8

0.
4

△
 2

.9
4.

5
△

 1
3.

5
24

.1
15

.1
△

 4
.6

b
(2

) 
公

的
企

業
15

.4
4.

1
22

.6
38

.8
△

 2
9.

4
20

.1
△

 1
2.

4
△

 4
4.

8
△

 2
7.

1
(2

)
   

a　
非

金
融

法
人

企
業

45
.3

3.
2

20
.2

57
.7

△
 3

2.
3

31
.0

△
 1

1.
7

△
 5

1.
1

△
 4

9.
5

a
 　

b　
金

融
機

関
△

 3
0.

2
6.

9
29

.8
△

 1
5.

0
△

 1
4.

1
△

 2
5.

0
△

 1
7.

1
3.

9
54

.7
b

(3
) 

個
人

企
業

△
 1

.0
1.

5
△

 6
.2

8.
0

△
 5

.0
△

 1
.4

△
 7

.3
△

 1
.6

3.
3

(3
)

 　
a 

農
林

水
産

業
△

 2
5.

6
△

 6
2.

6
△

 2
73

.1
14

6.
0

57
.6

△
 3

7.
1

△
 2

40
.9

△
 9

8.
3

8.
4

a
　 

b 
その

他
の

産
業

（
非

農
林

水
産

・非
金

融
）

△
 5

.2
11

.8
△

 3
.6

15
.5

△
 1

2.
2

0.
7

△
 1

1.
9

△
 5

.6
6.

2
b

 　
c 

持
ち

家
2.

6
△

 0
.8

△
 3

.4
△

 0
.5

△
 1

.3
△

 1
.8

△
 1

.5
2.

4
1.

5
c

4
県

民
所

得
（

要
素

費
用

表
示

）
 (

1+
2+

3)
△

 1
.1

3.
3

0.
6

△
 4

.2
6.

0
3.

2
△

 2
.9

△
 3

.4
△

 6
.4

4
5

生
産

・輸
入

品
に

課
され

る
税

（
控

除
）

補
助

金
（

地
方

政
府

）
△

 2
.0

2.
7

16
.3

1.
8

4.
9

2.
3

△
 0

.3
△

 1
.4

7.
5

5
(1

)生
産

・輸
入

品
に

課
され

る
税

△
 1

.9
2.

0
14

.5
1.

2
4.

2
2.

1
△

 0
.3

△
 1

.1
7.

2
(1

)
(2

) 
（

控
除

）
補

助
金

△
 0

.6
△

 3
.6

△
 2

.3
△

 5
.0

△
 3

.5
△

 0
.5

△
 1

.2
3.

5
3.

3
(2

)
6

県
民

所
得

（
第

１
次

所
得

バ
ラン

ス
）

(4
+

5)
△

 1
.1

3.
2

1.
2

△
 3

.9
6.

0
3.

2
△

 2
.8

△
 3

.3
△

 5
.7

6
7

経
常

移
転

の
受

取
（

純
）

9.
0

△
 3

.6
△

 1
.4

2.
3

△
 6

.6
0.

7
△

 2
.8

4.
2

33
.4

7
(1

) 
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

△
 6

.2
△

 1
5.

2
4.

5
3.

0
△

 0
.7

△
 4

.2
△

 6
.9

10
.3

72
.8

(1
)

(2
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
5.

5
2.

0
2.

2
1.

0
△

 1
.2

0.
2

1.
1

0.
6

△
 1

0.
1

(2
)

(3
) 

家
計

（
個

人
企

業
を

含
む

）
56

.8
△

 1
9.

4
△

 8
3.

8
△

 5
2.

1
△

 1
16

3.
0

29
.0

△
 4

4.
0

6.
3

42
0.

4
(3

)
(4

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
13

.8
△

 5
.9

5.
2

7.
5

7.
4

△
 0

.6
△

 2
.8

△
 0

.9
25

.5
(4

)
8

県
民

可
処

分
所

得
 (

6+
7)

0.
5

2.
1

0.
8

△
 3

.0
3.

9
2.

8
△

 2
.8

△
 2

.3
0.

3
8

(1
) 

非
金

融
法

人
企

業
及

び
金

融
機

関
△

 6
.5

10
.8

5.
5

△
 2

4.
7

44
.7

0.
9

△
 6

.6
△

 1
0.

9
△

 1
.7

(1
)

(2
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
6.

2
3.

5
3.

0
1.

1
△

 0
.8

1.
5

0.
4

0.
2

△
 6

.4
(2

)
(3

) 
家

計
（

個
人

企
業

を
含

む
）

0.
2

△
 0

.4
△

 1
.4

1.
8

△
 3

.6
4.

1
△

 2
.8

△
 0

.5
2.

6
(3

)
(4

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
12

.7
△

 5
.8

4.
9

7.
1

7.
3

△
 0

.1
△

 2
.5

△
 1

.2
24

.6
(4

)
（

参
考

）
県

民
総

所
得

（
市

場
価

格
表

示
）

△
 1

.2
3.

2
1.

5
△

 2
.3

4.
3

3.
1

△
 1

.2
△

 2
.4

△
 3

.2

項
目

対
前

年
度

増
加

率
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４
　　

県
民

所
得

及
び

県
民

可
処

分
所

得
の

分
配

（
単

位
：

％
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
県

民
雇

用
者

報
酬

61
.1

61
.7

59
.5

59
.6

63
.0

58
.2

58
.9

59
.6

61
.5

63
.0

1
(1

) 
賃

金
・俸

給
53

.0
53

.4
51

.2
51

.2
54

.0
49

.5
50

.4
50

.7
52

.1
53

.1
(1

)
(2

) 
雇

主
の

社
会

負
担

8.
1

8.
3

8.
3

8.
5

9.
0

8.
7

8.
5

8.
9

9.
4

9.
9

(2
)

   
a 

 雇
主

の
現

実
社

会
負

担
7.

6
7.

8
7.

6
7.

8
8.

3
8.

1
7.

8
8.

3
8.

7
9.

2
a

   
b 

 雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
0.

5
0.

5
0.

7
0.

7
0.

8
0.

6
0.

7
0.

6
0.

7
0.

6
b

2
財

産
所

得
(非

企
業

部
門

)
5.

7
5.

9
6.

3
5.

9
6.

2
5.

8
5.

9
5.

9
6.

1
6.

5
2

   
a　

受
取

6.
4

6.
5

6.
9

6.
5

6.
8

6.
3

6.
3

6.
2

6.
4

6.
7

a
 　

b　
支

払
0.

7
0.

6
0.

6
0.

6
0.

5
0.

4
0.

4
0.

3
0.

3
0.

3
b

(1
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
△

 0
.1

0.
3

0.
7

0.
3

0.
3

0.
1

0.
4

0.
3

0.
3

0.
5

(1
)

   
a　

受
取

0.
4

0.
8

1.
2

0.
8

0.
7

0.
5

0.
7

0.
5

0.
5

0.
7

a
 　

b　
支

払
0.

5
0.

5
0.

5
0.

4
0.

4
0.

3
0.

3
0.

2
0.

2
0.

2
b

(2
) 

家
計

5.
7

5.
5

5.
5

5.
5

5.
8

5.
6

5.
5

5.
5

5.
7

5.
9

(2
)

  ①
 利

子
1.

7
0.

9
0.

7
0.

5
1.

0
1.

0
1.

0
1.

1
1.

6
1.

5
①

   
a　

受
取

1.
8

1.
0

0.
8

0.
7

1.
1

1.
1

1.
1

1.
2

1.
7

1.
6

a
 　

b　
支

払
（

消
費

者
負

債
利

子
）

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

b
　②

 配
当

（
受

取
）

0.
5

1.
0

1.
2

1.
3

1.
3

1.
1

1.
1

1.
0

0.
8

1.
1

②
　③

 そ
の

他
の

投
資

所
得

（
受

取
）

2.
6

2.
8

2.
8

2.
7

2.
6

2.
3

2.
2

2.
3

2.
2

2.
3

③
　④

 賃
貸

料
（

受
取

）
0.

9
0.

8
0.

8
0.

9
0.

9
1.

2
1.

1
1.

2
1.

1
1.

0
④

(3
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

(3
)

   
a　

受
取

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

a
 　

b　
支

払
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
b

3
企

業
所

得
33

.2
32

.4
34

.3
34

.5
30

.7
35

.9
35

.1
34

.4
32

.4
30

.6
3

(1
) 

民
間

法
人

企
業

24
.5

23
.6

25
.6

26
.1

20
.9

27
.6

26
.9

26
.6

25
.0

22
.6

(1
)

   
a　

非
金

融
法

人
企

業
22

.6
21

.9
23

.5
24

.1
18

.9
25

.5
25

.2
24

.4
22

.4
19

.9
a

 　
b　

金
融

機
関

1.
9

1.
7

2.
0

2.
0

2.
1

2.
0

1.
7

2.
2

2.
6

2.
7

b
(2

) 
公

的
企

業
0.

8
0.

9
0.

9
1.

1
1.

7
1.

1
1.

3
1.

2
0.

7
0.

5
(2

)
   

a　
非

金
融

法
人

企
業

0.
5

0.
7

0.
7

0.
9

1.
4

0.
9

1.
1

1.
0

0.
5

0.
3

a
 　

b　
金

融
機

関
0.

3
0.

2
0.

2
0.

3
0.

3
0.

2
0.

2
0.

1
0.

1
0.

2
b

(3
) 

個
人

企
業

7.
9

7.
9

7.
7

7.
2

8.
1

7.
3

7.
0

6.
6

6.
8

7.
5

(3
)

 　
a 

農
林

水
産

業
0.

3
0.

2
0.

1
△

 0
.1

0.
1

0.
1

0.
1

△
 0

.1
△

 0
.2

△
 0

.2
a

　 
b 

その
他

の
産

業
（

非
農

林
水

産
・非

金
融

）
2.

6
2.

5
2.

7
2.

6
3.

1
2.

6
2.

5
2.

3
2.

2
2.

5
b

 　
c 

持
ち

家
5.

0
5.

2
5.

0
4.

8
4.

9
4.

6
4.

4
4.

4
4.

7
5.

1
c

4
県

民
所

得
（

要
素

費
用

表
示

）
 (

1+
2+

3)
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
4

5
生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
（

控
除

）
補

助
金

（
地

方
政

府
）

3.
9

3.
8

3.
8

4.
4

4.
7

4.
6

4.
6

4.
7

4.
8

5.
5

5
(1

)生
産

・輸
入

品
に

課
され

る
税

4.
3

4.
3

4.
2

4.
8

5.
1

5.
0

4.
9

5.
1

5.
2

5.
9

(1
)

(2
) 

（
控

除
）

補
助

金
0.

4
0.

4
0.

4
0.

4
0.

4
0.

4
0.

3
0.

4
0.

4
0.

4
(2

)
6

県
民

所
得

（
第

１
次

所
得

バ
ラン

ス
）

(4
+

5)
10

3.
9

10
3.

8
10

3.
8

10
4.

4
10

4.
7

10
4.

6
10

4.
6

10
4.

7
10

4.
8

10
5.

5
6

7
経

常
移

転
の

受
取

（
純

）
19

.2
21

.2
19

.8
19

.4
20

.7
18

.2
17

.8
17

.8
19

.2
27

.4
7

(1
) 

非
金

融
法

人
企

業
及

び
金

融
機

関
△

 4
.5

△
 4

.8
△

 5
.4

△
 5

.1
△

 5
.2

△
 4

.9
△

 5
.0

△
 5

.5
△

 5
.1

△
 1

.5
(1

)
(2

) 
一

般
政

府
（

地
方

政
府

等
）

20
.7

22
.0

21
.8

22
.1

23
.3

21
.7

21
.1

22
.0

22
.9

22
.0

(2
)

(3
) 

家
計

（
個

人
企

業
を

含
む

）
1.

1
1.

7
1.

3
0.

2
0.

1
△

 1
.1

△
 0

.7
△

 1
.1

△
 1

.0
3.

6
(3

)
(4

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
2.

0
2.

3
2.

1
2.

2
2.

5
2.

5
2.

4
2.

4
2.

5
3.

3
(4

)
8

県
民

可
処

分
所

得
 (

6+
7)

12
3.

1
12

5.
0

12
3.

6
12

3.
8

12
5.

4
12

2.
9

12
2.

4
12

2.
5

12
4.

0
13

2.
9

8
(1

) 
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

20
.8

19
.7

21
.1

22
.1

17
.4

23
.7

23
.2

22
.3

20
.6

21
.6

(1
)

(2
) 

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
24

.4
26

.2
26

.2
26

.8
28

.3
26

.5
26

.0
26

.9
28

.0
28

.0
(2

)
(3

) 
家

計
（

個
人

企
業

を
含

む
）

75
.8

76
.8

74
.1

72
.5

77
.1

70
.0

70
.6

70
.7

72
.9

79
.9

(3
)

(4
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

2.
1

2.
4

2.
2

2.
3

2.
6

2.
6

2.
5

2.
5

2.
6

3.
4

(4
)

（
参

考
）

県
民

総
所

得
（

市
場

価
格

表
示

）
14

3.
4

14
3.

3
14

3.
2

14
4.

4
14

7.
2

14
4.

8
14

4.
5

14
7.

1
14

8.
7

15
3.

8

項
目

構
成

比

- 36 -



５
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、名

目
）

（
単

位
：

10
0万

円
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
3,

04
7,

74
1

3,
04

8,
14

1
3,

09
0,

51
3

3,
05

4,
19

7
3,

02
9,

69
9

3,
00

0,
39

4
3,

03
4,

45
9

3,
02

8,
75

3
3,

01
7,

22
8

2,
86

2,
79

7
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
2,

96
5,

85
4

2,
96

4,
25

7
3,

00
9,

33
4

2,
98

2,
16

5
2,

95
0,

22
7

2,
91

6,
79

3
2,

95
1,

04
4

2,
95

4,
51

3
2,

93
7,

75
0

2,
76

9,
73

4
(1

)
　a

　食
料

・非
アル

コー
ル

飲
料

46
0,

47
8

46
6,

77
4

47
1,

93
4

48
0,

33
3

49
4,

07
3

49
2,

27
3

49
4,

73
9

49
1,

34
8

48
6,

65
6

47
9,

27
8

a
  b

　ア
ル

コー
ル

飲
料

・た
ば

こ
92

,3
40

91
,2

54
92

,2
92

87
,8

75
88

,8
69

85
,5

12
82

,5
82

76
,9

40
75

,9
52

75
,0

41
b

  c
　被

服
・履

物
10

3,
82

3
10

5,
84

3
11

5,
43

3
11

5,
30

2
11

3,
77

8
10

0,
76

8
99

,8
50

10
1,

22
8

97
,0

26
88

,0
54

c
  d

　住
居

・電
気

・ガ
ス

・水
道

69
3,

12
4

70
1,

17
7

70
5,

79
0

69
9,

83
9

68
4,

05
5

67
6,

44
6

68
4,

02
5

67
9,

50
6

68
9,

75
3

69
5,

50
0

d
  e

　家
具

・家
庭

用
機

器
・家

事
サ

ー
ビス

11
3,

92
1

11
4,

58
9

12
7,

78
4

12
0,

80
1

12
0,

08
2

11
7,

81
3

11
8,

94
4

11
8,

83
2

11
6,

93
7

12
1,

61
0

e
  f

　保
健

・医
療

12
2,

03
7

12
0,

47
9

11
9,

30
4

11
6,

61
1

11
8,

66
5

11
3,

95
9

11
4,

40
0

11
5,

18
6

11
4,

97
6

11
8,

50
1

f
　g

　交
通

38
8,

09
1

39
4,

95
3

39
1,

86
7

38
3,

20
9

33
6,

77
4

34
3,

71
9

35
3,

53
0

35
6,

69
3

34
7,

33
9

28
1,

83
6

g
　h

　情
報

・通
信

16
5,

38
5

15
4,

78
4

16
6,

05
8

16
5,

48
6

16
3,

44
7

16
4,

96
4

16
9,

57
0

17
4,

64
2

17
1,

97
0

18
5,

29
5

h
　i

　娯
楽

・ス
ポ

ー
ツ・

文
化

18
9,

57
7

19
1,

25
0

19
3,

51
0

19
6,

22
3

19
9,

95
5

19
0,

46
3

18
9,

02
4

18
6,

74
4

18
1,

92
7

16
7,

30
3

  i
　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

39
,5

17
38

,3
05

36
,6

91
36

,4
56

37
,0

99
37

,6
23

37
,9

11
38

,6
60

38
,5

28
38

,1
59

j
　k

　外
食

・宿
泊

サ
ー

ビス
21

3,
71

4
21

0,
17

7
20

6,
31

1
20

5,
45

0
20

9,
23

5
21

2,
12

0
21

0,
48

7
20

5,
84

0
20

0,
09

1
14

6,
70

3
  k

　
  l

　保
険

・金
融

サ
ー

ビス
14

3,
32

0
14

1,
37

5
14

6,
79

7
15

0,
03

9
14

9,
83

4
14

4,
40

7
14

6,
93

9
14

7,
46

8
14

3,
67

2
12

6,
49

3
l

 m
 個

別
ケ

ア・
社

会
保

護
・そ

の
他

24
0,

52
7

23
3,

29
7

23
5,

56
3

22
4,

54
1

23
4,

36
1

23
6,

72
6

24
9,

04
3

26
1,

42
6

27
2,

92
3

24
5,

96
1

m
（

再
掲

 ）
家

計
最

終
消

費
支

出
（

除
く持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

2,
49

8,
46

2
2,

49
4,

16
3

2,
53

6,
94

4
2,

51
1,

49
7

2,
48

0,
04

8
2,

44
8,

24
5

2,
48

3,
41

4
2,

48
7,

99
8

2,
45

5,
60

0
2,

28
1,

86
6

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

46
7,

39
2

47
0,

09
4

47
2,

39
0

47
0,

66
8

47
0,

17
9

46
8,

54
8

46
7,

63
0

46
6,

51
5

48
2,

15
0

48
7,

86
8

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

81
,8

87
83

,8
84

81
,1

79
72

,0
32

79
,4

72
83

,6
01

83
,4

15
74

,2
40

79
,4

78
93

,0
63

(2
)

2
地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

97
8,

78
7

97
7,

09
1

98
1,

86
2

99
8,

57
6

1,
01

2,
40

4
1,

00
2,

05
0

1,
00

4,
78

4
1,

01
1,

61
1

1,
01

8,
05

6
1,

04
3,

02
1

2
(1

)県
27

4,
15

6
27

2,
09

6
26

6,
85

7
27

0,
67

7
26

7,
70

4
26

1,
58

4
25

8,
68

1
25

8,
14

7
25

4,
64

6
24

2,
92

2
(1

)
(2

)市
町

村
27

1,
76

4
26

6,
55

2
26

5,
73

7
26

7,
91

1
27

2,
46

9
26

9,
91

7
27

0,
00

0
27

6,
33

6
27

7,
90

4
32

2,
38

9
(2

)
(3

)地
方

社
会

保
障

基
金

43
2,

86
7

43
8,

44
3

44
9,

26
8

45
9,

98
8

47
2,

23
1

47
0,

54
9

47
6,

10
3

47
7,

12
8

48
5,

50
6

47
7,

71
0

(3
)

（
再

掲
 ）

 家
計

現
実

最
終

消
費

3,
72

3,
57

4
3,

73
3,

71
1

3,
78

1,
69

2
3,

76
1,

57
2

3,
74

9,
90

9
3,

71
2,

98
7

3,
74

8,
50

0
3,

74
3,

33
2

3,
73

7,
34

0
3,

58
7,

17
9

 地
方

政
府

等
現

実
最

終
消

費
30

2,
95

4
29

1,
52

1
29

0,
68

3
29

1,
20

1
29

2,
19

4
28

9,
45

7
29

0,
74

3
29

7,
03

2
29

7,
94

4
31

8,
63

9
3

 県
内

総
資

本
形

成
1,

36
5,

62
0

1,
52

0,
31

8
1,

58
5,

09
3

1,
55

5,
09

1
1,

55
1,

84
2

1,
60

6,
32

8
1,

68
1,

03
1

1,
79

1,
63

5
1,

69
3,

51
1

1,
45

3,
73

7
3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

1,
34

9,
10

3
1,

52
1,

61
2

1,
53

6,
97

0
1,

59
2,

33
9

1,
54

8,
68

7
1,

64
5,

42
2

1,
64

1,
84

8
1,

72
6,

87
5

1,
68

9,
67

7
1,

54
3,

94
0

(1
)

　a
  民

間
1,

10
4,

29
3

1,
28

1,
34

9
1,

27
0,

95
8

1,
30

5,
39

7
1,

27
7,

84
5

1,
36

4,
30

7
1,

35
7,

55
9

1,
41

3,
25

3
1,

38
4,

47
6

1,
26

9,
68

9
a

   
(a

) 
住

宅
17

1,
23

5
18

7,
31

8
19

3,
78

9
18

9,
99

7
18

4,
73

2
23

8,
66

3
20

9,
27

7
20

2,
13

7
20

3,
94

6
17

5,
36

3
(a

)
   

(b
) 

企
業

設
備

93
3,

05
8

1,
09

4,
03

1
1,

07
7,

16
9

1,
11

5,
40

0
1,

09
3,

11
3

1,
12

5,
64

4
1,

14
8,

28
2

1,
21

1,
11

6
1,

18
0,

53
0

1,
09

4,
32

6
(b

)
　b

  公
的

24
4,

81
0

24
0,

26
3

26
6,

01
2

28
6,

94
2

27
0,

84
2

28
1,

11
5

28
4,

28
9

31
3,

62
2

30
5,

20
1

27
4,

25
1

b
   

(a
) 

住
宅

5,
81

2
5,

37
9

5,
62

7
6,

89
4

5,
04

5
5,

45
6

4,
96

0
3,

80
4

4,
40

5
4,

94
5

(a
)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

31
,9

95
46

,1
23

28
,6

90
30

,8
65

31
,8

35
38

,6
80

45
,9

62
72

,7
19

39
,3

51
38

,8
16

(b
)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
20

7,
00

3
18

8,
76

1
23

1,
69

5
24

9,
18

3
23

3,
96

2
23

6,
97

9
23

3,
36

7
23

7,
09

9
26

1,
44

5
23

0,
49

0
(c

)
(2

) 
在

庫
変

動
16

,5
17

△
 1

,2
94

48
,1

23
△

 3
7,

24
8

3,
15

5
△

 3
9,

09
4

39
,1

83
64

,7
60

3,
83

4
△

 9
0,

20
3

(2
)

  a
  民

間
企

業
18

,6
43

△
 1

,9
03

35
,1

51
△

 4
1,

78
8

9,
88

3
△

 2
7,

85
9

32
,1

73
67

,2
73

△
 7

,2
21

△
 6

8,
13

0
a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
△

 2
,1

26
60

9
12

,9
72

4,
54

0
△

 6
,7

28
△

 1
1,

23
5

7,
01

0
△

 2
,5

13
11

,0
55

△
 2

2,
07

3
b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
51

0,
13

5
28

6,
11

0
30

5,
47

1
47

7,
31

8
31

2,
07

0
64

5,
47

3
74

3,
26

2
56

6,
54

6
53

1,
93

9
78

8,
59

1
4

(1
) 

財
貨

・サ
ー

ビス
の

移
出

入
（

純
）

52
6,

99
8

41
7,

88
2

57
7,

95
8

53
6,

46
4

40
4,

54
9

50
2,

19
2

58
5,

31
4

65
7,

08
1

52
7,

23
5

54
4,

85
4

(1
)

(2
) 

統
計

上
の

不
突

合
△

 1
6,

86
3

△
 1

31
,7

72
△

 2
72

,4
87

△
 5

9,
14

6
△

 9
2,

47
9

14
3,

28
1

15
7,

94
8

△
 9

0,
53

5
4,

70
4

24
3,

73
7

(2
)

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
5,

90
2,

28
3

5,
83

1,
66

0
5,

96
2,

93
9

6,
08

5,
18

2
5,

90
6,

01
5

6,
25

4,
24

5
6,

46
3,

53
6

6,
39

8,
54

5
6,

26
0,

73
4

6,
14

8,
14

6
5

参
 域

外
か

らの
要

素
所

得
（

純
）

12
1,

10
5

11
9,

37
3

17
7,

79
7

14
9,

63
0

18
2,

67
5

93
,8

67
78

,3
44

64
,6

65
49

,5
44

△
 3

7,
00

5
考

 県
民

総
所

得
（

市
場

価
格

表
示

）
6,

02
3,

38
8

5,
95

1,
03

3
6,

14
0,

73
6

6,
23

4,
81

2
6,

08
8,

69
0

6,
34

8,
11

2
6,

54
1,

88
0

6,
46

3,
21

0
6,

31
0,

27
8

6,
11

1,
14

1

項
目

実
数
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５
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、名

目
）

（
単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2
1

 民
間

最
終

消
費

支
出

0.
0

1.
4

△
 1

.2
△

 0
.8

△
 1

.0
1.

1
△

 0
.2

△
 0

.4
△

 5
.1

1
　

(1
) 

家
計

最
終

消
費

支
出

△
 0

.1
1.

5
△

 0
.9

△
 1

.1
△

 1
.1

1.
2

0.
1

△
 0

.6
△

 5
.7

(1
)

　a
　食

料
・非

アル
コー

ル
飲

料
1.

4
1.

1
1.

8
2.

9
△

 0
.4

0.
5

△
 0

.7
△

 1
.0

△
 1

.5
a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

△
 1

.2
1.

1
△

 4
.8

1.
1

△
 3

.8
△

 3
.4

△
 6

.8
△

 1
.3

△
 1

.2
b

  c
　被

服
・履

物
1.

9
9.

1
△

 0
.1

△
 1

.3
△

 1
1.

4
△

 0
.9

1.
4

△
 4

.2
△

 9
.2

c
  d

　住
居

・電
気

・ガ
ス

・水
道

1.
2

0.
7

△
 0

.8
△

 2
.3

△
 1

.1
1.

1
△

 0
.7

1.
5

0.
8

d
  e

　家
具

・家
庭

用
機

器
・家

事
サ

ー
ビス

0.
6

11
.5

△
 5

.5
△

 0
.6

△
 1

.9
1.

0
△

 0
.1

△
 1

.6
4.

0
e

  f
　保

健
・医

療
△

 1
.3

△
 1

.0
△

 2
.3

1.
8

△
 4

.0
0.

4
0.

7
△

 0
.2

3.
1

f
　g

　交
通

1.
8

△
 0

.8
△

 2
.2

△
 1

2.
1

2.
1

2.
9

0.
9

△
 2

.6
△

 1
8.

9
g

　h
　情

報
・通

信
△

 6
.4

7.
3

△
 0

.3
△

 1
.2

0.
9

2.
8

3.
0

△
 1

.5
7.

7
h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
0.

9
1.

2
1.

4
1.

9
△

 4
.7

△
 0

.8
△

 1
.2

△
 2

.6
△

 8
.0

  i
　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

△
 3

.1
△

 4
.2

△
 0

.6
1.

8
1.

4
0.

8
2.

0
△

 0
.3

△
 1

.0
j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

△
 1

.7
△

 1
.8

△
 0

.4
1.

8
1.

4
△

 0
.8

△
 2

.2
△

 2
.8

△
 2

6.
7

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

△
 1

.4
3.

8
2.

2
△

 0
.1

△
 3

.6
1.

8
0.

4
△

 2
.6

△
 1

2.
0

l
 m

 個
別

ケ
ア・

社
会

保
護

・そ
の

他
△

 3
.0

1.
0

△
 4

.7
4.

4
1.

0
5.

2
5.

0
4.

4
△

 9
.9

m
（

再
掲

 ）
家

計
最

終
消

費
支

出
（

除
く持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

△
 0

.2
1.

7
△

 1
.0

△
 1

.3
△

 1
.3

1.
4

0.
2

△
 1

.3
△

 7
.1

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

0.
6

0.
5

△
 0

.4
△

 0
.1

△
 0

.3
△

 0
.2

△
 0

.2
3.

4
1.

2
(2

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出
2.

4
△

 3
.2

△
 1

1.
3

10
.3

5.
2

△
 0

.2
△

 1
1.

0
7.

1
17

.1
(2

)
2

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
△

 0
.2

0.
5

1.
7

1.
4

△
 1

.0
0.

3
0.

7
0.

6
2.

5
2

(1
)県

△
 0

.8
△

 1
.9

1.
4

△
 1

.1
△

 2
.3

△
 1

.1
△

 0
.2

△
 1

.4
△

 4
.6

(1
)

(2
)市

町
村

△
 1

.9
△

 0
.3

0.
8

1.
7

△
 0

.9
0.

0
2.

3
0.

6
16

.0
(2

)
(3

)地
方

社
会

保
障

基
金

1.
3

2.
5

2.
4

2.
7

△
 0

.4
1.

2
0.

2
1.

8
△

 1
.6

(3
)

（
再

掲
 ）

 家
計

現
実

最
終

消
費

0.
3

1.
3

△
 0

.5
△

 0
.3

△
 1

.0
1.

0
△

 0
.1

△
 0

.2
△

 4
.0

 地
方

政
府

等
現

実
最

終
消

費
△

 3
.8

△
 0

.3
0.

2
0.

3
△

 0
.9

0.
4

2.
2

0.
3

6.
9

3
 県

内
総

資
本

形
成

11
.3

4.
3

△
 1

.9
△

 0
.2

3.
5

4.
7

6.
6

△
 5

.5
△

 1
4.

2
3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

12
.8

1.
0

3.
6

△
 2

.7
6.

2
△

 0
.2

5.
2

△
 2

.2
△

 8
.6

(1
)

　a
  民

間
16

.0
△

 0
.8

2.
7

△
 2

.1
6.

8
△

 0
.5

4.
1

△
 2

.0
△

 8
.3

a
   

(a
) 

住
宅

9.
4

3.
5

△
 2

.0
△

 2
.8

29
.2

△
 1

2.
3

△
 3

.4
0.

9
△

 1
4.

0
(a

)
   

(b
) 

企
業

設
備

17
.3

△
 1

.5
3.

5
△

 2
.0

3.
0

2.
0

5.
5

△
 2

.5
△

 7
.3

(b
)

　b
  公

的
△

 1
.9

10
.7

7.
9

△
 5

.6
3.

8
1.

1
10

.3
△

 2
.7

△
 1

0.
1

b
   

(a
) 

住
宅

△
 7

.5
4.

6
22

.5
△

 2
6.

8
8.

1
△

 9
.1

△
 2

3.
3

15
.8

12
.3

(a
)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

44
.2

△
 3

7.
8

7.
6

3.
1

21
.5

18
.8

58
.2

△
 4

5.
9

△
 1

.4
(b

)
   

(c
) 

一
般

政
府

（
中

央
政

府
等

・地
方

政
府

等
）

△
 8

.8
22

.7
7.

5
△

 6
.1

1.
3

△
 1

.5
1.

6
10

.3
△

 1
1.

8
(c

)
(2

) 
在

庫
変

動
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(2
)

  a
  民

間
企

業
-

-
-

-
-

-
-

-
-

a
  b

  公
的

（
公

的
企

業
・一

般
政

府
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
△

 4
3.

9
6.

8
56

.3
△

 3
4.

6
10

6.
8

15
.1

△
 2

3.
8

△
 6

.1
48

.2
4

(1
) 

財
貨

・サ
ー

ビス
の

移
出

入
（

純
）

△
 2

0.
7

38
.3

△
 7

.2
△

 2
4.

6
24

.1
16

.6
12

.3
△

 1
9.

8
3.

3
(1

)
(2

) 
統

計
上

の
不

突
合

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(2

)
5

 県
内

総
生

産
(支

出
側

) 
(1

+
2+

3+
4)

△
 1

.2
2.

3
2.

1
△

 2
.9

5.
9

3.
3

△
 1

.0
△

 2
.2

△
 1

.8
5

参
 域

外
か

らの
要

素
所

得
（

純
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
考

 県
民

総
所

得
（

市
場

価
格

表
示

）
△

 1
.2

3.
2

1.
5

△
 2

.3
4.

3
3.

1
△

 1
.2

△
 2

.4
△

 3
.2

項
目

対
前

年
度

増
加

率
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５
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、名

目
）

（
単

位
：

％
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
51

.6
52

.3
51

.8
50

.2
51

.3
48

.0
46

.9
47

.3
48

.2
46

.6
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
50

.2
50

.8
50

.5
49

.0
50

.0
46

.6
45

.7
46

.2
46

.9
45

.0
(1

)
　a

　食
料

・非
アル

コー
ル

飲
料

7.
8

8.
0

7.
9

7.
9

8.
4

7.
9

7.
7

7.
7

7.
8

7.
8

a
  b

　ア
ル

コー
ル

飲
料

・た
ば

こ
1.

6
1.

6
1.

5
1.

4
1.

5
1.

4
1.

3
1.

2
1.

2
1.

2
b

  c
　被

服
・履

物
1.

8
1.

8
1.

9
1.

9
1.

9
1.

6
1.

5
1.

6
1.

5
1.

4
c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
11

.7
12

.0
11

.8
11

.5
11

.6
10

.8
10

.6
10

.6
11

.0
11

.3
d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
1.

9
2.

0
2.

1
2.

0
2.

0
1.

9
1.

8
1.

9
1.

9
2.

0
e

  f
　保

健
・医

療
2.

1
2.

1
2.

0
1.

9
2.

0
1.

8
1.

8
1.

8
1.

8
1.

9
f

　g
　交

通
6.

6
6.

8
6.

6
6.

3
5.

7
5.

5
5.

5
5.

6
5.

5
4.

6
g

　h
　情

報
・通

信
2.

8
2.

7
2.

8
2.

7
2.

8
2.

6
2.

6
2.

7
2.

7
3.

0
h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
3.

2
3.

3
3.

2
3.

2
3.

4
3.

0
2.

9
2.

9
2.

9
2.

7
  i

　
  j

　教
育

サ
ー

ビス
0.

7
0.

7
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
0.

6
j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

3.
6

3.
6

3.
5

3.
4

3.
5

3.
4

3.
3

3.
2

3.
2

2.
4

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

2.
4

2.
4

2.
5

2.
5

2.
5

2.
3

2.
3

2.
3

2.
3

2.
1

l
 m

 個
別

ケ
ア・

社
会

保
護

・そ
の

他
4.

1
4.

0
4.

0
3.

7
4.

0
3.

8
3.

9
4.

1
4.

4
4.

0
m

（
再

掲
 ）

家
計

最
終

消
費

支
出

（
除

く持
ち

家
の

帰
属

家
賃

）
42

.3
42

.8
42

.5
41

.3
42

.0
39

.1
38

.4
38

.9
39

.2
37

.1
持

ち
家

の
帰

属
家

賃
7.

9
8.

1
7.

9
7.

7
8.

0
7.

5
7.

2
7.

3
7.

7
7.

9
(2

) 
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出
1.

4
1.

4
1.

4
1.

2
1.

3
1.

3
1.

3
1.

2
1.

3
1.

5
(2

)
2

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
16

.6
16

.8
16

.5
16

.4
17

.1
16

.0
15

.5
15

.8
16

.3
17

.0
2

(1
)県

4.
6

4.
7

4.
5

4.
4

4.
5

4.
2

4.
0

4.
0

4.
1

4.
0

(1
)

(2
)市

町
村

4.
6

4.
6

4.
5

4.
4

4.
6

4.
3

4.
2

4.
3

4.
4

5.
2

(2
)

(3
)地

方
社

会
保

障
基

金
7.

3
7.

5
7.

5
7.

6
8.

0
7.

5
7.

4
7.

5
7.

8
7.

8
(3

)
（

再
掲

 ）
 家

計
現

実
最

終
消

費
63

.1
64

.0
63

.4
61

.8
63

.5
59

.4
58

.0
58

.5
59

.7
58

.3
 地

方
政

府
等

現
実

最
終

消
費

5.
1

5.
0

4.
9

4.
8

4.
9

4.
6

4.
5

4.
6

4.
8

5.
2

3
 県

内
総

資
本

形
成

23
.1

26
.1

26
.6

25
.6

26
.3

25
.7

26
.0

28
.0

27
.0

23
.6

3
　

(1
) 

総
固

定
資

本
形

成
22

.9
26

.1
25

.8
26

.2
26

.2
26

.3
25

.4
27

.0
27

.0
25

.1
(1

)
　a

  民
間

18
.7

22
.0

21
.3

21
.5

21
.6

21
.8

21
.0

22
.1

22
.1

20
.7

a
   

(a
) 

住
宅

2.
9

3.
2

3.
2

3.
1

3.
1

3.
8

3.
2

3.
2

3.
3

2.
9

(a
)

   
(b

) 
企

業
設

備
15

.8
18

.8
18

.1
18

.3
18

.5
18

.0
17

.8
18

.9
18

.9
17

.8
(b

)
　b

  公
的

4.
1

4.
1

4.
5

4.
7

4.
6

4.
5

4.
4

4.
9

4.
9

4.
5

b
   

(a
) 

住
宅

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

(a
)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

0.
5

0.
8

0.
5

0.
5

0.
5

0.
6

0.
7

1.
1

0.
6

0.
6

(b
)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
3.

5
3.

2
3.

9
4.

1
4.

0
3.

8
3.

6
3.

7
4.

2
3.

7
(c

)
(2

) 
在

庫
変

動
0.

3
△

 0
.0

0.
8

△
 0

.6
0.

1
△

 0
.6

0.
6

1.
0

0.
1

△
 1

.5
(2

)
  a

  民
間

企
業

0.
3

△
 0

.0
0.

6
△

 0
.7

0.
2

△
 0

.4
0.

5
1.

1
△

 0
.1

△
 1

.1
a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
△

 0
.0

0.
0

0.
2

0.
1

△
 0

.1
△

 0
.2

0.
1

△
 0

.0
0.

2
△

 0
.4

b
4

 財
貨

・サ
ー

ビス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

8.
6

4.
9

5.
1

7.
8

5.
3

10
.3

11
.5

8.
9

8.
5

12
.8

4
(1

) 
財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

（
純

）
8.

9
7.

2
9.

7
8.

8
6.

8
8.

0
9.

1
10

.3
8.

4
8.

9
(1

)
(2

) 
統

計
上

の
不

突
合

△
 0

.3
△

 2
.3

△
 4

.6
△

 1
.0

△
 1

.6
2.

3
2.

4
△

 1
.4

0.
1

4.
0

(2
)

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
5

参
 域

外
か

らの
要

素
所

得
（

純
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

考
 県

民
総

所
得

（
市

場
価

格
表

示
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

項
目

構
成

比
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６
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、実

質
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

（
単

位
：

10
0万

円
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
3,

10
3,

02
7

3,
12

8,
91

5
3,

16
6,

17
3

3,
05

7,
96

6
3,

03
1,

38
7

3,
00

5,
79

9
3,

02
4,

00
5

3,
00

2,
61

8
2,

97
1,

63
3

2,
81

8,
11

8
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
3,

02
0,

73
1

3,
04

3,
37

6
3,

08
3,

41
8

2,
98

5,
46

0
2,

95
1,

59
6

2,
92

1,
54

2
2,

94
0,

51
6

2,
92

8,
57

0
2,

89
2,

24
0

2,
72

4,
85

8
(1

)

　a
　食

料
・非

ア
ル

コー
ル

飲
料

49
0,

91
5

50
0,

83
0

50
3,

12
8

49
0,

63
6

49
1,

12
6

48
1,

67
6

47
9,

39
8

47
4,

27
4

46
5,

70
0

45
7,

32
6

a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

94
,7

08
93

,9
79

95
,4

42
87

,7
00

88
,9

58
84

,6
65

80
,1

77
73

,1
37

70
,0

02
66

,8
22

b

  c
　被

服
・履

物
10

9,
05

8
11

1,
06

3
12

0,
36

8
11

6,
58

4
11

3,
21

2
98

,8
89

97
,6

05
99

,1
46

94
,2

00
84

,9
12

c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
68

7,
62

3
69

7,
68

9
70

2,
27

9
69

4,
97

4
68

7,
49

2
68

8,
84

5
69

5,
85

5
69

0,
55

5
70

1,
68

2
71

3,
33

3
d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
10

8,
70

3
11

5,
86

3
13

1,
87

2
12

0,
92

2
12

0,
08

2
11

8,
16

8
12

0,
26

7
12

1,
13

4
11

6,
35

5
11

8,
99

2
e

  f
　保

健
・医

療
12

2,
65

0
12

1,
20

6
12

0,
14

5
11

6,
72

8
11

8,
66

5
11

4,
64

7
11

5,
09

1
11

6,
94

0
11

6,
37

2
12

0,
30

6
f

　g
　交

通
39

5,
60

8
40

2,
19

2
39

4,
23

2
37

2,
40

9
33

9,
83

2
35

0,
01

9
35

2,
82

4
34

6,
97

8
33

5,
26

9
27

3,
89

3
g

　h
　情

報
・通

信
16

2,
62

0
15

8,
10

4
16

9,
27

4
16

6,
31

8
16

2,
63

4
16

8,
67

5
17

7,
00

4
18

6,
38

4
18

7,
94

5
20

1,
40

8
h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
19

5,
23

9
19

7,
77

7
19

9,
90

7
19

7,
20

9
19

9,
75

5
18

8,
76

4
18

6,
96

7
18

3,
26

2
17

5,
77

5
15

9,
48

8
  i

　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

39
,6

76
39

,0
07

37
,4

40
36

,6
39

37
,0

99
37

,8
12

37
,9

11
38

,6
60

38
,7

22
38

,1
59

j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

22
5,

91
3

22
1,

70
6

21
8,

08
8

20
8,

36
7

20
8,

60
9

20
9,

81
2

20
7,

17
2

20
0,

23
3

19
1,

29
2

13
9,

71
7

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

13
8,

74
2

14
0,

53
2

14
7,

38
7

15
0,

49
0

14
9,

53
5

14
2,

83
6

14
2,

93
7

14
0,

58
0

13
5,

28
4

12
1,

62
8

l

 m
 個

別
ケ

ア
・社

会
保

護
・そ

の
他

24
9,

50
9

24
3,

27
1

24
3,

35
0

22
5,

44
3

23
4,

59
6

23
6,

96
3

24
8,

05
1

25
8,

83
8

26
6,

52
6

23
8,

10
4

m

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

82
,2

16
85

,4
22

82
,6

67
72

,4
67

79
,7

91
84

,2
75

83
,4

98
74

,0
18

79
,3

99
93

,5
31

(2
)

2
 地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

98
3,

70
6

98
9,

96
0

99
7,

82
7

99
6,

58
3

1,
01

2,
40

4
1,

00
6,

07
4

1,
00

2,
77

8
1,

00
7,

58
1

1,
00

9,
97

6
1,

04
4,

06
5

2

3
 県

内
総

資
本

形
成

1,
41

2,
80

2
1,

57
7,

74
7

1,
62

4,
67

8
1,

56
3,

61
8

1,
55

3,
41

0
1,

61
7,

47
2

1,
67

3,
57

8
1,

76
4,

01
3

1,
65

6,
97

2
1,

42
0,

97
5

3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

1,
39

2,
76

9
1,

57
5,

79
7

1,
57

3,
77

0
1,

59
9,

50
2

1,
55

0,
50

9
1,

65
7,

42
2

1,
63

6,
42

5
1,

70
1,

93
8

1,
65

4,
14

7
1,

51
3,

69
4

(1
)

　a
  民

間
1,

13
4,

50
6

1,
32

0,
88

6
1,

29
6,

57
9

1,
31

1,
38

5
1,

27
9,

12
4

1,
37

5,
00

8
1,

35
5,

20
3

1,
39

6,
87

7
1,

36
1,

89
3

1,
25

2,
27

3
a

   
(a

) 
住

宅
18

0,
81

8
19

8,
85

1
20

1,
02

6
19

0,
37

8
18

4,
91

7
23

9,
14

1
20

5,
98

1
19

5,
86

9
19

4,
60

5
16

6,
37

9
(a

)

   
(b

) 
企

業
設

備
95

4,
04

7
1,

12
2,

08
3

1,
09

5,
79

8
1,

12
1,

00
5

1,
09

4,
20

7
1,

13
5,

86
7

1,
14

9,
43

1
1,

20
1,

50
4

1,
16

7,
68

5
1,

08
6,

71
9

(b
)

　b
  公

的
25

8,
53

9
25

4,
18

0
27

7,
05

5
28

8,
11

2
27

1,
38

5
28

2,
40

6
28

1,
20

7
30

4,
93

1
29

2,
19

6
26

1,
52

9
b

   
(a

) 
住

宅
6,

13
1

5,
70

4
5,

84
3

6,
90

1
5,

05
5

5,
48

3
4,

90
1

3,
69

3
4,

19
1

4,
68

3
(a

)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

33
,0

53
47

,8
45

29
,3

65
31

,0
20

31
,8

99
38

,9
92

45
,7

33
71

,2
23

38
,2

05
37

,7
22

(b
)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
21

9,
28

3
20

0,
17

1
24

1,
85

3
25

0,
18

4
23

4,
43

1
23

7,
93

1
23

0,
60

0
23

0,
19

3
24

9,
70

9
21

9,
09

7
(c

)

(2
) 

在
庫

変
動

36
,0

91
△

 2
,9

20
10

3,
52

8
△

 7
8,

69
5

2,
90

1
△

 3
6,

44
6

34
,9

31
57

,3
15

4,
01

3
△

 9
8,

27
7

(2
)

  a
  民

間
企

業
18

,6
06

△
 1

,9
26

34
,5

97
△

 4
0,

96
9

10
,0

13
△

 2
8,

86
9

32
,4

00
67

,0
05

△
 7

,3
61

△
 7

0,
31

0
a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
△

 1
,7

50
48

9
9,

39
3

3,
65

2
△

 7
,1

12
△

 1
1,

77
7

6,
50

3
△

 2
,0

82
9,

87
9

△
 2

2,
27

3
b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
・開

差
71

2,
56

7
48

8,
00

7
56

5,
84

5
69

5,
61

0
30

0,
89

5
61

0,
80

9
74

2,
93

7
66

1,
78

2
65

0,
52

5
75

5,
62

5
4

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
6,

21
2,

10
2

6,
18

4,
63

0
6,

35
4,

52
4

6,
31

3,
77

6
5,

89
8,

09
6

6,
24

0,
15

4
6,

44
3,

29
7

6,
43

5,
99

4
6,

28
9,

10
6

6,
03

8,
78

3
5

項
目

実
数
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６
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、実

質
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

（
単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
0.

8
1.

2
△

 3
.4

△
 0

.9
△

 0
.8

0.
6

△
 0

.7
△

 1
.0

△
 5

.2
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
0.

7
1.

3
△

 3
.2

△
 1

.1
△

 1
.0

0.
6

△
 0

.4
△

 1
.2

△
 5

.8
(1

)

　a
　食

料
・非

ア
ル

コー
ル

飲
料

2.
0

0.
5

△
 2

.5
0.

1
△

 1
.9

△
 0

.5
△

 1
.1

△
 1

.8
△

 1
.8

a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

△
 0

.8
1.

6
△

 8
.1

1.
4

△
 4

.8
△

 5
.3

△
 8

.8
△

 4
.3

△
 4

.5
b

  c
　被

服
・履

物
1.

8
8.

4
△

 3
.1

△
 2

.9
△

 1
2.

7
△

 1
.3

1.
6

△
 5

.0
△

 9
.9

c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
1.

5
0.

7
△

 1
.0

△
 1

.1
0.

2
1.

0
△

 0
.8

1.
6

1.
7

d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
6.

6
13

.8
△

 8
.3

△
 0

.7
△

 1
.6

1.
8

0.
7

△
 3

.9
2.

3
e

  f
　保

健
・医

療
△

 1
.2

△
 0

.9
△

 2
.8

1.
7

△
 3

.4
0.

4
1.

6
△

 0
.5

3.
4

f

　g
　交

通
1.

7
△

 2
.0

△
 5

.5
△

 8
.7

3.
0

0.
8

△
 1

.7
△

 3
.4

△
 1

8.
3

g

　h
　情

報
・通

信
△

 2
.8

7.
1

△
 1

.7
△

 2
.2

3.
7

4.
9

5.
3

0.
8

7.
2

h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
1.

3
1.

1
△

 1
.3

1.
3

△
 5

.5
△

 1
.0

△
 2

.0
△

 4
.1

△
 9

.3
  i

　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

△
 1

.7
△

 4
.0

△
 2

.1
1.

3
1.

9
0.

3
2.

0
0.

2
△

 1
.5

j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

△
 1

.9
△

 1
.6

△
 4

.5
0.

1
0.

6
△

 1
.3

△
 3

.3
△

 4
.5

△
 2

7.
0

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

1.
3

4.
9

2.
1

△
 0

.6
△

 4
.5

0.
1

△
 1

.6
△

 3
.8

△
 1

0.
1

l

 m
 個

別
ケ

ア
・社

会
保

護
・そ

の
他

△
 2

.5
0.

0
△

 7
.4

4.
1

1.
0

4.
7

4.
3

3.
0

△
 1

0.
7

m

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

3.
9

△
 3

.2
△

 1
2.

3
10

.1
5.

6
△

 0
.9

△
 1

1.
4

7.
3

17
.8

(2
)

2
 地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

0.
6

0.
8

△
 0

.1
1.

6
△

 0
.6

△
 0

.3
0.

5
0.

2
3.

4
2

3
 県

内
総

資
本

形
成

11
.7

3.
0

△
 3

.8
△

 0
.7

4.
1

3.
5

5.
4

△
 6

.1
△

 1
4.

2
3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

13
.1

△
 0

.1
1.

6
△

 3
.1

6.
9

△
 1

.3
4.

0
△

 2
.8

△
 8

.5
(1

)

　a
  民

間
16

.4
△

 1
.8

1.
1

△
 2

.5
7.

5
△

 1
.4

3.
1

△
 2

.5
△

 8
.0

a

   
(a

) 
住

宅
10

.0
1.

1
△

 5
.3

△
 2

.9
29

.3
△

 1
3.

9
△

 4
.9

△
 0

.6
△

 1
4.

5
(a

)

   
(b

) 
企

業
設

備
17

.6
△

 2
.3

2.
3

△
 2

.4
3.

8
1.

2
4.

5
△

 2
.8

△
 6

.9
(b

)

　b
  公

的
△

 1
.7

9.
0

4.
0

△
 5

.8
4.

1
△

 0
.4

8.
4

△
 4

.2
△

 1
0.

5
b

   
(a

) 
住

宅
△

 7
.0

2.
4

18
.1

△
 2

6.
7

8.
5

△
 1

0.
6

△
 2

4.
6

13
.5

11
.7

(a
)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

44
.8

△
 3

8.
6

5.
6

2.
8

22
.2

17
.3

55
.7

△
 4

6.
4

△
 1

.3
(b

)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
△

 8
.7

20
.8

3.
4

△
 6

.3
1.

5
△

 3
.1

△
 0

.2
8.

5
△

 1
2.

3
(c

)

(2
) 

在
庫

変
動

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(2

)

  a
  民

間
企

業
-

-
-

-
-

-
-

-
-

a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
-

-
-

-
-

-
-

-
-

b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
・開

差
△

 3
1.

5
16

.0
22

.9
△

 5
6.

7
10

3.
0

21
.6

△
 1

0.
9

△
 1

.7
16

.2
4

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
△

 0
.4

2.
7

△
 0

.6
△

 6
.6

5.
8

3.
3

△
 0

.1
△

 2
.3

△
 4

.0
5

項
目

対
前

年
度

増
加

率
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６
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、実

質
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

（
単

位
：

％
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
50

.0
50

.6
49

.8
48

.4
51

.4
48

.2
46

.9
46

.7
47

.3
46

.7
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
48

.6
49

.2
48

.5
47

.3
50

.0
46

.8
45

.6
45

.5
46

.0
45

.1
(1

)

　a
　食

料
・非

ア
ル

コー
ル

飲
料

7.
9

8.
1

7.
9

7.
8

8.
3

7.
7

7.
4

7.
4

7.
4

7.
6

a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

1.
5

1.
5

1.
5

1.
4

1.
5

1.
4

1.
2

1.
1

1.
1

1.
1

b

  c
　被

服
・履

物
1.

8
1.

8
1.

9
1.

8
1.

9
1.

6
1.

5
1.

5
1.

5
1.

4
c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
11

.1
11

.3
11

.1
11

.0
11

.7
11

.0
10

.8
10

.7
11

.2
11

.8
d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
1.

7
1.

9
2.

1
1.

9
2.

0
1.

9
1.

9
1.

9
1.

9
2.

0
e

  f
　保

健
・医

療
2.

0
2.

0
1.

9
1.

8
2.

0
1.

8
1.

8
1.

8
1.

9
2.

0
f

　g
　交

通
6.

4
6.

5
6.

2
5.

9
5.

8
5.

6
5.

5
5.

4
5.

3
4.

5
g

　h
　情

報
・通

信
2.

6
2.

6
2.

7
2.

6
2.

8
2.

7
2.

7
2.

9
3.

0
3.

3
h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
3.

1
3.

2
3.

1
3.

1
3.

4
3.

0
2.

9
2.

8
2.

8
2.

6
  i

　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

0.
6

j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

3.
6

3.
6

3.
4

3.
3

3.
5

3.
4

3.
2

3.
1

3.
0

2.
3

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

2.
2

2.
3

2.
3

2.
4

2.
5

2.
3

2.
2

2.
2

2.
2

2.
0

l

 m
 個

別
ケ

ア
・社

会
保

護
・そ

の
他

4.
0

3.
9

3.
8

3.
6

4.
0

3.
8

3.
8

4.
0

4.
2

3.
9

ｍ

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

1.
3

1.
4

1.
3

1.
1

1.
4

1.
4

1.
3

1.
2

1.
3

1.
5

(2
)

2
 地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

15
.8

16
.0

15
.7

15
.8

17
.2

16
.1

15
.6

15
.7

16
.1

17
.3

2

3
 県

内
総

資
本

形
成

22
.7

25
.5

25
.6

24
.8

26
.3

25
.9

26
.0

27
.4

26
.3

23
.5

3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

22
.4

25
.5

24
.8

25
.3

26
.3

26
.6

25
.4

26
.4

26
.3

25
.1

(1
)

　a
  民

間
18

.3
21

.4
20

.4
20

.8
21

.7
22

.0
21

.0
21

.7
21

.7
20

.7
a

   
(a

) 
住

宅
2.

9
3.

2
3.

2
3.

0
3.

1
3.

8
3.

2
3.

0
3.

1
2.

8
(a

)

   
(b

) 
企

業
設

備
15

.4
18

.1
17

.2
17

.8
18

.6
18

.2
17

.8
18

.7
18

.6
18

.0
(b

)

　b
  公

的
4.

2
4.

1
4.

4
4.

6
4.

6
4.

5
4.

4
4.

7
4.

6
4.

3
b

   
(a

) 
住

宅
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
(a

)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

0.
5

0.
8

0.
5

0.
5

0.
5

0.
6

0.
7

1.
1

0.
6

0.
6

(b
)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
3.

5
3.

2
3.

8
4.

0
4.

0
3.

8
3.

6
3.

6
4.

0
3.

6
(c

)

(2
) 

在
庫

変
動

0.
6

△
 0

.0
1.

6
△

 1
.2

0.
0

△
 0

.6
0.

5
0.

9
0.

1
△

 1
.6

(2
)

  a
  民

間
企

業
0.

3
△

 0
.0

0.
5

△
 0

.6
0.

2
△

 0
.5

0.
5

1.
0

△
 0

.1
△

 1
.2

a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
△

 0
.0

0.
0

0.
1

0.
1

△
 0

.1
△

 0
.2

0.
1

△
 0

.0
0.

2
△

 0
.4

b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
・開

差
11

.5
7.

9
8.

9
11

.0
5.

1
9.

8
11

.5
10

.3
10

.3
12

.5
4

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
5

項
目

構
成

比
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７
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、デ

フレ
ー

ター
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
98

.2
97

.4
97

.6
99

.9
99

.9
99

.8
10

0.
3

10
0.

9
10

1.
5

10
1.

6
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
98

.2
97

.4
97

.6
99

.9
10

0.
0

99
.8

10
0.

4
10

0.
9

10
1.

6
10

1.
6

(1
)

　a
　食

料
・非

ア
ル

コー
ル

飲
料

93
.8

93
.2

93
.8

97
.9

10
0.

6
10

2.
2

10
3.

2
10

3.
6

10
4.

5
10

4.
8

a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

97
.5

97
.1

96
.7

10
0.

2
99

.9
10

1.
0

10
3.

0
10

5.
2

10
8.

5
11

2.
3

b

  c
　被

服
・履

物
95

.2
95

.3
95

.9
98

.9
10

0.
5

10
1.

9
10

2.
3

10
2.

1
10

3.
0

10
3.

7
c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
10

0.
8

10
0.

5
10

0.
5

10
0.

7
99

.5
98

.2
98

.3
98

.4
98

.3
97

.5
d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
10

4.
8

98
.9

96
.9

99
.9

10
0.

0
99

.7
98

.9
98

.1
10

0.
5

10
2.

2
e

  f
　保

健
・医

療
99

.5
99

.4
99

.3
99

.9
10

0.
0

99
.4

99
.4

98
.5

98
.8

98
.5

f

　g
　交

通
98

.1
98

.2
99

.4
10

2.
9

99
.1

98
.2

10
0.

2
10

2.
8

10
3.

6
10

2.
9

g

　h
　情

報
・通

信
10

1.
7

97
.9

98
.1

99
.5

10
0.

5
97

.8
95

.8
93

.7
91

.5
92

.0
h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
97

.1
96

.7
96

.8
99

.5
10

0.
1

10
0.

9
10

1.
1

10
1.

9
10

3.
5

10
4.

9
  i

　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

99
.6

98
.2

98
.0

99
.5

10
0.

0
99

.5
10

0.
0

10
0.

0
99

.5
10

0.
0

j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

94
.6

94
.8

94
.6

98
.6

10
0.

3
10

1.
1

10
1.

6
10

2.
8

10
4.

6
10

5.
0

  k
　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

10
3.

3
10

0.
6

99
.6

99
.7

10
0.

2
10

1.
1

10
2.

8
10

4.
9

10
6.

2
10

4.
0

l

 m
 個

別
ケ

ア
・社

会
保

護
・そ

の
他

96
.4

95
.9

96
.8

99
.6

99
.9

99
.9

10
0.

4
10

1.
0

10
2.

4
10

3.
3

m

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

99
.6

98
.2

98
.2

99
.4

99
.6

99
.2

99
.9

10
0.

3
10

0.
1

99
.5

(2
)

2
 地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

99
.5

98
.7

98
.4

10
0.

2
10

0.
0

99
.6

10
0.

2
10

0.
4

10
0.

8
99

.9
2

3
 県

内
総

資
本

形
成

96
.7

96
.4

97
.6

99
.5

99
.9

99
.3

10
0.

4
10

1.
6

10
2.

2
10

2.
3

3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

96
.9

96
.6

97
.7

99
.6

99
.9

99
.3

10
0.

3
10

1.
5

10
2.

1
10

2.
0

(1
)

　a
  民

間
97

.3
97

.0
98

.0
99

.5
99

.9
99

.2
10

0.
2

10
1.

2
10

1.
7

10
1.

4
a

   
(a

) 
住

宅
94

.7
94

.2
96

.4
99

.8
99

.9
99

.8
10

1.
6

10
3.

2
10

4.
8

10
5.

4
(a

)

   
(b

) 
企

業
設

備
97

.8
97

.5
98

.3
99

.5
99

.9
99

.1
99

.9
10

0.
8

10
1.

1
10

0.
7

(b
)

　b
  公

的
94

.7
94

.5
96

.0
99

.6
99

.8
99

.5
10

1.
1

10
2.

9
10

4.
5

10
4.

9
b

   
(a

) 
住

宅
94

.8
94

.3
96

.3
99

.9
99

.8
99

.5
10

1.
2

10
3.

0
10

5.
1

10
5.

6
(a

)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

96
.8

96
.4

97
.7

99
.5

99
.8

99
.2

10
0.

5
10

2.
1

10
3.

0
10

2.
9

(b
)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
94

.4
94

.3
95

.8
99

.6
99

.8
99

.6
10

1.
2

10
3.

0
10

4.
7

10
5.

2
(c

)

(2
) 

在
庫

変
動

45
.8

44
.3

46
.5

47
.3

10
8.

8
10

7.
3

11
2.

2
11

3.
0

95
.5

91
.8

(2
)

  a
  民

間
企

業
10

0.
2

98
.8

10
1.

6
10

2.
0

98
.7

96
.5

99
.3

10
0.

4
98

.1
96

.9
a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
12

1.
5

12
4.

6
13

8.
1

12
4.

3
94

.6
95

.4
10

7.
8

12
0.

7
11

1.
9

99
.1

b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
・開

差
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
95

.0
94

.3
93

.8
96

.4
10

0.
1

10
0.

2
10

0.
3

99
.4

99
.5

10
1.

8
5

項
目

実
数
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７
　　

県
内

総
生

産
（

支
出

側
、デ

フレ
ー

ター
：

連
鎖

方
式

）
（

平
成

27
暦

年
連

鎖
方

式
）

（
単

位
：

％
）

平
成

24
年

度
25

26
27

28
29

30
令

和
元

年
度

2

1
 民

間
最

終
消

費
支

出
△

 0
.8

0.
2

2.
3

0.
1

△
 0

.1
0.

5
0.

5
0.

7
0.

1
1

　
(1

) 
家

計
最

終
消

費
支

出
△

 0
.8

0.
2

2.
3

0.
1

△
 0

.1
0.

5
0.

5
0.

7
0.

1
(1

)

　a
　食

料
・非

ア
ル

コー
ル

飲
料

△
 0

.6
0.

6
4.

4
2.

8
1.

6
1.

0
0.

4
0.

9
0.

3
a

  b
　ア

ル
コー

ル
飲

料
・た

ば
こ

△
 0

.4
△

 0
.4

3.
6

△
 0

.3
1.

1
2.

0
2.

1
3.

1
3.

5
b

  c
　被

服
・履

物
0.

1
0.

6
3.

1
1.

6
1.

4
0.

4
△

 0
.2

0.
9

0.
7

c

  d
　住

居
・電

気
・ガ

ス
・水

道
△

 0
.3

0.
0

0.
2

△
 1

.2
△

 1
.3

0.
1

0.
1

△
 0

.1
△

 0
.8

d

  e
　家

具
・家

庭
用

機
器

・家
事

サ
ー

ビス
△

 5
.6

△
 2

.0
3.

1
0.

1
△

 0
.3

△
 0

.8
△

 0
.8

2.
4

1.
7

e

  f
　保

健
・医

療
△

 0
.1

△
 0

.1
0.

6
0.

1
△

 0
.6

△
 0

.0
△

 0
.9

0.
3

△
 0

.3
f

　g
　交

通
0.

1
1.

2
3.

5
△

 3
.7

△
 0

.9
2.

0
2.

6
0.

8
△

 0
.7

g

　h
　情

報
・通

信
△

 3
.7

0.
2

1.
4

1.
0

△
 2

.7
△

 2
.0

△
 2

.2
△

 2
.3

0.
5

h

　i
　娯

楽
・ス

ポ
ー

ツ・
文

化
△

 0
.4

0.
1

2.
8

0.
6

0.
8

0.
2

0.
8

1.
6

1.
4

  i
　

  j
　教

育
サ

ー
ビス

△
 1

.4
△

 0
.2

1.
5

0.
5

△
 0

.5
0.

5
0.

0
△

 0
.5

0.
5

j

　k
　外

食
・宿

泊
サ

ー
ビス

0.
2

△
 0

.2
4.

2
1.

7
0.

8
0.

5
1.

2
1.

8
0.

4
  k

　

  l
　保

険
・金

融
サ

ー
ビス

△
 2

.6
△

 1
.0

0.
1

0.
5

0.
9

1.
7

2.
0

1.
2

△
 2

.1
l

 m
 個

別
ケ

ア
・社

会
保

護
・そ

の
他

△
 0

.5
0.

9
2.

9
0.

3
0.

0
0.

5
0.

6
1.

4
0.

9
m

(2
) 

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

△
 1

.4
0.

0
1.

2
0.

2
△

 0
.4

0.
7

0.
4

△
 0

.2
△

 0
.6

(2
)

2
 地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

△
 0

.8
△

 0
.3

1.
8

△
 0

.2
△

 0
.4

0.
6

0.
2

0.
4

△
 0

.9
2

3
 県

内
総

資
本

形
成

△
 0

.3
1.

2
1.

9
0.

4
△

 0
.6

1.
1

1.
1

0.
6

0.
1

3

　
(1

) 
総

固
定

資
本

形
成

△
 0

.3
1.

1
1.

9
0.

3
△

 0
.6

1.
1

1.
1

0.
7

△
 0

.1
(1

)

　a
  民

間
△

 0
.3

1.
0

1.
6

0.
4

△
 0

.7
1.

0
1.

0
0.

5
△

 0
.3

a

   
(a

) 
住

宅
△

 0
.5

2.
3

3.
5

0.
1

△
 0

.1
1.

8
1.

6
1.

6
0.

6
(a

)

   
(b

) 
企

業
設

備
△

 0
.3

0.
8

1.
2

0.
4

△
 0

.8
0.

8
0.

9
0.

3
△

 0
.4

(b
)

　b
  公

的
△

 0
.2

1.
6

3.
7

0.
2

△
 0

.3
1.

6
1.

7
1.

6
0.

4
b

   
(a

) 
住

宅
△

 0
.5

2.
1

3.
7

△
 0

.1
△

 0
.3

1.
7

1.
8

2.
0

0.
5

(a
)

　
   

(b
) 

企
業

設
備

△
 0

.4
1.

3
1.

8
0.

3
△

 0
.6

1.
3

1.
6

0.
9

△
 0

.1
(b

)

   
(c

) 
一

般
政

府
（

中
央

政
府

等
・地

方
政

府
等

）
△

 0
.1

1.
6

4.
0

0.
2

△
 0

.2
1.

6
1.

8
1.

7
0.

5
(c

)

(2
) 

在
庫

変
動

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(2

)

  a
  民

間
企

業
-

-
-

-
-

-
-

-
-

a

  b
  公

的
（

公
的

企
業

・一
般

政
府

）
-

-
-

-
-

-
-

-
-

b

4
 財

貨
・サ

ー
ビス

の
移

出
入

(純
)・

統
計

上
の

不
突

合
・開

差
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4

5
 県

内
総

生
産

(支
出

側
) 

(1
+

2+
3+

4)
△

 0
.8

△
 0

.5
2.

7
3.

9
0.

1
0.

1
△

 0
.9

0.
1

2.
3

5

項
目

対
前

年
度

増
加

率
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Ⅲ　付表

１　一般政府（地方政府等）の
部門別所得支出取引

２　社会保障負担の明細表
（県民ベースの家計及び雇主の支払）

３　一般政府から県民ベースの家計への移転の明細表
 （社会保障関係）

４　経済活動別県内総生産及び要素所得

５　経済活動別の就業者数及び雇用者数

６　総資本形成の構成（制度部門別）

- 45 -



１
　　

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
の

部
門

別
所

得
支

出
取

引
（

単
位

：
10

0万
円

）

県
市

町
村

地
方

社
会

保
障

基
金

合
計

県
市

町
村

地
方

社
会

保
障

基
金

合
計

県
市

町
村

地
方

社
会

保
障

基
金

合
計

 1
財

産
所

得
11

,4
93

11
,4

52
0

22
,9

45
10

,9
74

11
,3

61
0

22
,3

35
10

,5
01

11
,0

54
0

21
,5

55
1

 2
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

26
,3

90
80

,0
05

70
,3

49
17

6,
74

4
24

,2
35

78
,5

32
69

,7
20

17
2,

48
7

24
,5

67
76

,6
06

68
,7

42
16

9,
91

5
2

 (
1)

  現
金

に
よ

る
社

会
保

障
給

付
-

-
70

,3
49

70
,3

49
-

-
69

,7
20

69
,7

20
-

-
68

,7
42

68
,7

42
(1

)
 (

2)
 そ

の
他

の
社

会
保

険
非

年
金

給
付

17
,5

11
13

,1
95

-
30

,7
06

18
,5

93
12

,3
77

-
30

,9
70

19
,4

44
13

,5
07

-
32

,9
51

(2
)

 (
3)

 社
会

扶
助

給
付

8,
87

9
66

,8
10

-
75

,6
89

5,
64

2
66

,1
55

-
71

,7
97

5,
12

3
63

,0
99

-
68

,2
22

(3
)

 3
域

内
の

他
の

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
に

対
す

る
経

常
移

転
98

,0
39

61
,5

24
-

15
9,

56
3

96
,6

07
64

,5
96

-
16

1,
20

3
99

,0
39

63
,8

71
-

16
2,

91
0

3
 (

1)
  県

に
対

す
る

も
の

-
1,

69
0

-
1,

69
0

-
1,

72
7

-
1,

72
7

-
1,

75
9

-
1,

75
9

(1
)

 (
2)

 市
町

村
に

対
す

る
も

の
57

,8
88

10
,1

13
-

68
,0

01
53

,3
15

12
,5

55
-

65
,8

70
55

,5
15

13
,1

07
-

68
,6

22
(2

)
 (

3)
 地

方
社

会
保

障
基

金
に

対
す

る
も

の
40

,1
51

49
,7

21
-

89
,8

72
43

,2
92

50
,3

14
-

93
,6

06
43

,5
24

49
,0

05
-

92
,5

29
(3

)
 4

域
外

の
一

般
政

府
に

対
す

る
経

常
移

転
2,

89
4

67
9

23
,6

97
27

,2
70

2,
08

0
88

8
25

,8
66

28
,8

34
3,

09
0

1,
07

2
26

,7
74

30
,9

36
4

 (
1)

  中
央

政
府

、全
国

社
会

保
障

基
金

に
対

す
る

も
の

2,
63

7
67

9
23

,6
97

27
,0

13
1,

94
9

88
8

25
,8

66
28

,7
03

2,
99

6
1,

07
2

26
,7

74
30

,8
42

(1
)

 (
2)

 他
の

地
方

政
府

に
対

す
る

も
の

25
7

-
-

25
7

13
1

-
-

13
1

94
-

-
94

(2
)

 5
他

部
門

に
対

す
る

そ
の

他
の

経
常

移
転

30
,9

49
19

,3
27

3,
26

6
53

,5
42

32
,2

52
16

,4
30

3,
58

6
52

,2
68

30
,2

46
16

,0
85

3,
47

5
49

,8
06

5
　う

ち
非

生
命

純
保

険
料

20
14

6
-

16
6

22
13

9
-

16
1

30
13

3
-

16
3

 6
最

終
消

費
支

出
27

4,
15

6
27

1,
76

4
43

2,
86

7
97

8,
78

7
27

2,
09

6
26

6,
55

2
43

8,
44

3
97

7,
09

1
26

6,
85

7
26

5,
73

7
44

9,
26

8
98

1,
86

2
6

　う
ち

現
物

社
会

移
転

14
8,

07
7

10
1,

48
9

42
6,

26
7

67
5,

83
3

14
7,

58
7

10
1,

07
6

43
6,

90
7

68
5,

57
0

14
3,

42
7

99
,8

43
44

7,
90

9
69

1,
17

9
 7

貯
蓄

△
 1

5,
11

2
37

,9
30

22
,4

34
45

,2
52

3,
13

7
37

,0
64

69
,8

68
11

0,
06

9
15

,9
39

46
,5

29
80

,7
37

14
3,

20
5

7
42

8,
80

9
48

2,
68

1
55

2,
61

3
1,

46
4,

10
3

44
1,

38
1

47
5,

42
3

60
7,

48
3

1,
52

4,
28

7
45

0,
23

9
48

0,
95

4
62

8,
99

6
1,

56
0,

18
9

 1
生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
78

,9
57

10
1,

57
8

-
18

0,
53

5
77

,4
67

99
,6

60
-

17
7,

12
7

79
,0

52
10

1,
70

0
-

18
0,

75
2

1
 2

（
控

除
）

補
助

金
7,

74
8

10
,5

82
-

18
,3

30
7,

70
3

10
,5

21
-

18
,2

24
7,

42
7

10
,1

44
-

17
,5

71
2

 3
財

産
所

得
5,

74
6

5,
58

0
5,

72
8

17
,0

54
24

,0
91

5,
72

7
5,

39
5

35
,2

13
26

,4
48

5,
60

7
17

,7
71

49
,8

26
3

 4
所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

83
,4

98
82

,2
69

-
16

5,
76

7
85

,3
32

85
,3

97
-

17
0,

72
9

91
,2

80
85

,5
39

-
17

6,
81

9
4

 5
純

社
会

負
担

17
,5

11
13

,1
95

14
9,

68
4

18
0,

39
0

18
,5

93
12

,3
77

18
8,

43
3

21
9,

40
3

19
,4

44
13

,5
07

18
9,

84
9

22
2,

80
0

5
 (

1)
 雇

主
の

現
実

社
会

負
担

-
-

42
,4

81
42

,4
81

-
-

73
,5

98
73

,5
98

-
-

74
,3

38
74

,3
38

(1
)

 (
2)

雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
17

,5
11

13
,1

95
-

30
,7

06
18

,5
93

12
,3

77
-

30
,9

70
19

,4
44

13
,5

07
-

32
,9

51
(2

)
 (

3)
家

計
の

現
実

社
会

負
担

-
-

10
7,

20
3

10
7,

20
3

-
-

11
4,

83
5

11
4,

83
5

-
-

11
5,

51
1

11
5,

51
1

(3
)

 6
域

内
の

他
の

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
か

らの
経

常
移

転
1,

69
0

68
,0

01
89

,8
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7

48
,1

36
 5

　う
ち

非
生

命
純

保
険

料
18

13
2

-
15

0
23

13
6

-
15

9
17

12
0

-
13

7
 6

最
終

消
費

支
出

25
8,

68
1

27
0,

00
0

47
6,

10
3

1,
00

4,
78

4
25

8,
14

7
27

6,
33

6
47

7,
12

8
1,

01
1,

61
1

25
4,

64
6

27
7,

90
4

48
5,

50
6

1,
01

8,
05

6
 6

　う
ち

現
物

社
会

移
転

13
7,

05
6

10
2,

59
9

47
4,

38
6

71
4,

04
1

13
4,

58
0

10
3,

53
9

47
6,

46
0

71
4,

57
9

13
1,

72
5

10
4,

02
0

48
4,

36
7

72
0,

11
2

 7
貯

蓄
21

,9
78

60
,7

63
91

,5
45

17
4,

28
6

30
,7

30
53

,8
25

87
,8

28
17

2,
38

3
34

,1
75

50
,0

45
84

,6
37

16
8,

85
7

 7
46

2,
46

6
51

4,
38

7
66

1,
02

4
1,

63
7,

87
7

45
9,

45
3

51
4,

34
0

65
3,

21
5

1,
62

7,
00

8
46

0,
74

0
51

6,
52

7
65

8,
54

1
1,

63
5,

80
8

 1
生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
97

,5
41

12
5,

48
5

-
22

3,
02

6
97

,2
27

12
5,

08
0

-
22

2,
30

7
96

,1
81

12
3,

73
5

-
21

9,
91

6
1

 2
（

控
除

）
補

助
金

6,
61

6
9,

03
7

-
15

,6
53

6,
53

8
8,

93
0

-
15

,4
68

6,
76

4
9,

23
9

-
16

,0
03

2
 3

財
産

所
得

12
,0

70
5,

46
1

12
,1

76
29

,7
07

6,
71

1
5,

29
1

8,
59

7
20

,5
99

6,
21

8
5,

22
5

8,
41

9
19

,8
62

3
 4

所
得

・富
等

に
課

され
る

経
常

税
10

1,
72

5
86

,7
82

-
18

8,
50

7
10

2,
84

5
88

,5
81

-
19

1,
42

6
10

1,
46

4
87

,9
17

-
18

9,
38

1
4

 5
純

社
会

負
担

17
,3

92
8,

58
2

20
4,

52
3

23
0,

49
7

17
,4

82
9,

60
1

20
5,

64
0

23
2,

72
3

19
,1

79
8,

87
3

20
6,

74
7

23
4,

79
9

5
 (

1)
 雇

主
の

現
実

社
会

負
担

-
-

83
,2

20
83

,2
20

-
-

84
,5

28
84

,5
28

-
-

85
,4

49
85

,4
49

(1
)

 (
2)

雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
17

,3
92

8,
58

2
-

25
,9

74
17

,4
82

9,
60

1
-

27
,0

83
19

,1
79

8,
87

3
-

28
,0

52
(2

)
 (

3)
家

計
の

現
実

社
会

負
担

-
-

12
1,

30
3

12
1,

30
3

-
-

12
1,

11
2

12
1,

11
2

-
-

12
1,

29
8

12
1,

29
8

(3
)

 6
域

内
の

他
の

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
か

らの
経

常
移

転
1,

95
2

83
,6

15
10

0,
09

5
18

5,
66

2
2,

21
3

82
,9

13
10

0,
16

4
18

5,
29

0
2,

07
0

82
,0

71
10

2,
69

2
18

6,
83

3
6

 (
1)

   
県

か
らの

も
の

-
72

,1
06

45
,6

70
11

7,
77

6
-

70
,5

03
46

,2
73

11
6,

77
6

-
70

,0
12

47
,7

02
11

7,
71

4
(1

)
 (

2)
  市

町
村

か
らの

も
の

1,
95

2
11

,5
09

54
,4

25
67

,8
86

2,
21

3
12

,4
10

53
,8

91
68

,5
14

2,
07

0
12

,0
59

54
,9

90
69

,1
19

(2
)

 (
3)

  地
方

社
会

保
障

基
金

か
らの

も
の

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
)

 7
域

外
の

一
般

政
府

か
らの

経
常

移
転

23
8,

13
5

21
2,

95
3

34
0,

06
8

79
1,

15
6

23
9,

20
3

20
9,

34
8

33
8,

59
7

78
7,

14
8

24
2,

14
4

21
5,

86
7

34
0,

43
8

79
8,

44
9

7
 (

1)
   

中
央

政
府

、全
国

社
会

保
障

基
金

か
らの

も
の

23
8,

13
5

21
2,

95
3

34
0,

06
8

79
1,

15
6

23
9,

20
3

20
9,

34
8

33
8,

59
7

78
7,

14
8

24
2,

14
4

21
5,

86
7

34
0,

43
8

79
8,

44
9

(1
)

 (
2)

  他
の

地
方

政
府

か
らの

も
の

0
-

-
0

0
-

-
0

0
-

-
0

(2
)

 8
他

部
門

か
らの

そ
の

他
の

経
常

移
転

26
7

54
6

4,
16

2
4,

97
5

31
0

2,
45

6
21

7
2,

98
3

24
8

2,
07

8
24

5
2,

57
1

8
　　

　う
ち

非
生

命
保

険
金

18
11

1
-

12
9

22
11

2
-

13
4

17
10

9
-

12
6

46
2,

46
6

51
4,

38
7

66
1,

02
4

1,
63

7,
87

7
45

9,
45

3
51

4,
34

0
65

3,
21

5
1,

62
7,

00
8

46
0,

74
0

51
6,

52
7

65
8,

54
1

1,
63

5,
80

8
受

取

支
払

項
目

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度

令
和

元
年

度

- 48 -



１
　　

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
の

部
門

別
所

得
支

出
取

引
（

単
位

：
10

0万
円

）

県
市

町
村

地
方

社
会

保
障

基
金

合
計

 1
財

産
所

得
2,

68
7

4,
49

9
0

7,
18

6
1

 2
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

19
,6

60
93

,0
87

64
,9

67
17

7,
71

4
2

 (
1)

  現
金

に
よ

る
社

会
保

障
給

付
-

-
64

,9
67

64
,9

67
(1

)
 (

2)
 そ

の
他

の
社

会
保

険
非

年
金

給
付

16
,3

41
8,

70
3

-
25

,0
44

(2
)

 (
3)

 社
会

扶
助

給
付

3,
31

9
84

,3
84

-
87

,7
03

(3
)

 3
域

内
の

他
の

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
に

対
す

る
経

常
移

転
12

5,
02

0
64

,1
51

-
18

9,
17

1
3

 (
1)

  県
に

対
す

る
も

の
-

2,
12

3
-

2,
12

3
(1

)
 (

2)
 市

町
村

に
対

す
る

も
の

77
,5

18
11

,9
42

-
89

,4
60

(2
)

 (
3)

 地
方

社
会

保
障

基
金

に
対

す
る

も
の

47
,5

02
50

,0
86

-
97

,5
88

(3
)

 4
域

外
の

一
般

政
府

に
対

す
る

経
常

移
転

2,
48

4
1,

98
5

22
,2

67
26

,7
36

4
 (

1)
  中

央
政

府
、全

国
社

会
保

障
基

金
に

対
す

る
も

の
2,

39
6

1,
98

5
22

,2
67

26
,6

48
(1

)
 (

2)
 他

の
地

方
政

府
に

対
す

る
も

の
88

-
-

88
(2

)
 5

他
部

門
に

対
す

る
そ

の
他

の
経

常
移

転
93

,8
15

26
2,

87
2

42
2

35
7,

10
9

5
　う

ち
非

生
命

純
保

険
料

22
15

0
-

17
2

 6
最

終
消

費
支

出
24

2,
92

2
32

2,
38

9
47

7,
71

0
1,

04
3,

02
1

6
　う

ち
現

物
社

会
移

転
12

4,
09

0
12

3,
32

0
47

6,
97

2
72

4,
38

2
 7

貯
蓄

29
,4

22
△

 6
0,

64
5

99
,1

27
67

,9
04

7
51

6,
01

0
68

8,
33

8
66

4,
49

3
1,

86
8,

84
1

 1
生

産
・輸

入
品

に
課

され
る

税
10

3,
05

8
13

2,
58

2
-

23
5,

64
0

1
 2

（
控

除
）

補
助

金
6,

98
9

9,
54

6
-

16
,5

35
2

 3
財

産
所

得
6,

37
1

5,
06

6
15

,2
63

26
,7

00
3

 4
所

得
・富

等
に

課
され

る
経

常
税

96
,2

87
80

,3
02

-
17

6,
58

9
4

 5
純

社
会

負
担

16
,3

41
8,

70
3

20
6,

96
8

23
2,

01
2

5
(1

)
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

-
-

85
,4

23
85

,4
23

(1
)

 (
2)

雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
16

,3
41

8,
70

3
-

25
,0

44
(2

)
 (

3)
家

計
の

現
実

社
会

負
担

-
-

12
1,

54
5

12
1,

54
5

(3
)

 6
域

内
の

他
の

一
般

政
府

（
地

方
政

府
等

）
か

らの
経

常
移

転
2,

12
3

89
,4

60
97

,5
88

18
9,

17
1

6
 (

1)
 

  県
か

らの
も

の
-

77
,5

18
47

,5
02

12
5,

02
0

(1
)

 (
2)

  市
町

村
か

らの
も

の
2,

12
3

11
,9

42
50

,0
86

64
,1

51
(2

)
 (

3)
  地

方
社

会
保

障
基

金
か

らの
も

の
-

-
-

-
(3

)
 7

域
外

の
一

般
政

府
か

らの
経

常
移

転
29

8,
47

7
37

9,
07

8
34

4,
42

7
1,

02
1,

98
2

7
 (

1)
 

  中
央

政
府

、全
国

社
会

保
障

基
金

か
らの

も
の

29
8,

47
7

37
9,

07
8

34
4,

42
7

1,
02

1,
98

2
(1

)
 (

2)
  他

の
地

方
政

府
か

らの
も

の
0

-
-

0
(2

)
 8

他
部

門
か

らの
そ

の
他

の
経

常
移

転
34

2
2,

69
3

24
7

3,
28

2
8

　　
　う

ち
非

生
命

保
険

金
22

11
1

-
13

3
受

取
51

6,
01

0
68

8,
33

8
66

4,
49

3
1,

86
8,

84
1

項
目

支
払

令
和

2年
度
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２
　　

社
会

保
障

負
担

の
明

細
表

（
県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
及

び
雇

主
の

支
払

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

1 
特

別
会

計
15

4,
89

0
15

4,
91

9
30

9,
80

9
15

6,
46

9
15

7,
41

2
31

3,
88

1
15

9,
86

8
16

0,
33

0
32

0,
19

8
1

(1
) 

年
金

(除
児

童
手

当
)

13
3,

72
0

14
7,

17
2

28
0,

89
2

13
7,

24
4

15
0,

97
6

28
8,

22
0

14
0,

79
1

15
4,

06
8

29
4,

85
9

(1
)

a 
健

康
保

険
41

,4
89

41
,4

19
82

,9
08

43
,5

84
43

,5
11

87
,0

95
44

,1
02

44
,0

31
88

,1
33

a
b 

厚
生

年
金

92
,2

31
92

,2
31

18
4,

46
2

93
,6

60
93

,6
60

18
7,

32
0

96
,6

89
96

,6
89

19
3,

37
8

b
c 

国
民

年
金

-
13

,5
22

13
,5

22
-

13
,8

05
13

,8
05

-
13

,3
48

13
,3

48
c

(2
) 

労
働

保
険

21
,1

70
7,

74
7

28
,9

17
19

,2
25

6,
43

6
25

,6
61

19
,0

77
6,

26
2

25
,3

39
(2

)
a 

労
災

保
険

8,
97

1
-

8,
97

1
8,

38
9

-
8,

38
9

8,
42

4
-

8,
42

4
a

b 
雇

用
保

険
12

,1
99

7,
74

7
19

,9
46

10
,8

36
6,

43
6

17
,2

72
10

,6
53

6,
26

2
16

,9
15

b
(3

) 
船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
)

2 
国

民
健

康
保

険
-

31
,8

85
31

,8
85

-
32

,1
84

32
,1

84
-

32
,0

61
32

,0
61

2
3 

後
期

高
齢

者
医

療
-

13
,9

81
13

,9
81

-
15

,0
46

15
,0

46
-

15
,0

65
15

,0
65

3
4 

共
済

組
合

43
,2

88
41

,0
72

84
,3

60
43

,5
53

41
,9

37
85

,4
90

43
,7

58
42

,2
74

86
,0

32
4

(1
) 

国
家

公
務

員
共

済
組

合
7,

41
7

7,
41

7
14

,8
34

7,
44

3
7,

44
3

14
,8

86
7,

78
9

7,
78

9
15

,5
78

(1
)

a 
短

期
経

理
2,

28
0

2,
33

6
4,

61
6

2,
43

1
2,

43
1

4,
86

2
2,

67
0

2,
67

0
5,

34
0

a
b 

長
期

経
理

5,
04

6
5,

02
4

10
,0

70
4,

95
6

4,
95

6
9,

91
2

5,
06

4
5,

06
4

10
,1

28
b

c 
業

務
経

理
36

-
36

-
-

-
-

-
-

c
d 

保
健

経
理

55
57

11
2

56
56

11
2

55
55

11
0

d
(2

) 
地

方
公

務
員

共
済

組
合

32
,3

24
32

,2
90

64
,6

14
33

,2
81

33
,1

67
66

,4
48

33
,2

15
33

,0
78

66
,2

93
(2

)
a 

短
期

経
理

10
,4

85
10

,7
41

21
,2

26
11

,1
70

11
,4

28
22

,5
98

11
,3

03
11

,5
63

22
,8

66
a

b 
長

期
経

理
21

,1
00

21
,1

33
42

,2
33

21
,3

93
21

,3
33

42
,7

26
21

,2
08

21
,1

25
42

,3
33

b
c 

業
務

経
理

30
7

-
30

7
29

8
-

29
8

30
0

-
30

0
c

d 
保

健
経

理
43

2
41

6
84

8
42

0
40

6
82

6
40

4
39

0
79

4
d

(3
) 

そ
の

他
3,

54
7

1,
36

5
4,

91
2

2,
82

9
1,

32
7

4,
15

6
2,

75
4

1,
40

7
4,

16
1

(3
)

a 
短

期
経

理
44

4
48

0
92

4
44

4
47

5
91

9
49

9
53

2
1,

03
1

a
b 

長
期

経
理

3,
09

8
88

5
3,

98
3

2,
38

0
85

2
3,

23
2

2,
25

1
87

5
3,

12
6

b
c 

業
務

経
理

5
-

5
5

-
5

4
-

4
c

5 
組

合
管

掌
健

康
保

険
37

,5
91

30
,9

81
68

,5
72

39
,2

57
32

,6
02

71
,8

59
40

,8
70

34
,0

64
74

,9
34

5
6 

全
国

健
康

保
険

協
会

-
1,

92
9

1,
92

9
-

1,
92

6
1,

92
6

-
1,

89
7

1,
89

7
6

7 
児

童
手

当
及

び
子

ども
手

当
3,

52
5

-
3,

52
5

4,
05

4
-

4,
05

4
4,

70
9

-
4,

70
9

7
8 

基
金

65
9

-
65

9
41

6
-

41
6

30
5

-
30

5
8

9 
介

護
保

険
8,

05
3

29
,3

61
37

,4
14

8,
29

7
34

,7
98

43
,0

95
8,

55
7

35
,6

52
44

,2
09

9
合

計
24

8,
00

6
30

4,
12

8
55

2,
13

4
25

2,
04

6
31

5,
90

5
56

7,
95

1
25

8,
06

7
32

1,
34

3
57

9,
41

0

合
計

平
成

23
年

度
平

成
24

年
度

合
計

平
成

25
年

度

合
計
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２
　　

社
会

保
障

負
担

の
明

細
表

（
県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
及

び
雇

主
の

支
払

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

1 
特

別
会

計
16

7,
78

1
16

7,
29

6
33

5,
07

7
17

5,
64

5
17

4,
22

0
34

9,
86

5
18

1,
97

4
18

1,
35

9
36

3,
33

3
1

(1
) 

年
金

(除
児

童
手

当
)

14
7,

88
1

16
0,

82
9

30
8,

71
0

15
5,

35
7

16
7,

53
7

32
2,

89
4

16
3,

26
0

17
5,

76
9

33
9,

02
9

(1
)

a 
健

康
保

険
46

,1
21

46
,0

49
92

,1
70

47
,5

95
47

,5
22

95
,1

17
48

,5
37

48
,4

67
97

,0
04

a
b 

厚
生

年
金

10
1,

76
0

10
1,

76
0

20
3,

52
0

10
7,

76
2

10
7,

76
2

21
5,

52
4

11
4,

72
3

11
4,

72
2

22
9,

44
5

b
c 

国
民

年
金

-
13

,0
20

13
,0

20
-

12
,2

53
12

,2
53

-
12

,5
80

12
,5

80
c

(2
) 

労
働

保
険

19
,9

00
6,

46
7

26
,3

67
20

,2
88

6,
68

3
26

,9
71

18
,7

14
5,

59
0

24
,3

04
(2

)
a 

労
災

保
険

8,
89

9
-

8,
89

9
8,

91
7

-
8,

91
7

8,
95

9
-

8,
95

9
a

b 
雇

用
保

険
11

,0
01

6,
46

7
17

,4
68

11
,3

71
6,

68
3

18
,0

54
9,

75
5

5,
59

0
15

,3
45

b
(3

) 
船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
)

2 
国

民
健

康
保

険
-

31
,1

53
31

,1
53

-
29

,9
74

29
,9

74
-

29
,5

12
29

,5
12

2
3 

後
期

高
齢

者
医

療
-

15
,7

23
15

,7
23

-
15

,3
67

15
,3

67
-

16
,3

68
16

,3
68

3
4 

共
済

組
合

45
,5

12
43

,8
98

89
,4

10
45

,9
13

44
,2

30
90

,1
43

46
,0

60
44

,6
36

90
,6

96
4

(1
) 

国
家

公
務

員
共

済
組

合
8,

05
0

8,
05

0
16

,1
00

8,
12

6
8,

12
6

16
,2

52
7,

96
8

7,
96

8
15

,9
36

(1
)

a 
短

期
経

理
2,

71
2

2,
71

2
5,

42
4

2,
67

5
2,

67
5

5,
35

0
2,

52
3

2,
52

3
5,

04
6

a
b 

長
期

経
理

5,
28

2
5,

28
2

10
,5

64
5,

39
0

5,
39

0
10

,7
80

5,
38

5
5,

38
5

10
,7

70
b

c 
業

務
経

理
-

-
-

-
-

-
-

-
-

c
d 

保
健

経
理

56
56

11
2

61
61

12
2

60
60

12
0

d
(2

) 
地

方
公

務
員

共
済

組
合

34
,6

80
34

,4
15

69
,0

95
34

,8
66

34
,6

57
69

,5
23

35
,5

09
35

,2
02

70
,7

11
(2

)
a 

短
期

経
理

11
,7

11
11

,8
82

23
,5

93
11

,6
32

11
,8

37
23

,4
69

11
,7

58
11

,8
98

23
,6

56
a

b 
長

期
経

理
22

,2
31

22
,1

35
44

,3
66

22
,4

62
22

,4
23

44
,8

85
22

,9
55

22
,9

00
45

,8
55

b
c 

業
務

経
理

32
5

-
32

5
35

7
-

35
7

37
5

-
37

5
c

d 
保

健
経

理
41

3
39

8
81

1
41

5
39

7
81

2
42

1
40

4
82

5
d

(3
) 

そ
の

他
2,

78
2

1,
43

3
4,

21
5

2,
92

1
1,

44
7

4,
36

8
2,

58
3

1,
46

6
4,

04
9

(3
)

a 
短

期
経

理
50

2
53

6
1,

03
8

50
8

54
1

1,
04

9
55

7
59

1
1,

14
8

a
b 

長
期

経
理

2,
27

6
89

7
3,

17
3

2,
40

9
90

6
3,

31
5

2,
02

2
87

5
2,

89
7

b
c 

業
務

経
理

4
-

4
4

-
4

4
-

4
c

5 
組

合
管

掌
健

康
保

険
41

,9
88

35
,1

13
77

,1
01

42
,7

95
35

,8
51

78
,6

46
43

,6
14

36
,5

48
80

,1
62

5
6 

全
国

健
康

保
険

協
会

-
1,

76
7

1,
76

7
-

1,
68

9
1,

68
9

-
1,

68
9

1,
68

9
6

7 
児

童
手

当
及

び
子

ども
手

当
4,

62
1

-
4,

62
1

4,
53

7
-

4,
53

7
4,

47
3

-
4,

47
3

7
8 

基
金

31
7

-
31

7
32

0
-

32
0

33
6

-
33

6
8

9 
介

護
保

険
9,

94
0

37
,6

64
47

,6
04

9,
48

9
39

,5
27

49
,0

16
9,

68
9

40
,1

92
49

,8
81

9
合

計
27

0,
15

9
33

2,
61

4
60

2,
77

3
27

8,
69

9
34

0,
85

8
61

9,
55

7
28

6,
14

6
35

0,
30

4
63

6,
45

0

合
計

平
成

26
年

度
平

成
27

年
度

平
成

28
年

度

合
計

合
計
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２
　　

社
会

保
障

負
担

の
明

細
表

（
県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
及

び
雇

主
の

支
払

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

雇
主

の
家

計
の

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

1 
特

別
会

計
18

5,
86

7
18

4,
52

2
37

0,
38

9
19

0,
04

1
18

8,
30

5
37

8,
34

6
19

2,
91

7
19

1,
01

9
38

3,
93

6
1

(1
) 

年
金

(除
児

童
手

当
)

16
8,

57
2

18
0,

27
7

34
8,

84
9

17
2,

67
2

18
4,

00
4

35
6,

67
6

17
5,

46
3

18
6,

61
1

36
2,

07
4

(1
)

a 
健

康
保

険
49

,5
56

49
,4

86
99

,0
42

50
,6

53
50

,5
86

10
1,

23
9

51
,8

46
51

,7
79

10
3,

62
5

a
b 

厚
生

年
金

11
9,

01
6

11
9,

01
6

23
8,

03
2

12
2,

01
9

12
2,

01
8

24
4,

03
7

12
3,

61
7

12
3,

61
6

24
7,

23
3

b
c 

国
民

年
金

-
11

,7
75

11
,7

75
-

11
,4

00
11

,4
00

-
11

,2
16

11
,2

16
c

(2
) 

労
働

保
険

17
,2

95
4,

24
5

21
,5

40
17

,3
69

4,
30

1
21

,6
70

17
,4

54
4,

40
8

21
,8

62
(2

)
a 

労
災

保
険

8,
80

8
-

8,
80

8
8,

78
7

-
8,

78
7

8,
64

1
-

8,
64

1
a

b 
雇

用
保

険
8,

48
7

4,
24

5
12

,7
32

8,
58

2
4,

30
1

12
,8

83
8,

81
3

4,
40

8
13

,2
21

b
(3

) 
船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
)

2 
国

民
健

康
保

険
-

27
,9

92
27

,9
92

-
26

,2
37

26
,2

37
-

25
,2

75
25

,2
75

2
3 

後
期

高
齢

者
医

療
-

16
,9

12
16

,9
12

-
17

,3
11

17
,3

11
-

17
,8

46
17

,8
46

3
4 

共
済

組
合

46
,5

65
45

,1
86

91
,7

51
47

,3
48

45
,7

58
93

,1
06

47
,2

87
45

,9
41

93
,2

28
4

(1
) 

国
家

公
務

員
共

済
組

合
8,

08
6

8,
08

6
16

,1
72

8,
25

0
8,

25
0

16
,5

00
8,

14
0

8,
14

0
16

,2
80

(1
)

a 
短

期
経

理
2,

51
0

2,
51

0
5,

02
0

2,
50

8
2,

50
8

5,
01

6
2,

43
1

2,
43

1
4,

86
2

a
b 

長
期

経
理

5,
51

6
5,

51
6

11
,0

32
5,

68
1

5,
68

1
11

,3
62

5,
64

9
5,

64
9

11
,2

98
b

c 
業

務
経

理
-

-
-

-
-

-
-

-
-

c
d 

保
健

経
理

60
60

12
0

61
61

12
2

60
60

12
0

d
(2

) 
地

方
公

務
員

共
済

組
合

35
,8

62
35

,5
65

71
,4

27
36

,4
52

35
,9

08
72

,3
60

36
,4

49
36

,1
22

72
,5

71
(2

)
a 

短
期

経
理

11
,6

03
11

,7
25

23
,3

28
11

,5
12

11
,6

74
23

,1
86

11
,4

17
11

,5
67

22
,9

84
a

b 
長

期
経

理
23

,4
60

23
,4

36
46

,8
96

24
,0

94
23

,8
31

47
,9

25
24

,1
87

24
,1

47
48

,3
34

b
c 

業
務

経
理

37
8

-
37

8
42

5
-

42
5

42
2

-
42

2
c

d 
保

健
経

理
42

1
40

4
82

5
42

1
40

3
82

4
42

3
40

8
83

1
d

(3
) 

そ
の

他
2,

61
7

1,
53

5
4,

15
2

2,
64

6
1,

60
0

4,
24

6
2,

69
8

1,
67

9
4,

37
7

(3
)

a 
短

期
経

理
57

7
61

0
1,

18
7

59
3

63
3

1,
22

6
62

6
66

0
1,

28
6

a
b 

長
期

経
理

2,
03

6
92

5
2,

96
1

2,
04

9
96

7
3,

01
6

2,
06

7
1,

01
9

3,
08

6
b

c 
業

務
経

理
4

-
4

4
-

4
5

-
5

c
5 

組
合

管
掌

健
康

保
険

44
,8

93
37

,6
69

82
,5

62
45

,8
50

38
,4

89
84

,3
39

45
,7

31
38

,4
15

84
,1

46
5

6 
全

国
健

康
保

険
協

会
-

1,
67

8
1,

67
8

-
1,

54
6

1,
54

6
-

1,
50

4
1,

50
4

6
7 

児
童

手
当

及
び

子
ども

手
当

4,
38

7
-

4,
38

7
4,

29
6

-
4,

29
6

4,
16

7
-

4,
16

7
7

8 
基

金
34

3
-

34
3

39
6

-
39

6
39

4
-

39
4

8
9 

介
護

保
険

10
,4

18
41

,1
11

51
,5

29
10

,1
98

41
,9

27
52

,1
25

11
,3

98
42

,3
18

53
,7

16
9

合
計

29
2,

47
3

35
5,

07
0

64
7,

54
3

29
8,

12
9

35
9,

57
3

65
7,

70
2

30
1,

89
4

36
2,

31
8

66
4,

21
2

令
和

元
年

度

合
計

合
計

合
計

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度
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２
　　

社
会

保
障

負
担

の
明

細
表

（
県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
及

び
雇

主
の

支
払

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

雇
主

の
家

計
の

現
実

社
会

負
担

現
実

社
会

負
担

1 
特

別
会

計
19

0,
87

4
18

8,
47

6
37

9,
35

0
1

(1
) 

年
金

(除
児

童
手

当
)

17
2,

95
6

18
3,

97
3

35
6,

92
9

(1
)

a 
健

康
保

険
51

,2
29

51
,1

63
10

2,
39

2
a

b 
厚

生
年

金
12

1,
72

7
12

1,
72

7
24

3,
45

4
b

c 
国

民
年

金
-

11
,0

83
11

,0
83

c
(2

) 
労

働
保

険
17

,9
18

4,
50

3
22

,4
21

(2
)

a 
労

災
保

険
8,

86
1

-
8,

86
1

a
b 

雇
用

保
険

9,
05

7
4,

50
3

13
,5

60
b

(3
) 

船
員

保
険

-
-

-
(3

)
2 

国
民

健
康

保
険

-
24

,4
00

24
,4

00
2

3 
後

期
高

齢
者

医
療

-
18

,6
15

18
,6

15
3

4 
共

済
組

合
47

,2
39

46
,5

74
93

,8
13

4
(1

) 
国

家
公

務
員

共
済

組
合

8,
02

7
8,

02
7

16
,0

54
(1

)
a 

短
期

経
理

2,
38

8
2,

38
8

4,
77

6
a

b 
長

期
経

理
5,

58
0

5,
58

0
11

,1
60

b
c 

業
務

経
理

-
-

-
c

d 
保

健
経

理
59

59
11

8
d

(2
) 

地
方

公
務

員
共

済
組

合
36

,5
38

36
,8

48
73

,3
86

(2
)

a 
短

期
経

理
11

,6
15

11
,7

32
23

,3
47

a
b 

長
期

経
理

24
,0

76
24

,7
01

48
,7

77
b

c 
業

務
経

理
41

5
-

41
5

c
d 

保
健

経
理

43
2

41
5

84
7

d
(3

) 
そ

の
他

2,
67

4
1,

69
9

4,
37

3
(3

)
a 

短
期

経
理

62
6

66
0

1,
28

6
a

b 
長

期
経

理
2,

04
4

1,
03

8
3,

08
2

b
c 

業
務

経
理

4
-

4
c

5 
組

合
管

掌
健

康
保

険
45

,3
63

38
,1

48
83

,5
11

5
6 

全
国

健
康

保
険

協
会

-
1,

48
4

1,
48

4
6

7 
児

童
手

当
及

び
子

ども
手

当
4,

07
0

-
4,

07
0

7
8 

基
金

42
4

-
42

4
8

9 
介

護
保

険
11

,8
21

41
,9

35
53

,7
56

9
合

計
29

9,
79

1
35

9,
63

2
65

9,
42

3

令
和

2年
度

合
計
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３
　　

一
般

政
府

か
ら県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（

社
会

保
障

関
係

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

1
社

会
保

障
給

付
75

7,
51

4
52

3,
87

8
1,

28
1,

39
2

76
7,

25
0

53
5,

39
6

1,
30

2,
64

6
77

3,
82

6
54

7,
57

7
1,

32
1,

40
3

1

(1
) 

特
別

会
計

63
6,

47
3

2,
81

3
63

9,
28

6
64

5,
28

7
2,

89
5

64
8,

18
2

64
9,

71
3

2,
68

1
65

2,
39

4
(1

)

　
  ①

 年
金

(除
児

童
手

当
)

61
5,

15
5

-
61

5,
15

5
62

3,
07

7
-

62
3,

07
7

62
9,

37
3

-
62

9,
37

3
①

   
  a

 健
康

保
険

-
-

-
-

-
-

-
-

-
a

 　
  b

 厚
生

年
金

35
1,

67
9

-
35

1,
67

9
35

1,
10

3
-

35
1,

10
3

34
6,

92
3

-
34

6,
92

3
b

 　
  c

 国
民

年
金

26
3,

47
6

-
26

3,
47

6
27

1,
97

4
-

27
1,

97
4

28
2,

45
0

-
28

2,
45

0
c

  ②
 労

働
保

険
21

,3
18

2,
81

3
24

,1
31

22
,2

10
2,

89
5

25
,1

05
20

,3
40

2,
68

1
23

,0
21

②

   
  a

 労
災

保
険

9,
40

4
2,

81
3

12
,2

17
9,

19
0

2,
89

5
12

,0
85

8,
85

3
2,

68
1

11
,5

34
a

   
  b

 雇
用

保
険

11
,9

14
-

11
,9

14
13

,0
20

-
13

,0
20

11
,4

87
-

11
,4

87
b

  ③
 船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

③

(2
) 

国
民

健
康

保
険

68
6

10
5,

28
3

10
5,

96
9

64
2

10
7,

78
1

10
8,

42
3

65
1

10
9,

65
2

11
0,

30
3

(2
)

(3
) 

後
期

高
齢

者
医

療
64

7
20

2,
54

1
20

3,
18

8
65

7
20

6,
47

2
20

7,
12

9
67

4
21

1,
38

6
21

2,
06

0
(3

)

(4
) 

共
済

組
合

90
,3

26
13

,1
80

10
3,

50
6

90
,1

72
13

,1
05

10
3,

27
7

88
,7

94
13

,0
18

10
1,

81
2

(4
)

  ①
 国

家
公

務
員

共
済

組
合

16
,2

38
2,

22
3

18
,4

61
16

,1
54

2,
23

4
18

,3
88

15
,8

20
2,

25
1

18
,0

71
①

a 
短

期
経

理
33

9
2,

22
3

2,
56

2
26

7
2,

23
4

2,
50

1
25

2
2,

25
1

2,
50

3
a

b 
長

期
経

理
15

,8
99

-
15

,8
99

15
,8

87
-

15
,8

87
15

,5
68

-
15

,5
68

b

  ②
 地

方
公

務
員

共
済

組
合

67
,7

61
10

,2
18

77
,9

79
68

,1
15

10
,1

07
78

,2
22

67
,1

02
10

,0
03

77
,1

05
②

a 
短

期
経

理
2,

23
2

10
,2

18
12

,4
50

1,
83

2
10

,1
07

11
,9

39
1,

81
3

10
,0

03
11

,8
16

a

b 
長

期
経

理
65

,5
29

-
65

,5
29

66
,2

83
-

66
,2

83
65

,2
89

-
65

,2
89

b

  ③
 そ

の
他

6,
32

7
73

9
7,

06
6

5,
90

3
76

4
6,

66
7

5,
87

2
76

4
6,

63
6

③

a 
短

期
経

理
57

73
9

79
6

52
76

4
81

6
50

76
4

81
4

a

b 
長

期
経

理
6,

27
0

-
6,

27
0

5,
85

1
-

5,
85

1
5,

82
2

-
5,

82
2

b

(5
) 

組
合

管
掌

健
康

保
険

3,
65

1
35

,8
72

39
,5

23
3,

66
5

36
,1

00
39

,7
65

3,
62

6
36

,0
81

39
,7

07
(5

)

(6
) 

全
国

健
康

保
険

協
会

4,
34

2
56

,0
93

60
,4

35
4,

31
8

56
,4

64
60

,7
82

4,
31

4
57

,8
57

62
,1

71
(6

)

(7
) 

児
童

手
当

及
び

子
ども

手
当

19
,7

60
-

19
,7

60
20

,9
21

-
20

,9
21

24
,5

43
-

24
,5

43
(7

)

(8
) 

基
金

1,
02

6
13

2
1,

15
8

97
5

13
2

1,
10

7
92

6
13

2
1,

05
8

(8
)

(9
) 

介
護

保
険

60
3

10
7,

96
4

10
8,

56
7

61
3

11
2,

44
7

11
3,

06
0

58
5

11
6,

77
0

11
7,

35
5

(9
)

2
その

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
42

,1
21

-
42

,1
21

42
,2

85
-

42
,2

85
44

,1
29

-
44

,1
29

2

3
社

会
扶

助
給

付
94

,4
06

-
94

,4
06

83
,0

72
-

83
,0

72
85

,9
09

-
85

,9
09

3

89
4,

04
1

52
3,

87
8

1,
41

7,
91

9
89

2,
60

7
53

5,
39

6
1,

42
8,

00
3

90
3,

86
4

54
7,

57
7

1,
45

1,
44

1

平
成

23
年

度

合
計

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

合
計

平
成

24
年

度
平

成
25

年
度

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

合
計

合
計

項
目

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
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３
　　

一
般

政
府

か
ら県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（

社
会

保
障

関
係

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

1
社

会
保

障
給

付
76

7,
10

5
56

0,
64

2
1,

32
7,

74
7

77
5,

13
4

57
7,

94
0

1,
35

3,
07

4
77

7,
94

0
57

5,
88

3
1,

35
3,

82
3

1

(1
) 

特
別

会
計

64
5,

09
7

2,
80

6
64

7,
90

3
65

4,
25

2
2,

95
3

65
7,

20
5

65
9,

95
1

2,
93

8
66

2,
88

9
(1

)

　
  ①

 年
金

(除
児

童
手

当
)

62
6,

52
1

-
62

6,
52

1
63

6,
08

4
-

63
6,

08
4

64
2,

57
5

-
64

2,
57

5
①

   
  a

 健
康

保
険

-
-

-
-

-
-

-
-

-
a

 　
  b

 厚
生

年
金

33
6,

17
5

-
33

6,
17

5
33

5,
07

4
-

33
5,

07
4

33
3,

82
4

-
33

3,
82

4
b

 　
  c

 国
民

年
金

29
0,

34
6

-
29

0,
34

6
30

1,
01

0
-

30
1,

01
0

30
8,

75
1

-
30

8,
75

1
c

  ②
 労

働
保

険
18

,5
76

2,
80

6
21

,3
82

18
,1

68
2,

95
3

21
,1

21
17

,3
76

2,
93

8
20

,3
14

②

   
  a

 労
災

保
険

8,
62

8
2,

80
6

11
,4

34
8,

48
7

2,
95

3
11

,4
40

8,
57

4
2,

93
8

11
,5

12
a

   
  b

 雇
用

保
険

9,
94

8
-

9,
94

8
9,

68
1

-
9,

68
1

8,
80

2
-

8,
80

2
b

  ③
 船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

③

(2
) 

国
民

健
康

保
険

59
3

11
2,

83
5

11
3,

42
8

56
4

11
8,

48
1

11
9,

04
5

50
8

11
6,

32
0

11
6,

82
8

(2
)

(3
) 

後
期

高
齢

者
医

療
66

8
21

3,
72

4
21

4,
39

2
66

3
22

0,
33

8
22

1,
00

1
69

1
21

9,
26

9
21

9,
96

0
(3

)

(4
) 

共
済

組
合

87
,1

03
12

,9
88

10
0,

09
1

86
,7

47
13

,2
13

99
,9

60
84

,0
71

12
,9

31
97

,0
02

(4
)

  ①
 国

家
公

務
員

共
済

組
合

14
,7

65
2,

22
5

16
,9

90
14

,4
91

2,
24

9
16

,7
40

13
,8

48
2,

13
2

15
,9

80
①

a 
短

期
経

理
26

1
2,

22
5

2,
48

6
26

7
2,

24
9

2,
51

6
24

7
2,

13
2

2,
37

9
a

b 
長

期
経

理
14

,5
04

-
14

,5
04

14
,2

24
-

14
,2

24
13

,6
01

-
13

,6
01

b

  ②
 地

方
公

務
員

共
済

組
合

64
,2

77
10

,0
00

74
,2

77
65

,0
64

10
,2

01
75

,2
65

64
,9

46
9,

94
7

74
,8

93
②

a 
短

期
経

理
1,

96
0

10
,0

00
11

,9
60

2,
03

8
10

,2
01

12
,2

39
2,

00
0

9,
94

7
11

,9
47

a

b 
長

期
経

理
62

,3
17

-
62

,3
17

63
,0

26
-

63
,0

26
62

,9
46

-
62

,9
46

b

  ③
 そ

の
他

8,
06

1
76

3
8,

82
4

7,
19

2
76

3
7,

95
5

5,
27

7
85

2
6,

12
9

③

a 
短

期
経

理
69

76
3

83
2

13
9

76
3

90
2

75
85

2
92

7
a

b 
長

期
経

理
7,

99
2

-
7,

99
2

7,
05

3
-

7,
05

3
5,

20
2

-
5,

20
2

b

(5
) 

組
合

管
掌

健
康

保
険

3,
65

1
36

,6
03

40
,2

54
3,

69
6

37
,7

77
41

,4
73

3,
73

6
37

,8
57

41
,5

93
(5

)

(6
) 

全
国

健
康

保
険

協
会

4,
34

1
60

,0
37

64
,3

78
4,

07
4

63
,2

47
67

,3
21

4,
33

5
63

,6
10

67
,9

45
(6

)

(7
) 

児
童

手
当

及
び

子
ども

手
当

24
,1

77
-

24
,1

77
23

,7
34

-
23

,7
34

23
,3

29
-

23
,3

29
(7

)

(8
) 

基
金

87
9

13
2

1,
01

1
83

7
13

2
96

9
79

3
10

5
89

8
(8

)

(9
) 

介
護

保
険

59
6

12
1,

51
7

12
2,

11
3

56
7

12
1,

79
9

12
2,

36
6

52
6

12
2,

85
3

12
3,

37
9

(9
)

2
その

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
40

,0
81

-
40

,0
81

38
,8

59
-

38
,8

59
37

,6
02

-
37

,6
02

2

3
社

会
扶

助
給

付
87

,9
68

-
87

,9
68

87
,4

27
-

87
,4

27
93

,9
41

-
93

,9
41

3

89
5,

15
4

56
0,

64
2

1,
45

5,
79

6
90

1,
42

0
57

7,
94

0
1,

47
9,

36
0

90
9,

48
3

57
5,

88
3

1,
48

5,
36

6

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

平
成

26
年

度

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

合
計

合
計

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

合
計

項
目

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
(市

場
産

出
の

購
入

)
合

計
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
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一
般

政
府

か
ら県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（

社
会

保
障

関
係

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

1
社

会
保

障
給

付
78

1,
94

0
58

4,
23

6
1,

36
6,

17
6

78
4,

49
7

58
7,

77
3

1,
37

2,
27

0
78

1,
89

4
59

7,
32

0
1,

37
9,

21
4

1

(1
) 

特
別

会
計

66
5,

52
6

2,
96

9
66

8,
49

5
66

8,
65

4
3,

12
4

67
1,

77
8

66
7,

23
4

3,
03

7
67

0,
27

1
(1

)

　
  ①

 年
金

(除
児

童
手

当
)

64
8,

44
0

-
64

8,
44

0
65

1,
61

7
-

65
1,

61
7

64
9,

78
1

-
64

9,
78

1
①

   
  a

 健
康

保
険

-
-

-
-

-
-

-
-

-
a

 　
  b

 厚
生

年
金

33
3,

04
9

-
33

3,
04

9
33

2,
02

2
-

33
2,

02
2

32
7,

56
3

-
32

7,
56

3
b

 　
  c

 国
民

年
金

31
5,

39
1

-
31

5,
39

1
31

9,
59

5
-

31
9,

59
5

32
2,

21
8

-
32

2,
21

8
c

  ②
 労

働
保

険
17

,0
86

2,
96

9
20

,0
55

17
,0

37
3,

12
4

20
,1

61
17

,4
53

3,
03

7
20

,4
90

②

   
  a

 労
災

保
険

8,
31

9
2,

96
9

11
,2

88
7,

96
4

3,
12

4
11

,0
88

8,
07

6
3,

03
7

11
,1

13
a

   
  b

 雇
用

保
険

8,
76

7
-

8,
76

7
9,

07
3

-
9,

07
3

9,
37

7
-

9,
37

7
b

  ③
 船

員
保

険
-

-
-

-
-

-
-

-
-

③

(2
) 

国
民

健
康

保
険

45
1

11
5,

46
7

11
5,

91
8

40
8

11
3,

93
4

11
4,

34
2

39
1

11
4,

74
0

11
5,

13
1

(2
)

(3
) 

後
期

高
齢

者
医

療
69

9
22

4,
61

4
22

5,
31

3
70

9
22

7,
15

9
22

7,
86

8
72

1
23

1,
86

5
23

2,
58

6
(3

)

(4
) 

共
済

組
合

82
,5

33
12

,9
45

95
,4

78
82

,6
87

12
,8

97
95

,5
84

81
,9

73
13

,0
58

95
,0

31
(4

)

  ①
 国

家
公

務
員

共
済

組
合

13
,5

33
2,

16
3

15
,6

96
13

,3
33

2,
14

1
15

,4
74

12
,9

38
2,

14
3

15
,0

81
①

a 
短

期
経

理
22

8
2,

16
3

2,
39

1
22

2
2,

14
1

2,
36

3
20

8
2,

14
3

2,
35

1
a

b 
長

期
経

理
13

,3
05

-
13

,3
05

13
,1

11
-

13
,1

11
12

,7
30

-
12

,7
30

b

  ②
 地

方
公

務
員

共
済

組
合

64
,0

33
10

,0
10

74
,0

43
64

,3
10

9,
99

1
74

,3
01

64
,1

94
10

,1
24

74
,3

18
②

a 
短

期
経

理
2,

00
9

10
,0

10
12

,0
19

2,
09

4
9,

99
1

12
,0

85
2,

11
8

10
,1

24
12

,2
42

a

b 
長

期
経

理
62

,0
24

-
62

,0
24

62
,2

16
-

62
,2

16
62

,0
76

-
62

,0
76

b

  ③
 そ

の
他

4,
96

7
77

2
5,

73
9

5,
04

4
76

5
5,

80
9

4,
84

1
79

1
5,

63
2

③

a 
短

期
経

理
54

77
2

82
6

63
76

5
82

8
72

79
1

86
3

a

b 
長

期
経

理
4,

91
3

-
4,

91
3

4,
98

1
-

4,
98

1
4,

76
9

-
4,

76
9

b

(5
) 

組
合

管
掌

健
康

保
険

3,
83

2
38

,9
53

42
,7

85
3,

88
9

39
,5

24
43

,4
13

4,
01

8
39

,6
78

43
,6

96
(5

)

(6
) 

全
国

健
康

保
険

協
会

4,
79

8
64

,9
91

69
,7

89
4,

64
5

65
,7

24
70

,3
69

4,
60

1
67

,2
86

71
,8

87
(6

)

(7
) 

児
童

手
当

及
び

子
ども

手
当

22
,8

53
-

22
,8

53
22

,3
70

-
22

,3
70

21
,8

64
-

21
,8

64
(7

)

(8
) 

基
金

75
3

11
7

87
0

67
7

84
76

1
65

8
12

8
78

6
(8

)

(9
) 

介
護

保
険

49
5

12
4,

18
0

12
4,

67
5

45
8

12
5,

32
7

12
5,

78
5

43
4

12
7,

52
8

12
7,

96
2

(9
)

2
その

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
36

,9
57

-
36

,9
57

37
,8

91
-

37
,8

91
38

,7
26

-
38

,7
26

2

3
社

会
扶

助
給

付
92

,6
89

-
92

,6
89

91
,9

63
-

91
,9

63
96

,2
16

-
96

,2
16

3

91
1,

58
6

58
4,

23
6

1,
49

5,
82

2
91

4,
35

1
58

7,
77

3
1,

50
2,

12
4

91
6,

83
6

59
7,

32
0

1,
51

4,
15

6

令
和

元
年

度

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
(市

場
産

出
の

購
入

)
合

計
合

計

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
(市

場
産

出
の

購
入

)
合

計
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

(市
場

産
出

の
購

入
)

合
計

項
目
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３
　　

一
般

政
府

か
ら県

民
ベ

ー
ス

の
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（

社
会

保
障

関
係

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

1
社

会
保

障
給

付
78

1,
79

3
58

5,
50

5
1,

36
7,

29
8

1

(1
) 

特
別

会
計

66
8,

86
9

2,
94

1
67

1,
81

0
(1

)

　
  ①

 年
金

(除
児

童
手

当
)

64
9,

37
4

-
64

9,
37

4
①

   
  a

 健
康

保
険

-
-

-
a

 　
  b

 厚
生

年
金

32
3,

18
7

-
32

3,
18

7
b

 　
  c

 国
民

年
金

32
6,

18
7

-
32

6,
18

7
c

  ②
 労

働
保

険
19

,4
95

2,
94

1
22

,4
36

②

   
  a

 労
災

保
険

7,
87

5
2,

94
1

10
,8

16
a

   
  b

 雇
用

保
険

11
,6

20
-

11
,6

20
b

  ③
 船

員
保

険
-

-
-

③

(2
) 

国
民

健
康

保
険

35
4

11
2,

23
1

11
2,

58
5

(2
)

(3
) 

後
期

高
齢

者
医

療
70

6
22

4,
59

5
22

5,
30

1
(3

)

(4
) 

共
済

組
合

81
,0

94
12

,6
07

93
,7

01
(4

)

  ①
 国

家
公

務
員

共
済

組
合

12
,6

24
2,

01
1

14
,6

35
①

a 
短

期
経

理
23

0
2,

01
1

2,
24

1
a

b 
長

期
経

理
12

,3
94

-
12

,3
94

b

  ②
 地

方
公

務
員

共
済

組
合

63
,5

50
9,

78
5

73
,3

35
②

a 
短

期
経

理
2,

20
2

9,
78

5
11

,9
87

a

b 
長

期
経

理
61

,3
48

-
61

,3
48

b

  ③
 そ

の
他

4,
92

0
81

1
5,

73
1

③

a 
短

期
経

理
68

81
1

87
9

a

b 
長

期
経

理
4,

85
2

-
4,

85
2

b

(5
) 

組
合

管
掌

健
康

保
険

3,
71

5
38

,2
28

41
,9

43
(5

)

(6
) 

全
国

健
康

保
険

協
会

4,
64

4
64

,5
17

69
,1

61
(6

)

(7
) 

児
童

手
当

及
び

子
ども

手
当

21
,3

84
-

21
,3

84
(7

)

(8
) 

基
金

60
4

12
9

73
3

(8
)

(9
) 

介
護

保
険

42
3

13
0,

25
7

13
0,

68
0

(9
)

2
その

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
34

,6
88

-
34

,6
88

2

3
社

会
扶

助
給

付
98

,3
80

-
98

,3
80

3

91
4,

86
1

58
5,

50
5

1,
50

0,
36

6

項
目

合
計

令
和

２
年

度

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付

現
物

社
会

移
転

（
市

場
算

出
の

購
入

）
合

計
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４
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
平

成
23

年
度

）
　

（
単

位
：

10
0万

円
）

産
出

額
県

内
総

生
産

県
内

純
生

産
生

産
・輸

入
品

に
課

さ
県

内
営

業
余

剰
・

経
済

活
動

の
種

類
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）れ

る
税

(控
除

)補
助

金
雇

用
者

報
酬

混
合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
10

6,
57

5
53

,3
99

53
,1

76
19

,3
10

33
,8

66
△

 6
,3

10
40

,1
76

26
,0

53
14

,1
23

1
 2

　鉱
業

12
,4

27
7,

53
0

4,
89

7
2,

56
2

2,
33

5
53

8
1,

79
7

3,
14

5
△

 1
,3

48
2

 3
　製

造
業

6,
22

4,
62

9
4,

32
9,

87
4

1,
89

4,
75

5
53

3,
94

8
1,

36
0,

80
7

13
0,

23
9

1,
23

0,
56

8
59

0,
08

6
64

0,
48

2
3

 (
1)

　食
料

品
22

2,
57

6
13

3,
00

5
89

,5
71

－
－

－
－

－
－

(1
)

 (
2)

　繊
維

製
品

64
,2

59
40

,1
46

24
,1

13
－

－
－

－
－

－
(2

)
 (

3)
　パ

ル
プ

・紙
・紙

加
工

品
10

9,
68

1
78

,7
10

30
,9

71
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

43
2,

18
6

90
2,

88
5

52
9,

30
1

－
－

－
－

－
－

(4
)

 (
5)

　石
油

・石
炭

製
品

1,
72

1,
04

4
1,

30
7,

42
4

41
3,

62
0

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

14
0,

18
4

74
,0

81
66

,1
03

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

71
2,

26
4

55
4,

71
0

15
7,

55
4

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

14
0,

91
3

84
,3

17
56

,5
96

－
－

－
－

－
－

(8
)

 (
9)

　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
21

7,
86

8
14

6,
21

5
71

,6
53

－
－

－
－

－
－

(9
)

 (
10

) 
電

子
部

品
・デ

バ
イス

13
2,

46
8

85
,7

97
46

,6
71

－
－

－
－

－
－

(1
0)

 (
11

) 
電

気
機

械
45

,2
41

34
,3

07
10

,9
34

－
－

－
－

－
－

(1
1)

 (
12

) 
情

報
・通

信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－

(1
2)

 (
13

) 
輸

送
用

機
械

92
5,

41
0

67
0,

68
7

25
4,

72
3

－
－

－
－

－
－

(1
3)

 (
14

) 
そ

の
他

の
製

造
業

36
0,

53
5

21
7,

59
0

14
2,

94
5

－
－

－
－

－
－

(1
4)

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
47

5,
28

5
26

2,
07

6
21

3,
20

9
98

,0
70

11
5,

13
9

9,
19

2
10

5,
94

7
36

,3
86

69
,5

61
4

 5
　建

設
業

59
2,

49
4

32
6,

36
7

26
6,

12
7

28
,3

57
23

7,
77

0
14

,3
47

22
3,

42
3

16
5,

11
7

58
,3

06
5

 6
  卸

売
・小

売
業

85
1,

29
3

34
7,

08
8

50
4,

20
5

59
,1

59
44

5,
04

6
60

,5
51

38
4,

49
5

32
2,

44
0

62
,0

55
6

 7
  運

輸
・郵

便
業

65
4,

20
4

30
3,

58
8

35
0,

61
6

89
,3

52
26

1,
26

4
20

,0
39

24
1,

22
5

16
3,

58
6

77
,6

39
7

 8
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
30

2,
28

7
17

2,
82

1
12

9,
46

6
20

,2
59

10
9,

20
7

9,
60

2
99

,6
05

56
,7

01
42

,9
04

8
 9

　情
報

通
信

業
24

6,
87

2
11

7,
29

8
12

9,
57

4
46

,2
04

83
,3

70
16

,1
48

67
,2

22
29

,7
92

37
,4

30
9

10
　金

融
・保

険
業

27
1,

98
8

90
,2

08
18

1,
78

0
18

,9
29

16
2,

85
1

△
 3

,4
41

16
6,

29
2

84
,2

99
81

,9
93

10
11

　不
動

産
業

63
8,

40
0

10
5,

28
6

53
3,

11
4

22
0,

57
2

31
2,

54
2

58
,9

65
25

3,
57

7
15

,2
66

23
8,

31
1

11
12

　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

43
0,

75
2

13
3,

05
9

29
7,

69
3

36
,7

25
26

0,
96

8
22

,7
67

23
8,

20
1

12
1,

33
5

11
6,

86
6

12
13

　公
務

40
3,

04
4

82
,8

44
32

0,
20

0
97

,0
90

22
3,

11
0

2,
13

5
22

0,
97

5
22

0,
97

5
0

13
14

　教
育

26
8,

97
8

38
,4

83
23

0,
49

5
51

,5
72

17
8,

92
3

1,
70

3
17

7,
22

0
15

7,
57

5
19

,6
45

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

76
9,

55
2

27
3,

35
3

49
6,

19
9

57
,8

43
43

8,
35

6
△

 4
,6

07
44

2,
96

3
41

0,
60

1
32

,3
62

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
45

2,
19

8
18

7,
69

8
26

4,
50

0
55

,5
74

20
8,

92
6

24
,0

32
18

4,
89

4
14

1,
00

0
43

,8
94

16
小

計
12

,7
00

,9
78

6,
83

0,
97

2
5,

87
0,

00
6

1,
43

5,
52

6
4,

43
4,

48
0

35
5,

90
0

4,
07

8,
58

0
2,

54
4,

35
7

1,
53

4,
22

3
輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
72

,5
17

-
72

,5
17

-
72

,5
17

72
,5

17
-

-
-

(控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

40
,2

40
-

40
,2

40
-

40
,2

40
40

,2
40

-
-

-
合

計
12

,7
33

,2
55

6,
83

0,
97

2
5,

90
2,

28
3

1,
43

5,
52

6
4,

46
6,

75
7

38
8,

17
7

4,
07

8,
58

0
2,

54
4,

35
7

1,
53

4,
22

3
（

再
掲

）
　市

場
生

産
者

11
,7

64
,0

50
6,

61
2,

12
5

5,
15

1,
92

5
1,

23
1,

48
4

3,
92

0,
44

1
35

0,
65

5
3,

56
9,

78
6

2,
03

5,
56

3
1,

53
4,

22
3

　一
般

政
府

75
7,

77
7

16
7,

25
3

59
0,

52
4

18
3,

73
5

40
6,

78
9

2,
22

8
40

4,
56

1
40

4,
56

1
0

　対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

17
9,

15
1

51
,5

94
12

7,
55

7
20

,3
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7,
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0

3,
01

7
10

4,
23

3
10

4,
23

3
0

小
計

12
,7

00
,9

78
6,
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0,
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2

5,
87

0,
00

6
1,

43
5,
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6

4,
43
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4,
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8,
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3
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（
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出

額
県

内
総
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産
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産
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余
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済
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動
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種

類
（
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者
価
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示
）

（
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示
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（

生
産

者
価

格
表

示
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る
税
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除
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助

金
雇

用
者

報
酬
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合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
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  農
林

水
産

業
10

5,
06

3
55

,3
63

49
,7

00
17

,9
86

31
,7

14
△

 4
,9

90
36

,7
04

25
,8

76
10

,8
28

1
 2

　鉱
業

13
,4

65
8,

29
8

5,
16

7
2,

59
8

2,
56

9
52

7
2,

04
2

2,
55

0
△

 5
08

2
 3

　製
造

業
6,

19
0,

03
9

4,
29

0,
05

5
1,

89
9,

98
4

54
0,

56
1

1,
35

9,
42

3
12

8,
07

1
1,

23
1,

35
2

53
3,

88
3

69
7,

46
9

3
 (

1)
　食

料
品

26
2,

42
9

16
6,

35
9

96
,0

70
－

－
－

－
－

－
(1

)
 (

2)
　繊

維
製

品
67

,3
08

34
,6

50
32

,6
58

－
－

－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品

82
,9

26
62

,9
80

19
,9

46
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

55
8,

03
3

96
5,

41
5

59
2,
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8

－
－

－
－

－
－

(4
)
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5)

　石
油

・石
炭

製
品

1,
66

1,
85

5
1,
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0,
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2
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1,

58
3

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

17
0,

43
7

93
,8

33
76

,6
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－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

62
9,
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3

49
8,
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5
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1,

12
8

－
－

－
－

－
－
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)
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8)

　金
属

製
品

13
3,
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0
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,8
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52

,2
69

－
－

－
－

－
－
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)
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9)

　は
ん

用
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産
用

・業
務

用
機

械
22

6,
31

6
14

0,
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4
85

,8
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－
－

－
－

－
－
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)
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電

子
部

品
・デ

バ
イス

10
7,

57
9

73
,7

36
33

,8
43

－
－

－
－

－
－

(1
0)

 (
11
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電

気
機

械
43

,0
25

25
,8

94
17

,1
31

－
－

－
－

－
－
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1)
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情

報
・通

信
機

器
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－
－

－
－

－
－

－
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－
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－
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5
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0
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7
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2,
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9
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8
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2
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8
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13
　公

務
39
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9
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再
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64
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0
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3
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6
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6
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8

0
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4
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7
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3,
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7
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3,
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7

0
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計
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4,
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8
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6,
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3
4,
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4
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0
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（
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）
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出
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生
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類
（

生
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者
価

格
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示
）

（
生

産
者
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（
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除
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助

金
雇

用
者

報
酬
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合
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①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
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,9
32

55
,4
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,4
45

16
,3

65
26

,0
80

△
 4

,6
49

30
,7

29
25

,0
84

5,
64

5
1

 2
　鉱

業
15

,8
03

9,
19

7
6,

60
6

2,
87

1
3,

73
5

57
0

3,
16

5
2,

77
8

38
7

2
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　製
造

業
6,

84
7,

75
4

4,
83

2,
17

0
2,

01
5,

58
4
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1,
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0

1,
43

4,
45

4
12

9,
58

7
1,

30
4,

86
7

54
1,
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8
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2,

88
9

3
 (

1)
　食

料
品
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3,

52
3
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1,
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8
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,9

35
－

－
－

－
－

－
(1

)
 (

2)
　繊

維
製

品
71

,5
95

45
,1

10
26

,4
85

－
－

－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品
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,0
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69

,0
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,0
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－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,
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1,
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0

1,
11

5,
55

5
58

5,
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5
－

－
－

－
－

－
(4

)
 (

5)
　石

油
・石

炭
製

品
1,
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4,
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9

1,
45

6,
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1
41

7,
35

8
－

－
－

－
－

－
(5

)
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6)
　窯

業
・土

石
製

品
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8,
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5
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2,
34

4
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－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属
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5,

97
4

54
2,
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0
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3,

52
4

－
－

－
－

－
－
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)

 (
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　金
属

製
品
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7,
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5
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,9
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56
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－
－

－
－

－
－
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)

 (
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　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
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4
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7
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7
－

－
－

－
－

－
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－
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－
－

－
－
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電

気
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械
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－
－

－
－

－
－
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情

報
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信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－
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用

機
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5
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4
－

－
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－
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そ
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業
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00

0
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物
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理
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1
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4
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2,

68
7

97
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9,
14

2
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,7
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,2
65
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　建
設
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9,
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5
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5,
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8
28

4,
48

7
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,5
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25
5,

93
6

15
,2

57
24

0,
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9
17

7,
78

1
62

,8
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  卸
売
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売

業
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7,
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9
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3,
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7
49

4,
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2
57

,5
72

43
6,

52
0

61
,8
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4,
70

8
30

1,
51

0
73

,1
98

6
 7

  運
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・郵
便

業
66

1,
55

6
31

4,
25

6
34

7,
30

0
84

,7
32

26
2,

56
8

22
,4

71
24

0,
09

7
17

4,
13

2
65

,9
65

7
 8

　宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

30
2,

18
4

17
5,

22
2

12
6,

96
2

19
,5

98
10

7,
36

4
9,

47
3

97
,8

91
66

,0
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31
,8

27
8

 9
　情

報
通

信
業

25
4,

73
7

12
6,

64
0

12
8,

09
7

46
,7

26
81

,3
71

16
,1

60
65

,2
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32
,4
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,7
47

9
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　金
融

・保
険

業
26

5,
46

8
89

,5
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17
5,
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5

17
,7
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15

8,
17

7
1,

33
6

15
6,

84
1

81
,7

52
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89

10
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　不
動

産
業
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7,

84
4
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9,

92
3

53
7,
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1

21
8,

56
5

31
9,

35
6

57
,7

49
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1,
60

7
13

,7
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24
7,
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4
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　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業
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1,

52
2

12
7,

97
5
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3,
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7

34
,9

50
24

8,
59

7
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,9
45

22
4,

65
2

13
8,

26
1

86
,3

91
12
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　公

務
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1,
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1
81

,4
66

30
9,

86
5

94
,6

50
21

5,
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5
2,

21
5

21
3,

00
0

21
3,

00
0

0
13
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　教

育
25

3,
20

1
35

,3
75

21
7,

82
6

50
,0

42
16

7,
78

4
1,

71
4

16
6,

07
0

15
9,

32
7

6,
74

3
14
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　保

健
衛

生
・社

会
事

業
79

4,
89

8
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0,
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9
52

4,
83

9
60
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57

46
4,
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2

△
 4
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46
8,
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4

42
6,
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7
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16
　そ

の
他

の
サ

ー
ビス
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6,

00
1
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0,
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5

24
5,

95
6

49
,5

53
19

6,
40

3
19

,1
89

17
7,

21
4

14
4,

26
7

32
,9

47
16

小
計

13
,3

87
,5

86
7,
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93

4,
11
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06
7,

45
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0,
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53
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再

掲
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6
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62

2,
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9,
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府
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9,
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1,
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0
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④
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⑦
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⑨
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72
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,3
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,1
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△
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3
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5
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0,
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5
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1

16
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－

－
－

－
－

－
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)
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維
製

品
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－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
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－
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－

－
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)
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3,
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1
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－
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－
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2
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－
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－

－
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－
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－
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－
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－
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－

－
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0,

42
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5
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9
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5,
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7
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5
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  卸

売
・小

売
業

82
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2
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6

48
9,
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6

59
,9
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9,
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5
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8,

30
9
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6,
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0
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6
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輸
・郵

便
業
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6
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1,
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6
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5
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3
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7
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泊
・飲

食
サ

ー
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業
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1
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9,
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9
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2
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,0
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9,

48
4
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,5
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,8
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,8
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　情
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業
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81

1
13

2,
74
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7,
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3
47

,1
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79
,8
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,4
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59
,4
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,5
49

27
,8

65
9
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融
・保
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業
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3,
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2

93
,6
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17

9,
58

2
19

,1
44

16
0,

43
8

1,
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1
15

9,
00

7
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40
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10
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7
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8
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9
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3
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0,
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9
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務
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9,
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2
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,0
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34

4
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48
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6
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4
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3,
87

2
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2
0

13
14

　教
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70
5
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7
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8,
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9

1,
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8
16

6,
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1
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0,
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9
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2
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　保
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生

・社
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事
業
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0,
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1
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7,
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4
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2,
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7

62
,3

86
46

0,
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1
△

 4
,4

65
46

4,
72

6
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4,
13

2
30
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94
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　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
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69

6
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34

6
24

1,
35

0
48

,1
87
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16
3

23
,6
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52
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計
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8
6,
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1
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9,
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0
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2,
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7
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16
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3
2,
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3
輸

入
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に
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税
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1
-
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1

-
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1
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1
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-
-
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除
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,3
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-
-
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計
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8
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48

1
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3
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3
（

再
掲
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場
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5
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9
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7
3,

67
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政
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1
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3
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8
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5
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,5

12
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2
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0
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0
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要
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・
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の
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類
（

生
産

者
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）

（
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（
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る
税
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①
②

③
＝

①
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②
④
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＝

③
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④
⑥
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⑥
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9
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0
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3
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8
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－
－
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－

－
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－
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－
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－

－
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－

－
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－
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－
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－
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－
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15
8,

61
4

74
,7

34
83

,8
80

10
11

　不
動

産
業

65
3,

48
5

11
1,

41
9

54
2,

06
6

22
5,

25
7

31
6,

80
9

56
,8

53
25

9,
95

6
15

,3
37

24
4,

61
9

11
12

　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業
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3,
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4

13
6,

77
8

28
6,

64
6

34
,2

94
25

2,
35

2
31

,8
88
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0,

46
4

13
0,

66
7

89
,7

97
12

13
　公

務
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7,
30

2
73

,9
19

31
3,

38
3

97
,3

00
21

6,
08

3
2,

29
0

21
3,

79
3

21
3,

79
3

0
13

14
　教

育
25

4,
56

5
35

,1
63

21
9,

40
2

51
,7

26
16

7,
67

6
1,

59
4

16
6,

08
2

15
5,

01
8

11
,0

64
14

15
　保

健
衛

生
・社

会
事

業
82

6,
76

6
27

4,
82

6
55

1,
94

0
64

,1
43

48
7,

79
7

△
 3

,4
02

49
1,

19
9

47
2,

99
7

18
,2

02
15

16
　そ

の
他

の
サ

ー
ビス

42
0,

20
0

18
0,

50
7

23
9,

69
3

47
,2

64
19

2,
42

9
26

,7
12

16
5,

71
7

14
7,

07
8

18
,6

39
16

小
計

12
,6

79
,8

61
6,

80
1,

53
9

5,
87

8,
32

2
1,

49
1,

70
6

4,
38

6,
61

6
43

3,
96

8
3,

95
2,

64
8

2,
59

0,
39

5
1,

36
2,

25
3

輸
入

品
に

課
され

る
税

・関
税

10
1,

50
4

-
10

1,
50

4
-

10
1,

50
4

10
1,

50
4

-
-

-
(控

除
）

総
資

本
形

成
に

係
る

消
費

税
73

,8
11

-
73

,8
11

-
73

,8
11

73
,8

11
-

-
-

合
計

12
,7

07
,5

54
6,

80
1,

53
9

5,
90

6,
01

5
1,

49
1,

70
6

4,
41

4,
30

9
46

1,
66

1
3,

95
2,

64
8

2,
59

0,
39

5
1,

36
2,

25
3

（
再

掲
）

　市
場

生
産

者
11

,7
72

,6
74

6,
59

6,
62

5
5,

17
6,

04
9

1,
29

2,
10

6
3,

88
3,

94
3

42
8,

13
1

3,
45

5,
81

2
2,

09
3,

55
9

1,
36

2,
25

3
　一

般
政

府
73

5,
59

6
15

6,
09

0
57

9,
50

6
18

0,
67

6
39

8,
83

0
2,

35
7

39
6,

47
3

39
6,

47
3

0
　対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
17

1,
59

1
48

,8
24

12
2,

76
7

18
,9

24
10

3,
84

3
3,

48
0

10
0,

36
3

10
0,

36
3

0
小

計
12

,6
79

,8
61

6,
80

1,
53

9
5,

87
8,

32
2

1,
49

1,
70

6
4,

38
6,

61
6

43
3,
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8

3,
95

2,
64

8
2,

59
0,
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5

1,
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2,
25

3
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成
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年
度

）
　

（
単

位
：
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0万

円
）

産
出

額
県

内
総

生
産

県
内

純
生

産
生

産
・輸

入
品

に
課

さ
県

内
営

業
余

剰
・

経
済

活
動

の
種

類
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）れ

る
税

(控
除

)補
助

金
雇

用
者

報
酬

混
合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
10

0,
16

5
54

,1
31

46
,0

34
15

,7
36

30
,2

98
△

 3
,0

84
33

,3
82

24
,6

14
8,

76
8

1
 2

　鉱
業

16
,6

54
8,

94
7

7,
70

7
3,

66
1

4,
04

6
63

3
3,

41
3

2,
65

4
75

9
2

 3
　製

造
業

5,
84

1,
02

8
3,

68
1,

99
6

2,
15

9,
03

2
57

7,
72

5
1,

58
1,

30
7

15
4,

27
9

1,
42

7,
02

8
56

4,
42

0
86

2,
60

8
3

 (
1)

　食
料

品
25

9,
70

6
15

7,
48

9
10

2,
21

7
－

－
－

－
－

－
(1

)
 (

2)
　繊

維
製

品
69

,0
76

44
,1

25
24

,9
51

－
－

－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品

97
,9

89
66

,5
88

31
,4

01
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

73
2,

57
3

94
0,

24
0

79
2,

33
3

－
－

－
－

－
－

(4
)

 (
5)

　石
油

・石
炭

製
品

89
8,

84
6

67
2,

76
3

22
6,

08
3

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

19
1,

36
5

98
,7

48
92

,6
17

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

71
0,

58
5

53
4,

51
5

17
6,

07
0

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

16
3,

62
0

91
,6

51
71

,9
69

－
－

－
－

－
－

(8
)

 (
9)

　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
30

4,
62

6
17

8,
94

6
12

5,
68

0
－

－
－

－
－

－
(9

)
 (

10
) 

電
子

部
品

・デ
バ

イス
69

,3
61

37
,7

83
31

,5
78

－
－

－
－

－
－

(1
0)

 (
11

) 
電

気
機

械
43

,7
03

24
,2

72
19

,4
31

－
－

－
－

－
－

(1
1)

 (
12

) 
情

報
・通

信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－

(1
2)

 (
13

) 
輸

送
用

機
械

93
6,

66
1

63
2,

14
7

30
4,

51
4

－
－

－
－

－
－

(1
3)

 (
14

) 
そ

の
他

の
製

造
業

36
2,

91
7

20
2,

72
9

16
0,

18
8

－
－

－
－

－
－

(1
4)

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
53

0,
02

7
28

8,
39

6
24

1,
63

1
11

0,
55

4
13

1,
07

7
14

,8
93

11
6,

18
4

44
,7

05
71

,4
79

4
 5

　建
設

業
68

1,
89

6
36

4,
53

7
31

7,
35

9
29

,8
87

28
7,

47
2

25
,0

04
26

2,
46

8
19

5,
44

3
67

,0
25

5
 6

  卸
売

・小
売

業
81

1,
95

7
31

9,
49

0
49

2,
46

7
61

,7
42

43
0,

72
5

76
,7

91
35

3,
93

4
26

3,
86

6
90

,0
68

6
 7

  運
輸

・郵
便

業
64

8,
20

9
28

0,
68

2
36

7,
52

7
84

,7
36

28
2,

79
1

29
,8

51
25

2,
94

0
17

4,
88

1
78

,0
59

7
 8

　宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

31
5,

47
1

17
7,

67
6

13
7,

79
5

18
,3

33
11

9,
46

2
13

,3
14

10
6,

14
8

54
,7

41
51

,4
07

8
 9

　情
報

通
信

業
26

6,
47

2
13

7,
42

9
12

9,
04

3
44

,9
98

84
,0

45
23

,4
29

60
,6

16
27

,5
07

33
,1

09
9

10
　金

融
・保

険
業

27
5,

47
9

99
,3

14
17

6,
16

5
20

,0
87

15
6,

07
8

3,
52

3
15

2,
55

5
66

,3
44

86
,2

11
10

11
　不

動
産

業
65

4,
77

7
11

2,
27

5
54

2,
50

2
22

3,
06

7
31

9,
43

5
61

,9
14

25
7,

52
1

15
,9

77
24

1,
54

4
11

12
　専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
43

0,
41

7
13

5,
44

1
29

4,
97

6
34

,9
65

26
0,

01
1

35
,1

48
22

4,
86

3
12

7,
88

2
96

,9
81

12
13

　公
務

38
2,

06
5

72
,3

96
30

9,
66

9
95

,9
35

21
3,

73
4

2,
52

1
21

1,
21

3
21

1,
21

3
0

13
14

　教
育

25
1,

82
6

34
,9

62
21

6,
86

4
49

,9
53

16
6,

91
1

1,
69

6
16

5,
21

5
15

9,
45

6
5,

75
9

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

82
0,

34
6

26
2,

18
7

55
8,

15
9

61
,1

33
49

7,
02

6
△

 3
,3

46
50

0,
37

2
46

4,
27

3
36

,0
99

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
41

5,
10

1
17

8,
93

0
23

6,
17

1
46

,5
23

18
9,

64
8

26
,1

71
16

3,
47

7
14

0,
37

6
23

,1
01

16
小

計
12

,4
41

,8
90

6,
20

8,
78

9
6,

23
3,

10
1

1,
47

9,
03

5
4,

75
4,

06
6

46
2,

73
7

4,
29

1,
32

9
2,

53
8,

35
2

1,
75

2,
97

7
輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
93

,9
20

-
93

,9
20

-
93

,9
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,9
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-

-
-

(控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税
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,7
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-
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,7
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-
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,7

76
72

,7
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-
-

-
合

計
12

,4
63

,0
34

6,
20

8,
78

9
6,

25
4,

24
5

1,
47

9,
03

5
4,

77
5,

21
0

48
3,

88
1

4,
29

1,
32

9
2,

53
8,

35
2

1,
75

2,
97

7
（

再
掲

）
　市

場
生

産
者

11
,5

43
,3

90
6,

00
7,

03
1

5,
53

6,
35

9
1,

28
3,

31
9

4,
25

3,
04

0
45

6,
80

2
3,

79
6,

23
8

2,
04

3,
26

1
1,

75
2,

97
7

　一
般

政
府

72
6,

33
2

15
4,

24
1

57
2,

09
1

17
7,

20
2

39
4,

88
9

2,
58

9
39

2,
30

0
39

2,
30

0
0

　対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

17
2,

16
8

47
,5

17
12

4,
65

1
18

,5
14

10
6,

13
7

3,
34

6
10

2,
79

1
10

2,
79

1
0

小
計

12
,4

41
,8

90
6,

20
8,

78
9

6,
23

3,
10

1
1,

47
9,

03
5

4,
75

4,
06

6
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2,
73

7
4,
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1,
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9

2,
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2
1,
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7
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定
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減
耗
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所
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年
度
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（
単

位
：
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円
）

産
出

額
県

内
総

生
産

県
内

純
生

産
生

産
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品

に
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さ
県

内
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業
余

剰
・

経
済

活
動

の
種

類
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）れ

る
税

(控
除

)補
助

金
雇

用
者

報
酬

混
合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
98

,9
12

56
,9

98
41

,9
14

14
,9

03
27

,0
11

△
 3

,5
33

30
,5

44
22

,3
76

8,
16

8
1

 2
　鉱

業
16

,8
15

8,
97

7
7,

83
8

3,
52

0
4,

31
8

65
3

3,
66

5
2,

76
1

90
4

2
 3

　製
造

業
6,

19
5,

33
6

3,
91

5,
39

4
2,

27
9,

94
2

59
5,

64
5

1,
68

4,
29

7
15

4,
74

0
1,

52
9,

55
7

58
9,

51
5

94
0,

04
2

3
 (

1)
　食

料
品

28
4,

61
3

16
3,

85
7

12
0,

75
6

－
－

－
－

－
－

(1
)

 (
2)

　繊
維

製
品

58
,0

50
36

,7
37

21
,3
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－

－
－

－
－

－
(2

)
 (

3)
　パ

ル
プ

・紙
・紙

加
工

品
10

3,
03

6
67

,4
76

35
,5

60
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

92
1,

70
4

1,
05

1,
27

1
87

0,
43

3
－

－
－

－
－

－
(4

)
 (

5)
　石

油
・石

炭
製

品
88

2,
11

4
65

2,
16

4
22

9,
95

0
－

－
－

－
－

－
(5

)
 (

6)
　窯

業
・土

石
製

品
19

1,
08

4
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0,
52

7
90

,5
57

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
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　一
次

金
属

78
5,
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9

58
5,

33
3
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0,
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6

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

16
3,
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7

91
,8
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71

,2
59

－
－

－
－

－
－

(8
)

 (
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　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
29

8,
11

1
18

0,
51

8
11

7,
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3
－

－
－

－
－

－
(9

)
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子

部
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・デ
バ
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,8
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,7
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－
－

－
－

－
－

(1
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 (
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) 
電

気
機

械
36

,7
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,8
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,8
85

－
－

－
－

－
－

(1
1)

 (
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) 
情

報
・通

信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－

(1
2)

 (
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) 
輸

送
用

機
械

1,
01

7,
29

6
70

1,
40

2
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5,
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4
－

－
－

－
－

－
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) 

そ
の

他
の

製
造

業
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3,
73

2
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8,
66

1
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5,
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1
－

－
－

－
－

－
(1
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　電
気

･ガ
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道
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棄

物
処

理
業
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7,

44
1

32
7,

83
3

25
9,

60
8

11
8,

78
5

14
0,

82
3

15
,3

66
12

5,
45

7
46

,8
96

78
,5

61
4

 5
　建

設
業

75
9,

23
4

40
7,

93
5

35
1,

29
9

32
,2

82
31

9,
01

7
25

,8
72

29
3,

14
5

19
5,

66
5

97
,4

80
5

 6
  卸

売
・小

売
業

83
3,

97
9

32
6,

37
6

50
7,

60
3

63
,1

29
44

4,
47

4
78

,3
64

36
6,

11
0

29
2,

81
6

73
,2

94
6

 7
  運

輸
・郵

便
業

68
8,

32
6

30
7,

61
6

38
0,

71
0

88
,4

69
29

2,
24

1
30

,7
46

26
1,

49
5

18
5,

54
8

75
,9

47
7

 8
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
31

8,
80

4
17

7,
42

2
14

1,
38

2
17

,8
37

12
3,

54
5

13
,5

95
10

9,
95

0
62

,1
20

47
,8

30
8

 9
　情

報
通

信
業

25
9,

15
8

13
6,

12
1

12
3,

03
7

44
,0

15
79

,0
22

23
,3

06
55

,7
16

28
,8

38
26

,8
78

9
10

　金
融

・保
険

業
28

0,
64

3
10

2,
20

1
17

8,
44

2
20

,3
54

15
8,

08
8

4,
66

6
15

3,
42

2
81

,3
17

72
,1

05
10

11
　不

動
産

業
65

3,
83

6
10

7,
49

4
54

6,
34

2
22

6,
16

4
32

0,
17

8
63

,2
98

25
6,

88
0

13
,6

43
24

3,
23

7
11

12
　専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
43

2,
89

9
13

8,
43

2
29

4,
46

7
35

,9
67

25
8,

50
0

36
,4

00
22

2,
10

0
13

7,
12

6
84

,9
74

12
13

　公
務

38
8,

69
8

72
,2

80
31

6,
41

8
10

2,
09

6
21

4,
32

2
2,

65
4

21
1,

66
8

21
1,

66
8

0
13

14
　教

育
25

1,
01

4
34

,7
40

21
6,

27
4

49
,6

33
16

6,
64

1
1,

76
3

16
4,

87
8

16
7,

98
6

△
 3

,1
08

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

82
7,

16
3

27
5,

01
3

55
2,

15
0

62
,5

32
48

9,
61

8
△

 4
,0

06
49

3,
62

4
47

1,
59

8
22

,0
26

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
42

7,
12

4
18

4,
35

0
24

2,
77

4
44

,4
90

19
8,

28
4

27
,8

51
17

0,
43

3
14

2,
73

7
27

,6
96

16
小

計
13

,0
19

,3
82

6,
57

9,
18

2
6,

44
0,

20
0

1,
51

9,
82

1
4,

92
0,

37
9

47
1,

73
5

4,
44

8,
64

4
2,

65
2,

61
0

1,
79

6,
03

4
輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
10

6,
18

9
-

10
6,

18
9

-
10

6,
18

9
10

6,
18

9
-

-
-

(控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

82
,8

53
-

82
,8

53
-

82
,8

53
82

,8
53

-
-

-
合

計
13

,0
42

,7
18

6,
57

9,
18

2
6,

46
3,

53
6

1,
51

9,
82

1
4,

94
3,

71
5

49
5,

07
1

4,
44

8,
64

4
2,

65
2,

61
0

1,
79

6,
03

4
（

再
掲

）
　市

場
生

産
者

12
,1

07
,7

35
6,

37
6,

32
1

5,
73

1,
41

4
1,

31
7,

08
8

4,
41

4,
32

6
46

5,
36

4
3,

94
8,

96
2

2,
15

2,
92

8
1,

79
6,

03
4

　一
般

政
府

73
0,

23
0

15
2,

55
3

57
7,

67
7

18
3,

51
7

39
4,

16
0

2,
71

8
39

1,
44

2
39

1,
44

2
0

　対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

18
1,

41
7

50
,3

08
13

1,
10

9
19

,2
16

11
1,

89
3

3,
65

3
10

8,
24

0
10

8,
24

0
0

小
計

13
,0

19
,3

82
6,

57
9,

18
2

6,
44

0,
20

0
1,

51
9,

82
1

4,
92

0,
37

9
47

1,
73

5
4,

44
8,

64
4

2,
65

2,
61

0
1,

79
6,

03
4

中
間

投
入

固
定

資
本

減
耗

県
内

要
素

所
得

- 64 -



４
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
平

成
30

年
度

）
　

（
単

位
：

10
0万

円
）

産
出

額
県

内
総

生
産

県
内

純
生

産
生

産
・輸

入
品

に
課

さ
県

内
営

業
余

剰
・

経
済

活
動

の
種

類
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）れ

る
税

(控
除

)補
助

金
雇

用
者

報
酬

混
合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
96

,6
42

59
,8

98
36

,7
44

14
,8

30
21

,9
14

△
 2

,2
24

24
,1

38
23

,9
19

21
9

1
 2

　鉱
業

17
,4

01
9,

38
5

8,
01

6
3,

77
9

4,
23

7
63

3
3,

60
4

2,
63

4
97

0
2

 3
　製

造
業

6,
88

5,
35

8
4,

64
6,

31
5

2,
23

9,
04

3
63

6,
40

7
1,

60
2,

63
6

15
4,

12
3

1,
44

8,
51

3
59

3,
79

3
85

4,
72

0
3

 (
1)

　食
料

品
26

8,
32

1
16

8,
21

6
10

0,
10

5
－

－
－

－
－

－
(1

)
 (

2)
　繊

維
製

品
58

,3
42

39
,2

57
19

,0
85

－
－

－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品

95
,7

97
64

,9
11

30
,8

86
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

93
7,

25
6

1,
12

6,
14

7
81

1,
10

9
－

－
－

－
－

－
(4

)
 (

5)
　石

油
・石

炭
製

品
1,

18
2,

80
2

94
0,

92
5

24
1,

87
7

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

24
2,

00
7

13
2,

77
3

10
9,

23
4

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

83
0,

68
6

66
4,

37
3

16
6,

31
3

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

18
1,

28
1

10
3,

64
7

77
,6

34
－

－
－

－
－

－
(8

)
 (

9)
　は

ん
用

・生
産

用
・業

務
用

機
械

37
6,

38
6

21
8,

29
5

15
8,

09
1

－
－

－
－

－
－

(9
)

 (
10

) 
電

子
部

品
・デ

バ
イス

69
,7

11
38

,2
96

31
,4

15
－

－
－

－
－

－
(1

0)
 (

11
) 

電
気

機
械

34
,9

72
19

,0
45

15
,9

27
－

－
－

－
－

－
(1

1)
 (

12
) 

情
報

・通
信

機
器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
(1

2)
 (

13
) 

輸
送

用
機

械
1,

19
2,

58
4

89
5,

34
3

29
7,

24
1

－
－

－
－

－
－

(1
3)

 (
14

) 
そ

の
他

の
製

造
業

41
5,

21
3

23
5,

08
7

18
0,

12
6

－
－

－
－

－
－

(1
4)

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
62

3,
15

8
36

7,
38

7
25

5,
77

1
12

1,
90

6
13

3,
86

5
15

,5
90

11
8,

27
5

53
,9

41
64

,3
34

4
 5

　建
設

業
74

6,
97

2
40

4,
93

2
34

2,
04

0
34

,3
28

30
7,

71
2

26
,3

02
28

1,
41

0
18

5,
92

6
95

,4
84

5
 6

  卸
売

・小
売

業
84

9,
43

3
34

7,
32

6
50

2,
10

7
64

,7
57

43
7,

35
0

77
,6

43
35

9,
70

7
28

0,
96

9
78

,7
38

6
 7

  運
輸

・郵
便

業
67

7,
38

9
30

5,
94

1
37

1,
44

8
90

,0
85

28
1,

36
3

31
,4

91
24

9,
87

2
16

7,
21

2
82

,6
60

7
 8

　宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

31
8,

96
7

17
5,

73
6

14
3,

23
1

17
,8

96
12

5,
33

5
13

,6
82

11
1,

65
3

59
,4

98
52

,1
55

8
 9

　情
報

通
信

業
26

8,
22

2
14

5,
00

5
12

3,
21

7
43

,8
23

79
,3

94
23

,7
74

55
,6

20
32

,0
84

23
,5

36
9

10
　金

融
・保

険
業

28
6,

56
7

10
5,

66
8

18
0,

89
9

20
,5

34
16

0,
36

5
4,

45
4

15
5,

91
1

70
,9

48
84

,9
63

10
11

　不
動

産
業

65
1,

20
5

10
8,

88
0

54
2,

32
5

22
8,

11
6

31
4,

20
9

63
,1

21
25

1,
08

8
15

,7
57

23
5,

33
1

11
12

　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

44
3,

40
4

14
1,

77
2

30
1,

63
2

37
,2

09
26

4,
42

3
36

,9
00

22
7,

52
3

13
2,

68
8

94
,8

35
12

13
　公

務
39

9,
68

2
75

,6
60

32
4,

02
2

10
6,

78
4

21
7,

23
8

2,
80

8
21

4,
43

0
21

4,
43

0
0

13
14

　教
育

25
0,

48
9

36
,3

66
21

4,
12

3
48

,9
68

16
5,

15
5

1,
80

0
16

3,
35

5
14

6,
00

9
17

,3
46

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

82
4,

17
7

27
1,

98
6

55
2,

19
1

62
,5

71
48

9,
62

0
△

 4
,0

99
49

3,
71

9
48

4,
36

7
9,

35
2

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
43

2,
25

0
19

0,
05

2
24

2,
19

8
43

,1
89

19
9,

00
9

28
,2

39
17

0,
77

0
14

1,
64

1
29

,1
29

16
小

計
13

,7
71

,3
16

7,
39

2,
30

9
6,

37
9,

00
7

1,
57

5,
18

2
4,

80
3,

82
5

47
4,

23
7

4,
32

9,
58

8
2,

60
5,

81
6

1,
72

3,
77

2
輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
11

2,
73

6
-

11
2,

73
6

-
11

2,
73

6
11

2,
73

6
-

-
-

(控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

93
,1

98
-

93
,1

98
-

93
,1

98
93

,1
98

-
-

-
合

計
13

,7
90

,8
54

7,
39

2,
30

9
6,

39
8,

54
5

1,
57

5,
18

2
4,

82
3,

36
3

49
3,

77
5

4,
32

9,
58

8
2,

60
5,

81
6

1,
72

3,
77

2
（

再
掲

）
　市

場
生

産
者

12
,8

50
,1

75
7,

18
2,

71
0

5,
66

7,
46

5
1,

36
6,

34
1

4,
30

1,
12

4
46

6,
98

9
3,

83
4,

13
5

2,
11

0,
36

3
1,

72
3,

77
2

　一
般

政
府

74
2,

98
2

15
8,

86
1

58
4,

12
1

18
9,

39
0

39
4,

73
1

2,
87

7
39

1,
85

4
39

1,
85

4
0

　対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

17
8,

15
9

50
,7

38
12

7,
42

1
19

,4
51

10
7,

97
0

4,
37

1
10

3,
59

9
10

3,
59

9
0

小
計

13
,7

71
,3

16
7,

39
2,

30
9

6,
37

9,
00

7
1,

57
5,

18
2

4,
80

3,
82

5
47

4,
23

7
4,

32
9,

58
8

2,
60

5,
81

6
1,

72
3,

77
2

中
間

投
入

固
定

資
本

減
耗

県
内

要
素

所
得
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済
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動

別
県

内
総

生
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及
び

要
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得

（
令

和
元

年
度

）
　

（
単

位
：

10
0万

円
）

産
出

額
県

内
総

生
産

県
内

純
生

産
生

産
・輸

入
品

に
課

さ
県

内
営

業
余

剰
・

経
済

活
動

の
種

類
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）れ

る
税

(控
除

)補
助

金
雇

用
者

報
酬

混
合

所
得

①
②

③
＝

①
－

②
④

⑤
＝

③
－

④
⑥

⑦
＝

⑤
－

⑥
⑧

⑨
＝

⑦
－

⑧
 1

  農
林

水
産

業
93

,4
01

63
,5

57
29

,8
44

14
,1

94
15

,6
50

△
 2

,3
58

18
,0

08
21

,7
30

△
 3

,7
22

1
 2

　鉱
業

16
,7

66
8,

93
6

7,
83

0
3,

65
7

4,
17

3
61

4
3,

55
9

2,
68

5
87

4
2

 3
　製

造
業

6,
30

5,
41

0
4,

13
5,

91
7

2,
16

9,
49

3
64

8,
45

6
1,

52
1,

03
7

15
0,

18
7

1,
37

0,
85

0
58

3,
26

6
78

7,
58

4
3

 (
1)

　食
料

品
26

2,
46

0
16

4,
40

7
98

,0
53

－
－

－
－

－
－

(1
)

 (
2)

　繊
維

製
品

55
,9

58
37

,6
83

18
,2
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－

－
－

－
－

－
(2

)
 (

3)
　パ

ル
プ

・紙
・紙

加
工

品
95

,6
16

64
,9

03
30

,7
13

－
－

－
－

－
－

(3
)

 (
4)

　化
学

1,
98

3,
02

9
1,

02
8,

92
6

95
4,

10
3

－
－

－
－

－
－

(4
)

 (
5)

　石
油

・石
炭

製
品

84
1,

41
6

68
3,

39
5

15
8,

02
1

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

22
7,

74
4

12
2,

53
4

10
5,

21
0

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

71
2,

56
4

58
0,

74
3

13
1,

82
1

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

16
3,

92
8

97
,6

99
66

,2
29

－
－

－
－

－
－

(8
)

 (
9)

　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
35

1,
60

4
21

3,
23

6
13

8,
36

8
－

－
－

－
－

－
(9

)
 (

10
) 

電
子

部
品

・デ
バ

イス
77

,3
01

41
,9

27
35

,3
74

－
－

－
－

－
－

(1
0)

 (
11

) 
電

気
機

械
34

,1
52

19
,0

13
15

,1
39

－
－

－
－

－
－

(1
1)

 (
12

) 
情

報
・通

信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－

(1
2)

 (
13

) 
輸

送
用

機
械

1,
11

2,
10

2
85

6,
30

4
25

5,
79

8
－

－
－

－
－

－
(1

3)
 (

14
) 

そ
の

他
の

製
造

業
38

7,
53

6
22

5,
14

7
16

2,
38

9
－

－
－

－
－

－
(1

4)
 4

　電
気

･ガ
ス

･水
道

・廃
棄

物
処

理
業

59
1,

87
1

34
4,

09
9

24
7,

77
2

11
6,

59
7

13
1,

17
5

15
,9

78
11

5,
19

7
47

,9
69

67
,2

28
4

 5
　建

設
業

68
1,

39
9

37
0,

46
7

31
0,

93
2

31
,8

27
27

9,
10

5
26

,5
95

25
2,

51
0

19
7,

69
6

54
,8

14
5

 6
  卸

売
・小

売
業

83
5,

05
0

34
4,

38
3

49
0,

66
7

64
,3

59
42

6,
30

8
75

,8
59

35
0,

44
9

26
7,

44
6

83
,0

03
6

 7
  運

輸
・郵

便
業

64
0,

28
4

27
8,

28
6

36
1,

99
8

88
,7

93
27

3,
20

5
31

,6
97

24
1,

50
8

16
8,

48
5

73
,0

23
7

 8
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
30

2,
40

4
17

0,
93

2
13

1,
47

2
16

,6
96

11
4,

77
6

13
,2

39
10

1,
53

7
58

,3
01

43
,2

36
8

 9
　情

報
通

信
業

26
3,

28
5

14
5,

36
2

11
7,

92
3

42
,7

17
75

,2
06

23
,8

01
51

,4
05

31
,8

03
19

,6
02

9
10

　金
融

・保
険

業
29

1,
54

4
10

8,
86

4
18

2,
68

0
20

,9
38

16
1,

74
2

3,
88

8
15

7,
85

4
67

,7
98

90
,0

56
10

11
　不

動
産

業
66

7,
43

4
11

2,
72

6
55

4,
70

8
23

5,
36

4
31

9,
34

4
63

,1
23

25
6,

22
1

15
,9

52
24

0,
26

9
11

12
　専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
44

5,
66

9
14

1,
88

8
30

3,
78

1
37

,7
51

26
6,

03
0

38
,4

24
22

7,
60

6
13

1,
59

8
96

,0
08

12
13

　公
務

40
0,

13
8

75
,5

68
32

4,
57

0
10

6,
95

4
21

7,
61

6
2,

92
8

21
4,

68
8

21
4,

68
8

0
13

14
　教

育
24

8,
58

4
36

,3
98

21
2,

18
6

48
,4

37
16

3,
74

9
1,

78
9

16
1,

96
0

14
7,

81
0

14
,1

50
14

15
　保

健
衛

生
・社

会
事

業
83

6,
96

0
27

7,
83

3
55

9,
12

7
61

,9
27

49
7,

20
0

△
 3

,7
98

50
0,

99
8

49
3,

37
3

7,
62

5
15

16
　そ

の
他

の
サ

ー
ビス

42
2,

19
5

18
3,

56
7

23
8,

62
8

41
,1

94
19

7,
43

4
27

,8
17

16
9,

61
7

14
3,

53
4

26
,0

83
16

小
計

13
,0

42
,3

94
6,

79
8,

78
3

6,
24

3,
61

1
1,

57
9,

86
1

4,
66

3,
75

0
46

9,
78

3
4,

19
3,

96
7

2,
59

4,
13

4
1,

59
9,

83
3

輸
入

品
に

課
され

る
税

・関
税

10
8,

80
2

-
10

8,
80

2
-

10
8,

80
2

10
8,

80
2

-
-

-
(控

除
）

総
資

本
形

成
に

係
る

消
費

税
91

,6
79

-
91

,6
79

-
91

,6
79

91
,6

79
-

-
-

合
計

13
,0

59
,5

17
6,

79
8,

78
3

6,
26

0,
73

4
1,

57
9,

86
1

4,
68

0,
87

3
48

6,
90

6
4,

19
3,

96
7

2,
59

4,
13

4
1,

59
9,

83
3

（
再

掲
）

　市
場

生
産

者
12

,1
12

,7
69

6,
58

5,
98

2
5,

52
6,

78
7

1,
37

0,
00

5
4,

15
6,

78
2

46
2,

94
9

3,
69

3,
83

3
2,

09
4,

00
0

1,
59

9,
83

3
　一

般
政

府
74

3,
83

8
15

9,
61

1
58

4,
22

7
19

0,
61

8
39

3,
60

9
2,

99
7

39
0,

61
2

39
0,

61
2

0
　対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
18

5,
78

7
53

,1
90

13
2,

59
7

19
,2

38
11

3,
35

9
3,

83
7

10
9,

52
2

10
9,

52
2

0
小

計
13

,0
42

,3
94

6,
79

8,
78

3
6,

24
3,

61
1

1,
57

9,
86

1
4,

66
3,

75
0

46
9,

78
3

4,
19

3,
96

7
2,

59
4,

13
4

1,
59

9,
83

3

中
間

投
入

固
定

資
本

減
耗

県
内

要
素

所
得
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４
　　

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
令

和
2年

度
）

　
（

単
位

：
10

0万
円

）
産

出
額

県
内

総
生

産
県

内
純

生
産

生
産

・輸
入

品
に

課
さ

県
内

営
業

余
剰

・
経

済
活

動
の

種
類

（
生

産
者

価
格

表
示

）
（

生
産

者
価

格
表

示
）

（
生

産
者

価
格

表
示

）れ
る

税
(控

除
)補

助
金

雇
用

者
報

酬
混

合
所

得
①

②
③

＝
①

－
②

④
⑤

＝
③

－
④

⑥
⑦

＝
⑤

－
⑥

⑧
⑨

＝
⑦

－
⑧

 1
  農

林
水

産
業

89
,3

61
59

,4
32

29
,9

29
13

,2
72

16
,6

57
△

 1
,7

84
18

,4
41

21
,8

83
△

 3
,4

42
1

 2
　鉱

業
17

,8
39

9,
03

6
8,

80
3

3,
92

1
4,

88
2

66
9

4,
21

3
2,

50
1

1,
71

2
2

 3
　製

造
業

5,
67

2,
43

9
3,

42
4,

74
6

2,
24

7,
69

3
66

6,
63

3
1,

58
1,

06
0

15
9,

30
0

1,
42

1,
76

0
55

1,
54

3
87

0,
21

7
3

 (
1)

　食
料

品
26

3,
29

0
15

7,
63

9
10

5,
65

1
－

－
－

－
－

－
(1

)
 (

2)
　繊

維
製

品
44

,9
60

30
,5

87
14

,3
73

－
－

－
－

－
－

(2
)

 (
3)

　パ
ル

プ
・紙

・紙
加

工
品

82
,4

40
51

,5
08

30
,9

32
－

－
－

－
－

－
(3

)
 (

4)
　化

学
1,

84
1,

55
0

87
7,

32
5

96
4,

22
5

－
－

－
－

－
－

(4
)

 (
5)

　石
油

・石
炭

製
品

69
5,

28
6

50
5,

20
7

19
0,

07
9

－
－

－
－

－
－

(5
)

 (
6)

　窯
業

・土
石

製
品

22
5,

32
5

11
6,

67
0

10
8,

65
5

－
－

－
－

－
－

(6
)

 (
7)

　一
次

金
属

60
8,

54
4

46
6,

67
2

14
1,

87
2

－
－

－
－

－
－

(7
)

 (
8)

　金
属

製
品

17
2,

30
1

91
,2

40
81

,0
61

－
－

－
－

－
－

(8
)

 (
9)

　は
ん

用
・生

産
用

・業
務

用
機

械
31

8,
66

0
17

8,
47

1
14

0,
18

9
－

－
－

－
－

－
(9

)
 (

10
) 

電
子

部
品

・デ
バ

イス
83

,8
02

51
,2

12
32

,5
90

－
－

－
－

－
－

(1
0)

 (
11

) 
電

気
機

械
28

,6
59

15
,2

79
13

,3
80

－
－

－
－

－
－

(1
1)

 (
12

) 
情

報
・通

信
機

器
－

－
－

－
－

－
－

－
－

(1
2)

 (
13

) 
輸

送
用

機
械

97
9,

45
0

69
2,

38
6

28
7,

06
4

－
－

－
－

－
－

(1
3)

 (
14

) 
そ

の
他

の
製

造
業

32
8,

17
2

19
0,

55
0

13
7,

62
2

－
－

－
－

－
－

(1
4)

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
58

2,
40

4
37

1,
04

0
21

1,
36

4
12

0,
48

7
90

,8
77

18
,2

44
72

,6
33

39
,1

55
33

,4
78

4
 5

　建
設

業
65

9,
92

6
35

1,
26

1
30

8,
66

5
32

,6
06

27
6,

05
9

31
,4

95
24

4,
56

4
19

0,
37

2
54

,1
92

5
 6

  卸
売

・小
売

業
79

0,
97

4
33

3,
00

2
45

7,
97

2
61

,4
73

39
6,

49
9

85
,4

31
31

1,
06

8
26

3,
80

0
47

,2
68

6
 7

  運
輸

・郵
便

業
55

9,
30

4
23

4,
32

1
32

4,
98

3
10

1,
29

6
22

3,
68

7
28

,7
52

19
4,

93
5

16
1,

38
7

33
,5

48
7

 8
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
19

8,
08

2
12

1,
81

6
76

,2
66

14
,5

27
61

,7
39

10
,5

54
51

,1
85

53
,9

73
△

 2
,7

88
8

 9
　情

報
通

信
業

26
6,

95
8

14
3,

95
9

12
2,

99
9

42
,8

66
80

,1
33

28
,0

68
52

,0
65

28
,2

37
23

,8
28

9
10

　金
融

・保
険

業
27

2,
92

6
10

0,
98

5
17

1,
94

1
19

,9
41

15
2,

00
0

4,
67

9
14

7,
32

1
58

,6
82

88
,6

39
10

11
　不

動
産

業
67

2,
59

7
11

2,
53

4
56

0,
06

3
24

0,
22

9
31

9,
83

4
66

,1
55

25
3,

67
9

16
,7

96
23

6,
88

3
11

12
　専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
42

8,
32

4
12

5,
52

2
30

2,
80

2
38

,9
53

26
3,

84
9

44
,7

45
21

9,
10

4
12

4,
26

9
94

,8
35

12
13

　公
務

42
8,

39
3

10
1,

55
8

32
6,

83
5

11
2,

75
4

21
4,

08
1

2,
94

4
21

1,
13

7
21

1,
13

7
0

13
14

　教
育

25
0,

78
7

40
,8

24
20

9,
96

3
48

,7
13

16
1,

25
0

1,
83

4
15

9,
41

6
15

3,
80

1
5,

61
5

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

83
6,

00
6

27
9,

03
8

55
6,

96
8

61
,5

82
49

5,
38

6
△

 4
,3

25
49

9,
71

1
47

5,
21

3
24

,4
98

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
37

5,
71

8
16

2,
40

0
21

3,
31

8
35

,6
77

17
7,

64
1

28
,7

36
14

8,
90

5
13

6,
79

1
12

,1
14

16
小

計
12

,1
02

,0
38

5,
97

1,
47

4
6,

13
0,

56
4

1,
61

4,
93

0
4,

51
5,

63
4

50
5,

49
7

4,
01

0,
13

7
2,

48
9,

54
0

1,
52

0,
59

7
輸

入
品

に
課

され
る

税
・関

税
10

8,
98

3
-

10
8,

98
3

-
10

8,
98

3
10

8,
98

3
-

-
-

(控
除

）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

91
,4

01
-

91
,4

01
-

91
,4

01
91

,4
01

-
-

-
合

計
12

,1
19

,6
20

5,
97

1,
47

4
6,

14
8,

14
6

1,
61

4,
93

0
4,

53
3,

21
6

52
3,

07
9

4,
01

0,
13

7
2,

48
9,

54
0

1,
52

0,
59

7
（

再
掲

）
　市

場
生

産
者

11
,1

29
,3

79
5,

72
2,

51
8

5,
40

6,
86

1
1,

39
9,

24
2

4,
00

7,
61

9
49

8,
79

0
3,

50
8,

82
9

1,
98

8,
23

2
1,

52
0,

59
7

　一
般

政
府

78
6,

21
4

19
9,

06
3

58
7,

15
1

19
6,

81
1

39
0,

34
0

3,
01

9
38

7,
32

1
38

7,
32

1
0

　対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

18
6,

44
5

49
,8

93
13

6,
55

2
18

,8
77

11
7,

67
5

3,
68

8
11

3,
98

7
11

3,
98

7
0

小
計

12
,1

02
,0

38
5,

97
1,

47
4

6,
13

0,
56

4
1,

61
4,

93
0

4,
51

5,
63

4
50

5,
49

7
4,

01
0,

13
7

2,
48

9,
54

0
1,

52
0,

59
7

中
間

投
入

固
定

資
本

減
耗

県
内

要
素

所
得
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５
　　

経
済

活
動

別
の

就
業

者
数

及
び

雇
用

者
数

（
単

位
：

人
）

就
業

者
数

雇
用

者
数

就
業

者
数

就
業

者
数

就
業

者
数

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

 1
  農

林
水

産
業

35
,2

87
9,

50
6

34
,2

63
9,

41
3

33
,2

56
9,

26
8

32
,2

96
9,

15
0

1
 (

1)
農

業
28

,8
37

6,
91

7
28

,1
12

6,
91

8
27

,4
08

6,
88

2
26

,7
28

6,
86

3
(1

)
 (

2)
林

業
1,

25
7

1,
02

7
1,

22
8

99
9

1,
19

6
96

5
1,

16
9

93
8

(2
)

 (
3)

水
産

業
5,

19
3

1,
56

2
4,

92
3

1,
49

6
4,

65
2

1,
42

1
4,

39
9

1,
34

9
(3

)
 2

　鉱
業

68
7

67
9

58
1

57
5

61
7

60
8

56
6

55
8

2
 3

　製
造

業
11

8,
54

9
11

4,
63

9
10

6,
96

6
10

3,
17

4
10

6,
30

1
10

2,
62

4
10

8,
13

2
10

4,
55

9
3

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
8,

15
2

7,
56

2
8,

25
7

7,
64

9
7,

80
0

7,
17

4
8,

83
1

8,
18

5
4

 5
　建

設
業

62
,9

85
50

,3
16

59
,8

04
47

,2
31

60
,6

33
48

,1
52

60
,5

82
48

,1
91

5
 6

  卸
売

・小
売

業
11

3,
77

8
99

,1
48

10
8,

97
1

94
,9

90
10

9,
07

2
95

,7
04

10
8,

08
9

95
,3

08
6

 7
  運

輸
・郵

便
業

40
,8

29
39

,5
82

43
,1

18
41

,9
21

41
,2

79
40

,1
29

41
,3

74
40

,2
69

7
 8

　宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

37
,8

59
30

,8
36

41
,7

41
34

,9
43

41
,3

21
34

,7
41

39
,0

30
32

,6
63

8
 9

　情
報

通
信

業
5,

69
4

5,
30

2
6,

40
0

6,
00

2
6,

39
3

5,
99

2
6,

46
9

6,
06

4
9

10
　金

融
・保

険
業

15
,4

92
14

,9
65

15
,9

92
15

,4
84

14
,5

64
14

,0
74

13
,6

14
13

,1
38

10
11

　不
動

産
業

5,
32

6
4,

31
2

5,
79

2
4,

78
3

5,
78

5
4,

78
1

6,
14

3
5,

14
3

11
12

　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

37
,7

80
30

,9
02

43
,5

65
36

,6
71

41
,9

44
35

,0
49

40
,2

55
33

,3
57

12
13

　公
務

30
,9

03
30

,8
81

30
,8

65
30

,8
44

30
,8

23
30

,8
03

30
,7

85
30

,7
66

13
14

　教
育

27
,7

67
25

,4
40

29
,2

84
27

,0
10

27
,5

96
25

,3
76

27
,1

85
25

,0
17

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

93
,1

53
89

,4
17

98
,1

82
94

,5
11

99
,2

77
95

,6
70

10
0,

50
0

96
,9

55
15

16
　そ

の
他

の
サ

ー
ビス

51
,5

27
40

,7
95

53
,6

41
43

,0
55

52
,4

21
41

,9
73

51
,3

26
41

,0
09

16
合

計
68

5,
76

8
59

4,
28

2
59

9,
05

1
68

7,
42

2
59

8,
25

6
60

2,
75

8
67

9,
08

2
59

2,
11

8
59

6,
32

0
67

5,
17

7
59

0,
33

2
59

4,
21

6
合

計
（

注
）

１
　二

重
雇

用
分

を含
ん

だ
人

数
で

あ
る

た
め

、国
勢

調
査

と数
値

は
一

致
しな

い
。

　　
　 

　２
　雇

用
者

数
は

基
本

的
に

県
内

（
就

業
地

）
ベ

ー
ス

。た
だ

し、
合

計
に

つ
い

て
は

、県
民

（
常

住
地

)ベ
ー

ス
の

人
数

も
並

列
して

掲
載

して
い

る
。

平
成

23
年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

雇
用

者
数

雇
用

者
数

雇
用

者
数
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５
　　

経
済

活
動

別
の

就
業

者
数

及
び

雇
用

者
数

（
単

位
：

人
）

就
業

者
数

就
業

者
数

就
業

者
数

雇
用

者
数

就
業

者
数

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

 1
  農

林
水

産
業

31
,3

13
9,

03
6

30
,0

91
8,

93
6

28
,9

58
8,

86
0

27
,8

46
8,

70
9

1
 (

1)
農

業
25

,9
99

6,
83

4
25

,0
13

6,
80

5
24

,1
01

6,
80

3
23

,2
01

6,
73

4
(1

)
 (

2)
林

業
1,

14
5

91
4

1,
13

3
90

1
1,

12
1

89
0

1,
09

8
86

8
(2

)
 (

3)
水

産
業

4,
16

9
1,

28
8

3,
94

5
1,

23
0

3,
73

6
1,

16
7

3,
54

7
1,

10
7

(3
)

 2
　鉱

業
63

3
62

2
61

5
60

6
61

7
60

9
59

4
58

8
2

 3
　製

造
業

11
1,

32
4

10
7,

85
5

11
2,

32
4

10
8,

98
3

11
3,

69
0

11
0,

47
0

11
3,

09
5

10
9,

99
1

3
 4

　電
気

･ガ
ス

･水
道

・廃
棄

物
処

理
業

9,
01

6
8,

36
7

9,
38

3
8,

73
6

9,
87

0
9,

22
3

10
,7

21
10

,0
75

4
 5

　建
設

業
61

,3
38

49
,0

34
63

,3
17

51
,2

37
63

,4
46

51
,5

86
57

,5
02

45
,8

50
5

 6
  卸

売
・小

売
業

10
7,

03
2

94
,8

07
10

5,
26

2
93

,6
43

10
4,

65
7

93
,6

13
10

3,
34

1
92

,8
42

6
 7

  運
輸

・郵
便

業
41

,6
01

40
,5

35
42

,4
12

41
,3

57
43

,2
64

42
,2

21
38

,5
32

37
,5

03
7

 8
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
37

,4
61

31
,2

98
37

,6
07

31
,6

36
37

,8
11

32
,0

27
36

,5
52

30
,9

49
8

 9
　情

報
通

信
業

6,
44

6
6,

03
5

5,
91

2
5,

49
0

5,
72

2
5,

29
0

6,
39

1
5,

94
1

9
10

　金
融

・保
険

業
13

,6
14

13
,1

52
14

,1
33

13
,6

94
14

,2
80

13
,8

62
12

,4
69

12
,0

71
10

11
　不

動
産

業
6,

37
4

5,
38

5
5,

95
7

4,
95

9
5,

74
1

4,
73

3
6,

56
7

5,
55

0
11

12
　専

門
・科

学
技

術
、業

務
支

援
サ

ー
ビス

業
38

,9
64

32
,0

15
39

,5
23

32
,5

74
40

,9
66

34
,0

18
38

,4
86

31
,5

46
12

13
　公

務
30

,7
95

30
,7

77
30

,6
94

30
,6

76
30

,5
82

30
,5

65
30

,4
54

30
,4

36
13

14
　教

育
26

,8
04

24
,6

84
27

,7
01

25
,5

99
28

,1
54

26
,0

70
25

,4
83

23
,4

18
14

15
　保

健
衛

生
・社

会
事

業
10

3,
52

7
10

0,
04

3
10

7,
23

9
10

3,
78

6
10

6,
84

9
10

3,
42

7
10

9,
69

4
10

6,
30

4
15

16
　そ

の
他

の
サ

ー
ビス

50
,7

30
40

,5
14

50
,1

07
40

,0
41

50
,1

86
40

,2
63

49
,4

47
39

,6
58

16
合

計
67

6,
97

2
59

4,
15

9
59

7,
71

6
68

2,
27

7
60

1,
95

3
60

5,
35

2
68

4,
79

3
60

6,
83

7
61

0,
08

1
66

7,
17

4
59

1,
43

1
59

4,
53

0
合

計
（

注
）

１
　二

重
雇

用
分

を含
ん

だ
人

数
で

あ
る

た
め

、国
勢

調
査

と数
値

は
一

致
しな

い
。

　　
　 

　２
　雇

用
者

数
は

基
本

的
に

県
内

（
就

業
地

）
ベ

ー
ス

。た
だ

し、
合

計
に

つ
い

て
は

、県
民

（
常

住
地

)ベ
ー

ス
の

人
数

も
並

列
して

掲
載

して
い

る
。

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度

雇
用

者
数

雇
用

者
数

雇
用

者
数
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５
　　

経
済

活
動

別
の

就
業

者
数

及
び

雇
用

者
数

（
単

位
：

人
）

就
業

者
数

就
業

者
数

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
内

ベ
ー

ス
）

（
民

ベ
ー

ス
）

 1
  農

林
水

産
業

26
,6

83
8,

46
4

25
,7

40
8,

41
9

1
 (

1)
農

業
22

,2
43

6,
57

9
21

,4
84

6,
59

3
(1

)
 (

2)
林

業
1,

07
6

84
5

1,
06

5
83

5
(2

)
 (

3)
水

産
業

3,
36

4
1,

04
0

3,
19

1
99

1
(3

)
 2

　鉱
業

59
8

59
3

60
1

59
5

2
 3

　製
造

業
11

0,
58

9
10

7,
59

7
10

8,
50

5
10

5,
62

0
3

 4
　電

気
･ガ

ス
･水

道
・廃

棄
物

処
理

業
9,

60
0

8,
95

5
8,

40
8

7,
75

8
4

 5
　建

設
業

58
,0

39
46

,5
99

58
,3

32
47

,0
98

5
 6

  卸
売

・小
売

業
10

1,
84

9
91

,8
70

10
1,

77
7

92
,2

90
6

 7
  運

輸
・郵

便
業

38
,8

78
37

,8
61

38
,9

50
37

,9
45

7
 8

　宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
業

36
,3

47
30

,9
19

34
,4

49
29

,1
92

8
 9

　情
報

通
信

業
6,

54
8

6,
08

5
6,

08
7

5,
61

1
9

10
　金

融
・保

険
業

12
,2

04
11

,8
27

12
,3

63
12

,0
04

10
11

　不
動

産
業

6,
64

9
5,

62
2

6,
43

9
5,

40
2

11
12

　専
門

・科
学

技
術

、業
務

支
援

サ
ー

ビス
業

39
,2

89
32

,3
50

38
,7

78
31

,8
40

12
13

　公
務

30
,2

95
30

,2
78

30
,1

41
30

,1
24

13
14

　教
育

26
,5

55
24

,5
07

27
,2

09
25

,1
78

14
15

　保
健

衛
生

・社
会

事
業

10
7,

67
5

10
4,

31
5

10
7,

25
7

10
3,

92
9

15
16

　そ
の

他
の

サ
ー

ビス
48

,9
11

39
,2

59
47

,7
87

38
,2

63
16

合
計

66
0,

70
9

58
7,

10
1

59
0,

04
9

65
2,

82
3

58
1,

26
8

58
4,

07
0

合
計

（
注

）
１

　二
重

雇
用

分
を含

ん
だ

人
数

で
あ

る
た

め
、国

勢
調

査
と数

値
は

一
致

しな
い

。
　　

　 
　２

　雇
用

者
数

は
基

本
的

に
県

内
（

就
業

地
）

ベ
ー

ス
。た

だ
し、

合
計

に
つ

い
て

は
、県

民
（

常
住

地
)ベ

ー
ス

の
人

数
も

並
列

して
掲

載
して

い
る

。

令
和

元
年

度
令

和
2年

度
雇

用
者

数
雇

用
者

数
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６
　　

県
内

総
資

本
形

成
の

構
成

（
制

度
部

門
別

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

項
目

平
成

23
年

度
24

25
26

27
28

29
30

令
和

元
年

度
2

 1
 県

内
総

固
定

資
本

形
成

1,
34

9,
10

3
1,

52
1,

61
2

1,
53

6,
97

0
1,

59
2,

33
9

1,
54

8,
68

7
1,

64
5,

42
2

1,
64

1,
84

8
1,

72
6,

87
5

1,
68

9,
67

7
1,

54
3,

94
0

1

 (
1)

 住
宅

17
7,

04
7

19
2,

69
7

19
9,

41
6

19
6,

89
1

18
9,

77
7

24
4,

11
9

21
4,

23
7

20
5,

94
1

20
8,

35
1

18
0,

30
8

(1
)

　　
a 

民
間

17
1,

23
5

18
7,

31
8

19
3,

78
9

18
9,

99
7

18
4,

73
2

23
8,

66
3

20
9,

27
7

20
2,

13
7

20
3,

94
6

17
5,

36
3

a

　(
a)

 法
人

12
,4

57
13

,7
44

15
,6

62
18

,0
03

18
,5

50
27

,4
09

25
,2

59
24

,8
45

23
,5

11
20

,9
48

(a
)

　(
b)

 家
計

（
個

人
企

業
）

15
8,

77
8

17
3,

57
4

17
8,

12
7

17
1,

99
4

16
6,

18
2

21
1,

25
4

18
4,

01
8

17
7,

29
2

18
0,

43
5

15
4,

41
5

(b
)

　　
b 

公
的

5,
81

2
5,

37
9

5,
62

7
6,

89
4

5,
04

5
5,

45
6

4,
96

0
3,

80
4

4,
40

5
4,

94
5

b

 (
2)

 企
業

設
備

96
5,

05
3

1,
14

0,
15

4
1,

10
5,

85
9

1,
14

6,
26

5
1,

12
4,

94
8

1,
16

4,
32

4
1,

19
4,

24
4

1,
28

3,
83

5
1,

21
9,

88
1

1,
13

3,
14

2
(2

)

　　
a 

民
間

93
3,

05
8

1,
09

4,
03

1
1,

07
7,

16
9

1,
11

5,
40

0
1,

09
3,

11
3

1,
12

5,
64

4
1,

14
8,

28
2

1,
21

1,
11

6
1,

18
0,

53
0

1,
09

4,
32

6
a

　(
a)

 法
人

89
3,

54
9

1,
04

9,
98

4
1,

03
5,

97
2

1,
07

6,
47

3
1,

05
5,

58
0

1,
08

6,
66

5
1,

10
7,

32
7

1,
17

0,
14

9
1,

14
0,

23
7

1,
05

5,
28

8
(a

)

　(
b)

 家
計

（
個

人
企

業
）

39
,5

09
44

,0
47

41
,1

97
38

,9
27

37
,5

33
38

,9
79

40
,9

55
40

,9
67

40
,2

93
39

,0
38

(b
)

　　
b 

公
的

31
,9

95
46

,1
23

28
,6

90
30

,8
65

31
,8

35
38

,6
80

45
,9

62
72

,7
19

39
,3

51
38

,8
16

b

 (
3)

 一
般

政
府

20
7,

00
3

18
8,

76
1

23
1,

69
5

24
9,

18
3

23
3,

96
2

23
6,

97
9

23
3,

36
7

23
7,

09
9

26
1,

44
5

23
0,
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Ⅳ　関連指標

１　県民経済計算主要項目の対全国比較

２　県民経済計算関連指標
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Ⅴ　明細表

１　経済活動別県内総生産（名目）

２　県民所得及び県民可処分所得の分配

３　県内総生産（支出側、名目）
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H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
5.

5
27

.8
19

.2
6.

5
△

 8
.1

1.
7

2.
3

△
 2

.3
12

.4
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
総

数
 1

 石
炭

・原
油

・天
然

ガ
ス

鉱
業

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.

8
1.

6
1.

1
0.

9
0.

5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1

 2
 砕

石
・砂

利
採

取
業

△
 8

.0
50

.6
26

.5
10

.5
△

 9
.5

5.
1

△
 3

.3
1.

2
4.

5
28

.0
24

.4
28

.7
30

.5
31

.7
31

.2
32

.2
30

.5
31

.6
29

.4
2

 3
 そ

の
他

の
鉱

業
11

.3
21

.2
16

.5
5.

3
△

 6
.7

0.
2

4.
9

△
 3

.9
16

.1
70

.2
74

.0
70

.2
68

.6
67

.8
68

.8
67

.8
69

.5
68

.4
70

.6
3

（
５

）
　電

気
・ガ

ス
・水

道
・廃

棄
物

処
理

業
（

単
位

：
10

0万
円

,％
）

総
数

総
数

 1
 電

気
業

1
 2

 ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
業

2
 3

 廃
棄

物
処

理
業

3
 4

 （
政

府
）

下
水

道
4

 5
 （

政
府

）
廃

棄
物

処
理

5

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 1
0.

0
0.

4
13

.8
19

.2
△

 7
.6

7.
4

△
 1

.5
△

 3
.1

△
 1

4.
7

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

総
数

 1
 電

気
業

△
 1

7.
7

△
 1

.1
23

.9
33

.7
△

 1
5.

8
12

.4
△

 3
.5

△
 8

.1
△

 2
8.

0
53

.2
48

.7
47

.9
52

.2
58

.6
53

.4
55

.8
54

.7
51

.9
43

.8
1

 2
 ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

業
△

 5
.9

△
 1

.6
1.

1
2.

9
△

 1
.4

△
 3

.2
△

 3
.0

3.
5

0.
3

18
.9

19
.8

19
.4

17
.2

14
.9

15
.9

14
.3

14
.1

15
.0

17
.7

2
 3

 廃
棄

物
処

理
業

4.
6

6.
3

9.
3

8.
0

12
.4

6.
5

4.
9

4.
1

△
 0

.3
14

.7
17

.1
18

.1
17

.4
15

.7
19

.1
19

.0
20

.2
21

.7
25

.4
3

 4
 （

政
府

）
下

水
道

0.
6

1.
4

4.
0

0.
6

△
 1

.6
3.

8
△

 3
.6

△
 0

.6
△

 2
.3

6.
0

6.
7

6.
7

6.
2

5.
2

5.
5

5.
3

5.
2

5.
4

6.
1

4
 5

 （
政

府
）

廃
棄

物
処

理
△

 1
.9

0.
7

2.
0

△
 4

.6
0.

2
△

 2
.3

3.
0

0.
6

△
 0

.9
7.

2
7.

8
7.

9
7.

1
5.

6
6.

1
5.

6
5.

8
6.

0
7.

0
5

53
,7

55
49

,2
27

13
,8

58
12

,7
12

41
,1

00

15
,0

55
15

,3
53

31
,2

90
53

,6
18

12
,9

67
14

,8
33

対
前

年
度

増
加

率
構

成
比

13
,2

73
14

,9
61

項
目

37
,3

57

2,
44

3
5,

30
4

平
成

23
年

度1,
37

1
3,

43
6

38
,8

92

5,
40

3

92
,3

70

2,
40

3

28
29

2 21
1,

36
4

92
,5

89

2
8,

80
3 0

2,
58

4
6,

21
9

構
成

比

実
数

8,
01

6 0
7,

70
7 0

19
1,

96
5

24

93
,3

93

1,
26

1
5,

31
2

令
和

元
年

度 7,
83

0
30

実
数

7,
83

8 0
2,

52
6

14
,4

45

項
目

25
6,

60
6

項
目

21
3,

20
9

11
3,

47
090

項
目

4,
89

7

対
前

年
度

増
加

率

40
,3

84
37

,9
87

26
7,

87
4 68

24
5,

16
7 82

71

25

37
,3

82
34

,8
00

4,
63

6
1,

89
9

19
2,

68
7

32
,7

38
12

,7
92

21
9,

28
1

12
,9

76

11
4,

47
3

37
,8

06

15
,1

59

3,
82

4

28

46
,2

06
13

,3
56

14
,7

80

24
1,

63
1

26

12
8,

53
7

37
,2

46

29 25
9,

60
8

25
5,

77
1

13
9,

90
9

51
,6

50
13

,3
56

15
3,

08
6

13
,5

75
38

,0
50

13
,4

90

8,
38

7
27

45
2,

65
5

2,
40

3

27 26
1,

39
8

15
,4

62

5,
68

7

14
,7

45

2,
47

2
5,

35
8

令
和

元
年

度
24

7,
77

2
12

8,
95

8
38

,3
31

0

5,
57

3

14
,8

74

30

14
4,

97
6

37
,1

02
35

,9
82

平
成

23
年

度
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（
６

）
　建

設
業

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 建

築
工

事
1

 2
 土

木
工

事
2

 3
 補

修
工

事
3

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 6
.6

14
.5

9.
1

△
 1

3.
6

18
.3

10
.7

△
 2

.6
△

 9
.1

△
 0

.7
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
総

数
 1

 建
築

工
事

3.
0

9.
9

△
 8

.4
10

.0
25

.6
16

.0
△

 1
1.

7
△

 1
1.

8
△

 1
3.

4
40

.0
44

.1
42

.3
35

.5
45

.2
48

.0
50

.3
45

.6
44

.3
38

.6
1

 2
 土

木
工

事
△

 1
6.

1
23

.3
27

.6
△

 3
1.

6
9.

8
2.

4
12

.1
△

 6
.3

11
.4

44
.3

39
.8

42
.9

50
.2

39
.7

36
.8

34
.1

39
.2

40
.4

45
.3

2
 3

 補
修

工
事

△
 4

.6
5.

3
5.

7
△

 8
.9

18
.9

14
.2

△
 5

.5
△

 8
.1

3.
9

15
.7

16
.1

14
.8

14
.3

15
.1

15
.1

15
.6

15
.2

15
.3

16
.1

3

（
７

）
　運

輸
・郵

便
業

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 鉄

道
業

1
 2

 道
路

運
送

業
2

 3
 水

運
業

3
 4

 航
空

運
輸

業
4

 5
 そ

の
他

の
運

送
業

5
 6

 郵
便

業
6

 7
 （

政
府

）
水

運
施

設
7

 8
 （

政
府

）
航

空
施

設
8

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 4
.1

3.
2

6.
6

0.
5

△
 1

.2
3.

6
△

 2
.4

△
 2

.5
△

 1
0.

2
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
総

数
 1

 鉄
道

業
△

 3
.1

△
 3

.7
1.

3
6.

4
0.

3
1.

4
△

 3
.3

△
 2

.3
△

 5
5.

7
3.

9
4.

0
3.

7
3.

5
3.

7
3.

8
3.

7
3.

7
3.

7
1.

8
1

 2
 道

路
運

送
業

△
 0

.0
△

 8
.3

20
.2

0.
4

0.
7

△
 0

.9
2.

6
0.

8
△

 5
.8

34
.9

36
.4

32
.3

36
.4

36
.4

37
.1

35
.4

37
.3

38
.6

40
.5

2
 3

 水
運

業
△

 1
0.

2
18

.1
2.

7
1.

9
△

 1
4.

9
9.

9
△

 2
3.

2
△

 2
.2

△
 1

2.
9

19
.2

18
.0

20
.5

19
.8

20
.1

17
.3

18
.3

14
.4

14
.5

14
.0

3
 4

 航
空

運
輸

業
△

 2
.9

27
.5

△
 1

2.
3

△
 4

.6
14

.0
1.

1
△

 1
.9

△
 1

4.
5

△
 9

3.
2

0.
7

0.
7

0.
8

0.
7

0.
6

0.
7

0.
7

0.
7

0.
6

0.
0

4
 5

 そ
の

他
の

運
送

業
1.

1
8.

6
△

 2
.4

△
 1

.2
4.

9
5.

6
0.

7
△

 7
.5

△
 9

.7
31

.3
33

.0
34

.7
31

.8
31

.3
33

.2
33

.8
34

.9
33

.1
33

.4
5

 6
 郵

便
業

△
 3

.5
1.

6
△

 1
.2

△
 0

.1
△

 0
.1

3.
6

3.
9

1.
0

0.
8

4.
8

4.
8

4.
7

4.
4

4.
4

4.
4

4.
4

4.
7

4.
9

5.
5

6
 7

 （
政

府
）

水
運

施
設

△
 4

3.
0

2.
8

16
.6

5.
9

△
 1

.1
5.

1
19

.3
5.

5
△

 7
.0

4.
9

2.
9

2.
9

3.
2

3.
3

3.
3

3.
4

4.
1

4.
5

4.
6

7
 8

 （
政

府
）

航
空

施
設

△
 3

.6
△

 5
.1

△
 9

.8
△

 1
0.

0
△

 9
.8

△
 2

.9
△

 2
3.

3
△

 3
.6

6.
9

0.
3

0.
3

0.
3

0.
3

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

8

12
5,

60
2

13
4,

90
8

32
4,

98
3

5,
91

1
13

1,
48

8

28 36
7,

52
7

13
,9

31
13

6,
19

1
13

,3
46

14
,1

30
36

1,
99

8

13
9,

89
0

49
,5

69

構
成

比

実
数

2

41
,8

25
15

5,
72

7
42

,0
11

項
目

13
7,

62
9

15
6,

03
4

2 30
8,

66
5

11
9,

20
6

平
成

23
年

度
24

8,
45

0

実
数

51
,8

98

30 37
1,

44
8

53
,5

77
2,

69
6

13
9,

60
5

38
0,

71
0

29 35
1,

29
9

17
6,

75
5

11
9,

64
6

54
,8

98

13
,6

58
13

8,
44

6

16
,4

04

60
,3

89
71

,3
13

2,
84

8

対
前

年
度

増
加

率

74
,6

13
2,

38
3

16
,1

83
11

6,
27

1

項
目

24

項
目

10
6,

36
8

26
6,

12
7

11
7,

93
4

10
9,

60
3

11
7,

62
4

26
34

7,
30

0
25

73
,2

56
2,

49
7

97
1

13
5,

29
4

13
,8

08

平
成

23
年

度

12
0,

41
9

28
4,

48
7

98
,9

55
12

2,
05

7

24

13
,3

79
12

2,
35

0
12

,8
87

11
2,

15
5

1,
07

6

33
6,

39
6

対
前

年
度

増
加

率

13
4,

79
6

25

10
,0

48
1,

13
4

13
,0

54

26
8,

23
9

12
1,

32
1

10
6,

47
0

17
,1

37
1,

17
6

67
,2

81
2,

30
1

2,
23

4

39
,8

92

63
,4

66
2,

71
7

35
0,

61
6

12
2,

39
0

31
7,

35
9

34
2,

04
0

令
和

元
年

度
31

0,
93

2

13
4,

10
8

15
2,

43
2

11
6,

85
1

48
,0

76

29

31
0,

42
4

11
0,

30
8

27
26

37
1,

91
3

13
,8

89

44
,3

89

27
37

0,
11

6

40
,4

48
47

,7
01

令
和

元
年

度

28
30

17
,7

33
15

,0
81 60
5

12
,4

06 87
4

12
2,

00
5

16
,1

62
11

9,
98

9
17

,5
90

16
,2

24 56
6

78
8

項
目

構
成

比

12
,2

67
76

5

69
,7

22
2,

74
7

12
8,

79
1

16
,7

51
12

,8
96

17
,4

08
15

,3
81

45
,6

20 15
7

10
8,

38
8

52
,3

73

58
7

10
9,

77
8

16
,2

04
16

,7
45

9,
77

5
11

,7
14

11
0,

98
2

12
0,

56
9

16
,1

53
12

9,
69

5
2,

30
5
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（
８

）
　宿

泊
・飲

食
サ

ー
ビス

業
（

単
位

：
10

0万
円

,％
）

総
数

総
数

 1
 飲

食
サ

ー
ビス

業
1

 2
 旅

館
・そ

の
他

の
宿

泊
所

2

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 6
.2

4.
5

1.
3

△
 2

.3
9.

7
2.

6
1.

3
△

 8
.2

△
 4

2.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

総
数

 1
 飲

食
サ

ー
ビス

業
△

 5
.0

2.
8

4.
6

△
 6

.6
8.

0
3.

4
3.

1
△

 7
.8

△
 3

2.
5

72
.3

73
.2

72
.0

74
.3

71
.1

69
.9

70
.4

71
.7

72
.0

83
.8

1
 2

 旅
館

・そ
の

他
の

宿
泊

所
△

 9
.3

9.
2

△
 7

.2
10

.1
14

.0
0.

8
△

 3
.0

△
 9

.3
△

 6
6.

5
27

.7
26

.8
28

.0
25

.7
28

.9
30

.1
29

.6
28

.3
28

.0
16

.2
2

（
９

）
　情

報
通

信
業

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 電

信
・電

話
業

1
 2

 放
送

業
2

 3
 情

報
サ

ー
ビス

業
3

 4
 映

像
・音

声
・文

字
情

報
制

作
業

4

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 0
.0

△
 1

.1
△

 0
.8

0.
9

0.
6

△
 4

.7
0.

1
△

 4
.3

4.
3

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

総
数

 1
 電

信
・電

話
業

△
 0

.9
△

 0
.8

△
 3

.7
△

 0
.7

1.
8

△
 3

.2
1.

1
△

 6
.7

9.
9

66
.3

65
.7

66
.0

64
.0

63
.0

63
.8

64
.7

65
.3

63
.7

67
.1

1
 2

 放
送

業
5.

8
4.

2
10

.1
4.

7
0.

5
△

 4
.2

0.
8

△
 2

.2
△

 6
.1

10
.1

10
.7

11
.3

12
.5

13
.0

12
.9

13
.0

13
.1

13
.4

12
.0

2
 3

 情
報

サ
ー

ビス
業

1.
7

△
 5

.4
0.

0
△

 1
.4

△
 3

.4
△

 5
.7

△
 2

.0
2.

7
△

 4
.3

17
.8

18
.1

17
.4

17
.5

17
.1

16
.4

16
.2

15
.9

17
.0

15
.6

3
 4

 映
像

・音
声

・文
字

情
報

制
作

業
△

 5
.0

△
 2

.1
9.

3
17

.4
0.

2
△

 1
6.

5
△

 5
.5

△
 1

.1
△

 7
.2

5.
7

5.
4

5.
4

5.
9

6.
9

6.
9

6.
0

5.
7

5.
9

5.
2

4

（
１

０
）

　金
融

・保
険

業
（

単
位

：
10

0万
円

,％
）

総
数

総
数

 1
 金

融
業

1
 2

 保
険

業
2

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 3
.3

0.
0

2.
1

0.
1

△
 2

.0
1.

3
1.

4
1.

0
△

 5
.9

10
0.

0
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0.
0
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0.

0
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0.
0

10
0.

0
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0.
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0.

0
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0.
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0
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0.
0
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融
業
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.7
△

 1
.4

△
 3

.9
△

 1
.1

0.
1

1.
3

2.
9

1.
9

△
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.1
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.0
56

.3
55

.5
52

.3
51

.6
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.8
52

.8
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.5
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56
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1
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険
業

3.
1

1.
9

9.
5

1.
4

△
 4

.3
1.

3
△

 0
.3

△
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.1
△

 1
0.

4
41
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.7
44

.5
47

.7
48

.4
47

.2
47

.2
46

.5
46
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43
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2

30 14
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23
1

6,
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2

92
,8
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17

6,
16

5
92

,9
83

83
,1

82

項
目

項
目
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1,

78
0
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7,

30
1

74
,4

79

項
目

95
,5

78
33
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04

25
24

12
5,
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3

27 12
8,

23
0

36
,3

44

80
,8

05

96
,3

57

23
,1

13
7,

41
6

24

項
目

17
5,

90
5

97
,6

26

25

84
,5

12
13

,0
91

22
,2

51

91
,3
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項
目

対
前

年
度

増
加

率
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12
9,
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1

24
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12
8,

09
7

23
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7,
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7
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85
,1
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,9
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79
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82
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,7

30
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12
9,
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6
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,9
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1,

48
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5
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94
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2
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1,
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1
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構
成

比

実
数
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和
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年
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構
成

比

実
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,5

69
7,

00
4

2

27

82
,2

70

76
,2

66
63

,9
49

12
,3

17

令
和

元
年

度

30
17
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57
4
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（
１

１
）

　不
動

産
業

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 住

宅
賃

貸
業

1
 2

 不
動

産
仲

介
業

2
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 不
動

産
賃

貸
業

3
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26

27
28
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30

R元
2

H2
3
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25
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27

28
29
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2
総

数
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2
0.

7
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4
0.

4
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貸
業
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0
△
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0.
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動
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7.
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8

5.
5

4.
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9.
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（
１

２
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　専
門

・科
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技
術
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サ
ー
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業

（
単

位
：
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円
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総
数

総
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 1
 研

究
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発
サ

ー
ビス

1
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 広
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業
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サ
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業
3

 4
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対

事
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所
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ー
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業
4

 5
 獣

医
業

5
 6
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4
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告
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3

△
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9
14
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4
△
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.9

2.
8

△
 2

.1
△

 1
5.

9
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9
2.

1
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9
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1
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3
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3
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3
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0.
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△
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△
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8
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業
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△
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.7
7.
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9
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9
1.

1
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1
1.

1
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2
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2
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2
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政
府

）
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術
研

究
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△
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△
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△
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.1
△
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.5
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6
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0
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1
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2
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1
2.

7
2.

7
2.

6
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4
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4
2.
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 （

非
営

利
）

自
然

・人
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科
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究
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△
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1

△
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2
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△
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3
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2
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2
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構
成

比

30 30
1,

63
2

1,
73

1
28

2,
28

5

47
4,

30
7

28

17
,5

49
13

,3
58

48
1,

86
8

5,
91

0

54
2,

50
2

28
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（
１

３
）

　教
育

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 教

育
1

 2
 （

政
府

）
教

育
2

 3
 （

非
営

利
）
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育

3
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27
28

29
30
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H2
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24
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27
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△
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平
成

23
年

度

項
目

32
,3

84
38

,7
29

38
,7

20

16
6,

89
9

24
21

7,
82

6
21

9,
76

7
21

9,
40

2

34
3,

04
5

35
2,

12
4

項
目

16
7,

54
1

16
2,

79
0

44
,3

20

37
3,

80
0

37
,4

08

45
,9

48

21
2,

18
6

5,
38

1
15

9,
55

2
47

,2
53

令
和

元
年

度

37
5,

54
9

28

29 21
6,

27
4

55
6,

96
8

35
7,

34
0

25
55

9,
12

7
37

0,
58

3
10

1,
83

7

49
6,

19
9

51
4,

87
5

52
4,

83
9

52
2,

64
7

26
27

24
55

1,
94

0
平

成
23

年
度

36
7,

95
0

99
,2

10
97

,8
60

83
,8

58

29
令

和
元

年
度

実
数

2

56
,7

82
52

,6
22

48
,8

12
45

,3
63

16
8,

37
3

46
,9

39

5,
42

9

項
目

21
6,

86
4

4,
85

5
15

8,
16

9
16

3,
72

5
47

,1
20

23
0,

49
5

22
6,

56
7

対
前

年
度

増
加

率
構

成
比

5,
16

0
16

5,
67

2
46

,0
32

16
8,

13
7

5,
31

7
6,

81
4

20
9,

96
3

28
実

数
2

55
2,

15
0

55
8,

15
9

35
4,

68
4

36
,9

12
36

,3
01

35
,6

34
37

,0
85

対
前

年
度

増
加

率

35
8,

76
5

35
,6

36

96
,4

12
87

,7
21

91
,7

20
95

,2
42

10
0,

07
7

10
5,

00
5

40
,4

01
54

,2
22

37
,2

68
49

,4
39

47
,9

22

項
目
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（
１

５
）

その
他

の
サ

ー
ビス

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 自

動
車

整
備

・機
械

修
理

業
1

 2
 会

員
制

企
業

団
体

2
 3

 娯
楽

業
3

 4
 洗

濯
・理

容
・美

容
・浴

場
業

4
 5

 そ
の

他
の

対
個

人
サ

ー
ビス

業
5

 6
 （

政
府

）
社

会
教

育
6

 7
 （

非
営

利
）

社
会

教
育

7
 8

 （
非

営
利

）
その

他
8

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 3
.9

△
 3

.2
△

 1
.9

△
 0

.7
△

 1
.5

2.
8

△
 0

.2
△

 1
.5

△
 1

0.
6

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

総
数

 1
 自

動
車

整
備

・機
械

修
理

業
8.

5
10

.5
16

.5
6.

5
4.

8
4.

8
6.

6
△

 4
.1

5.
0

7.
8

8.
8

10
.0

11
.9

12
.8

13
.6

13
.9

14
.8

14
.4

16
.9

1
 2

 会
員

制
企

業
団

体
△

 9
.6

△
 3

7.
9

△
 8

.0
30

.7
6.

1
△

 7
.5

△
 1

9.
2

36
.8

1.
5

3.
7

3.
5

2.
2

2.
1

2.
8

3.
0

2.
7

2.
2

3.
0

3.
4

2
 3

 娯
楽

業
0.

6
△

 0
.4

△
 3

.0
△

 2
.0

△
 4

.0
△

 1
.3

1.
1

△
 7

.2
△

 2
1.

9
25

.8
27

.0
27

.8
27

.5
27

.1
26

.4
25

.4
25

.7
24

.2
21

.2
3

 4
 洗

濯
・理

容
・美

容
・浴

場
業

△
 6

.6
△

 4
.0

△
 3

.9
△

 6
.9

△
 2

.3
△

 0
.4

△
 1

.9
△

 1
.3

△
 2

2.
4

17
.3

16
.8

16
.7

16
.4

15
.3

15
.2

14
.7

14
.5

14
.5

12
.6

4
 5

 そ
の

他
の

対
個

人
サ

ー
ビス

業
△

 6
.8

△
 5

.5
△

 6
.2

△
 1

.9
△

 0
.1

2.
1

1.
5

△
 2

.0
△

 1
1.

1
27

.0
26

.2
25

.6
24

.4
24

.1
24

.5
24

.3
24

.7
24

.6
24

.4
5

 6
 （

政
府

）
社

会
教

育
△

 1
.7

0.
6

1.
6

△
 0

.5
△

 2
.7

0.
2

△
 2

.5
0.

3
3.

1
4.

2
4.

3
4.

5
4.

6
4.

6
4.

6
4.

5
4.

4
4.

4
5.

1
6

 7
 （

非
営

利
）

社
会

教
育

34
.2

△
 2

9.
3

△
 1

.3
29

.8
1.

8
8.

5
△

 3
1.

2
20

.6
△

 2
5.

1
0.

9
1.

3
0.

9
0.

9
1.

2
1.

3
1.

3
0.

9
1.

1
0.

9
7

 8
 （

非
営

利
）

その
他

△
 1

2.
4

△
 2

.2
△

 2
.7

△
 1

.7
△

 5
.9

18
.6

△
 3

.5
5.

2
0.

5
13

.3
12

.1
12

.3
12

.1
12

.0
11

.5
13

.2
12

.8
13

.7
15

.4
8

32
,1

42

62
,2

92
35

,1
05

59
,8

57
10

,5
66

2,
22

8
31

,0
07

10
,8

42
3,

23
8

23
6,

17
1

32
,1

06
7,

05
5

62
,3

83
35

,9
12

57
,8

00
10

,8
21

58
,9

89

35
,8

71

30 24
2,

19
8

27
,1

11
2,

98
3

3,
23

5
28

,8
13

2,
25

7
2,

93
0

11
,1

22
2,

28
7

62
,8

44
58

,9
54

5,
52

4

11
,1

10
10

,9
25

10
,9

96
11

,1
73

68
,3

88
66

,3
10

26
,8

69
57

,8
26

34
,6

43

29
28

5,
08

4
36

,1
16

7,
32

0
45

,1
55

27
実

数
2 21

3,
31

8
令

和
元

年
度

23
8,

62
8

24

5,
27

2
33

,6
55

6,
52

3

項
目

平
成

23
年

度

52
,1

25
10

,9
23

2,
01

4
32

,7
96

対
前

年
度

増
加

率
構

成
比

7,
21

2
64

,9
54

9,
84

3

25
26

34
,4

09
24

1,
35

0
23

9,
69

3
20

,5
88

22
,3

36
24

,6
88

28
,7

67
30

,6
23

26
4,

50
0

25
4,

12
2

24
5,

95
6

24
2,

77
4

71
,3

29
66

,4
78

項
目

58
,6

30
10

,5
94

8,
89

6

57
,8

30
36

,7
74

45
,8

23
42

,8
04

6,
64

7
68

,2
32

68
,6

31
41

,0
85

39
,4

82
61

,6
02

35
,7

83

2,
68

8
32

,6
26

35
,1

64
30

,8
17

30
,1

44
29

,3
23

2,
41

1
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２
　　

県
民

所
得

及
び

県
民

可
処

分
所

得
の

分
配

（
１

）
　県

民
雇

用
者

報
酬

（
単

位
：

10
0万

円
,％

）

総
数

総
数

 1
 賃

金
・俸

給
1

   
(1

) 
現

金
・現

物
給

与
(1

)

   
(2

) 
役

員
給

与
(2

)

   
(3

) 
議

員
歳

費
等

(3
)

   
(4

) 
給

与
住

宅
差

額
家

賃
(4

)

 2
 雇

主
の

社
会

負
担

2

   
(1

) 
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

(1
)

   
(2

) 
雇

主
の

帰
属

社
会

負
担

(2
)

   
  ①

帰
属

年
金

負
担

①

   
  ②

帰
属

非
年

金
負

担
②

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
△

 0
.1

△
 0

.5
0.

9
1.

3
△

 2
.0

4.
5

△
 1

.8
△

 0
.5

△
 4

.1
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
総

数
 1

 賃
金

・俸
給

△
 0

.3
△

 0
.9

0.
5

1.
2

△
 2

.7
5.

0
△

 2
.4

△
 0

.8
△

 4
.5

86
.7

86
.5

86
.1

85
.8

85
.7

85
.1

85
.5

85
.0

84
.7

84
.3

1
   

(1
) 

現
金

・現
物

給
与

△
 0

.4
△

 0
.9

1.
0

1.
4

△
 2

.9
5.

0
△

 3
.1

△
 0

.8
△

 4
.7

79
.3

79
.1

78
.8

78
.9

79
.0

78
.3

78
.7

77
.7

77
.5

77
.0

(1
)

   
(2

) 
役

員
給

与
1.

3
△

 1
.6

△
 4

.9
△

 2
.6

△
 1

.0
5.

5
6.

1
△

 1
.5

△
 5

.9
6.

7
6.

7
6.

7
6.

3
6.

0
6.

1
6.

2
6.

7
6.

6
6.

5
(2

)

   
(3

) 
議

員
歳

費
等

△
 0

.0
0.

7
△

 0
.2

8.
5

△
 2

.7
1.

5
1.

3
2.

0
39

.2
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

5
0.

8
(3

)

   
(4

) 
給

与
住

宅
差

額
家

賃
△

 9
.5

△
 1

2.
4

△
 6

.4
△

 4
.7

△
 9

.4
△

 1
.3

△
 1

1.
6

0.
2

△
 1

2.
7

0.
2

0.
2

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

(4
)

 2
 雇

主
の

社
会

負
担

1.
1

2.
3

3.
2

2.
2

2.
1

1.
3

1.
8

1.
3

△
 1

.4
13

.3
13

.5
13

.9
14

.2
14

.3
14

.9
14

.5
15

.0
15

.3
15

.7
2

   
(1

) 
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

0.
8

0.
9

2.
9

1.
8

4.
1

△
 0

.4
3.

3
0.

6
△

 0
.2

12
.5

12
.6

12
.8

13
.0

13
.1

13
.9

13
.3

14
.0

14
.1

14
.7

(1
)

   
(2

) 
雇

主
の

帰
属

社
会

負
担

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0.

8
0.

9
1.

1
1.

1
1.

2
1.

0
1.

2
1.

0
1.

1
1.

0
(2

)

   
  ①

帰
属

年
金

負
担

-
-

-
-

-
-

-
-

-
△

 0
.8

△
 0

.8
△

 0
.6

△
 0

.4
△

 0
.3

△
 0

.5
△

 0
.2

△
 0

.4
△

 0
.3

△
 0

.4
①

   
  ②

帰
属

非
年

金
負

担
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.
6

1.
6

1.
7

1.
6

1.
5

1.
5

1.
4

1.
4

1.
5

1.
4

②

39
2,

67
9

36
5,

78
4

29
2,

66
7,

90
4

2,
28

2,
07

4

2,
10

0,
91

4

16
4,

44
3

13
,8

48

2,
86

9

30
2,

62
0,

52
3

2,
22

7,
84

4

2,
03

6,
79

7

17
4,

48
1

14
,0

29

38
5,

83
0

37
3,

18
0

15
7,

50
0

14
,0

25

3,
20

9

2,
55

3,
59

1

2,
17

2,
56

0

2,
00

0,
10

6

15
5,

90
4

13
,6

42

項
目

24
2,

56
3,

97
8

2,
21

8,
13

4

2,
02

8,
17

1

17
2,

99
3

12
,8

67

4,
10

3

2,
57

3,
42

0

2,
20

8,
33

3

2,
03

0,
25

9

16
1,

78
0

12
,9

27

3,
36

7

2,
01

0,
70

1

17
0,

16
5

12
,9

56

3,
59

6

実
　　

　　
　　

　　
　　

数
2

2,
50

2,
06

1

2,
10

9,
97

0

1,
92

6,
06

8

16
1,

75
4

19
,9

28

2,
22

0

2,
55

1,
29

1
平

成
23

年
度

2,
56

6,
40

4

2,
22

4,
30

7

2,
03

6,
07

8

17
0,

82
6

12
,8

70

2,
90

8

28
27

2,
60

7,
00

7

2,
23

3,
82

7

2,
05

9,
09

3

2,
53

7

26
25

△
 1

9,
54

4

40
,0

81
38

,8
59

37
,6

02

31
,7

56

2,
19

7,
41

8

4,
53

3

36
5,

08
7

33
5,

49
3

35
3,

87
3

32
5,

90
0

38
1,

03
1

34
2,

09
7

22
,7

41
29

,5
94

27
,9

73
21

,4
64

25
,7

32

△
 1

1,
87

0

34
5,

84
4

32
3,

10
3

35
5,

29
9

△
 1

6,
15

6
△

 1
0,

48
7

△
 7

,1
03

2,
54

2

39
7,

82
4

36
7,

95
9

39
2,

09
1

36
7,

23
7

24
,8

54

令
和

元
年

度
2,

60
7,

98
5

2,
21

0,
16

1

2,
02

1,
39

4

17
1,

91
2

14
,3

13

26
,8

95

△
 1

0,
99

6

37
,8

91

35
4,

03
8

項
目

29
,8

65

△
 8

,8
61

38
,7

26

△
 9

,8
34

34
,6

88

対
前

年
度

増
加

率
構

成
比

32
0,

63
3

34
1,

42
4

31
,7

92

△
 5

,1
65

36
,9

57

△
 2

0,
65

7

42
,1

21
42

,2
85

44
,1

29
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（
２

）
　財

産
所

得
（

受
取

）
（

単
位

：
10

0万
円

）

総
数

総
数

 1
 一

般
政

府
1

   
(1

) 
利

子
(1

)
   

(2
) 

法
人

企
業

の
分

配
所

得
(2

)
   

(3
) 

保
険

契
約

者
に

帰
属

す
る

投
資

所
得

(3
)

   
(4

) 
賃

貸
料

(4
)

 2
 家

計
2

   
(1

) 
利

子
(1

)
   

(2
) 

配
当

(2
)

   
(3

) 
そ

の
他

の
投

資
所

得
(3

)
　　

　a
 保

険
契

約
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
a

　　
　b

 年
金

受
給

権
に

係
る

投
資

所
得

b
　　

　c
 投

資
信

託
投

資
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
c

   
(4

) 
賃

貸
料

(4
)

 3
 対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
3

   
(1

) 
利

子
(1

)
   

(2
) 

配
当

(2
)

   
(3

) 
保

険
契

約
者

に
帰

属
す

る
投

資
所

得
(3

)
   

(4
) 

賃
貸

料
(4

)

H2
4

25
26

27
28

29
30

R元
2

H2
3

24
25

26
27

28
29

30
R元

2
総

数
1.

6
8.

8
△

 4
.9

△
 0

.3
△

 1
.9

4.
3

△
 4

.7
△

 1
.1
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1 県民経済計算体系の整備について 

 

 

（1）国民経済計算体系の変遷 

 

昭和 53 年 8 月、我が国の国民所得統計は、国際連合が昭和 43 年（1968 年）に提唱した国民経済

計算体系である 68ＳＮＡ（System of National Accounts）に全面的に切り替えられた。 

68ＳＮＡは、国民所得勘定を中心に産業連関表、資金循環表、国民貸借対照表、国際収支表の５

つの経済諸勘定を体系的、整合的に統合したもので、68ＳＮＡへの移行により、従来の国民所得統

計では把握できなかった国民経済活動のフロー（所得）とストック（資産）、モノ（実物取引）と

カネ（金融取引）の全貌が初めて総合的に分析、解明できることとなった。 

その後も、経済社会のグローバル化や情報化の進展、金融機関や金融市場の多様化・複雑化等を

踏まえてＳＮＡの見直しが進められ、平成５年（1993 年）に国連において改訂案が 93ＳＮＡとして

採択された。 

93ＳＮＡにおいては、所得の分配・使用に関する勘定が細分化されたほか、社会資本の固定資本

減耗の計上、企業等による受注型コンピュータソフトウェアの購入の設備投資としての計上などの

変更が行われ、５年ごとに行っている基準改訂と併せて、平成 12 年 10 月に 93ＳＮＡへ移行した。 

さらに平成 21 年（2009 年）には、経済・金融環境の変化を踏まえ、2008ＳＮＡが採択された。

勘定体系としては 93ＳＮＡに立脚した上で、各種概念・記録方法の明確化とともに、従来の無形固

定資産に「研究・開発（R&D）」を含む範囲に拡張した知的財産生産物の導入、雇用関係をベースに

した年金制度に係る発生主義に基づく記録の徹底等、60 超に上る変更・明確化事項が盛り込まれ、

23 年基準改訂と併せて、平成 28 年に 2008ＳＮＡへ移行した。 

それに加えて、令和 2 年（2020 年）に 27 年基準改訂および 2008ＳＮＡに添って中央政府の扱い

の見直しが行われた。 

 

（2）地域経済計算における対応 

 

県民所得統計も、こうした国民所得統計の体系の改変に沿った見直しが順次進められてきた。 

68ＳＮＡ移行に際しては、従前の所得統計からの定義、概念、範囲、推計方法の抜本的な変更との

整合を図るため、経済企画庁（当時）から提示された長期計画のもと、産業連関表等の関連諸勘定

及び基礎統計の整備、新推計方法の確立等の多くの課題を踏まえながら、段階的に新しい県民経済

計算体系の整備が進められた。 

本県では、昭和 52 年度分から、旧県民所得統計を基礎に最小限度の調整と推計方法の改訂により

主要系列表を 68ＳＮＡ概念に移行した後、経済企画庁から提示された「県民経済計算標準方式」及

び「県民経済計算標準方式に関する推計方法」に準拠して昭和 55 年度分から順次諸勘定の整備を図

り、昭和 56 年度分から所得支出勘定を、また昭和 63 年度分から資本調達勘定をそれぞれ整備した。 

その後、国民経済計算の 93ＳＮＡへの移行に伴い、県民経済計算も 93ＳＮＡの概念に準拠した方

式への移行が必要となり、内閣府から示された「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算標準

方式推計方法」に則り、平成 12 年度分から 93ＳＮＡ体系のもとでの推計に移行した。 

さらに、国民経済計算の 2008ＳＮＡ移行に伴い、内閣府から示された「県民経済計算標準方式

(平成 23 年基準版)」に基づき、本県においても平成 27 年度分から、他県と足並みを揃え、2008Ｓ

ＮＡ体系のもとでの推計に移行し、令和元年度分から「県民経済計算標準方式(平成 27 年基準版)」

に基づく推計を行っている。 
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【平成 27 年基準改定の概要】※令和元年度分から対応 

 

山口県産業連関表や国勢調査などの最新の各種基礎統計を取り込むことに加え、推計手法の見直し

や各種概念・定義等の変更を行う平成 27 年基準改定の作業結果を反映させ、平成 23 年度以降の計数

を遡及改定した。 

 

① 「改装・改修（リフォーム・リニューアル）」の総固定資本形成への計上 

「2015 年（平成 27 年）産業連関表」において、従来、すべてを中間消費として計上していた

「建設補修」のうち、機能の向上や耐用年数を伸ばすような「改装・改修」、いわゆる「リフォー

ム・リニューアル」については、総固定資本形成として計上することとなったため、県民経済計算

においてもこれを反映させた。 
 

② 「分譲住宅販売マージン等」の総固定資本形成への計上 

「2015 年（平成 27 年）産業連関表」において、不動産分野の推計精度向上に向け、これまでの

産業連関表では推計の対象外であった「分譲住宅の販売マージン」と「非住宅不動産の売買仲介手

数料」を新たに推計し、総固定資本形成として計上することとなったため、県民経済計算において

もこれを反映させた。 
 

③ 「娯楽作品原本」の総固定資本形成への計上及び著作権等サービスの記録の変更 

2008SNA 未対応課題であったが、今回の基準改定において「映画原本」、「テレビ番組原本」、

「音楽原本」及び「書籍原本」を新たに総固定資本形成として計上することとする。 
 

④ 「リース区分（フィナンシャルリースとオペレーティングリース）」に対応した資産の記録 

国民経済計算の対応に準拠し、フィナンシャルリースとオペレーティングリースを区分して記録

することとする。 

 

⑤ 「住宅宿泊事業」（以下、「民泊」という。）についての計測 

   国民経済計算の対応に準拠し、住宅宿泊事業法及び国家戦略特区法に基づき行われる民泊を対象

とした「住宅宿泊サービス」及び「住宅宿泊仲介サービス」を推計することとする。 

 
⑥ 中央政府等の扱い変更への対応 

  中央政府等の活動は一国全体に及び、その全てを地域に配分することはできない。このため、意思

決定主体である制度単位としての中央政府等は、どの地域にも属さない域外に位置するものとする

「準地域」の概念を導入した。 

 
⑦ 電気業の新たな推計方法の導入 

 電気事業者等のデータを入手して、産出額と中間投入額を積上げ方式で推計することとなってい

たが、その方法が採用できなくなった背景を踏まえて新たな推計方法を導入することとした。 

 
⑧ その他の課題等への対応 

 「JSNA 基準改定におけるその他の変更への対応」、「基礎統計の変更に対する対応」、「日本銀

行の扱い変更への対応」及び「各種課題への対応」を行った。 
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（参考１）93ＳＮＡ移行による取扱いの主な変更点 ※平成 12 年度分から対応 
 

① コンピューターソフトウェア 

68ＳＮＡでは、コンピューター本体と一体不可分のソフトウェアについて、本体と切り離して推

計することができないという理由で総固定資本形成（投資）に含める一方で、それ以外の、企業が

購入するソフトウェアについては、企業の生産活動の段階で消費されるもの（中間投入）として扱

い、県内総生産には含めなかった。 

93ＳＮＡではこうしたコンピューターソフトウェアの購入を、総固定資本形成とみなし、県内総

生産に含めることとした。また、従前、政府の最終消費支出とされていた政府購入分についても、 

93ＳＮＡでは、企業による購入分と同様に投資とみなし、公的投資に計上することとなった。 

なお、平成７年基準では、受注型ソフトウェアのみを総固定資本形成に含めていたが、平成 12 年

基準では、受注型に加えてパッケージ型ソフトウェアも総固定資本形成に含めて計上している。 
 

② 社会資本に係る固定資本減耗 

道路、ダム等、一般政府が所有する資産、いわゆる「社会資本」について、68ＳＮＡでは、その

計測が困難であるという理由から減耗しないものとして扱ってきたが、93ＳＮＡでは、社会全体で

相当程度整備されてきた社会資本についても、民間の建物等と同様に、有限の耐用年数を有し、毎

年減耗するものとして、固定資本減耗を計測することとなった。 
 

③ 「消費」の概念 

消費について、68ＳＮＡにおいては、便益享受の観点のみから計測していたが、93ＳＮＡにおい

ては、費用負担に着目した「最終消費支出」と便益享受に着目した「現実最終消費」の２つの側面

から計測することとなった。 

こうした取扱いを、医療費支出を例にとれば、社会保障基金からの給付分については、費用負担

の観点からは政府最終消費支出に含まれる一方で、便益享受の観点からは、家計現実最終消費に含

まれることとなる。 
 

④ 医療機関 

医療サービス生産者は、68ＳＮＡにおいては、その設立母体の違いに着目して産業（医療法人、

個人開業医等）、政府サービス生産者（国公立病院、国公立大学附属病院等）、対家計民間非営利

サービス生産者（私立大学附属病院、日本赤十字社、公益法人等）に分けられていたが、これら３

部門が提供する医療サービスは、社会保険診療報酬制度のもと、同一のサービス・価格体系の中で

競合し得る存在であることから、93ＳＮＡではいずれも産業として扱われることとなった。 

 

《概念図》
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（参考２）平成 17 年基準改定の概要 ※平成 22 年度分から対応 
 

平成 12 年の我が国の 93ＳＮＡへの移行時においては、FISIM など一部の 93ＳＮＡ概念について導

入が見送られていた。 

国民経済計算の平成 17 年基準改定では、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年３

月閣議決定）における指摘事項を踏まえ、以下の主要な点に対応した。 

なお、県民経済計算は、国民経済計算の基本的な考え方や仕組みに準拠して作成されているため、

平成 17 年基準改定においても国民経済計算に準拠した改定を実施している。 
 

① FISIM の導入 

金融業の産出額の推計にあたっては、金融仲介に係るサービスの産出を、93ＳＮＡ及び 08ＳＮＡ

に適合するように「間接的に計測される金融仲介サービス（FISIM）」としてＧＤＰ（国内総生産）

に計測される活動として取り扱うこととした。 

また、FISIM の導入に伴い、国民経済計算における財産所得（利子の受取・支払）の概念が変更

となる。従前の受取・支払の利子総額には金融仲介サービスの対価が反映されていることから、そ

れぞれについて FISIM 分の調整を行う。なお、調整を行う前の利子（平成 12 年基準における概念の

利子）を「支払利子（FISIM 調整前）」、「受取利子（FISIM 調整前）」として参考表章する。 
 

② 固定資本減耗の時価評価の導入 

従前の推計においては、固定資本減耗について、フロー側では簿価評価、ストック側では時価評

価による推計値を用いていたが（社会資本のみフロー側でも時価評価）、国際基準に適合するよう、

固定資産の推計（恒久棚卸法）から得られる時価評価による推計値を統一的に用いることとした。 
 

③ 自社開発ソフトウェアの資本形成への計上 

ソフトウェアに対する企業等の支出は、68SNA では「中間投入」、93SNA では「固定資本形成」と

することとされている。しかしながら、これまで我が国の国民経済計算では、パッケージ型及び受

注型ソフトウェアのみ「固定資本形成」に計上しており、自社開発ソフトウェアは「固定資本形成」

の対象外としていた。今般の基準改定により、自社開発ソフトウェアも「固定資本形成」に計上す

ることとした。 
 

④ 公的部門分類の見直し 

国民経済計算においては、①公的部門、民間部門の区分は、「政府支配の有無」、②一般政府、

法人企業部門の区分は「市場性の有無」により決まる。 

これまでの日本の国民経済計算では、①については国際基準に比べて公的部門の範囲を限定的に

捉えており、②については独自の判断基準を設定していたが、今般の基準改定により、①、②とも

国際比較可能性の確保・向上に資するよう変更することとした。 
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（参考３）平成 23 年基準改定の概要（2008ＳＮＡ移行対応を含む）※平成 27 年度分

から対応 

 

平成 23 年山口県産業連関表、平成 27 年国勢調査などの最新の各種基礎統計を取り込むことに加え、

最新の国際基準である 2008ＳＮＡへの対応、推計手法の見直しや各種概念・定義等の変更を行う平成

23 年基準改定の作業結果を反映させ、平成 18 年度以降の計数を遡及改定した。 

 

① 経済活動別分類の変更 

国際比較可能性向上のため、68ＳＮＡ導入以降継続してきた「産業」「政府サービス生産者」「対

家計民間非営利団体生産者」の区分を取り止め、「市場生産者」の活動と「非市場生産者」（「一般

政府」及び「対家計民間非営利団体」）の活動が、国際標準産業分類（ISIC Rev.4）との整合性を図

るようサービス業について細分化し、活動内容に沿った分類に変更となった。 
 

② 「研究開発（R&D）」の資本化 

これまで産出額から控除する中間投入（中間消費）として扱っていた研究開発（R&D）への支出に

ついて、2008ＳＮＡでは知識ストックを増加させ新たな応用を生むような創造的活動と位置づけ、

研究開発（R&D）への支出を総固定資本形成として記録する。 
 

③ 「所有権移転費用の取扱い」の精緻化 

これまで中間消費として扱っていた所有権移転費用のうち、住宅・宅地の売買に係る不動産仲介

手数料について、総固定資本形成（民間住宅）として記録する。 
 

④ 「保証（定型保証）の扱い」の精緻化 

2008ＳＮＡでは、住宅ローン保証等のように大数の法則が働くような定型化された小口の保証取

引（定型保証）について、非生命保険と同様に産出額等を記録する。 

 

⑤ 年金受給権の記録 

   2008ＳＮＡでは、雇用関係をベースとする退職後所得保障制度における確定給付型企業年金等の

年金給権は、家計に対する債務として扱い、発生主義の考え方を貫徹する。 

 
⑥ 投資信託に係る利益留保の扱い 

  これまで「利子」として扱っていた投資信託の投資者の受け取る分配金について「配当」へ移管し、

「投資信託投資者に帰属する投資所得」を「利子」から切り出し、別項目として記録する。 

 
⑦ 不動産業（持ち家帰属家賃）推計方法の精緻化 

 
⑧ 固定資本減耗の推計方法の変更 
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２ 県民経済計算の概要 

 

 

（1）県民経済計算とは 

 

県民経済計算は、国民経済計算の基本的な考えや仕組みに基づき、都道府県（以下県という。）と

いう行政区域を単位として、一定期間（会計年度）の地域内の経済活動を記録するものである。 

 

（2）県民経済計算のねらい 

 

県民経済計算は、県民経済の循環と構造を、生産、分配、支出の３面にわたり記録することにより

県民経済の実態を包括的に明らかにし、総合的な県経済指標として、政策運営に資することを主な目

的とする。併せて、国民経済における各県民経済の位置を明らかにするとともに、各県経済相互間の

比較などによる国民経済の地域的分析及び地域の諸施策への利用に供しようとするものである。 

 

（3）県民経済計算体系の概要 

 

県民経済計算体系においては、経済取引を複式簿記の原理に基づいて、財貨の購入と同額の現金の

減少のように２重記帳により記録する。取引の相手にも同額の２重記帳があるため、４重記帳となる。 

 これらの取引は、経済活動別及び制度部門別の勘定に即して記録されるとともに、これらを統合した

県内勘定及び県民勘定が作成される。 

この場合、経済理論上の根拠や経済分析上の目的に裏付けられた概念により、取引の分類、取引主

体の部門分割や取引場所の区分などが明確にされる。 

 

（4）県民経済計算の概念と相互関連 

 

ア 県内概念と県民概念 

県経済を把握するうえでは県内概念（属地主義）と県民概念（属人主義）とがある。 

県内概念とは、県という行政区域内での経済活動を、たずさわった者の居住地にかかわりなく

把握するものである。一方、県民概念とは県内居住者の経済活動を、その活動が行われた地域に

かかわりなく把握するものである。なお、ここでいう居住者とは個人のみならず、法人企業、政

府機関等経済主体のすべてをさす。 

県民経済計算では、生産及び支出を県内概念、分配を県民概念でとらえている。 

イ 総（グロス）と純（ネット） 

建物、機械設備などの固定資産は生産過程における利用による消耗や、年月の経過による老朽

化・陳腐化等により、その価値が減少する。こうした資産価値の減少分（固定資本減耗）を含ん

だ形で評価した付加価値を「総（グロス）生産」といい、控除して評価された付加価値を「純

（ネット）生産」という。 
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３ 県民経済計算における経済の循環と構造のとらえ方 

 

 

（1）勘定体系 

 

生産あるいは移輸入される財貨・サービスが消費されるか、資本形成に使われるか、あるいは移輸出

されるかといった関係について、県民経済計算では、経常勘定と資本勘定により記録される。 

 

ア 経常勘定 

①県内総生産勘定（財貨・サービスを生産する活動が経済活動別に記録され、産出額から中間投

入を差し引いて付加価値が得られることが示される） 

② 所得支出勘定（付加価値からの第１次所得（雇用者報酬、生産・輸入品に課される税、営業余

剰・混合所得、財産所得）の配分、税・社会保障などによる再分配、最終消費支出及び貯蓄が記

録される） 

 

イ 資本勘定 

貯蓄（所得支出勘定のバランス項目）及び資本移転の受取（純）が記録される。 

 

（2）取引主体の分類 

 

ア 制度部門別分類 

制度単位は、非金融法人企業、金融機関、一般政府、家計（個人企業を含む）及び対家計民間

非営利団体の５つに分類される。 

 

イ 経済活動別分類 

財貨・サービスの生産及び使用についての意思決定を行う主体の単位として「事業所」が位置

づけられており、事業所の主要な生産物（主産物）に着目し、同じ主産物を生産する事業所を一

つの経済活動として分類する。 

（市場生産者と非市場生産者） 

事業所は、市場生産者と非市場生産者（無料又は経済的に意味のない価格供給される生産物の生

産者）に分類される。 
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４ 県民経済計算の勘定 

 

 

 県民経済計算の勘定は、以下により構成される。 

 

（1）統合勘定 

 

統合勘定は、財貨・サービスの取引、第１次所得の配分及び移転取引を、制度部門を統合して

記録し、一定期間における県の経済活動の結果を総括する。 

 

（2）制度部門別所得支出勘定 

 

（3）制度部門別資本勘定 

 

 

５ 県民経済計算の主要系列表及び付表 
 

（1）主要系列表 

 

 主要系列表は、経済活動別県内総生産、県民所得及び県民可処分所得の分配、県内総生産（支出側か

らなる。 

 ①経済活動別県内総生産（一定期間内に県内の生産活動によって、新たに創造された付加価値の額） 

②県民所得及び県民可処分所得の分配（居住者が一定期間にたずさわった生産活動によって得た純付

加価値額及び財産所得（第１次所得）を制度部門別に分配した上で、経常移転（純）を加えて制度部

門別の可処分所得を記録） 

③県内総生産（支出側）（最終消費支出、総資本形成、財貨・サービスの移出（入）が、種類別、支

出主体別等の細目とともに表章される） 

 

（2）付表 

 

①一般政府（地方政府等）の制度部門別所得支出取引 

②社会保障負担の明細表（県民概念による家計及び雇主の負担） 

③一般政府から県民ベースによる家計への移転の明細表 

④経済活動別県内総生産及び要素所得 

⑤経済活動別の就業者数及び雇用者数 

⑥総資本形成の構成（制度部門別） 
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６ 経済活動別分類（ＪＳＮＡ分類）と日本標準産業分類の対応表 

ＪＳＮＡ分類 日本標準産業分類 

（2015 年（平成 27 年）基準） （2013 年（平成 25 年）10 月改定） 

１  農業  01  
農業（0113 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「きのこ類の栽
培」→林業）（014 園芸サービス業→その他のサービス） 

２ 林業 02 林業 

   0113 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「きのこ類の栽培」 

３ 水産業 03 漁業（水産養殖業を除く） 

   04 水産養殖業 

４ 鉱業 05 鉱業、採石業、砂利採取業 

   2181 砕石製造業 

５ 製造業     

 ＜食料品＞ 09 食料品製造業 

  10 飲料・たばこ・飼料製造業 

  1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食用）」 

  5895 料理品小売業のうち「製造小売分」 

  952 と畜場 

 ＜繊維製品＞ 11 繊維工業 （1113 炭素繊維製造業→窯業・土石製品） 

 ＜パルプ・紙・紙加工品＞ 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

 ＜化学＞ 16  
化学工業（1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食
用）」→食料品） 

 ＜石油・石炭製品＞ 17 石油製品・石炭製品製造業 

 ＜窯業・土石製品＞ 21 窯業・土石製品製造業（2181 砕石製造業→鉱業） 

  1113 炭素繊維製造業 

 ＜一次金属＞ 22 鉄鋼業 

  23 非鉄金属製造業 

 ＜金属製品＞ 24 金属製品製造業 

 ＜はん用・生産用・業務用機械＞ 25 はん用機械器具製造業 

  26 生産用機械器具製造業 

  27 業務用機械器具製造業 

 ＜電子部品・デバイス＞ 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 ＜電気機械＞ 29 電気機械器具製造業 

 ＜情報・通信機器＞ 30 情報通信機械器具製造業 

 ＜輸送用機械＞ 31 輸送用機械器具製造業 

  901 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

 ＜印刷業＞ 15 印刷・同関連業 

 ＜その他の製造業＞ 12 木材・木製品製造業（家具を除く） 

  13 家具・装備品製造業 

  18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

  19 ゴム製品製造業 
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ＪＳＮＡ分類 日本標準産業分類 

（2015 年（平成 27 年）基準） （2013 年（平成 25 年）10 月改定） 

  20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

   32 その他の製造業 

６ 電気・ガス・水道・廃棄物処理業     

 ＜電気業＞ 33 電気業 

 ＜ガス・水道・廃棄物処理業＞ 34 ガス業 

  35 熱供給業 

  36 水道業（361 上水道業のうち「船舶給水業」→運輸・郵便業） 

   88 廃棄物処理業 

７ 建設業 06 総合工事業 

  07 職別工事業（設備工事業を除く） 

   08 設備工事業 

８ 卸売・小売業     

 ＜卸売業＞ 50 各種商品卸売業 

  51 繊維・衣服等卸売業 

  52 飲食料品卸売業 

  53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

  54 機械器具卸売業 

  55 その他の卸売業 

  959 他に分類されないサービス業のうち「卸売市場」 

 ＜小売業＞ 56 各種商品小売業 

  57 織物・衣服・身の回り品小売業 

  58 飲食料品小売業（5895 料理品小売業のうち「製造小売分」→食料品製造
業） 

  59 機械器具小売業 

  60 その他の小売業（6033 調剤薬局のうち「調剤」→保健衛生・社会事業） 

  61 無店舗小売業 

   6421 質屋 

９ 運輸・郵便業 361 上水道業のうち「船舶給水業」 

  42 鉄道業 

  43 道路旅客運送業 

  44 道路貨物運送業 

  45 水運業 

  46 航空運輸業 

  47 倉庫業 

  48 運輸に附帯するサービス業 

  49 郵便業（信書便事業を含む） 

  861 郵便局 

  693  
駐車場業（自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。路面上に設置
される駐車場は除く。） 
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ＪＳＮＡ分類 日本標準産業分類 

（2015 年（平成 27 年）基準） （2013 年（平成 25 年）10 月改定） 

  791 旅行業 

１０ 宿泊・飲食サービス業 75 宿泊業（うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く） 

  76 飲食店 

  77 持ち帰り・配達飲食サービス業（7721 配達飲食サービス業のうち「学校
給食」→「教育」） 

１１ 情報通信業     

 ＜通信・放送業＞ 37 通信業 

  38 放送業 

  40 インターネット付随サービス業 

 ＜情報サービス、映像音声 39 情報サービス業 

  文字情報制作業＞ 41 映像・音声・文字情報制作業 

１２ 金融・保険業 62 銀行業 

  63 協同組織金融業 

  64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関（6421 質屋→小売業） 

  65 金融商品取引業、商品先物取引業 

  66 補助的金融業等 

   67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

１３ 不動産業     

 ＜住宅賃貸業＞ 692 貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸料 

 ＜その他の不動産業＞ 68 不動産取引業 

  691 不動産賃貸業（貸家業・貸間業を除く）（6912 土地賃貸業を除く） 

  693  
駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場（所有者の委託を受け
て行う駐車場の管理運営の活動を含む） 

   694 不動産管理業 

１４ 専門・科学技術、 70 物品賃貸業 

 業務支援サービス業 71 学術・開発研究機関 

  72 
専門サービス業（他に分類されないもの）（727 著述家・芸術家→その
他のサービス） 

  73 広告業 

  74  
技術サービス（他に分類されないもの）（746 写真業→その他のサービ
ス） 

  91 職業紹介・労働者派遣業 

   92 その他の事業サービス業 

１５ 公務 97 国家公務 

  98 地方公務 

  8511 社会保険事業団体 

１６ 教育 7721 配達飲食サービスのうち「学校給食」 

  81 学校教育 

  82 
  

その他の教育、学習支援業（821 社会教育、823 学習塾、824 教養・技能
教授業→その他のサービス）（8229 その他の職業・教育支援施設のうち
「児童自立支援施設」→保健衛生・社会事業） 
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ＪＳＮＡ分類 日本標準産業分類 

（2015 年（平成 27 年）基準） （2013 年（平成 25 年）10 月改定） 

１７ 保健衛生・社会事業 6033 調剤薬局のうち「調剤」 

  8229 その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施設」 

  83 医療業 

  84 保健衛生 

  85 社会保険・社会福祉・介護事業（8511 社会保険事業団体→公務） 

１８ その他のサービス 14 園芸サービス業 

  727 著述・芸術家業 

  746 写真業 

  78 洗濯・理容・美容・浴場業 

  79 その他の生活関連サービス業 （791 旅行業→運輸・郵便業） 

  80 娯楽業  

  821 社会教育 

  823 学習塾 

  824 教養・技能教授業 

  87 協同組合（他に分類されないもの） 

  89 自動車整備業 

  90  
機械等修理業（別掲を除く）（901 機械修理業のうち「空港等で行われ
る航空機整備」→輸送機械製造業） 

  93 政治・経済・文化団体 

  94 宗教 

   95 その他のサービス業（952 と畜場→食料品製造業） 
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７　県民経済計算の推計方法

（１）県内総生産（生産側、名目）

項目 推計方法 基礎資料
１　農業 ①　産出額

　ア　農業
　　　生産農業所得統計の農業産出額 生産農業所得統計（農林水産

省)
　イ　農業サービス業
　　　全国の産出額×従業者数の対全国比 内閣府資料、事業所・企業統

計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）

　ウ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　エ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　ア　農業
　　　産出額×中間投入比率＋政府手数料＋FISIM消費額
　　　中間投入比率：農業経営費／農業粗収益
　　　注）農業経営費は、雇用労賃、支払い小作料、企画管理
　　　費、負債利子、物件税・公課諸負担、減価償却費を控除
　　　したもの。

内閣府資料、関係機関照会

　イ　農業サービス業
　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

２　林業 ①　産出額

　ア　育林業

　　　「県産業連関表」の育林業の産出額×（民有林の林野面
　　積／全林野面積）

山口県産業連関表（県統計分
析課）

　イ　素材生産業（狩猟業以外）

　　　「林業生産額」の林業産出額×（民有林の林野面積
　　／全林野面積）

林業産出額（農林水産省）、
農林業センサス（農林水産
省）

　ウ　素材生産業（うち狩猟業）

　　　種類別捕獲数×単価 山口県森林・林業統計要覧
（県森林企画課）、関係機関
照会、消費者物価指数年報
（総務省）

②　中間投入額

　ア　育林業

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　素材生産業

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

３　水産業 ①　産出額

　ア　海面漁業、海面養殖業

　　　「漁業産出額」の産出額 漁業産出額（農林水産省）

　イ　内水面漁業

　　　漁獲量×単価
　　　単価：全国の産出額／漁獲量

漁業産出額（農林水産省）、
漁業・養殖業生産統計年報
（農林水産省）

　ウ　内水面養殖業

　　　収獲量×単価
　　　単価：全国の産出額／収獲量
　エ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務

省）
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項目 推計方法 基礎資料
②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料、山口県産業連関
表（県統計分析課）

③　総生産＝産出額－中間投入額

４　鉱業 ①　産出額

　　全国の産出額×従業者数の対全国比 内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

５　製造業 ①　産出額

　ア　中分類別暦年産出額×中分類別年度転換比率

　　　産出額：製造品出荷額等－転売仕入額－販売電力収入
　　＋在庫変動
　　　年度転換比率：鉱工業生産指数（年度／暦年）
　　×製造業部門別産出物価指数（年度／暦年）

工業統計調査（経済産業
省）、経済センサス-活動調
査（総務省･経済産業省）、
山口県鉱工業指数（県統計分
析課）、鉱工業指数（経済産
業省）、日本銀行ホームペー
ジ、内閣府資料

　イ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　ウ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　　中分類別暦年原材料使用額×中分類別年度転換比率
　＋中分類別間接費＋政府手数料＋FISIM消費額
　　原材料使用額等：原材料使用額等－製造関連外注費
　－転売商品仕入額
　　年度転換比率：鉱工業生産指数（年度／暦年）
　×製造業部門別投入物価指数（年度／暦年）
　　間接費：産出額×間接費比率

工業統計調査（経済産業
省）、経済センサス-活動調
査（総務省･経済産業省）、
山口県鉱工業指数（県統計分
析課）、鉱工業指数（経済産
業省）、日本銀行ホームペー
ジ、内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

６　電気・ガス・水

道・廃棄物処理業

（1）電気業 ①　産出額

　　県発電部門の産出額＋県送配電部門の産出額
　　発電部門産出額＝全国の産出額×発電金額の対全国比
　　送配電部門産出額＝全国の産出額×消費電力金額の
　　対全国比

地方公営企業決算状況調査
（総務省）、国勢調査（総務
省）、電力調査統計（資源エ
ネルギー庁）、中国電力等
ホームページ、内閣府資料等

②　中間投入額

　　県発電部門の中間投入額＋県送配電部門の中間投入額
　　発電部門中間投入額＝発電部門産出額×発電部門中間
　投入比率
　　送配電部門中間投入額＝送配電部門産出額×送配電部門
　中間投入比率

③　総生産＝産出額－中間投入額
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項目 推計方法 基礎資料
（2）ガス・熱供給業 ①　産出額

　ア　民間企業

　　　営業収益（暦年）×年度転換比率 関係機関照会

　イ　公的企業

　　　営業収益－受託工事収益 市町財政概要（県市町課）

　ウ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　エ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　ア　民間企業

　　　産出額×中間投入比率＋政府手数料＋FISIM消費額 関係機関照会、内閣府資料

　イ　公的企業

　　　中間投入額＋政府手数料＋FISIM消費額
　　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

関係機関照会、内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（3）水道業 ①　産出額

　ア　上水道・工業用水道

　　　営業収益－受託工事収益－受水費 市町財政概要（県市町課）、
県企業局ホームページ

　イ　（政府）下水道

　　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産･輸入品に課される税
　　　地方公共団体等の決算書により該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

　ウ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

②　中間投入額

　ア　上水道・工業用水道

　　　中間投入額＋政府手数料＋FISIM消費額
　　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

内閣府資料、県企業局ホーム
ページ

　イ　（政府）下水道

　　　「決算書」の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア
　　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

地方財政状況調査（県市町
課）、内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（4）廃棄物処理業 ①　産出額

　ア　民間企業

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、第３次産業活動
指数（経済産業省）、事業
所・企業統計調査（総務
省）、経済センサス－基礎調
査（総務省）、経済センサス
-活動調査（総務省・経済産
業省）

　イ　（政府）廃棄物処理

　　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産･輸入品に課される税
　　　地方公共団体等の決算書により該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

②　中間投入額

　ア　民間企業

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）廃棄物処理

　　　「決算書」の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア
　　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

地方財政状況調査（県市町
課）、内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額
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項目 推計方法 基礎資料
７　建設業 ①　産出額

　ア　建築工事・土木工事

　　　全国投資額×出来高ベース工事費の対全国比
　　　（建築（建築補修を除く）、土木を民間、公的別に
　　把握）

建設投資見通し（国土交通
省）、建設総合統計（国土交
通省）

　イ　補修工事

　　　（建築工事産出額＋土木工事産出額）×(「建設」の
　　中の「建設補修」)／（「建築」＋「公共事業」＋
　　「その他の土木工事」）
　　　「建設補修」「建築」「公共事業」「その他の
　　土木工事」：『県産業連関表』よりとる。

山口県産業連関表（県統計分
析課）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

８　卸売・小売業

（1）卸売業 ①　産出額

　　（商業統計調査の年間販売額－本支店間移動－製造業の
　　販売事業所分）×マージン率＋商業統計調査のその他の
　　収入額
　　・マージン率＝（売上高－売上原価）／売上高

商業統計調査（経済産業
省）、商業動態統計調査（経
済産業省）、法人企業統計調
査（財務省）、内閣府資料

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（2）小売業 ①　産出額

　　（商業統計調査の年間販売額－本支店間移動）
　　×マージン率＋商業統計調査のその他の収入額
　　・マージン率＝（売上高－売上原価）／売上高

商業統計調査（経済産業
省）、商業動態統計調査（経
済産業省）、法人企業統計調
査（財務省）、内閣府資料

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

９　運輸・郵便業 ①　産出額

　ア　鉄道業

　（ｱ）　ＪＲ旅客

　　　　 営業収益×乗車人員県分割合 内閣府資料

　（ｲ）　ＪＲ貨物

 　　　　営業収益×貨物発送トン数県分割合 JR貨物ホームページ、貨物旅
客地域流動調査（国土交通
省）

　（ｳ）　ＪＲ以外の鉄道

 　　　　営業収入 運輸要覧（中国運輸局）

　（ｴ）　索道
 　　　　旅客収入 鉄道輸送統計年報（国土交通

省）
　イ　道路運送業

　（ｱ）　バス 運輸要覧（中国運輸局）
　（ｲ）　タクシー 運輸要覧（中国運輸局）
　（ｳ）　道路貨物輸送業

 　　　　全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×輸送トン数の対全国比

内閣府資料、交通関連統計資
料集（国土交通省）、第３次
産業活動指数（経済産業省）
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項目 推計方法 基礎資料
　ウ　水運業

　（ｱ）　外洋輸送業

 　　　　全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×海上出入貨物トン数（輸出）の対全国比

内閣府資料、港湾統計年報
（国土交通省）、第３次産業
活動指数（経済産業省）

　（ｲ）　沿海・内水面輸送業

 　　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　（ｳ）　港湾運送業

 　　　　全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×海上出入貨物トン数（輸移出＋輸移入)の対全国比

内閣府資料、港湾統計年報
（国土交通省）、第３次産業
活動指数（経済産業省）

　エ　航空運輸業

　　　全国の産出額×年度転換比率
　　×輸送実績(人キロメートル)の対全国比

内閣府資料、航空輸送統計年
報（国土交通省）、第３次産
業活動指数（経済産業省）

　オ　その他の運輸業

　（ｱ）　貨物運送取扱

　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、第３次産業活動
指数（経済産業省）、事業
所・企業統計調査（総務
省）、経済センサス-基礎調
査（総務省）、経済センサス
-活動調査（総務省・経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　（ｲ）　倉庫業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×普通倉庫の年度平均月末在庫量の対全国比

内閣府資料、第３次産業活動
指数（経済産業省）、倉庫統
計季報（国土交通省）

　（ｳ）　こん包業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　（ｴ）　道路輸送施設提供業
　　　ａ　有料道路

　　　　　料金収入を積み上げる。
　　　　　他県にまたがる道路については道路延長キロで
　　　　料金収入を按分して算出する。

関係機関照会、市町財政概要
（県市町課）、山口県の道路
（県道路建設課）

　　　ｂ　有料駐車場

　　　　　全国産出額×年度転換比率
　　　　×駐車場の駐車可能台数の対全国比

内閣府資料、自動車駐車場年
報（国土交通省）、第３次産
業活動指数（経済産業省）

　　　ｃ　一般ターミナル

　　　　　一般ターミナルの料金収入 関係機関照会
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項目 推計方法 基礎資料

　（ｵ）　その他の水運附帯サービス業
　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　（ｶ）　航空施設管理・その他の航空附帯サービス業
　　　　 全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×航空輸送業の対全国比

内閣府資料、航空輸送統計年
報（国土交通省）、第３次産
業活動指数（経済産業省）

　（ｷ）　旅行・その他の運輸附帯サービス
　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　カ　郵便業

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数の対全国比 内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業省）

　キ　（政府）水運施設管理及び
　　（政府）航空施設管理（国公営）
　　　産出額＝中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産･輸入品に課される税
　　　国の出先機関については直接照会により、
　　地方公共団体等については決算書により集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調調査（県市町課、財政
課）、内閣府資料

　ク　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　ケ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　ア　市場生産者

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）水運施設管理及び
　　（政府）航空施設管理（国公営）
　　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額
　　－ソフトウェア
 　　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１０　宿泊・飲食サー ①　産出額

ビス業 　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料
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項目 推計方法 基礎資料
③　総生産＝産出額－中間投入額

１１　情報通信業 ①　産出額

　ア　電信・電話業

　　(ｱ)　通信業（「固定電気通信業」、
　　　「移動電気通信業」）
　　　　 全国の産出額×年度転換比率×電話発信回数
　　　 （固定電気通信業については加入電話、移動電
　　　 気通信業については携帯電話）の対全国比

内閣府資料、テレコムデータ
ブック統計年報（電気通信事
業者協会）、第３次産業活動
指数（経済産業省）

　　(ｲ)　電気通信に附帯するサービス業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数×
　　　 １人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　イ　インターネット付随サービス業

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　ウ　放送業

　　(ｱ)　公共放送業

　　　　 受信料収入＋交付金収入 関係機関照会

　　(ｲ)　民間放送業

　　　　（営業収入－代理店手数料）×県内従業者数比率で
　　　 求めた事業所毎の産出額の計

関係機関照会

　　(ｳ)　有線放送業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　エ　情報サービス業

　　　全国の産出額×年度転換比率
　　×従業者数×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　オ　映像・音声・文字情報制作業

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額
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項目 推計方法 基礎資料
１２　金融・保険業

（1）金融業 ①　産出額

　ア　預金取扱機関

　　　FISIM産出額＋受取手数料

　イ　その他の金融機関

　　　受取手数料

　　(ｱ)　FISIM産出額

　　　　 民間、公的別に貸し手側FISIM及び借り手側FISIM
　　　 全国値×預金残高及び貸付残高の対全国比
　　　　ａ　民間金融機関

　　　　　　国内銀行、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、
　　　　　信用農業協同組合連合会、農業協同組合、
　　　　　漁業協同組合、商工組合中央金庫の預金・貸出金
　　　　ｂ　公的金融機関

　　　　　　ゆうちょ銀行他公的金融機関の預金・貸出金

　　（ｲ） 受取手数料

　　　　ａ　FISIM産出額推計の対象機関

　　　　　　全国値×（貸出残高＋預金残高）の対全国比

　　　　ｂ　FISIM産出額推計の対象でない機関

　　　　　　全国値×従業者数の対全国比

　ウ　日本銀行産出額

　　　全国値×従業者数の対全国比

　エ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　オ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（2）保険業 ①　産出額

　ア　生命保険

　　(ｱ)　民間生命保険会社及び民間共済保険

　　　　 全国の産出額×保有契約高の対全国比 内閣府資料、生命保険協会
ホームページ

　 （ｲ） かんぽ生命保険

　　　　 全国の産出額×保有契約高の対全国比 内閣府資料

　イ　年金基金

　　　国民年金基金・同連合会

　　　全国値×国民年金基金累積加入者数の対全国比 内閣府資料、国民年金基金連
合会ホームページ、関係機関
照会

　ウ　非生命保険

　　(ｱ)　本邦損害保険会社及び外国損害保険会社

　　　　 保険料、準備金純増、財産運用純益：全国値×
　　　　（火災保険＋自動車保険＋自賠責保険）の保険料
　　　 の対全国比
　　　　 保険金：全国値×（火災保険＋自動車保険＋
　　　 自賠責保険）の保険金の対全国比

内閣府資料、損害保険料率算
出機構統計集（損害保険料率
算出機構）

　 （ｲ） 火災共済組合、農業共済組合、交通災害共済事業

　　　　 各決算書から該当項目をとる。 内閣府資料、関係機関照会、
市町財政概要（県市町課）

　　(ｳ)　漁業共済組合

　　　　 全国値×本邦損害保険会社及び外国損害保険会社
　　　 の産出額の対全国比

内閣府資料、損害保険料率算
出機構統計集（損害保険料率
算出機構）

　エ　定型保証

　　(ｱ)　全国信用保証協会

　　　　 決算書から該当項目をとる。 山口県信用保証協会ホーム
ページ

　 （ｲ） 住宅ローン保証を提供する機関

　　　　 全国値×一世帯当たりの負債現在高のうち住宅・
　　　 土地の負債額×世帯数の対全国比

内閣府資料、全国家計構造調
査（総務省）、国勢調査（総
務省）

　オ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

内閣府資料、日本銀行・全国
信用金庫協会・農林中金総合
研究所・商工組合中央金庫・
ゆうちょ銀行・財務省・日本
政策金融公庫各ホームペー
ジ、山口県統計年鑑（県統計
分析課）、事業所・企業統計
調査（総務省）、経済センサ
ス-基礎調査（総務省）、経
済センサス-活動調査（総務
省・経済産業省）
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項目 推計方法 基礎資料
　カ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務

省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１３　不動産業

（1）住宅賃貸業 ①　産出額

　　借家家賃＋持ち家の帰属家賃＋給与住宅差額家賃

　ア　借家家賃

　　　借家家賃単価×借家床面積×12ヵ月

　イ　持ち家の帰属家賃

　　　持ち家家賃単価×持家床面積×12ヵ月－民泊控除分

　ウ　給与住宅差額家賃

　　　（１ヵ月１㎡当たり市中家賃－１ヵ月１㎡当たり
　　給与住宅家賃）×給与住宅床面積×12ヵ月

　エ　民泊サービスへの支払 内閣府資料、観光庁資料

　オ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（2）不動産仲介業 ①　産出額

　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
毎月勤労統計調査（厚生労働
省）、第３次産業活動指数
（経済産業省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

（3）不動産賃貸業 ①　産出額

　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
毎月勤労統計調査（厚生労働
省）、第３次産業活動指数
（経済産業省）

②　中間投入額

　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

住宅・土地統計調査（総務
省）、建築物滅失統計調査
（国土交通省）、建築着工統
計調査（国土交通省）、住宅
着工統計調査（国土交通
省）、消費者物価指数（県統
計分析課）、消費者物価指数
年報（総務省）、内閣府資料
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項目 推計方法 基礎資料
１４　専門・科学技 ①　産出額

術、業務支援サービ 　ア　研究開発サービス、広告業

ス業 　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　イ　物品賃貸サービス業、その他の対事業所サービス業

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　ウ　獣医業

　　　全国の産出額×従事者数の対全国比 内閣府資料、獣医師届出状況
（農林水産省）

　エ　（政府）学術研究

　　　産出額＝中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産･輸入品に課される税
　　　地方公共団体等の決算書により該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

　オ　(非営利）自然・人文科学研究機関

　　　全国の産出額×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、毎月勤
労統計調査（厚生労働省）

②　中間投入額

　ア　市場生産者、（非営利）自然・人文科学研究機関

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）学術研究

　　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額
　　－ソフトウェア
　 　　中間投入額：該当項目を積み上げる。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１５　公務 ①　産出額

　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　＋生産・輸入品に課される税
　　国の出先機関については直接照会により、
　地方公共団体等については決算書により、
　それぞれ該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

②　中間投入額

　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア 関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額
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項目 推計方法 基礎資料
１６　教育 ①　産出額

　ア　教育

　　　全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス－活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　イ　（政府）教育

　　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産･輸入品に課される税
　　　国の出先機関については直接照会により、
　　地方公共団体等については決算書により集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

　ウ　（非営利）教育

　　　全国の産出額×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、毎月勤
労統計調査（厚生労働省）

②　中間投入額

　ア　教育及び（非営利）教育

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）教育

　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア 関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１７　保健衛生・社会 ①　産出額

事業 　ア　医療・保健

　　(ｱ)　医療業

　　　 保険適用となる傷病治療費＋保険適用外の支払い

　　　　ａ　保険適用となる傷病治療費

　　　　（a） 公費負担分

　　　　　　　国の当該計数×診療報酬等（支払総額－
　　　　　　医療保険合計－老人保健）の対全国比
　　　　（b） 保険者等負担分

　　　　　　　国の当該計数×診療報酬等
　　　　　（医療保険合計）の対全国比
　　　　（c） 後期高齢者医療給付分

　　　　　　　国の当該計数×後期高齢者医療給付費合計
　　　　　　の対全国比
　　　　（d） 患者負担分

　　　　　　　国の当該計数×診療報酬等（総額）
　　　　　　の対全国比
　　　　ｂ　保険適用外の支払い

　　　　　　保険適用となる傷病治療費
　　　　　×(保険外診療収入/保険診療収入)
　　(ｲ)　保健衛生業及び社会福祉業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率×従業者数
　　　 ×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

「国民医療費」（厚生労働
省）、基金年報（社会保険診
療報酬支払基金）、後期高齢
者医療事業状況報告（厚生労
働省）、経済センサス-活動
調査（総務省・経済産業省）

- 109 -



項目 推計方法 基礎資料
　イ　介護

　　　介護給付・予防給付費用額（福祉用具購入費と
　　住宅改修費を除く）＋市町村特別給付費用額

介護保険事業状況報告（厚生
労働省）

　ウ　（政府）保健衛生・社会福祉

　　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産・輸入品に課される税
　　　国の出先機関については直接照会により、
　　地方公共団体等については決算書により、
　　それぞれ該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

　エ　（非営利）社会福祉

　　　全国の産出額
　　×従業者数×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、毎月勤
労統計調査（厚生労働省）

　オ　自社開発ソフトウェア産出額 内閣府資料

　カ　研究開発（Ｒ＆Ｄ）産出額 内閣府資料、国勢調査（総務
省）

②　中間投入額

　ア　医療・保健、介護、（非営利）社会福祉

　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）保健衛生・社会福祉

　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア 関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１８　その他のサー ①　産出額

ビス 　ア　自動車整備・機械修理業

　　(ｱ)　自動車整備・機械修理業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×自動車保有車両数の対全国比

内閣府資料、交通関連統計資
料集（国土交通省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　　(ｲ)　機械修理業

　　　　 全国の産出額×年度転換比率
　　　 ×従業者数×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

　イ　会員制企業団体

　　　全国の産出額×年度転換比率
　　×従業者数×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス－活動調査（総
務省・経済産業省）、第３次
産業活動指数（経済産業
省）、毎月勤労統計調査（厚
生労働省）

　ウ　娯楽業、洗濯・理容・美容・浴場業、
　　その他の対個人サービス業（分類不明を含む）
　　　全国の産出額×年度転換比率
　　×従業者数×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
第３次産業活動指数（経済産
業省）、毎月勤労統計調査
（厚生労働省）
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項目 推計方法 基礎資料
　エ　（政府）社会教育

　　　産出額＝中間投入額＋雇用者報酬＋固定資本減耗
　　＋生産・輸入品に課される税
　　　国の出先機関については直接照会により、
　　地方公共団体等については決算書により、
　　それぞれ該当項目を集計する。

関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

　オ　（非営利）社会教育、（非営利）その他

　　　全国の産出額×従業者数
　　×１人当たり現金給与の対全国比

内閣府資料、事業所・企業統
計調査（総務省）、経済セン
サス-基礎調査（総務省）、
経済センサス-活動調査（総
務省・経済産業省）、毎月勤
労統計調査（厚生労働省）

②　中間投入額

　ア　市場生産者、（非営利）社会教育、
　　（非営利）その他
　　　産出額×中間投入比率 内閣府資料

　イ　（政府）社会教育

　　「決算書」等の中間投入額＋FISIM消費額－ソフトウェア 関係機関照会、地方財政状況
調査（県市町課、財政課）、
内閣府資料

③　総生産＝産出額－中間投入額

１９　輸入品に課さ 全国値×経済活動別県内総生産の「小計」の対全国比 国民経済計算年報（内

れる税・関税 閣府）

２０　(控除)総資本形 　支出系列で求めた設備投資等に係る消費税の控除額を

成に係る消費税 計上する。

２１　固定資本減耗 固定資本減耗＝産出額×固定資本減耗比率
ただし、水産業及び電気業については産業連関表を準用する。

内閣府資料、山口県産業連関
表（県統計分析課）

２２　生産・輸入品に 　ア　公務

課される税 (控除)
補助金

　　「決算書」等又は直接照会により税額をとる。 地方財政状況調査（県市町
課、財政課）、関係機関照
会

　イ　公務以外の生産活動

　　　国の当該計数（経済活動別）を総生産の対全国比
　　により分割する。

国民経済計算年報（内閣
府）、内閣府資料
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（２）県内総生産（生産側、実質）

項目 推計方法 基礎資料
１　産出、中間投入、 （1）国の産出、中間投入の連鎖デフレーターを 内閣府資料

県内総生産の実質値 　 年度転換する。

　（経済活動別） 　　 国の連鎖デフレーター×年度転換比率

（2）前年度を基準とした固定基準年方式の実質値を求める。

　　 産出額、中間投入の実質値を求め、両者の差を県内総
　 生産の実質値とする。
　　 前年度固定基準の当年度実質値
　 ＝当年度名目値/(当年度連鎖デフレーター/
　 前年度連鎖デフレーター)

（3）(2)をそれぞれ前年度名目値で除して、連鎖実質値の
　 対前年度増加率を求める。
　　 連鎖実質値の対前年度増加率
　　 ＝前年度固定基準の当年度実質値
　　 /前年度名目値

（4）推計開始年度の名目値をベースに、翌年度以降は(2)の
　 増加率を乗じて一次推計値を求める。
　　 当年度の一次推計値
　　 ＝H23年度名目値×(3)のH24年度の伸び率･･･
　　 ×当年度の伸び率

（5）H27年度の産出額、中間投入の名目値をそれぞれH27年度
　 の連鎖デフレーターで除して実質値を求め、その差額を
　 27年度の県内総生産の連鎖実質値とする。

（6）H27年度の(4)の一次推計値が(5)基準改定年度の値に
　 なるように一次推計値を調整する。

２　デフレーター 　次式で求める。

　（経済活動別） 　連鎖デフレーター＝名目値／連鎖実質値

- 112 -



（３）県民所得及び県民可処分所得の分配

項目 推計方法 基礎資料
県民所得及び県民可処分所得の分配は、「（６）制度部門
別所得支出勘定」を組み替えることによって間接的に推計
される。

（６）制度部門別所得
支出勘定の基礎資料欄
参照

１　県民雇用者報酬

（1）賃金・俸給 　所得支出勘定の「家計」の受取である県民雇用者報酬を
内訳別に細分して計上する。

（2）雇主の社会負担

　 ア　雇主の現実社会負担

　 イ　雇主の帰属社会負担

２　財産所得（非企業部門）

（1）一般政府（地方政府等） 　所得支出勘定の「一般政府（地方政府等）」の財産所得
（利子、法人企業の分配所得、保険契約者に帰属する投資
所得、賃貸料）の受取、支払を計上する。

（2）家計 　所得支出勘定の「家計」（個人企業を含む）の財産所得
（利子、配当、その他の投資所得、賃貸料）の受取、支払
を計上する。

（3）対家計民間非営利団体 　所得支出勘定の「家計」（個人企業を含む）の財産所得
（利子、配当、その他の投資所得、賃貸料）の受取、支払
を計上する。

３　企業所得
（1）民間法人企業 　所得支出勘定の「非金融法人企業」と「金融機関」の営

業余剰に、それぞれの財産所得の受取を加算、財産所得の
支払を控除して計上する。

（2）公的企業 　「非金融法人企業」と「金融機関」に含まれる公的企業
の営業余剰に財産所得の受取を加算、財産所得の支払を控
除して計上する。

（3）個人企業

　 ア　農林水産業 　所得支出勘定の「家計」に含まれる個人企業のうちの農
林水産業の営業余剰・混合所得から、その他の支払利子と
支払賃貸料を控除して計上する。

　 イ　その他の産業 　「家計」に含まれる個人企業のうちのその他産業の営業
余剰・混合所得から、その他の支払利子と支払賃貸料を控
除して計上する。

　 ウ　持ち家 　「家計」に含まれる持ち家の営業余剰から、その他の支
払利子と支払賃貸料を控除して計上する。

４　県民所得 　１＋２＋３

５　生産・輸入品に課される税
(控除)補助金

　所得支出勘定の「一般政府（地方政府等）」の生産・輸
入品に課される税から補助金を控除して計上する。

６　県民所得(市場価格表示) 　４県民所得に、５生産・輸入品に課される税(控除)補助
金を加え、市場価格ベースに転換して計上する。

７　経常移転（純） 　各制度部門別に財産所得以外の移転項目の受払の純額を
計上する。

８　県民可処分所得 　各制度部門別に受け取った所得から経常移転支払を控除
したものを計上する。消費と貯蓄の合計に等しい。
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（４）県内総生産（支出側、名目）

項目 推計方法 基礎資料
１　民間最終消費支出
（1）家計最終消費支出 　国民経済計算の13目的別に最終消費支出推計値を分割推

計する。
　全国値（民ベース転換後）×（全国家計構造調査による
推計値＋直接推計法による推計値）の対全国比
　※全国値（民ベース転換後）＝全国値（内ベース）＋居
住者家計の海外での直接購入－非居住者家計の国内での直
接購入

全国家計構造調査報告
（総務省）、内閣府資
料、国勢調査（総務
省）、住民基本台帳に
基づく人口、人口動態
及び世帯数（総務
省）、国民経済計算年
報（内閣府）、全国軽
自動車協会連合会ホー
ムページ、小売物価統
計調査（総務省）、消
費者物価指数（総務
省）、産業連関表（総
務省）、介護保険事業
状況報告（厚生労働
省）

　ア　全国家計構造調査による
推計

　全国家計構造調査を基に、二人以上の世帯と単身世帯別
に、13目的別に自県分と全県分を推計する。ただし、以下
の項目は控除する。
・家賃（持家の帰属家賃、給与住宅差額家賃を含む）、非
生命保険サービス、自動車購入額、医療費（自己負担
分）、介護費（自己負担分）
・消費支出とみなされないもの

　イ　直接推計法による推計 　全国家計構造調査では捕捉されていないSNA独自の概念
による推計項目、あるいは的確に把握していないと考えら
れる項目を推計する。

　 (ｱ) 生命保険サ－ビス 　生命保険の産出額を計上する。
　 (ｲ) 年金基金サ－ビス 　年金基金の産出額を計上する。
　 (ｳ) 証券手数料 　全国値×貯蓄現在高の有価証券の対全国比

　 (ｴ) FISIM消費額 　消費者家計のFISIM消費額（借り手側、貸し手側）を計
上する。

　 (ｵ) 家賃 　住宅賃貸業の産出額を計上する。（持ち家の帰属家賃、
給与住宅差額家賃を含む。）

　 (ｶ) 非生命保険のサービス料 　　生産系列で推計される非生命保険の産出額×家計分割
合

　 (ｷ) 自動車購入額 　全国値×自動車購入額の対全国比
　 (ｸ) 医療費（自己負担分） 　生産系列で推計した保険適用となる傷病治療費のうちの

患者負担分及び保険適用外の支払い分を計上する。
　 (ｹ) 介護費（自己負担分） 　生産系列で推計した総介護費のうちの自己負担分を計上

する。

（2）対家計民間非営利団体最終
消費支出

　生産系列の非市場生産者（非営利）部門の産出額（中間
投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課され
る税）－財貨・サービスの販売－自己勘定総固定資本形成
（R&D)として算出する。
　なお、対家計民間非営利団体の最終消費支出は全額、家
計への現物社会移転（非市場産出）となる。

内閣府資料

２　地方政府等最終消費支出 　非市場生産者（政府）部門の産出額（雇用者報酬＋中間
投入額＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税）－財
貨・サービスの販売－自己勘定総固定資本形成(Ｒ＆Ｄ)＋
現物社会移転（市場産出の購入）として算出する。
　国の出先機関については直接照会により、地方公共団体
等については決算書により、それぞれ該当項目を集計す
る。

地方財政状況調査（県
市町課、財政課）、関
係機関照会、産業連関
表（総務省）、内閣府
資料

（1）雇用者報酬 　決算書等により、賃金・俸給、雇主の社会負担に該当す
る項目を集計する。
　なお、帰属計算項目として給与住宅差額家賃を加算す
る。

（2）中間消費 　決算書等により、旅費、需用費、役務費、委託料、備品
購入費などの物件費を集計し、別途FISIM消費額と日本銀
行の非市場産出を加算する。
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項目 推計方法 基礎資料
（3）固定資本減耗 　経済活動別産出額（固定資本減耗を除く）×国の経済活

動別固定資本減耗比率（防衛装備品の固定資本減耗分を除
く）

（4）生産・輸入品に課される税 　国有資産所在市町村交付金、国有提供施設等所在市町村
助成交付金、自動車重量税などを計上する。

（5）財貨・サービスの販売 　授業料、保育所使用料、公共下水道料金収入のほか使用
料、委託金、雑入の一部などを計上する。

関係機関照会

（6）自己勘定総固定資本形成
（Ｒ＆Ｄ）

　一般政府のＲ＆Ｄ全国値×一般政府の産出額の自県分の
対全国比

国民経済計算年報（内
閣府）

（7）現物社会移転（市場産出
の購入）

　社会保障制度の医療・介護保険の保険給付分、公費負担
医療給付、教科書の購入費、戦傷病者無賃乗車船等負担金
を計上する。

内閣府資料、関係機関
照会、国民医療費、一
般会計歳入歳出決算
書、地方財政統計年
報、福祉行政報告書

３　県内総資本形成

（1）県内総固定資本形成

　ア　民間

　 (ｱ) 住宅 　住宅投資総額－公的住宅投資
　制度部門分割は、公的分譲住宅を控除した民間分を建築
着工統計の建築主別新設住宅床面積により、法人企業、対
家計民間非営利団体、家計に分割し、さらに法人分を金融
機関と非金融法人企業に分割する。分譲住宅は、家計（個
人企業）による投資とする。

建設総合統計年度報
（国土交通省）、建設
工事統計調査（国土交
通省）、国民経済計算
年報（内閣府）、内閣
府資料

　 (ｲ) 企業設備 　ａ　「その他の建物・構築物」及び「機械・設備」の
　　「製造業」分
　　　工業統計表の有形固定資産取得額＋建設仮勘定の
　　対全国比で分割する。

国民経済計算年報（内
閣府）、工業統計表
（経済産業省）

　ｂ　「その他の建物・構築物」及び「機械・設備」の
　　「製造業以外」分
　　　県の総生産に対して、国民経済計算の総生産に占
　　める「その他の建物・構築物」及び「機械・設備」
　　の「製造業以外」分の投資額の比率を乗じて算出
　　する。

国民経済計算年報(内閣
府)

　ｃ　「育成生物資源」
　　　生産農業所得統計の「果実（果樹）＋乳牛＋
　　その他の畜産」の産出額の対全国比で分割する。

生産農業所得統計（農
林水産省）

　ｄ　「研究・開発」及び「コンピュータ・ソフト
　　ウェア」
　　　県の総生産に対して、国民経済計算の総生産に占
　　める研究・開発及びコンピュータ・ソフトウェアの
　　投資額の比率を乗じて算出する。

国民経済計算年報(内閣
府)

　ｅ　「娯楽作品原本」
　　　経済センサス（活動調査）』における「放送業」、
　　「映像・音声・文字情報制作業」売上額合計から
　　ＮＨＫの受信料収入＋交付金収入（放送受信契約数
　　で県別按分）を控除した額の自県分の対全国比で
　　分割する。

経済センサス-活動調査
（総務省・経済産業
省）、国民経済計算年
報（内閣府）、NHK年鑑
（NHK）

　イ　公的

　 (ｱ) 住宅 　決算書等により、住宅関係項目を集計する。（用地補償
費を控除し、防衛関係の公務員宿舎施設費を加算する。）

地方財政状況調査（県
財政課、市町課）、関
係機関照会

　 (ｲ) 企業設備 　公的企業について、決算書等により建設関係項目を集計
（用地補償費、住宅費を控除する。）し、これに研究・開
発及び娯楽作品原本を加算する。また、制度部門分割も、
同時に行う。

地方財政状況調査（県
市町課)､市町財政概要
（県市町課）、関係機
関照会、国民経済計算
年報(内閣府)、経済セ
ンサス-活動調査（総務
省・経済産業省）

　 (ｳ) 一般政府 　国の一般会計、非企業特別会計、地方の普通会計、非企
業会計について、決算書等から建設関係項目を集計する。
（用地補償費、住宅費を控除する。）
　制度部門分割は、一般政府とする。

地方財政状況調査（県
財政課、市町課）、関
係機関照会
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項目 推計方法 基礎資料
（2）在庫変動 　在庫変動は、民間・公的別に推計する。

　国の名目産出額に対する名目在庫残高の比率を県の産出
額に乗じて県の在庫残高を推計し、在庫残高デフレーター
（年度末）で除して実質在庫残高を推計する。期末の残高
から期首の残高を引くことにより実質在庫変動とする。
　実質在庫変動に年度平均在庫デフレ－ターを乗じ、在庫
品評価調整後の名目在庫変動を推計する。

内閣府資料、国民経済
計算年報(内閣府)

４　財貨・サービスの移出入
(純)・統計上の不突合
（1）財貨・サービスの移出入
(純)

　財貨・サービスの移出(FISIMを除く)－財貨・サービス
の移入(FISIMを除く)＋FISIM移出入（純）による。

　ア　財貨・サービスの移出
　　(FISIMを除く）

　（経済活動別産出額×移輸出率）＋（非市場生産者の産
出額－財貨・サービスの販売－自己勘定総固定資本形成）

山口県産業連関表（県
統計分析課）、内閣府
資料、関係機関照会

　イ　財貨・サービスの移入
　　(FISIMを除く）

　経済活動別中間投入額(部門分割後)×移輸入率
　民間最終消費支出額(部門分割後)×移輸入率
　地方政府等最終消費支出額(部門分割後)×移輸入率
　県内総資本形成額(部門分割後)×移輸入率

山口県産業連関表（県
統計分析課）

　ウ　FISIM移出入(純) 　FISIM県内産出額－FISIM県内消費額

（2）統計上の不突合 　県内総生産－（民間最終消費支出＋地方政府等最終消費
支出＋総資本形成＋財貨・サービスの移出入（純））によ
る。

５　県外からの所得（純） 　県民所得－県内要素所得（要素費用表示の県内純生産）
による。
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（５）県内総生産（支出側、実質）

項目 推計方法 基礎資料
１　民間最終消費支出、地方政
府等最終消費支出、県内総資本
形成

(1)前年度を基準とした固定基準年方式の実質値を求め
る。
　 産出額、中間投入の実質値を求め、両者の差を県内
 総生産の実質値とする。

内閣府資料

　 前年度固定基準の当年度実質値
 ＝当年度名目値／（当年度連鎖デフレーター
 ／前年度連鎖デフレーター）

(2)(1)をそれぞれ前年度名目値で除して、連鎖実質値の対
前年度増加率を求める。
　 連鎖実質値の対前年度増加率
 ＝前年度固定基準の当年度実質値／前年度名目値

(3)　推計開始年度の名目値をベースに、翌年度以降は(1)
の増加率を乗じて一次推計値を求める。
　 当年度の一次推計値
 ＝H23年度名目値×(2)のH24年度の伸び率･･･
 ×当年度の伸び率

 (4)H27年度の産出額、中間投入の名目値をそれぞれH27年
度の連鎖デフレーターで除して実質値を求め、その差額を
27年度の県内総生産の連鎖実質値とする。

(5)H27年度の(3)の一次推計値が(4)基準改定年度の値にな
るように一次推計値を調整する。
　 当年度連鎖実質値
 ＝(3)の当年度値×((4)のH27年度値/(3)のH27年度値）

２　デフレーター 　次式で求める。

　（経済活動別） 　連鎖デフレーター＝名目値／連鎖実質値
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（６）制度部門別所得支出勘定

項目 推計方法 基礎資料
１　県民雇用者報酬 　家計の受取に計上する。

（1）賃金・俸給
　ア　現金給与
　 (ｱ) 雇用者給与
　　　 農林水産業

　　 ａ　農業 　販売農家１戸当たり農業雇用労賃×販売農家戸数

　　　(a) 農家 　１人当たり雇用者報酬×１人当たり現金給与の
対全国比×農業法人雇用者数

　　　(b) その他
　　　　　(農業企業など)
　　 b　林業

　　　(a) 林家分 　民有林県内純生産×林野面積個人分割合×雇用労賃率

　　　(b) 法人、公有林分 　１人当たり雇用者報酬×１人当たり現金給与の
対全国比×林業法人雇用者数

　　 c　水産業 　水産業県内純生産×雇用労賃率

　　 d　有給家族従業者の
　　　現金給与の加算

　有給家族従業者１人当たり平均給与
×有給家族従業者数

内閣府資料

　 (ｲ) 雇用者給与
　　　 農林水産業以外の
　　   産業

　　 a-1　常用雇用者
　　　(教育のうち教職員、
　　　公務を除く)

　産業別１人当たり賃金・俸給×産業別常用雇用者数

　・産業別１人当たり賃金・俸給
　（Ａ×Ｘ＋Ｂ×Ｙ）÷（Ｘ＋Ｙ）
　Ａ:30人以上の事業所の1人当たり現金給与額：
　　 毎月勤労統計より
　Ｂ:29人以下の事業所の1人当たり賃金・俸給＝30人以
上の事業所の１人当たり現金給与額×賃金格差
　Ｘ:30人以上の事業所の常用雇用者数
　Ｙ:29人以下の事業所の常用雇用者数
　・産業別常用雇用者数
　産業別雇用者数×二重雇用比率－臨時・日雇従業者数
　※二重雇用比率：副業推計のための比率

毎月勤労統計調査（厚生労
働省）、民間給与実態統計
調査（国税庁）、国勢調査
（総務省）、内閣府資料

　　 a-2　常用雇用者
　　　(教育のうち教職員、
　　　公務）

　各決算書、照会資料により積み上げる。 地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、学校基本調
査報告書（文部科学省）、
教育委員会・学校一覧（県
教育政策課）、関係機関照
会

　　 b　臨時・日雇 　臨時・日雇の産業別雇用者数　×　臨時・日雇の産業
別１人当たり年間現金給与額

国勢調査（総務省）、毎月
勤労統計調査（厚生労働

　 (ｳ) 役員報酬 　産業別常用雇用者１人当たり賃金・俸給×役員と従業
員の報酬格差×役員数
　役員数：推計役員数×二重雇用比率

　 (ｴ) 議員歳費等 　各決算書、照会資料により積み上げる。 地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、関係機関照
会

　イ　現金給与以外の賃金
　　・俸給
　 (ｱ) 現物給与 　現物給与所得　×　現物給与比率

（農林水産業については、現金給与推計時に、現物給与
分を含んでいるため除外）

関係機関照会、農業構造動
態調査（農林水産省）、農
林業センサス（農林水産
省）、財政金融統計月報
（財務省）、経済センサス-
基礎調査(総務省) 、林業経
営統計調査(農林水産省) 、
漁業産出額(農林水産省)、
漁業経営調査報告（農林水
産省）、漁業センサス（農
林水産省）、毎月勤労統計
調査（厚生労働省）、法人
企業統計（財務省）
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項目 推計方法 基礎資料
　 (ｲ) 給与住宅差額家賃 　（１か月１㎡当たり市中家賃－１か月１㎡当たり給与

住宅家賃）×給与住宅床面積×12か月
住宅・土地統計調査（総務
省）、建築物滅失統計調査
（国土交通省）、建築着工
統計調査（国土交通省）、
住宅着工統計調査（国土交
通省）、消費者物価指数
（県統計分析課）、消費者
物価指数年報（総務省）、
内閣府資料

（2）雇主の社会負担
　ア　雇主の現実社会負担 　各決算書、照会資料等により計上する。 関係機関照会、内閣府資料

　イ　雇主の帰属社会負担
　 (ｱ) 雇主の帰属年金負担 　現在勤務増分(年金制度の手数料を含む) －確定給付

型年金に係る雇主の現実年金負担
内閣府資料、厚生年金保
険・国民年金事業年報（厚
生労働省）

　 (ｲ) 雇主の帰属非年金
　　 負担及びその他の
　　 社会保険非年金給付
　　 ａ　退職一時金（政府
　　　 等）及び公務災害
　　　 補償

　各決算書、照会資料等により計上する。 広島国税局ホームページ、
地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、関係機関照
会

　　 ｂ　その他 　現金・現物給与×「その他」の比率
　その他：その他の雇用者のための雇主負担

内閣府資料

２　営業余剰・混合所得 　生産系列で推計した営業余剰・混合所得を次の各部門
に分割し、非金融法人企業、金融機関、家計（個人企
業）の各部門に計上する。
　営業余剰・混合所得の分割部門
　・民間法人企業｛非金融法人、金融法人｝
　・公的企業｛非金融法人、金融法人｝
　・個人企業｛農林水産業、その他の産業、持ち家｝

（1）金融機関 　金融・保険業（公的＋民間）の営業余剰をもって金融
機関の営業余剰とする。
　これを、生産系列の総生産比率で民間・公的に分割す
る。

（2）家計

　ア　持ち家 　住宅自己所有による帰属営業余剰
　全国値×持ち家の帰属家賃分産出額の対全国比

内閣府資料

　ア　農林水産業 　農林水産業純生産－（生産系列で推計した営業余剰・
混合所得×民間法人企業所得比率×農林水産業割合×営
業余剰への転換比率）－農林水産業雇用者報酬
　民間法人企業所得比率は、国民経済計算により次のと
おり推計する。
　（民間法人企業の営業余剰＋財産所得）／全産業の営
業余剰・混合所得

国民経済計算年報(内閣
府)、内閣府資料、関係機関
照会

　イ　その他の産業 　Σ各産業（ａ×ｂ）＋ｃ＋ｄ

　ａ　１企業当たり本業混合所得
　　　国の産業別個人企業の1個人企業当たり本業混合
　　所得×所得格差
　　　所得格差:申告所得税における営業所得の全国値
　　との格差

内閣府資料、就業構造基本
調査（総務省）、国税調査
統計年報書（国税庁）、国
勢調査（総務省）

　ｂ　内職混合所得
　　　製造業、サービス業別に以下により求める。
　　　ａ×内職所得比率×内職者数
　ｃ　兼業混合所得
　
　　　ａ×兼業比率×個人企業数

（3）非金融法人企業 　（生産系列で推計した営業余剰・混合所得－金融機関
の営業余剰－公的非金融法人の営業余剰－個人企業持ち
家の営業余剰）－個人農林水産業の営業余剰－個人企業
その他産業の営業余剰
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項目 推計方法 基礎資料
　ア　公的非金融法人企業 　関係機関への直接照会などによる。 地方財政状況調査（県財政

課）、市町財政概要（県市
町課）、内閣府資料、関係
機関照会

　イ　民間非金融法人企業 民間非金融法人企業の営業余剰＝（経済活動別営業余
剰・混合所得
－経済活動別総生産からの直接推計の営業余剰）
－家計（個人企業）の営業余剰・混合所得
－公的非金融法人企業の営業余剰・混合所得

３ 生産・輸入品に課さ 　一般政府の受取に計上する。

れる税 　「(1) 県内総生産（生産側、名目）」を参照のこと。

４　補助金 　一般政府の受取に計上する。
　「(1) 県内総生産（生産側、名目）」を参照のこと。

５　財産所得 　制度部門ごとに受取、支払を計上する。

（1）利子 　実績値を推計した後に、FISIM調整を行う。

　ア　非金融法人企業 　民間、公的に分け、次のように推計する。
　 (ｱ) 受取利子 　a　民間企業 （FISIM調整後）

　　 全国値×営業余剰の対全国比

FISIM調整前受取利子＝FISIM調整後の受取利子－FISIM
貸し手側消費額

内閣府資料

　b　公的企業　 （FISIM調整前）
　　 関係機関への直接照会などにより推計。

FISIM調整後受取利子＝FISIM調整前の受取利子＋FISIM
貸し手側消費額

地方財政状況調査（県財政
課）、市町財政概要（県市
町課）、関係機関照会、内
閣府資料

　 (ｲ) 支払利子 　受取利子に準じて推計する。

　イ　金融機関

　 (ｱ) 受取利子
　　 （FISIM調整前）

　a　民間金融機関
　　 全国値×貸出残高の対全国比

内閣府資料、日本銀行ホー
ムページ

　b　民間生命保険
　　 民間生命保険会社及び民間共済保険
　　 全国値×保有契約高の対全国比

内閣府資料、生命保険協会
ホームページ

　c　民間非生命保険

　（a）損害保険会社、外国損害保険会社
　　　 全国値×火災保険、自動車保険、自賠責保険の
　　（保険料収入－支払保険金）の対全国比

内閣府資料、損害保険料率
算出機構ホームページ

　（b）その他の非生命保険

　　　 火災共済協同組合、農業共済組合、農業共済
　　 組合連合会、漁業共済組合各決算書より受取利
　　 子をとる。
　d　公的金融機関
　　 全国値×貸出残高の対全国比

内閣府資料、関係機関照会

　e　公的生命保険
　　 全国値×保有契約金額の対全国比

内閣府資料

　f　公的非生命保険
　　 交通災害共済事業特別会計より、受取利子を
　とる。

市町財政概要（県市町課）

　 (ｱ)' 受取利子
　　 （FISIM調整後）

　上記ａ～ｆで推計した利子額＋FISIM貸し手側消費額
－FISIM産出額
　（FISIM貸し手側消費額＝全国値×金融・保険業産
　出額の対全国比）

内閣府資料、国民経済計算
年報（内閣府）

　 (ｲ) 支払利子
　　 （FISIM調整前）

　a　民間金融機関
　　 全国値×金融機関別貸出残高の対全国比

内閣府資料、関係機関照
会、日本銀行ホームペー
ジ、日本郵政株式会社ホー
ムページ
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項目 推計方法 基礎資料
　b　民間生命保険、民間非生命保険
　　 受取利子に準じて推計する。
　c　公的金融機関
　　 全国値×貯金等残高の対全国比

内閣府資料

　d　公的生命保険、公的非生命保険
　　 受取利子に準じて推計する。

　 (ｲ)' 支払利子
　　 （FISIM調整後）

　上記ａ～ｄで推計した利子額－FISIM借り手側消費額
＋FISIM産出額
　（FISIM借り手側消費額＝全国値×金融・保険業産出
額の対全国比）
　（FISIM産出額は金融・保険業で推計）

内閣府資料、国民経済計算
年報（内閣府）

　ウ　一般政府（地方
　　政府等）

　a　社会保障基金

　　 直接照会等により推計する。 地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、日本銀行
ホームページ

　b　県、市町
　　 各決算書より受取利子をとる。

　上記ａ～bで推計した利子額＋FISIM貸し手側消費額

　FISIM貸し手側消費額は以下のとおり推計
　・社会保障基金：上記で推計した利子額×国の
　受取利子額（FISIM調整後）/受取利子額（FISIM
　調整前）－上記で推計した利子額
　・県、市町：全国値×歳出額の対全国比

地方財政統計年報（総務
省）、国民経済計算年報
（内閣府）

　a　社会保障基金

　　 各決算書より支払利子をとる。 内閣府資料、関係機関照
会、地方財政状況調査（県
財政課、市町課）、市町財
政概要（県市町課)､日本銀
行ホームページ

　b　県、市町
　　 各決算書より支払利子をとる。

　 (ｲ)' 支払利子
　　 （FISIM調整後）

　上記a～bで推計した利子額－FISIM借り手側消費額
　FISIM借り手側消費額は以下のとおり推計
　・社会保障基金：上記で推計した利子額
　×国の支払利子額（FISIM調整後）/支払利子額
　（FISIM調整前）
　・県、市町：上記で推計した利子額
　×国のFISIM消費割合

地方財政統計年報（総務
省）、国民経済計算年報
（内閣府）

　エ　家計（個人企業を含
　　む）

 　 (ｱ)受取利子
　　 （FISIM調整前）

　ａ　預貯金利子
　（a）　一般預貯金利子全国値×個人分割合
　　  ×個人預金残高の対全国比

内閣府資料、日本銀行ホー
ムページ

　（b）　社内預金利子
　　　全国値×個人預金残高の対全国比

　 (ｲ) 支払利子
　　 （FISIM調整前）

　 (ｱ)' 受取利子
　　 （FISIM調整後）

　 (ｱ) 受取利子
　　 （FISIM調整前）
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　ｂ　有価証券利子
　　　全国値×個人預金残高の対全国比

内閣府資料、日本銀行ホー
ムページ

　ｃ　信託利子
　　　全国値×個人預金残高の対全国比

内閣府資料、日本銀行ホー
ムページ、国民経済計算年
報（内閣府）

 　(ｱ)' 受取利子
　　 （FISIM調整後）

　上記ａ～ｃで推計した利子額＋FISIM貸し手側消費額
（FISIM貸し手側消費額＝全国値×個人預貯金残高の対
全国比）

内閣府資料、日本銀行ホー
ムページ

　 (ｲ)　支払利子
　　 （FISIM調整前）

　ａ　消費者負債利子 内閣府資料、全国家計構造
調査(総務省)、国勢調査
（総務省）

 　（a）全国銀行（銀行勘定）
　　　全国値×一世帯当たりの負債現在高
　（住宅・土地のための負債を除く）×世帯数の対全
　　国比

 　（b）生命保険会社
　　　全国値×保有契約高（個人保険、団体保険）の
　　対全国比

内閣府資料、生命保険協会
ホームページ

　（c）その他
　　　全国値×一世帯当たりの負債現在高（住宅・土
　　地のための負債を除く）×世帯数の対全国比

内閣府資料、全国家計構造
調査(総務省)、国勢調査
（総務省）

　ｂ　持ち家の支払利子（住宅支払利子） 内閣府資料、全国家計構造
調査(総務省)、国勢調査
（総務省）

 　（a）全国銀行（銀行勘定）
　　　全国値×一世帯当たりの負債現在高（住宅・土
　　地）×世帯数の対全国比
　（b）その他
　　　全国値×一世帯当たりの負債現在高（住宅・土
　　地）×世帯数の対全国比

内閣府資料、全国家計構造
調査(総務省)、国勢調査
（総務省）

　 (ｲ)' 支払利子
　　 （FISIM調整後）

　上記ａ～ｂで推計した利子額－FISIM借り手側消費額
FISIM借り手側消費額は以下のとおり推計
　・消費者家計：全国消費実態調査の負債現在高の対
　　全国比
　・持ち家：住宅支払利子の対全国比
　・農林水産業
　　全国値×（農協貸付残高＋漁協貸付残高）の対
　　全国比
　・非農林水産業
　　全国値×非農林水個人企業数の対全国比

内閣府資料、全国家計構造
調査(総務省)、国勢調査
（総務省）、農林中金総合
研究所ホームページ、国民
経済計算年報（内閣府）

内閣府資料、農林中金総合
研究所ホームページ

内閣府資料、国勢調査（総
務省）

　オ　対家計民間非営利団体
 　 (ｱ)受取利子

　　 （FISIM調整前）
　下記調整後利子額－FISIM貸し手側消費額（FISIM貸し
手側消費額＝全国値×対家計民間非営利団体従業者数の
対全国比）

　 (ｱ)'　受取利子
　　 （FISIM調整後）

　全国値×対家計民間非営利団体従業者数の対全国比

 　 (ｲ)支払利子
　　 （FISIM調整前）

　下記調整後利子額＋FISIM借り手消費額
　（FISIM借り手側消費額＝全国値×対家計民間非営利
　団体従業者数の対全国比）

　 (ｲ)'　支払利子
　　 （FISIM調整後）

　全国値×対家計民間非営利団体従業者数の対全国比

内閣府資料、事業所・企業
統計調査（総務省）、経済
センサス-基礎調査(総務
省)、経済センサス-活動調
査(総務省・経済産業省）
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項目 推計方法 基礎資料
（2）法人企業の分配所得
　ア　非金融法人企業 　民間、公的に分け、次のように推計する。
　 (ｱ)　受取 　ａ　民間企業

　　　全国値×営業余剰の対全国比
内閣府資料

　ｂ　公的企業
　　　全国値×営業余剰の対全国比

内閣府資料

　 (ｲ)　支払 　受取に準じて推計する。
　イ　金融機関 　民間、公的に分け、次のように推計する。
　 (ｱ)　受取 　ａ　民間企業

　　　全国値×営業余剰の対全国比
内閣府資料

　ｂ　公的企業
　　　全国値×営業余剰の対全国比

内閣府資料

　 (ｲ)　支払 　受取に準じて推計する。
　ウ　一般政府
　 (ｱ)　受取 　決算書から該当項目をとる。 地方財政状況調査（県財政

課、市町課）、関係機関照
会

　エ　家計（個人企業を含
　　む）
　 (ｱ)　受取 　配当金：全国値×配当所得の対全国比 内閣府資料、国税庁ホーム

ページ
　オ　対家計民間非営利団体
　 (ｱ)　受取 　全国値×対家計民間非営利団体従業者数の対全国比 内閣府資料、事業所・企業

統計調査（総務省）、経済
センサス-基礎調査(総務
省)、経済センサス-活動調
査（総務省・経済産業省）

（3）　その他の投資所得
　ア　非金融法人企業
　 (ｱ)　受取 　ａ　保険契約者に帰属する投資所得

　（a）非生命保険の保険契約者に帰属する投資所得
　　の支払と同額を、保険ごとに国の当該計数（非
　　生命保険の保険料の制度部門別分割比率）で分
　　割し、非金融法人企業分を計上する。

内閣府資料

　（b）信用保証協会の定型保証帰属収益の支払と同額
　　を制度部門で分割し、非金融法人企業分を計上す
　　る。

　イ　金融機関
　 (ｱ)　受取 　ａ　保険契約者に帰属する投資所得

　　　非生命保険の保険契約者に帰属する投資所得の
　　支払と同額を、保険ごとに国の当該計数（非生命
　　保険の保険料の制度部門別分割比率）で分割し、
　　金融機関分を計上する。

国民経済計算年報（内閣
府）

　ｂ　投資信託投資者に帰属する投資所得
　　　投資信託投資者に帰属する投資所得の支払と同
　　額を分割し、金融機関分を計上する。
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項目 推計方法 基礎資料
　 (ｲ)　支払 　ａ　保険契約者に帰属する投資所得

　（a）生命保険の帰属収益
　　　機関別の全国値を、生産系列の「金融・保険
　　業」の生命保険の産出額全国値の分割に用いた
　　指標により分割する。

内閣府資料

　（b）非生命保険の帰属収益
　　　・損害保険会社、外国損害保険会社
　　　　全国値×火災保険、自動車保険、自賠責保険
　　　　の保険料の対全国比
　　　・その他の非生命保険
　　　　各決算書より該当項目をとる。

内閣府資料、関係機関照会

　（c）定型保証の帰属収益
　　　・信用保証協会
　　　　財務諸表から財産運用益を推計する。
　　　・住宅ローン保証を提供する機関
　　　　全国値×一世帯当たりの負債現在高のうち住
　　　　宅・土地の負債額×世帯数の対全国比

関係機関照会、内閣府資
料、全国家計構造調査（総
務省）、国勢調査（総務
省）

 　 (d)保険契約者配当
　　　機関別の全国値を、上記ａからｂの保険帰属
　　収益の全国値の分割に用いた指標により分割す
　　る。

内閣府資料

　ｂ　年金受給権に係る投資所得
　　　全国値×厚生年金保険料収納済額の対全国比
　　×内民転換

国民経済計算年報（内閣
府）、厚生年金保険・国民
年金事業年報（厚生労働
省）

　ｃ　投資信託投資者に帰属する投資所得
　　　全国値×預金残高の対全国比

国民経済計算年報（内閣
府）、日本銀行ホームペー
ジ

　ウ　一般政府（地方
　　政府等）
　 (ｱ)　受取 　非金融法人企業の受取aに準じて推計する。

　エ　家計（個人企業を含
　　む）
 　(ｱ)　受取 　ａ　保険契約者に帰属する投資所得

　（a）生命保険の帰属収益
　　　保険契約者に帰属する投資所得の支払の全額を
　　計上する。

　（b）非生命保険の帰属収益
　　　非生命保険の保険契約者に帰属する投資所得
　　の支払と同額を、保険ごとに国の当該計数（非
　　生命保険の保険料の制度部門別分割比率）で分
　　割し、家計分を計上する。

　（c）定型保証の帰属収益
　・信用保証協会
　　信用保証協会の定型保証の帰属収益支払と同額
　を制度部門で分割し、家計分を計上する。
　・住宅ローン保証を提供する機関
　　住宅ローン保証を提供する機関の定型保証の帰
　属収益支払と同額を計上する。
　・農林漁業信用基金
　　全国値×林業産出額の対全国比

内閣府資料、関係機関照
会、全国家計構造調査（総
務省）、国勢調査（総務
省）、国民経済計算年報
（内閣府）
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　ｂ　年金受給権に係る投資所得
　　　年金受給権に係る投資所得の支払と同額を
　　計上する。

　ｃ　投資信託投資者に帰属する投資所得の支払と同
　　額を分割し、家計分を計上する。
　ｄ　保健契約者配当の支払の全額を記録する。

　オ　対家計民間非営利団体
 　(ｱ)　受取 　非金融法人企業の受取aに準じて推計する。

（4）　賃貸料
　ア　非金融法人企業
 　(ｱ)　受取 　ａ　民間企業

　　　全国値×法人の土地の決定価格の対全国比 内閣府資料、固定資産の価
格等の概要調書（総務省）

　ｂ　公的企業
　　　全国値×法人の土地の決定価格の対全国比 内閣府資料、固定資産の価

格等の概要調書（総務省）
 　(ｲ)　支払 　受取賃貸料に準じて推計する。

　イ　金融機関
 　(ｱ)　支払 　民間企業

　全国値×法人の土地の決定価格の対全国比 固定資産の価格等の概要調
書（総務省）、内閣府資料

　ウ　一般政府（地方
　　政府等）
　 (ｱ)　受取 　ａ　県、地方社会保障基金

　　　各決算書より受取賃貸料をとる。
　ｂ　市町
　　　市財産運用収入×
　　 (県受取賃貸料／県財産運用収入)

　 (ｲ)　支払 　ａ　県、地方社会保障基金
　　　各決算書より支払賃貸料をとる。
　ｂ　市町
　　　市物件費× (県支払賃貸料／県物件費)

　エ　家計
（個人企業を含む）
　 (ｱ)　受取 　土地の賃貸料

　家計の支払賃貸料×（全国の家計の受取賃貸料
／全国の家計の支払賃貸料）

内閣府資料、地方財政状況
調査（県財政課、市町課）

　 (ｲ)　支払 　土地の賃貸料：下記ａ～ｃの計
　ａ　農林水産業分
　　　（田畑別10ａ当たり賃貸料）×田畑別の借地
　　耕作面積
　ｂ　非農林水産業分
　　　持ち家のうち店舗その他で敷地が借地の戸数
　　×１戸当たり地代×修正倍率
　ｃ　持ち家分
　　　持ち家のうち専用住宅で敷地が借地の戸数
　　×１戸当たり地代×修正倍率

田畑価格及び小作料調（日
本不動産研究所）、農林業
センサス（農林水産省）、
住宅・土地統計調査（総務
省）、家計調査報告（総務
省）、全国家計構造調査報
告（総務省）、地方財政状
況調査（県財政課、市町
課）

地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、関係機関照
会
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　オ　対家計民間非営利団体
　 (ｱ)　受取 　全国値×対家計民間非営利団体従業者数の対全国比
　 (ｲ)　支払 　受取賃貸料に準じて推計する。

　カ　土地税 　ア～オで推計した「総賃貸料」から、土地税を控除す
ることで「賃貸料」を推計する。
　土地税：決算書等よりとる。

地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、市町村交付
金及び都市計画税に関する
調（総務省）

６　所得・富等に課される
　経常税
（1）　受取 　地方政府等に計上する。 内閣府資料、国税庁統計書

（国税庁）、地方財政状況
調査（県財政課、市町
課）、関係機関照会

（2）　支払 　非金融法人、金融機関、家計に計上する。
７　純社会負担
（1）　雇主の現実社会負担
及び家計の現実社会負担
　ア　受取 　社会保障基金に係る現実社会負担は一般政府に計上

し、社会保障基金に格付けられる各制度の決算書等から
推計する。その他の社会保険制度に係る現実社会負担は
金融機関に計上し、全国値を分割して推計する。

　イ　支払 　家計に計上する。

内閣府資料、関係機関照
会、地方財政状況調査（県
財政課、市町課）、社会保
険事業年報（社会保険
庁）、全国健康保険協会事
業年報及び船員保険事業年
報（全国健康保険協会）、
厚生年金保険・国民年金事
業年報（厚生労働省）、国
民経済計算年報（内閣
府）、労災保険事業の保険
給付等支払状況（厚生労働
省）、雇用保険事業年報
（厚生労働省）、労働市場
年報（山口労働局）、後期
高齢者医療事業状況報告年
報（厚生労働省）、国民健
康保険事業年報（厚生労働
省）、経済センサス-基礎調
査（総務省）、経済センサ
ス-活動調査（総務省・経済
産業省）、事業所・企業統
計調査（総務省）、常勤地
方公務員災害補償統計（地
方公務員災害補償基金）、
国家公務員共済組合事業統
計年報（財務省）、国家公
務員給与等実態調査(人事
院）、児童手当事業年報
（内閣府）、子ども手当事
業年報（厚生労働省）、介
護保険事業状況報告（厚生
労働省）

内閣府資料、事業所・企業
統計調査（総務省）、経済
センサス-基礎調査（総務
省）、経済センサス-活動調
査(総務省・経済産業省）

- 126 -



項目 推計方法 基礎資料
（2）  雇主の帰属社会負担
　ア　雇主の帰属年金負担
　 (ｱ)　受取（＝支払） 　支払額と同額を金融機関に計上する。
　 (ｲ)　支払 　現在勤務増分(年金制度の手数料を含む)－確定給付型

年金に係る雇主の現実年金負担を家計に計上する。

　イ　雇主の帰属非年
　　金負担
　 (ｱ)   受取（＝支払） 　非金融法人、金融機関、一般政府、対家計民間非営利

団体に雇用者数の割合で分割計上する。
地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、関係機関照
会、広島国税庁ホームペー
ジ

　 (ｲ)  支払 　退職一時金（政府等）、公務災害補償、その他の雇用
者のための雇主負担を家計に計上する。

（3）　家計の追加社会負担
　ア　受取 　年金受給権に係る投資所得と同額を金融機関に計上す

る。
　イ　支払 　年金受給権に係る投資所得と同額を家計に計上する。
（4）（控除）年金制度の手
　　数料
　ア　受取 　年金基金の産出額と同額を金融機関に計上する。
　イ　支払 　年金基金の産出額と同額を家計に計上する。

８　現物社会移転以外の社会
給付
（1）現金による社会保障給
　　付

７(1) 雇主の現実社会負担
及び家計の現実社会負担と
同じ

　ア　受取 　家計に計上する。
　関係機関の県内支払額を計上する。

　イ　支払 　一般政府に計上する。
　関係機関の県内給付額を計上する。

（2）　その他の社会保険年
金給付
　ア　受取 　家計に計上する。

　関係機関の給付額を計上する。
　イ　支払（＝受取） 　金融機関に計上する。

（3）  その他の社会保険非
年金給付
　ア　受取 　雇主の帰属非年金負担と同額を家計に計上する。
　イ　支払（＝受取） 　非金融法人、金融機関、一般政府、対家計民間非営利

団体に雇用者数の割合で分割計上する。
（4）  社会扶助給付
　ア　受取 　家計に計上する。生活保護費等は地方政府分を計上

し、その他恩給等は支払額を居住者ベースに転換する。
　イ　支払 　一般政府、対家計民間非営利団体に計上する。

　恩給及び退職年金、生活保護費等を計上する。

９　その他の経常移転
（1）  非生命保険金
　ア　受取 　生産系列で推計した保険種類別支払保険金を、各制度

部門別に分割する。
　ａ　損害保険会社
　（a） 火災保険、自動車保険、自賠責保険のそれ
　　　ぞれについて、支払保険金を制度部門別に分
　　　割する。
　（b） その他（傷害保険、動物保険等）
　　｛損害保険会社の支払保険金－（火災保険＋自
　　動車保険金＋自賠責保険金）｝をすべて非金融
　　法人企業に計上する。

　ｂ　損害保険会社以外の非生命保険
　　　火災共済組合、農業共済組合等すべて家計に計
　　上する。
　ｃ　定型保証
　　　定型保証の支払と同額を金融機関に計上する。

地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、関係機関照
会

内閣府資料、関係機関照
会、損害保険料率算出機構
ホームページ、地方財政状
況調査（県市町課）

内閣府資料、関係機関照
会、地方財政状況調査（県
財政課、市町課)、国勢調査
（総務省）、国民経済計算
年報（内閣府）、人口移動
統計調査（県統計分析
課）、一般会計歳入歳出決
算書（財務省）

内閣府資料、厚生年金保
険・国民年金事業年報（厚
生労働省）

内閣府資料、厚生年金保
険・国民年金事業年報（厚
生労働省）、勤労者退職金
共済ホームページ、関係機
関照会、国家公務員給与等
実態調査(人事院）
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項目 推計方法 基礎資料
　イ　支払 　ａ　非生命保険

　　　生産系列の保険金合計額を金融機関に計上
　　する。
　ｂ　定型保証
　　　国の保険金額×定型保証産出額の対全国比を
　　金融機関に計上する。

（2）  非生命保険純保険料
　ア　受取 　非生命保険金の支払と同額を金融機関に計上する。
　イ　支払 　ａ　非生命保険

　　　非生命保険金の受取額と同額を金融機関に計
　　上する。
　ｂ　定型保証
　（a） 信用保証協会
　　　　信用保証協会の保険金を民間非金融法人と家
　　　計に分割する。
　（b） 住宅ローン保証を提供する機関
　　　　住宅ローン保証を提供する機関の保険金を家
　　　計に計上する。

（3）一般政府内の経常移転
　ａ　中央政府等から県・市町村への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｂ　中央政府等から地方社会保障基金への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｃ　県・市町村から中央政府等への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｄ　自県と他県（県外）間の経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｅ　県から市町村への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｆ　県から地方社会保障基金への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｇ　市町村から地方社会保障基金への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｈ　地方社会保障基金から中央政府等への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｉ　市町村から県への経常移転
　　　各決算書よりとる。
　ｊ　市町村から市町村への経常移転
　　　各決算書よりとる。

（4)  対家計民間非営利団体
への経常移転
　ア　受取 　全国値×従業者数の対全国比
　イ　支払 　ａ　非金融法人企業

　　　全国値×法人事業税収納額の対全国比
　ｂ　金融機関
　　　全国値×法人事業税収納額の対全国比
　ｃ　地方政府等
　　　各決算書よりとる。
　ｄ　家計
　　　全国値×（二人以上の世帯の負担費＋
　　単身世帯の負担費）の対全国比

地方財政状況調査（県財政
課、市町課）、国民健康保
険事業年報、後期高齢者医
療事業状況報告

内閣府資料、関係機関照
会、損害保険料率算出機構
ホームページ、地方財政状
況調査（県市町課）

内閣府資料、地方財政統計
年報、家計調査、全国家計
構造調査
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項目 推計方法 基礎資料

（5)  対家計民間非営利団体
以外への経常移転
　ア　家計間の仕送り金
　 (ｱ)　支払 　（遊学仕送り金＋その他の仕送り金）×二人以上の世

帯数＋（遊学仕送り金＋その他の仕送り金）×単身世帯
数

　 (ｲ)　受取 　ａ　遊学仕送り金
　　　｛遊学仕送り金（二人以上の世帯・全国平均）×
　　全国二人以上の世帯数＋遊学仕送り金（単身世帯・
　　全国平均）×全国単身世帯数｝×学部学生数の
　　対全国比
　ｂ　その他の仕送り金
　　　受取＝支払

　イ　一般政府
　 (ｱ)　受取 　ａ　中央政府の地域事業所

　　　各決算書よりとる。
　ｂ　地方政府
　　　各決算書よりとる。

　 (ｲ)　支払 　ａ　家計への支払
　（a）中央政府の地域事業所
　　　 各決算書よりとる。
　（b）地方政府
　　　 各決算書よりとる。
　ｂ　非金融法人企業、金融機関への支払
　（a）県、市町
　　　 全国値×営業余剰の自県分の対全国比
　（b）地方社会保障基金
　　　 各決算書よりとる。

（6)  罰金
　ア　受取 　地方政府等に計上する。

　該当項目を集計する。
　イ　支払 　一般政府分を支払額とし、非金融法人、金融機関、家

計に計上する。

10　最終消費支出 　支出系列で推計した家計最終消費支出、対家計民間非
営利団体最終消費支出、政府最終消費支出をそれぞれの
制度部門に計上する。

11　貯蓄 　制度部門ごとに、受取合計から支払合計を差し引いて
求める。

内閣府資料、地方財政状況
調査（県財政課、市町
課）、国民経済計算年報(内
閣府）、地方財政統計年報
（総務省）

家計調査、全国家計構造調
査、学校基本調査、関係機
関照会、地方財政状況調査
（県財政課、市町課）、国
民健康保険事業年報、後期
高齢者医療事業状況報告、
介護保険事業状況報告
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（７）　制度部門別資本勘定

項目 推計方法 基礎資料
１　貯蓄 　制度部門別所得支出勘定における制度部門別の貯蓄を

計上する。

２　固定資本減耗 　生産系列の推計における固定資本減耗を各制度部門別
に求めて、それぞれの勘定に計上する。

（1）非金融法人企業 　ア　製造業

　　　固定資本減耗×法人分割合
　　　法人分割合：経営組織別製造品出荷額等から
　　求める。

工業統計調査(経済産業
省)、経済センサス-活動調
査（総務省・経済産業省）

　イ　電気・ガス・水道・廃棄物処理業
　　　市場生産者の固定資本減耗を計上する。
　ウ　その他の産業
　　　産業別に、次式により求める。
　　　公的企業分＋民間分×全国の固定資本減耗の
　　法人分割合
　　　ただし、不動産業のうち持ち家分は、家計
　　（個人企業を含む。）とする。

国民経済計算年報（内閣
府）

 (2）金融機関 　金融・保険業の固定資本減耗を計上する。
 (3）一般政府 　非市場生産者（政府）の固定資本減耗を計上する。
 (4）家計 　生産系列の推計における金融・保険業を除く産業分か

ら非金融法人企業分を差し引いて求める。
 (5）対家計民間非営利団体 　非市場生産者（非営利）の固定資本減耗を計上する。

３　資本移転（純） 　推計上の便宜も考慮して、資本移転は、一般政府と他
の制度部門との間だけに行われるものとみなし（ただし
金融機関との間にはないものとみなす）、資本移転に該
当する項目の性格を考慮し、制度部門別の分割を行う。

地方財政状況調査（県財政
課・市町課）、建設工事受
注動態統計調査報告（国土
交通省）、関係機関照会、
国民経済計算年報（内閣
府）

（1）非金融法人企業 　国、県、市町との資本移転について、直接照会、決算
統計等により、受取、支払別に該当項目を計上し、これ
に項目別に建設工事受注動態統計調査報告の経営組織別
請負契約金額の法人分割合を乗じるなどして求めた法人
分を、非金融法人企業と対家計民間非営利団体とに分割
して求める。

（2）一般政府 　(1)で求めた民間との資本移転のほか、地方政府と国
庫との資本移転の該当項目を計上する。
　国出先機関の国庫との資本移転については、
　国庫からのもの＝国の総固定資本形成＋土地の購入
（純）＋居住者に対する資本移転
　国庫に対するもの＝国の固定資本減耗＋居住者からの
資本移転

（3）家計 　(1)で求めた民間との資本移転から、法人との資本移
転を差し引いて求める。

（4）対家計民間非営利団体 (1)により求める。

４　県内総固定資本形成 　支出系列の推計において制度部門別に分割された計数
を制度部門別資本勘定の該当部分に計上する。

５　在庫変動 　支出系列の推計において制度部門別に分割された計数
を制度部門別資本勘定の該当部分に計上する。

６　土地の購入（純） 　基礎資料の制約により、一般政府のみ計上。
　決算書等から国、県、市町別に、土地購入費－土地売
払収入を計上する。

地方財政状況調査（県市町
課）、関係機関照会

７　純貸出（＋）／純借入
（－）

　貯蓄・資本移転による正味資産の変動－（総固定資本
形成（控除）固定資本減耗＋在庫変動＋土地の購入
（純））による。
　ただし、土地の購入（純）については、一般政府以外
は推計していないため、非金融法人企業、金融機関、家
計、対家計民間非営利団体の純貸出（＋）／純借入
（－）には、土地の購入（純）が含まれている。
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